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期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１９号 平成２９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２０号 平成２９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第16 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第17 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第18 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第19 報告第４号 平成２９年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市図書館条例の一部
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改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市土地改良事業分担

金等徴収条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第９ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第10 議案第７号 平成３０年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第８号 平成３０年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第12 議案第９号 平成３０年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１０号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第15 議案第１２号 平成２９年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１３号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１４号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第１５号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第１６号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第１７号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第１８号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第１９号 平成２９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２０号 平成２９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第16 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第17 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第18 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第19 報告第４号 平成２９年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）
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１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３０

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２８日まで

の２６日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より９月２

８日までの２６日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 去る６月２８日から７

月８日ごろにかけて、西日本を中心とした集中豪

雨において犠牲となられた多くの方々に弔意をあ

らわすため、黙祷をささげます。

御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 終わります。

着席ください。

平成３０年７月に発生した豪雨により被災され

た皆様に対し、名寄市議会からお見舞いの言葉を

申し上げます。

去る６月２８日から７月８日にかけて台風７号

と活発化した前線の影響により九州地方や中国、

四国地方、近畿地方等を中心に全国的に広い範囲

で記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害等

により２２１名のとうとい命が失われ、いまだ９

名の方が行方不明となっており、多くの死傷者が

出ることになりました。また、広島県におきまし

ては平成２６年８月にも豪雨により土砂災害が発

生しており、７４名の方が犠牲となったことは記

憶にも新しく、それをさらに上回り平成に入って

最悪の豪雨被害となりましたことはまことに残念

なことであり、犠牲になられた方々の御冥福をお

祈り申し上げますとともに、今なお避難場所で生

活を余儀なくされている方も多くおり、被災され

た皆様方に心からお見舞いを申し上げます。

また、救援に当たって全力を挙げていただいて

いる自衛隊、警察、消防、そして各自治体職員、

関係者各位の身を惜しまない努力に心より敬意を

表するところであります。

当市議会におきましては、今回被災された地域

の自治体に常任委員会や各会派の行政視察で訪問

する機会が多くあり、災害に遭われた姿をテレビ

で拝見するたびに家族の身を案じるような気持ち

で見守っているところであります。今回の豪雨被

害で被災された皆様が一日も早く災害の恐怖と苦

悩から抜け出して復興への希望の光が見えること

を御祈念申し上げるとともに、これまで積み上げ

てきたすばらしい歴史と文化を取り戻され、さら

なる発展ができることを期待するところでありま

す。

名寄市議会といたしましても全国市議会議長会、

北海道市議会議長会などと連携を図りながら最大

限の支援を行うとともに、被災地の一日も早い復

興をお祈り申し上げ、お見舞いの言葉とさせてい

ただきます。

〇議長（黒井 徹議員） ここで、市長より発言

を求められておりますので、これを許します。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。議

長より発言のお許しをいただきましたので、議長

に引き続きまして私からも平成３０年７月豪雨に

より被災をされました皆様にお見舞いの言葉を述

べさせていただきます。

本年６月２８日から７月８日にかけまして、前

線や台風７号の影響により西日本を中心に全国的

に広い範囲で記録的な大雨となりました。６月２

９日から７月８日にかけての総降水量は、四国地

方で ８００ミリ、東海地方で ２００ミリを超

えるなど７月の月降水量平均値の２倍から４倍と

なった地域もございました。広島県や京都府など

による土砂災害や河川の氾濫、堤防決壊などの水

害で大きな被害を受けた岡山県や愛媛県など死者

２２１人、負傷者３８０人を超え、いまだ行方不

明となっている方も１０人ほどおり、非常に大き

な災害に心が痛むばかりでございます。平成３０

年７月豪雨において被災された方々に心よりお見

舞いを申し上げますとともに、犠牲になられた方

々、そしてその御家族、御遺族に対しまして謹ん

で哀悼の意を表します。

また、被災によって破損した住家被害は、全壊

から一部損壊、床下浸水などを含め４万 ０００

戸を超えており、被災者の皆様の御苦労ははかり

知れず、８月上旬時点では ４００人以上の方々

がいまだ避難所での生活を余儀なくされており、

この耐えがたい苦難の日々を何とか乗り越えてい

ただきますように心からお祈りを申し上げます。

本市といたしましても市内の公共施設におきま

して義援金の募集の取り組みのほか、岡山県総社

市に２人の職員を派遣をし、微力ではございます

が、御支援を行ってきているところであります。

また、市による支援のほかでは陸上自衛隊名寄駐

屯地による隊員の派遣や民間企業においても義援

金の募集などが進められております。このことに

心から敬意を表しますとともに、これまで義援金

をいただきました市民の皆様に対しまして、この

場をおかりしまして深く感謝を申し上げたいと思

います。

被災地の一刻も早い復興を願い、支援に取り組

んでまいりますことを申し上げ、平成３０年７月

豪雨被災者の方々へお見舞いの言葉とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それでは、本日、平成３

０年第３回定例会の開会にあたり、これまでの主

な行政事項について、その概要を御報告申し上げ

ます。

はじめに、企業会計を除いた平成２９年度の各

会計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で４億 ２６８万９千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源４４

９万７千円を差し引いた実質収支は、４億 ８１

９万２千円となりました。ここから、名寄市基金

条例に基づき、減債基金へ２億４千万円を積み立

て、残り２億 ８１９万２千円を平成３０年度へ

繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で ００５

万５千円、介護の保険事業勘定で ９４７万６千

円、それぞれ黒字となりました。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

いては、一般会計繰入金で調整を行い、収支同額

となっています。

次に、基金について申し上げます。

それぞれ基金の設置目的に沿った経費の財源と

して、総額５億 ３６２万円を取り崩しましたが、

減債基金、公共施設整備基金などに、合計７億

０６６万２千円を積み立てたことから、一般会計

における基金残高は９４億 １６５万６千円で、

前年度末に比べて、２億 ７０４万２千円の増加

となりました。
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また、特別会計における基金残高は国民健康保

険支払準備金基金で ２３９万８千円、介護給付

費準備基金で２億 ６５７万８千円となりました。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、総合計画について申し上げます。

名寄市総合計画（第２次）中期基本計画の策定

にあたり、市民アンケートや各種総会の場を活用

した意見聴取、団体との意見懇談会の開催などを

通じて市民参加の機会を設け、広く市民の声を取

り入れるとともに、名寄市総合計画審議会ではこ

の間、７回の審議を重ねていただき、中期基本計

画骨子（案）をまとめていただいたところです。

今後は、市議会においても十分に御議論いただ

くほか、総合計画審議会からの答申をもとに、中

期基本計画素案を作成し、パブリック・コメント

を実施するとともに、市民の皆様からいただいた

御意見を踏まえて、名寄市総合計画（第２次）中

期基本計画案を作成してまいります。

また、中期基本計画策定に併せて、名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略についても計画期間

や成果指標（ＫＰＩ）の見直し作業を実施してま

いります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

名寄市町内会連合会主催による町内会長と行政

との懇談会は、７月５日にグランドホテル藤花に

おいて開催されました。平成３０年度における市

の主な事業などについて説明し、情報共有を図っ

たほか、地域の課題などについて意見交換を行い

ました。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

男女共同参画週間に合わせて、市内小中学生に

リーフレットの配布を行なったほか、男女共同参

画に対する理解を深める取組としてパネル展を実

施し、第２次推進計画についても周知を図りまし

た。

今後も、男女共同参画推進に向けた取組を進め

てまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、７月２

９日に開催されたてっし名寄まつりに、藤島・名

寄交流友の会の小野会長をはじめ１１人が来名さ

れ、市民との交流を深めたほか、北国博物館の見

学などを行いました。

また、少年少女交流事業として、剣道スポーツ

少年団の児童をはじめ１３人が、８月３日から６

日間の日程で、藤島地域などを訪問し、交流試合

や交流会などを通じて、お互いのまちに対する理

解と友好の絆を深めました。

東京都杉並区との交流事業については、６月１

６日と１７日に開催された第３９回ふうれん白樺

まつりに、杉並区から代表団６人と高円寺阿波お

どり親善訪問団３４人に加え、東京商工会議所杉

並支部からも和田会長をはじめ１２人が来名され、

阿波おどりなどを通じて広く市民との交流を深め

ました。８月２５日、２６日に杉並区で開催され

た第６２回東京高円寺阿波おどりには、本市から

代表団と訪問団合わせて３３人が参加し、本市の

ＰＲを行うとともに、杉並区民との交流を深めて

きました。

ふるさと会との交流事業については、７月６日

から４日間、東京なよろ会会員など１６人が本市

を訪れ、ゴルフやなよろ市立天文台「きたすば

る」の見学を行ったほか、市民交流パーティーな

どを通じて、楽しいひとときを満喫していただき

ました。

カナダ国カワーサレイクス市リンゼイとの交流

事業については、姉妹都市提携５０周年を記念し、

公募を含む市民訪問団１３人が、８月２１日から

６日間、リンゼイなどを訪問し、友好の絆を深め

ました。

また、長年にわたる交流活動の実績が評価され、

名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会に対し、在ト

ロント日本国総領事表彰が授与されました。
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台湾との交流事業については、６月２０日から

３日間、台北市立長安国民中学の教職員１５人が

職員研修の一環として本市を訪れ、名寄東中学校

や名寄産業高校を見学し、意見交換を行ったほか、

なよろ市立天文台「きたすばる」の見学などを行

いました。

次に、移住の推進について申し上げます。

移住の推進については、本年５月から２棟体制

となった「まちなかお試し移住住宅」に、７月末

現在、７件１４人の御利用をいただきました。今

後も引き続き、名寄市移住促進協議会のホームペ

ージで本市の移住に関する様々な情報提供を行う

とともに、まちなかお試し移住住宅の利用を促進

し、本市の「住み良さ」を実感していただくこと

で、移住していただけるよう努めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、天塩川の認知度

向上やそれぞれの地域の魅力紹介などを目的とし

た取組を行っています。

特に本年は、北海道命名１５０年と北海道の名

付け親といわれる松浦武四郎生誕２００年の節目

の年であり、北海道や近隣自治体、関係機関と連

携して取組を進めているところです。

まず、７月１４日から１７日まで開催された

「ダウン・ザ・テッシ―オ―ペッ スペシャル２

０１８」では、松浦武四郎生誕の地である三重県

松阪市から竹上真人市長をお招きし、カヌー大会

への参加を通じて、松浦武四郎が「北海道」の命

名の発想を得た天塩川の大自然を堪能していただ

きました。

７月２８日には、市民文化センターＥＮ―ＲＡ

Ｙホールにて上川総合振興局との共催により、

「北海道１５０年・松浦武四郎生誕２００年記念

式典」を開催し、市内外から約２１０人の皆様に

お越しいただきました。松浦武四郎の生誕２００

年を祝うとともに、松浦武四郎の生涯を小説に描

いた河治和香さんが、クイズを織り交ぜながら松

浦武四郎について解説し、その偉業を振り返りま

した。

次に、平和行政の取組について申し上げます。

本市は、平成１９年３月に非核平和都市宣言を

行い、過去に多くの人が犠牲となった戦争を二度

と繰り返させないことを固く誓いました。この宣

言の趣旨にのっとり、７月１０日に名寄市戦没者

追悼式や平和音楽大行進が開催され、また８月１

５日には全国戦没者追悼式に合わせて、正午にサ

イレン吹鳴を行いました。

加えて、「日本非核宣言自治体協議会」から原

爆に係るパネル及びポスターの貸出しを受け、８

月２４日から２７日まで駅前交流プラザ「よろー

な」において、名寄原爆の絵を見る会実行委員会

が主催する「原爆の絵 名寄展」に併せて展示を

行ったところです。

今後とも、戦争や原爆の記憶を風化させず、恒

久平和への願いを後世に伝えていくため、様々な

取組を進めてまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

５月３０日に「チャレンジデー２０１８」が開

催され、本市は２５回目の参加で対戦相手は大分

県杵築市となりました。当日は、健康づくりに最

適な天候となり、早朝ラジオ体操は ２７６人、

市民綱引き大会は１７８チーム ７２９人の参加

をいただくなど、全体では１ ３７４人の参加で、

参加率６ ９％の結果となり３年ぶりの勝利とな

りました。

今後も楽しみながら健康づくりに取り組んでい

ただき、市民の皆様と一緒に元気なまち・名寄を

つくってまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院の第１四半期における一般科の患

者取扱状況については、入院患者数は延べ１万

５７１人で前年比７６０人の減、率にして ７パ

ーセントの減少、また、外来患者数は、延べ４万

７９０人で前年比５２７人の増、率にして １

パーセントの増加となっています。
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医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１４億 ４４８万円で前年比 ５６

６万円の増、率にして ３パーセントの増加、ま

た、外来収益は６億４７５万円で前年比 ５０３

万円の増、率にして ０パーセントの増加となっ

ています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、２

０億 ９２３万円となり、前年比 ０６９万円の

増、率にして ６パーセントの増加となっていま

す。

次に、新名寄市病院事業改革プランについて申

し上げます。

新名寄市病院事業改革プランは、平成２８年７

月の公表から計画期間の中間年度を迎えています。

本プランは毎年点検及び評価を実施することとさ

れており、市立総合病院においては、平成２９年

度病院事業会計決算を反映した数値及び取組内容

を運営委員会に報告し、承認いただいたところで

す。

また、本プランの推進にあたり、地域医療構想

を踏まえた病床機能の役割及び経営の効率化を図

るため、名寄東病院においては経営コンサルティ

ング業務を委託し、医療機能及び経営状況の調査

・分析を行ってまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

昨年４月から認可外保育施設認可化等移行支援

事業を実施していた認可外保育施設において、平

成３１年度からの小規模保育事業の実施に向け８

月から施設整備が開始されました。引き続き、移

行に向けた支援をしてまいります。

また、北海道医療給付事業における乳幼児等医

療給付について、柔道整復師の施術療養費が本年

８月以降受診分から給付対象となりました。

今後も、国・道の施策を注視し、子育て支援の

向上を図ってまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

本年４月から「認知症初期集中支援チーム」を

設置し、認知症が疑われる方または認知症の方や

その家族を訪問し、初期の支援を包括的・集中的

に行い、適切な治療につなげ、自立生活のサポー

トを行っています。

また、本年３月に認知症の容態に応じた適切な

サービス提供の流れをわかりやすく説明した「名

寄市認知症ケアパス」を発行し、５月にはダイジ

ェスト版を全戸配付したところです。

今後も、認知症になっても安心して暮らせる地

域を目指し、認知症の方と家族を支える環境づく

りに努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

本年４月から障がいのある方などに対し「ヘル

プマーク・ヘルプカード」の配布をスタートし、

７月末時点でヘルプマーク約６０個、ヘルプカー

ド約９０枚を配布しています。この取組は、日常

の生活や災害時などに、周囲の方からの援助や手

助けを求めやすくすることを目的としています。

今後も、広報や新聞などで市民に周知し、障が

いのある方などが安心して暮らしやすい環境づく

りを推進してまいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、負担能力に応じた応分の負担と、国保

税負担の格差是正や税収増を図るため、基礎賦課

分に係る限度額の改正を行い、また、国保税の軽

減拡大としては、軽減判定所得算定額について５

割軽減対象世帯及び２割軽減対象世帯の限度額を

引き上げる改正を行いました。

当初賦課の状況は、加入者数が ７７９人で、

前年度比３８９人の減、世帯数は ７２１世帯で、

前年比２０５世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割が ３３７世帯、５割が６

２３世帯、２割が４７１世帯となり、全体では国

保加入世帯の６ ３パーセントにあたる ４３１

世帯となりました。

本年度から国民健康保険の都道府県単位化が始

まっており、今後も医療費の適正化をはじめとす

る加入者の負担軽減につながる取組を進め、市民
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の皆様が安心できる医療保険制度を確立するため、

事業の円滑な運営に努めてまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

ごみの発生抑制と減量化、資源化に向けた取組

など、廃棄物の分別排出が重要なことから、本年

から「市民ごみニュース」を発行し、分別とリサ

イクル意識の向上を図っています。

また、６月には環境衛生推進員の協力をいただ

き、風連最終処分場で一般搬入者に対する分別指

導を実施、なよろ産業まつり会場内では、来場者

から排出されるペットボトルや空き缶などの資源

ごみの出し方、食べ残しなどの食品残渣や埋立ご

みの分別について協力を求めています。

これらの取組により、本市の分別や排出方法、

ごみの減量化やリサイクル促進に対する周知啓発

が図られました。

次に、消防事業について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災出動件数

は５件で、前年比同件数となり、火災種別では、

建物火災４件、車両火災１件で、火災による負傷

者などの発生はありません。

救急出動件数は５５０件で、前年比８件の増、

事故種別では、急病３８５件、一般負傷７０件、

転院搬送４３件、交通事故２１件、そのほか３１

件となっています。

救助件数は１９件で、前年比２件の増、交通事

故によるもの１０件、そのほか９件となっていま

す。

火災予防については、４月から６月までに防火

対象物４７事業所、危険物施設３２カ所の立入検

査を実施し、法令違反の対象物・施設に改善指導

を行っています。また、一般住宅 ２６２世帯と

高齢者独居住宅２１３世帯の防火訪問を実施し、

住宅防火対策の推進に努めています。なお、住宅

用火災警報器の設置率は８ ８％となっています。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年の名寄市防災訓練については、７月１９日

「ＦＩＧ―ａなよろ『課題を見つける避難訓

練』」、８月１日には「確実な避難のための防災

セミナー」を多くの市民や関係機関の協力により

実施しました。

訓練では、浸水深への理解や、参加者自らが避

難に関する様々な課題を確認するなど、自助共助

の推進に弾みがついた訓練となり、防災意識の高

揚が図られました。

次に、７月３１日から３日間、復興支援事業と

して「なよろ夏休み防災・科学スクール２０１

８」を開催し、南相馬市の児童１０人のほか、本

市の児童１１人が参加しました。

スクールでは、８月１日開催の防災セミナーに

参加したほか、旭川地方気象台の予報に関する機

器を見学するなど、学習と交流を深めました。

次に、地域における防災対策の強化を図ること

を目的とした「北海道シェイクアウト」に参加し、

本市における地震を想定した訓練を８月３１日に

実施しました。

市内の小学校の児童が参加し、地震時の安全行

動を学ぶことができました。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりに向け、市

民や関係団体の御理解と御協力のもと、７月１１

日から「夏の交通安全運動」を１０日間実施しま

した。期間中、関係団体・地域住民による街頭啓

発、早朝パトロールやパトライト作戦、高齢者の

交通事故撲滅を目的とした「高齢者交通安全宣言

大会」を開催しました。

また、「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」

で定めている「飲酒運転根絶の日」の７月１３日

には、「道の駅もち米の里なよろ」において、名

寄警察署、交通安全協会などの関係機関と連携し、

「飲酒運転をしない、させない、許さない」とい

う街頭啓発を実施しました。７月２６日には北海

道交通安全推進委員会の「飲酒運転根絶キャラバ

ン隊」が名寄入りし、飲酒運転の恐ろしさを改め

て認識するとともに、市民の代表が飲酒運転根絶
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道民宣言をおこない、地域においての飲酒運転根

絶を誓いました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、北斗・新北斗公営

住宅建設事業に基づき昨年度着手した北斗団地の

鉄筋コンクリート造２階建て１棟１０戸の８月末

現在の進捗率は約７０パーセントとなっており、

１０月の完成を予定しているほか、北斗団地の本

年度着手分の鉄筋コンクリート造２階建て１棟１

２戸については９月に着手し、平成３１年１０月

の完成を予定しています。

新北斗団地については、６月に着手したプレキ

ャストコンクリート造平屋建て２棟８戸の全面的

改善工事の８月末現在の進捗率は約８０パーセン

トとなっており、９月の完成を予定しています。

また、北斗団地集会場建設工事については、本

年３月に着手し７月に完成しています。

長寿命化型改善工事については、６月に着手し

た風舞団地１棟８戸の８月末現在の進捗率は約８

５パーセントとなっており、１０月の完成を予定

しているほか、緑丘第１団地改修実施設計を６月

に着手し、平成３１年１月の完了を予定していま

す。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施設整備

については、名寄南公園と白樺公園の遊具更新工

事を８月に完成し、現在施工中のアカシヤ公園、

ことぶき公園についても９月中の完成を予定して

います。引き続き大橋公園の遊具更新工事を発注

してまいります。

また、名寄市都市計画マスタープランの見直し

及び名寄市立地適正化計画策定については、６月

に市民１０人で構成された策定委員会を開催し、

制度概要や策定スケジュールの確認、意見交換な

どを行いました。７月には庁内でも横断的に議論

する必要があることから、第１回目の庁内検討委

員会を開催しました。今後は、現在進めている都

市構造の分析調査などをもとに、市民向け講演会

やワークショップ、市民アンケートなどを実施し、

多くの市民意見が反映された計画となるよう策定

を進めてまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、南西７条通老朽管更新工事ほか３路

線、延長 ８６３メートルが完成しており、現在

は東８号線（１６線～１７線）老朽管更新工事他

１路線、延長３３４メートルの整備に着手し、１

１月上旬の完成を予定しています。

配水管網整備については、風連商工団地１号線

他１配水管網整備工事、延長１８８メートルが完

成し、現在は道道名寄停車場線配水管網整備工事、

延長１４０ｍの整備に着手し、９月下旬の完成を

予定しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事については、７月上

旬に名寄下水終末処理場の直流電源設備の更新工

事に着手し、来年２月下旬の完成を予定していま

す。

公共桝取替工事については、３工区に分けて５

月下旬に着手し、合計８５カ所の取替を７月下旬

に完了しました。また、管路長寿命化計画に基づ

く管渠更生工事については延長４３ｍの整備に着

手し、１１月上旬に完成を予定しています。

個別排水処理施設整備事業については、農村部

において６基の合併浄化槽の設置が完了し、現在

は３基の整備を進めており、１１月下旬の完成を

予定しています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る西４条仲通と北１丁目通は９月に、南３丁目通

は１２月に完成を予定しています。

第２回定例会において市単独費により追加補正

し整備を進めている風連大沼線舗装改築は１２月

に完成、西１条通道路改良舗装工事も１月に完成

を予定しています。また、北西９条右仲通の道路

改良舗装工事についても発注してまいります。
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次に、地域公共交通について申し上げます。

市内バス路線については、１０月から風連御料

線の一部区間がデマンド型運行に移行することに

伴い、６月に業者を決定し、該当する地域を中心

に利用説明会の開催など住民周知を進めています。

また、名寄市地域公共交通網形成計画について

は、６月に策定業務契約を締結しました。今後は

策定作業の中で課題を明らかにし、名寄市地域公

共交通活性化協議会と連携しながら利用しやすく

効率的な公共交通となるよう検討してまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに基盤整備について、道営事業では、新

規採択された「ちえぶん地区」「名寄幹線地区」

の調査測量設計業務が６月に着手されたほか、継

続地区の工事も計画どおり進められています。

市単独事業では、中名寄９線沢道路工事が６月

から着手し、８月末までの進捗率は約８５パーセ

ントとなっており、１０月上旬の完成を予定して

います。

次に、農作物の生育状況について申し上げます。

８月１５日現在、水稲については、もち米・う

るち米ともに平年よりやや遅れています。

秋小麦・春小麦については、収穫量はやや不良

で一部に品質低下が見受けられ、現在調製作業を

行っています。

大豆・てん菜については、やや遅れている状況

です。

次に、労働力確保対策について申し上げます。

本年度から試験的に取り組んでいる、農繁期に

おける市立大学生の農作業従事については、アス

パラガスの収穫作業において、受入農家１１戸に

３６人、延べ２３７人の学生を派遣し、農業者・

大学生ともに好評であったことから、新たにスイ

ートコーンの収穫作業において、受入農家８戸に

３１人の学生を派遣し取組を継続しています。

次に、農業担い手育成・支援について申し上げ

ます。

本年度の新規就農者は、新規学卒で２人、Ｕタ

ーンで９人、合わせて１１人となったほか、地域

おこし協力隊・農業支援員として山本知弘さんを

委嘱しました。

また、本年度から新たに設けた集落支援員には、

８月１日から前ＪＡ道北なよろ役員の近藤文隆さ

んを委嘱し、新規就農者支援チームとともに相談

・支援によるサポート体制の充実に取り組んでま

いります。

次に、有害鳥獣駆除対策事業について申し上げ

ます。

８月２１日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度の３２３頭に対し４頭少ない３１９頭、アライ

グマは２７頭に対し２０９頭多い２３６頭の駆除

を行ってきたところです。

次に、ヒグマ対策について申し上げます。

本年度は、８月２１日時点で、昨年度の４９件

に対し２２件少ない２７件の報告件数となってい

ます。

昨年、緑丘及び風連駅裏などの住宅地にヒグマ

の出没があったことから、名寄地域の緑丘付近で

は市道脇の草刈を拡幅し、風連地域においては駅

裏の草刈や雑木処理を行うなど、ヒグマを近づけ

ない対策を行っています。

今後、農作物の収穫時期やキノコ採りのシーズ

ンを迎えることから、ホームページなどによる出

没状況の情報提供を引き続き行うとともに、警察

をはじめ関係機関・団体と連携して注意喚起を図

りながら、被害防止対策を実施してまいります。

次に、産業まつりについて申し上げます。

４０回目の節目を迎えたなよろ産業まつりは、

８月２６日、なよろ健康の森を会場に開催され、

多くの市民の皆様に御来場いただきました。

山形県鶴岡市や、株式会社赤福をはじめ、例年

より多くの御協力をいただきました関係機関・団

体の皆様にお礼申し上げます。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

（仮称）北海道林業大学校の誘致に向けて、こ
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の間、本市を含む上川地域誘致期成会により活動

を進めて来ました。７月５日に示された道の方針

には、基礎地域を学ぶ講義拠点は、旭川市の林産

試験場を核として、下川町の森林フィールドなど

を含めた地域と示されるなど、一定の成果となり

ました。

これらを踏まえ、７月２０日に、現行の期成会

を解散し、今後は、林業大学校の開校に向けて、

上川管内の自治体２３市町村で構成する協議会を

立ち上げる予定となっており、本市としても引き

続き、役割を果たしてまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表した平成３０年第２四半期（４～

６月）の上川北部地域の地域別経済動向調査の結

果では、建設業は収益低下が懸念され、製造業、

運送業は引き続き人材不足が続いています。個人

消費については消費者購買力の低下に伴う売上減

少・停滞が目立つものの、地域全体の業況として

は普通と判断されています。

市の融資関係について、７月末現在、運転資金

は融資件数で１３件、融資額は ４６０万円とな

っており、前年同期比では件数で２件の減、金額

では １５０万円の減となりました。また、設備

資金については、融資件数で７件、融資額は ２

１６万円となっており、前年同期比では件数は同

数、金額は６８７万円の増となりました。

名寄市住宅改修等推進事業については、７月末

現在で１２９件の申請があり、登録事業者への聞

き取りや市民の声などから、今後の需要を見込み、

補正予算を提案しますので、御審議をお願いしま

す。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ３４倍で、前年同月比 １８ポイ

ント上昇し、平成２７年以降３０カ月連続で前年

同月を上回っており、依然として求職者に対し求

人数が上回っている状況となっています。若年層

の持続的な人材の確保がより一層重要となってい

ることから、６月２５日、名寄公共職業安定所長、

上川総合振興局長、上川教育局長と本市の４者で

名寄商工会議所に対し平成３０年度新規学卒者求

人要請を行ったところです。

今後も関係機関と連携して情報収集を行い、雇

用の安定及び就職活動の支援に努めてまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

ひまわり観光については、本年度もひまわりボ

ランティアを募集し、７月１４日に除草作業と環

境整備を、７月２６日には名寄高校陸上競技部に

よる除草作業を道立サンピラーパークで行うなど、

市民のおもてなしの心を育み、ホスピタリティあ

ふれる観光地づくりに努めました。

道立サンピラーパークにおけるひまわり観光に

ついては、６月の低温と日照不足による天候不順

が影響し、生育が予定より遅れましたが、帰省客

などが多いお盆の時期には満開を迎え、市内外か

ら多くの方々にお越しいただきました。特に８月

１日から８月３１日の間には「なよろひまわりま

つり」を開催し、ひまわり案内所の設置やなよろ

ひまわり観光マップの作成、市内飲食店などと連

携したスタンプラリーを開催するなど期間中の市

民、観光客の受入を行なったところです。

また、８月１１日には名寄ひまわりまちづくり

大使の有森裕子氏を招いて、なよろ健康の森、道

立サンピラーパークをコースとした「第６回有森

裕子なよろひまわりリレーラン」を開催しました。

市内外から９２チーム３６８人の参加があり、ひ

まわりを地域資源にした交流人口の拡大が図られ

ました。

次に、イベント関係について申し上げます。

本市の夏を彩るイベントでは、７月２９日に天

塩川曙橋下流河川敷を会場に、北海道命名１５０

年の記念イベントとして北海道テレビ放送と連携

し「てっし名寄まつり×出張ＨＴＢイチオシ！ま

つり」を開催しました。野外ライブや各種団体の

ステージ、さらにはフィナーレを飾る花火など、

多彩な催し、また天候にも恵まれ昨年より ００
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０人多い約２万人の来場者で賑わいました。

第４０回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１３団

体１５基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月１７日に行われた平成３０年度全国学力・学習

状況調査の結果が７月下旬に提供されたことを受

け、市内各校において２学期以降の子どもの教育

指導の改善策を講じる取組を進めています。

また、７月１８日に、名寄市教育改善プロジェ

クト委員会の教育指導の充実に関する研究グルー

プにおいて、新学習指導要領で求められている主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業のあ

り方についての研修会を行いました。今後は、授

業研究を通して、授業改善の取組を進めてまいり

ます。

豊かな心を育てる教育の推進については、７月

２３日に名寄中学校において、いじめの根絶に向

けた名寄市小中高いじめ防止サミットを開催しま

した。同サミットでは、いじめを許さない意識と

態度を育むため、全小・中学校、高等学校の児童

会・生徒会の代表者が一堂に会し、名寄市小中高

いじめ防止宣言の浸透状況について意見を交流し、

各学校のいじめ根絶にむけた取組のよさや工夫し

なければならない点などについて話し合いました。

さらに、昨年同様いじめ防止標語を募り、優秀

な作品についてはポスターを作成し、市内の各学

校のほか市の公共施設などに掲示し、地域全体で

いじめ防止に向けた取組を進めています。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月上旬までに市内の全小・中学校において、「全

国体力・運動能力、運動習慣等調査」を実施しま

した。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会の教

育研究（研修）の充実に関する研究グループが中

心となり、５月２４日に名寄西小学校を会場に、

新体力テスト実施に向けた実技研修会を行いまし

た。

研修会では、本市の児童生徒の体力における課

題となっている「走力」を高めるため、本市のス

ポーツ振興アドバイザーを講師に、短距離走の合

理的な動作のポイントなどについて研修を深めま

した。

今後は、各学校及び教育改善プロジェクト委員

会が、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

の結果を分析し、児童生徒の体力などのより一層

の向上に向けて、体育指導などの充実を図る取組

を進めてまいります。

学校給食では、人気献立を家庭やお弁当でも食

べたいという声に応え、また名寄市の給食を広く

紹介するため、料理レシピのインターネットサイ

ト「クックパッド」に人気献立のレシピを登録、

公開を開始しました。今後も登録献立について随

時、増やしていくこととしています。

特別支援教育の推進については、学校などの要

請に基づき、専門家チームを平成３０年７月末ま

で５校に計２３回派遣し、障がいの有無にかかわ

らず困り感を抱えている児童生徒に対する適切な

支援のあり方についての協議、研修を行いました。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、７月２０日に風連下多寄小学校で、主

権者に関する教育の一貫として「ふるさと未来ト

ーク～市長・教育長と児童生徒との懇談会～」を

実施しました。今後は、名寄西小学校や名寄南小

学校、名寄中学校などにおいても実施し、地域へ

の愛着や誇りをもち、ふるさとに根付く子どもた

ちを育ててまいります。

信頼される学校づくりの推進については、６月

２５日に中名寄小学校で第１回学校運営協議会を

行い、校長が示す学校運営に関する基本方針の承

認と、学校と地域が一体となった学校づくりのあ

り方について、熟議を行いました。今後は、未設

置の学校に対し、地域住民や保護者対象のコミュ
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ニティ・スクールに関する制度説明会を開催する

など、学校運営協議会の設置に向けた取組を進め

てまいります。

学校における働き方改革の推進については、７

月１１日に第２回名寄市立小中学校働き方改革推

進会議を開催し、夏季休業期間中の学校閉庁日の

設定など、時間外勤務などの縮減に向けた具体的

な取組について検討しました。今後は、学校にお

ける働き方改革「北海道アクション・プラン」を

もとに、本市としての取組の目標や内容、達成の

ための期間などを明確にした名寄版アクションプ

ランを策定してまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学では、北海道が行う「北海道１５

０年子ども未来・夢キャンパス」事業に賛同し、

７月７日に小学生を対象としたオープンキャンパ

スを開催しました。当日は市内外から２７人の小

学生が参加し、４学科に分かれて講義、実験、も

のづくりなどを受講するとともに、大学生との交

流や学生食堂での昼食、図書館や５号館の施設見

学などのプログラムを体験しました。

本事業が地元の大学に興味や関心を持ち、将来

について考えるきっかけとなるよう願っていると

ころです。

また、名寄市立大学への理解を深め、進路決定

の参考としていただくため、７月２１日と８月１

８日に、高校生と保護者を対象にオープンキャン

パスを開催しました。２回合わせて高校生４０４

人、保護者３１９人の参加があり、昨年と比較し

て高校生で７人の増となりました。

８年目を迎えた特別支援学校教諭免許状の取得

向上に向けての取組として、北海道教育委員会が

主催し、名寄市立大学が指導大学として実施して

いる免許法認定講習は、７月２７日から１２日間

にわたり開催しました。道内では、北海道教育大

学が指導大学となって実施した３会場と合わせて

４会場で実施されています。名寄会場では、市内

の学校などから参加した２３人をはじめ、合計９

０人が受講し、先進的な教育理論や教育実践の講

義に熱心に取り組みました。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

市民講座では、まちづくりについて学び、議論

する講座「エンレイ・カレッジ」を初級編、中級

編、公開講座の３部制で本年度から開設していま

す。現在は２１人が初級編に参加し、市内施設の

見学を中心とした学習に取り組んでいます。

また、７月１８日には、クロネコファミリーコ

ンサート音楽宅急便と連動した講座として「札幌

交響楽団とうたおう！」が開催されました。小学

生から大人までの５１人が２０回の事前講習を重

ね、飯森範親氏の指揮による札幌交響楽団の演奏

とともに感動の舞台を創り上げました。

夏を締めくくる市民盆踊り大会は、本年も市民

実行委員会の主催により準備が進められていまし

たが、降雨による会場状態の不良のため、残念な

がら開催することができませんでした。

次に、市立図書館について申し上げます。

子どもの読書活動を推進する取組として、もっ

と多くの中学生・高校生に本の面白さや図書館の

利用方法を再確認してもらうため、図書館司書が

お奨めする本を集めた情報誌「ツンドク」を作成

し、市内中学校・高校に配布するとともに、今後

も定期的な発行に努めてまいります。

７月下旬から８月にかけて、「夏の工作」「一

日司書体験」「夏のおはなし会」など本館、分館

ともに子ども向けの事業を開催し、大勢の子ども

たちの参加をいただきました。さらに８月７日か

ら１９日まで、数学の楽しさを体感できる実験ス

ペースを設けた展示会「数学博物館」を開催しま

した。関連企画として８月１４日には、稚内北星

学園大学澁谷久教授を招き、特別授業「見て、触

れて楽しく学べる算数教室」を実施し、子どもか

ら大人まで幅広い年代の方に数学の楽しさを体感

していただきました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。
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７月７日から、交流協定を結んでいる石垣島国

立天文台とのスタンプラリーによる連携や８月６

日から全国３０施設が参加した「天文台カード」

の配布など、多くの人が訪れたくなるような取組

を開始しました。

７月２１日には、星と音楽の集い実行委員会に

よる「きたすばる・星と音楽の集い２０１８」が

開催され、８７０人が参加しました。子どもたち

向けに、星の絵本の読み聞かせや簡易望遠鏡の作

成などを行いました。あいにく天候は曇り模様で

したが、プラネタリウム内での講演会やオーロラ

映像の特別上映など、多くのお客様に好評をいた

だいたところです。

７月２４日から８月５日にかけて、１５年ぶり

に大接近した火星の観望会を開催し、１３日間で

延べ １００人の参加がありました。火星だけで

なく多くの惑星が見られる機会であることから、

自分が見た惑星のシールを貼るラリーを行ったこ

とで、リピーターが増加しました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級２学級の合同研修会は、７月２５

日に市民文化センターを会場にフジイスポーツク

ラブの渡邊優樹氏を講師に迎え、「親子でのびの

び体操教室」を行いました。参加された１０２人

の親子は、楽しく体を動かしながらスキンシップ

を深めました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

スポーツ大会の開催では、５月６日に「第６６

回なよろ憲法記念ハーフマラソン大会」を開催し

ました。

本年は北海道命名１５０年、松浦武四郎生誕２

００年の節目に合わせて、天塩川河川敷にコース

を移転し、７８９人のランナーが天塩川沿いの新

設コースを駆け抜けました。

また、７月１３日から１６日にかけては、昨年

に引き続き「高円宮賜杯第３８回全日本学童軟式

野球大会マクドナルド・トーナメント北北海道予

選大会」が開催され、７月２９日には「サンピラ

ー国体記念第１６回サマージャンプ大会」が開催

されるなど、市外からも多くの方々が本市を訪れ、

スポーツによる交流人口の拡大が図られました。

生涯スポーツの推進では、子どもの体力向上と

運動する楽しさを親子で体験してもらうことを目

的として親子参加型の「ファミリーフィットネス

フェスタ」を開催するとともに、名寄青年会議所

が主催する「まいあさ走ろう なよろがっちりＲ

ＵＮデー」にも協力し、市民の運動習慣の向上を

図りました。

また、昨年に引き続き市民の健康増進のため、

「阿部雅司ノルディックウォーク講習会」を開催

し、市内企業・団体の御協力を頂きながら、多く

の市民が手軽にスポーツや運動に親しむ機会を提

供しています。

スポーツ合宿については、なよろ健康の森やピ

ヤシリシャンツェを中心にノルディック・スキー

競技の合宿が盛んに行われており、新たに高校サ

ッカー、大学アメリカンフットボールチームが訪

れるなど、日進地区のピヤシリヘルシーゾーンが

合宿地として徐々に認知されてきているところで

す。

また、バンクーバー、ソチ冬季パラリンピック

・アルペンスキーで金メダルを獲得している狩野

亮氏には、本市を国内トーニング拠点として選ん

でいただきました。トップアスリートの受入には、

様々な課題があり、トレーニングサポートだけで

はなく、本人が希望する地域との交流の場を設け

るなど、障がい者、移住、スポーツ担当がそれぞ

れ連携して環境を整えたことが、受入実現につな

がりました。

ジュニア選手の育成では、市内少年団活動のト

レーニング支援や、北海道タレントアスリート発

掘・育成事業のバイアスロン選手のサポートを行

うとともに、学校教育現場と連携して新たに小中

学校の「体育授業支援プログラム」を実施し、競

技スポーツを行う上で基礎となる走力向上に取り

組んできました。
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次に、青少年の健全育成について申し上げます。

名寄市子ども会育成連合会と共催のリーダー育

成事業「わくわく！体験交流会」では、２４人が

キャンプやネイパル砂川での宿泊研修など、全８

回中３つのプログラムを体験してきました。

また、野外体験学習事業「へっちゃＬＡＮＤ」

では、３８人がキャンプや登山など、３泊４日の

野外での団体活動を体験し、ひとまわりたくまし

く成長し、元気に家庭に帰っていきました。

東京都杉並区との小学生体験交流では、親善大

使となる両市・区の小学４年生から６年生までの

児童２５人ずつが参加し、それぞれの地域で３泊

４日の団体生活を通して、文化や自然環境の違い

などを体で感じながら交流を深めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月２７日に名寄警察署の協力を得て、北海道

青少年健全育成条例に基づき、青少年に対して有

害となる図書・ＤＶＤ・刃物などの販売状況の確

認やカラオケボックスにおける青少年深夜入場禁

止の指導状況、携帯電話販売店へフィルタリング

機能の利用促進についての調査を行うため、市内

全３１店舗の訪問指導を行いました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

８月５日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホー

ルにおいて、世界的に活躍するダンスパフォーマ

ー蛯名健一氏を招いたダンス公演を開催しました。

事前に蛯名氏を講師として行われたワークショッ

プの受講者も共演者として公演の舞台を彩り、来

場者に大きな感動を与えるとともに、受講者にと

って貴重な体験の場となりました。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月１日から８月２６日までの期間中、特別展

「エゾシカ」を開催しました。エゾシカの生態を

紹介するとともに、縄文時代やアイヌ民族の鹿の

利用法、さらには本市に残る鹿に関連したアイヌ

語地名などを紹介しました。また７月１２日には、

富良野市在住の写真家石黒誠氏を講師に迎え、講

演会「エゾシカがいる自然」を開催し２６人が参

加しました。写真家の視点で見て、感じて、切り

取った写真を通して、エゾシカの四季の暮らしぶ

りについてお話いただき、参加者から好評をいた

だきました。

８月８日には夏休み体験講座「コウモリ観察

会」を開催し、２３人の参加がありました。本年

度も旭川市のオサラッペコウモリ研究所代表の出

羽寛氏を講師に迎え、館内での座学と野外観察や

捕獲調査を体験し、名寄公園一帯の自然の豊かさ

を実感したところです。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市図書館条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市図書

館条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、学校及び学校図書館と公立図書館との

さらなる連携を図りながら読書活動を推進をして

行くため、建てかえ中の名寄市立風連中央小学校

内に新たに市立名寄図書館の分室機能を設け、風

連分館を廃止するため、本条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１号は、委員会付託

を省略し、直ちに採決することに御異議ございま
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せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令が公布をさ

れたことに伴い関係条項の整理を行うため、本条

例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令が公布をされたこ

とに伴い関係条項の整理を行うため、本条例の一

部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確認も含めて何点かお

聞きをしたいと思います。

１つは、今市内の保育所で待機児がどのように

なっているのか、またファミリー・サポート事業

も進んでいるかと思いますが、この状況も今どう

いった状況になっているのかお聞かせをいただき

たいと思います。

あと、この条例改正に当たっての説明資料にも

ありますように、みなし保育士に准看護師を追加

する。基本のところは保健師または看護師という

ふうになっているところに、それに加えて准看護

師というふうになるということでありますけれど

も、准看護師を加えることについての少し詳しい

御説明をいただきたいと思います。
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それから、この説明資料の５番目に保育士と同

等の知識及び経験を有する者を置くことを可能と

するというふうな、説明資料にあるのですが、同

等の知識及び経験を有する者についてどのように

判断していったらいいのかといったところでは、

市民の皆さんのところではちょっと判断しにくい

部分があるのかなというふうに思いますので、詳

しい御説明をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 川村

議員のほうから３点について御質問いただきまし

た。まず、１点目の待機児童の現在の状況という

ことでございますけれども、保育所の場合という

ことで、今ゼロ歳児が１人、それから１歳が１人、

２歳が２人ということで、計４名となっておりま

す。うち１歳児と２歳児につきましては、特定の

保育所を希望しているため、潜在的待機児童とい

う形の区分けになると思います。

それから、ファミリー・サポートの関係ですけ

れども、ファミリー・サポートの関係については

ちょっと手元に今資料がございませんので、後ほ

ど説明したいと思います。

それから、みなし保育士の関係でございますけ

れども、家庭的保育ということで、現在名寄市内

には家庭的保育の事業者がいらっしゃらないとい

うことで、実際に出た場合については対象となる

というものでございますけれども、今回国の省令

の改正に伴って改正するということでなっており

ます。今回准看護師も対象になるということで、

保育士に限らず、さまざまこういう専門職の関係

については確保についてはなかなか厳しいという

状況もあることから、今回准看護師も対象に加え

たということでございます。

それから、同等のという関係でございますけれ

ども、現在市内においては早朝の子供の少ない時

間、それから夕方の時間については通常認可施設

については子育て支援員ということでの配置につ

いては認めておりますけれども、それと同じ形に

なりますので、子育て支援員の研修を受けてされ

ているということで、その実績を持っている方と

いうことで考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国の基準が改正になっ

たということで、地方もこれに倣ってということ

だと思いますが、規制緩和がどんどん進むという

中では私も若干危惧をしています。同等の知識及

び経験というところでは、それぞれの資格がある

中でやはりきちっとした知識があり、経験があっ

ての資格だというふうに思っているのですが、今

おっしゃったようにいろいろ人材不足というふう

な部分もあって大変な思いをされているのだなと

いうふうに思うのですが、ただ私たち名寄市、専

門性の高い保育士を養成する大学を持っていると

いうところでの規制緩和が進む状況、どのように

捉えていられるのか、この部分についてもちょっ

とお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今規制緩和によ

る、従来であれば保育士の資格を有した方が従事

しているというところから、子育て支援員という

形で従事することに対する危惧といいますか、そ

ういった心配も含めた御質問というふうに思って

います。議員おっしゃられるとおり、名寄市でも

市立大学でも今は４大の大学になって、その知識

と実習も含めた、経験も含めた、そうした方が国

家資格を取って従事するのが基本だというふうに

私たちも考えています。そのことによって子供た

ちに適切な保育なり幼児教育等を提供できること

が望ましいと考えています。ただ、一方では、議

員も御承知のとおり人材不足による待機児童、特

に大都市では多くの子供たちがそういった施設に

行けなくて働くこともできなかったり、いろんな

課題があるということで、やむを得ない状況があ

るのかなというふうに思っています。そういった
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面では、本市においても先ほど若干待機児童がい

ましたけれども、全て充足できているかというと

そうできていない状況がありますので、子育て支

援員の活用もしながら、早朝、夕方部分、特にそ

ういった子供が少ない状況の中で支障のない範囲

で活用しながら、できるだけ待機児童を出さない

状況をつくりながら対応を進めたいというふうに

思っています。議員のおっしゃられることについ

ては十分考慮しながら、今後も適切な保育をして

いけるような環境を整えながら進めてまいりたい

というふうに考えていますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

どファミリー・サポート・センターの実績につい

て御質問いただきましたので、平成２９年度の実

績でございますけれども、トータル年間で１８７

回の活動がございまして、一番多いのが保護者等

の病気、それからその他急用の場合の援助と。次

に多いのが保護者等の外出の場合の援助、その次

が保護者等の短時間、パート等の働いている方の

対応ということで上位、多い順となっております。

それから、現在の登録者数ですけれども、利用

会員が１２０名、それから提供会員が２１名、両

方会員が１５名、全ての会員数については１５６

名となっております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 働く場所によってもい

ろいろ条件があって、働く方々の募集に応じてい

ただけるかどうかという部分では非常に厳しい部

分もあるのかなというふうには理解をしながらも、

ただやはり今お知らせいただいたように待機は希

望される場所と要求が一致しなかったということ

でありますけれども、ファミリー・サポート事業

でいえば短期間なりというところで御利用いただ

く方が要望が多いのかなというふうに思うのです。

そういう要望が多い中でこちらも対応していかな

ければならないということですので、みなし保育

士も含めてなのですが、やはり先ほどちょっとお

話ししましたように大学を持っているというとこ

ろでは、このみなし保育士に追加される准看護師

さんも含めていろんな研修の場としては十分に活

用していただく場となるのではないかなというふ

うに私は期待しています。そういった部分で子供

たちによりよい保育を提供していただくことを強

く求めたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今回の条例の一部改

正、もとの原案で議決をした現条例について、４

年前に国の子供、子育ては保育所に入れないとい

う全国的な大きな影響、国会でも大きな話題にな

りましたけれども、そのときに大都市を中心にし

た受け入れが非常に追いついていないと。国の政

策の不備を補う意味で規制緩和の流れの中で法律、

条例が決まっていったのですけれども、改めて当

時の日根野委員長、委員会でも十分審議をされて

委員長報告を少し思い出してみるときに、当時の

やりとりでは小規模事業所のＡ、Ｂ、Ｃ、あるい

は家庭的な保育という関係について、市の答弁で

は名寄においてはそこそこ充足をしていると。先

ほど川村議員の話がありましたけれども、そうい

うことからすると小規模のＢ、Ｃは想定していな

いと。法律でやれというからやるということだっ

たのですけれども、その辺の基本的な考え方につ

いて今も十分考えられていると思いますけれども、

まず１点目お聞きをしたいと思います。

それから、今川村議員の話からも待機児童の潜

在的な４人ということございましたけれども、こ

れからも名寄市においても残念ながら減少傾向が

続くということですが、当面の一定の期間を想定

をするときに待機児童の変化についてどのように

押さえられているのか、あるいは実際に全てが幼

稚園や保育所というよりも家庭で育てるというこ
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ともあるでしょうし、必要性を感じないという方

ももちろんいますけれども、そういう比率などに

ついてどういう把握をされているかお知らせをい

ただきたいと思います。

それから、３つ目には、規制緩和そのものに今

触れられていましたけれども、基本的には名寄市

の場合もできるだけ、できるだけというよりも最

大限４年前のやりとりを思い起こすと公立の保育

所、それから認可保育所を重点にということを認

識をされていると思うのですが、来年たまたま今

もう既に名寄市でも行政的に支援をしております

Ａ型想定の対応についても準備をされていると思

うのですが、そこら辺についても１点目の質問と

関連ありますけれども、お答えをいただきたいと

思います。

それから、設備及び運営に関する基準について

の名寄市の基本的な考え方、全国的には国の基準

に従うというケースがほとんどでありますけれど

も、一部先進的な部分では独自財源も使いながら

もそれを超えると。国の基準そのものにもできる

だけそれを超えていくという基本的な部分はある

のですけれども、それを具体化している自治体も

あるのですけれども、できるだけ保育の質、ある

いは親の希望などを考えると、名寄市の基本的な

考えをさらに踏襲をしていくというのは当然かと

思いますけれども、お知らせをいただきたいと思

います。

あと、今回の改正の部分について後からまた触

れますけれども、改正前、現条例あるいは現法律

に関連する関係では、今回一部改正に絡んで民間

の保育協議会、公立は当然でしょうけれども、そ

ういうところへの情報伝達だとか、意見をいただ

くというような、パブリックコメントまでいかな

くてもそういうやりとりした経過があれば具体的

な内容についてもお知らせをいただきたいと思い

ます。お答えをいただいてから、今回の一部改正

の内容について二、三また触れさせていただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今熊

谷議員のほうから御質問いただきましたことにつ

いてお答えいたします。

今回家庭的保育事業の設備及び運営に関する基

準の改正に伴うものということで改正をさせてい

ただいたところでございますけれども、現在の家

庭的保育事業につきましては名寄市内では事業所

ございませんし、今後また新たに希望されている

という事業所さん、今のところ情報といいますか、

市としては把握しておりません。議員のほうから

ありましたとおり、来年の４月から小規模保育事

業のＡということで、事業者が開設に向けて今施

設整備を行っているところでございます。小規模

保育につきましては、Ａ型からＣ型までございま

すけれども、今のところはＡ型ということでの施

設の整備がされているということで、Ｂ、Ｃの方

については今のところ予定されているところはな

いという状況にあります。

それから、保育の質の関係の部分でございます

けれども、今回この関係につきましては基準緩和

ということでの基準の改正でございますけれども、

基本的には今市内の事業所においても質の向上と

いうことでは一定程度保育士の配置をされた中で

保育に取り組んでおりますので、その考え方につ

いては市としても踏襲していきたいというふうに

考えております。

それから、今回の改正の部分に係る周知ですと

か、それから情報伝達の関係ということでござい

ますけれども、先ほど言いましたとおり現在この

家庭的保育事業を行っている事業所さんがないと

いうことで、特別周知ということは考えていない

ということと、事業所がないということですので、

特に説明というふうには考えておりませんが、条

例改正に伴う告示等のお知らせについては従来ど

おり行うことで考えております。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ４年前の記憶をたど

るのですけれども、私の質問と答弁ではちょっと

食い違いがあるのですけれども、現在名寄にはそ

ういう予定はないということだけだったのですが、

田邊前部長の答弁というのはＡ、Ｂ、Ｃを法制あ

るいは条例化の中に盛り込んでいるけれども、い

わゆる保育の質等々を考えると名寄においては最

大限公立あるいは認可保育所、そして法律ができ

たので、Ａぐらいまでは考えられるけれども、Ｂ、

Ｃについては想定をしていないと。法律そのもの

が日本全体が待機の子供たちの多い、少ないとい

う問題があって、地方レベルでは一定の需給関係

を満たしているということなんかで危機感はなか

ったのですけれども、今後もそれは事象が発生し

てみた場合にはやっぱり最大限行政としては最低

Ａ以上のものでしっかり連携あるいは指導をして

いくということでよいのかということをあえて聞

いたので、今現在そういう事業所があるかないか

という話は別に聞いていないので、改めてお答え

をいただきたいと思います。

それと、民間の保育協議会、今回は一部改正な

ので、改めてそのことの情報提供はしていないと。

もちろん専門家の事業所ばかりなので、このこと

についてもすぐ十分国の動きとして研さんを深め

ているので、必要はなかったのかもしれませんけ

れども、改めて４年前のことを想定をすると、い

わゆるもう１２月に入る、あのときは３定の最後

の日だったと思うのです、委員長報告が。それで、

議会会期中に決めようという議会の動きもあって、

３回ぐらい集中議論をして報告をしているのです

が、改めてそういう面では一部改正に該当するこ

とは余りないのでということよりも、常に民間の

保育協議会は、それは市が直接実行するものでは

ありませんけれども、連携は十分深まっていると

いう、現行条例に関してもそういう理解で各事業

所で受けとめているかどうか、市の認識をお答え

をいただきたというふうに思っています。

それで、一部改正の関係で二、三お聞きをいた

しますが、名寄に現状該当事業所がないというこ

とでぴんとこないということも私どもちょっとあ

るのですけれども、いまだに全国的には既にこの

代替保育、家庭的保育の事業所が一時的には国の

動きが悪いということでたくさん施設があるので

すけれども、連携してその考え方の確保について、

平成３１年までの５年間ということで法的にはな

っていますけれども、これは本来延長があればい

いというものではなくて、その後の連携施設の確

保の動きについてどのように把握をされているの

かお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目に、既存事業者は当然自前調理の原則と

いうことになっていますけれども、適用の猶予期

間について当時は全体の半分以上は猶予対象にな

って、来年度でほぼその猶予が切れることになっ

て、それでもなおかつ受け皿が追いつかないとい

う全国的な動きも都市部では特にありまして、こ

の再延長の対応をする自治体も出てきているよう

に聞いていますが、これに対する基本的な考え方、

今名寄にはそういう事業者ないということだけで

はなくて、法整備ですからどのような基本的な考

えを持つべきなのかお答えをいただきたいと思い

ます。

それから、同じ自前の調理原則の原則はあるの

ですけれども、外部搬入の容認の範囲を拡大をす

ることに改正をということになっていますけれど

も、この中で市長が認める外部搬入できる事業者

というふうに定義があるのですけれども、例えば

名寄市において市長が認める外部搬入できる事業

者というのはどのぐらいあるのか、現段階でどの

ように考えてこういう文章になったのかお聞かせ

いただきたいと思います。

それから、もう一つは、この中で特に議案第３

号のページ１の８行目に市長は家庭的保育の確保

のため代替保育の関係、著しくという言葉が入っ

ていますけれども、この著しくというのは私ども

もわかるような、市民レベルでわかるような尺度
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でちょっと御説明をいただきたいというふうに思

っています。

とりあえずこれで、今何点かちょっと重ねまし

たけれども、私の言っていることが通じなければ

また聞いていただきたいと思いますけれども、お

答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 最初

の答弁の部分で漏れていた部分ございましたので、

御答弁させていただきたいと思います。

最初の部分ですけれども、小規模保育のＡとい

うことで、４年前のときもこの条例を提案させて

いただいたときも当面小規模保育につきましては

Ａで、保育の質の確保ということでいけばＡ以上

のものということで目指すということでありまし

て、現在も同じ考え方を持っているところでござ

います。

それから、具体的な御質問いただきましたけれ

ども、１点目の代替保育の提供先の緩和の部分で

ございますけれども、連携先ということでありま

すが、現在先ほどもお答えさせていただきました

が、実施している、家庭的保育事業を行っている

ところがないということでございますけれども、

そういったこともありまして、今のところその部

分については、今回民間施設については該当ござ

いませんので、事業所がないということでござい

ます。

それから、２番目の自前調理の関係でございま

すけれども、これまで５年間ということで自前調

理を猶予期間を持って対応し、努力義務というこ

とでの対応でございましたけれども、今回の改正

によりまして１０年に延長されているということ

で、現時点においては調理委託している事業所は

ございませんけれども、基本的には原則、自前調

理のということが原則でございますので、これに

ついては基本的な考え方としては市としては持っ

ていきたいと考えております。

それから、３番目の市長が認める自前調理の関

係の外部搬入できる事業者ということでございま

すけれども、現在外部委託の例はないということ

と、それから乳幼児食の受け入れをできる事業所

は今市内にないという状況でございます。

それから、４番目、議案の関係、小規模保育の

Ａ事業所と同等の能力を有すると市が認めるとい

うことで、わかりづらいということでございまし

たけれども、これについては簡単に言いますと小

規模保育のＡの事業所を指しているということで、

今現在認可の点につきましては６人から１９人と

いうようなことでございまして、一応保育所の分

所、分園的な部分でいきますと保育所の配置基準

にほぼ準拠している事業所ということで考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の全体的な部

分については廣嶋室長のほうから答弁させてもら

いましたけれども、私のほうから補足と重なる部

分もありますけれども、ちょっと話をさせてもら

います。

議員からありました小規模保育Ａ、Ｂ、Ｃの中

で、４年前もＡを基本として考えるということで、

今答弁したとおり今後においてもＡ事業所という

ことで考えていきます。これは、先ほど川村議員

からもありましたようにやっぱり専門性の高い、

質の高い保育を提供するためには保育士の職員配

置が義務づけられていますＡ事業所ということで

今後も進めてまいりたいというふうに考えており

ます。基本的には、公立の保育所、認定保育園、

認可保育所、今回今予定をしています小規模Ａで

すけれども、こういった中で当面受け入れについ

ては充足されるかなというふうに思っていますの

で、一方ではやっぱり一番課題なのは人員の確保

でありますので、この間も人材の確保事業等も進

めていますけれども、そういった活用をしながら

しっかりとした確保の体制をつくってまいりたい
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と思いますし、３１年度ですか、名寄大学が卒業

生が出るのは。この期間卒業生がいないという状

況で厳しい状況は身内のほうからも聞いています

けれども、そういった民間事業所とも連携を図り

ながら人材確保に努めてまいりたいというふうに

考えております。

情報提供につきましては、先ほどから言ってい

ますとおり現在この条例に基づいた事業所がない

ということで、そこに対して情報提供はしようが

ないわけですけれども、ほかの幼稚園、認定こど

も園等々についてはそれぞれ国、道から情報が提

供されていますし、必要に応じてうちのほうとし

ても情報提供の必要があればその都度きちんと対

応していきたいというふうに考えているところで

あります。

施設整備につきましては、先ほど申し上げたと

おり当面は現在ある部分でしっかり対応していき

たいというふうに考えていますので、これに独自

の部分を付加したり、そういった部分での対応に

ついては現時点では考えていないということで御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 自前調理の原則とい

うことで、例外をつくるための条例改正みたいな

感じも受けとめざるを得ないものがあるのですが、

名寄においては公、民間超えて給食センターの意

味合い・位置というのは非常に大きく、アレルギ

ーやアトピーやらさまざまな口から入るものにつ

いてのガードをどう図るかというのは重要なこと

なので、イコールやっぱり原則を大切にしながら、

新たな動きが市内であるとすればしっかり行政指

導というのはやった上で判断をしていくべきだと

いうふうに考えていますので、特に給食センター

の活用が必要なときにはどのように対応していく

のか、基本的な考えをお聞きをしておきたいと思

います。

来年の想定は、長い実績を持つ事業所が来年度

からＡの小規模保育事業にということで、既に行

政側も連携をとりながらサポートをされているの

かなというふうに思っていますが、特にこの関係

ではそういう事業所との意見交換あるいは行政対

応についての経過があればお聞かせをいただきた

と思います。

最後に、規制緩和、要するに国の政策の不備が

しっかり行き渡っていないということで大問題に

なったことを改めて思い出すのですけれども、規

制緩和にも役所が権限を振り回してやって、なか

なか自治体が希望することが進んでいないけれど

も、このごろ少しいい規制緩和というのがある部

分もあるのかもしれませんが、いずれにしても子

供の保育にかかわることについては非常に重要な

視点だというふうに考えておりますので、規制緩

和の動きに対してさまざまな、地方レベルによっ

て、あるいは都市によって違いますけれども、名

寄市の現状の中においていわゆる規制緩和に対す

る基本的な考えをしっかり確立する必要があると

いうふうに思いますけれども、市長からのお答え

をいただきながら３回目の質疑を終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 最初

に御質問いただきました給食センターの関係でご

ざいます。その前に御質問いただきました事業者

との協議会的なもの、事前の協議はどうだったの

かということでございますけれども、毎年幼稚園、

それから保育所の各事業所さんと市が入りまして

協議会のほう立ち上げていまして、協議会の中で

毎年保育の部分協議をさせていただきまして、そ

の中では制度改正の部分ですとか、さらに現状の

待機児童の関係だとか、保育士の数だとか、さま

ざまな点について意見交換をさせていただきまし

て、その中でも給食の問題等も出ておりまして、

それに対して市としても今の制度の中で対応でき

る分については対応させていただいたりというこ

とで、今回の家庭的な部分につきましては、繰り
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返しになりますけれども、今回対象事業者がいな

いということで、特に詳しい説明はしてございま

せんけれども、先ほど部長からもありましたとお

り日常的にそれぞれの事業所さんとも連携を密に

しながら懸案等、課題等ありましたら対応させて

いただいておりますので、今回の部分につきまし

てもまた例年開催しています協議会の中でも話題

提供みたいな形で協議をさせていただきたいなと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員から最後に全般的な

規制に対しての考え方ということでお話があった

と思いますけれども、まずこの家庭的保育事業等

の今回の改正については、やっぱり主に都市部に

おいて今なお待機児童が問題になっているという

ことを鑑みた上での改正という要素が強いのかな

というふうに思っています。これはこれで理解し

つつも、我々としてはもちろん量的なものも大事

だけれども、質的なものも非常に大事だという立

場に立って保育事業を展開していかなければなら

ないというふうに考えておりますし、今回そのた

めのこうした改正だということもぜひ御理解をい

ただきたいというふうに思います。

全般的な問題に対しては、規制は当然まちづく

りを活性化するために必要な部分もありましょう

し、そのために必要な規制もあろうし、環境の変

化によって変えていかなければならない規制もあ

ろうというふうに思います。その辺は、地域の実

情に応じて是々非々で判断をしていくということ

になろうかというふうに思いますので、御理解い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市土地改良事業分担金等徴収条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市土地

改良事業分担金等徴収条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、本年６月８日に土地改良法の一部が改

正をされ、条項ずれが生じたことから、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第４号は、委員会付託

を省略し、直ちに採決することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市企業立地促進条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市企業

立地促進条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、旅館業法の一部を改正する法律が施行

されたことに伴い旅館業とされていた営業種別の

うちホテル営業と旅館営業が統合され、旅館・ホ

テル営業とされたことから、本条例の一部を改正

しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第５号は、委員会付託

を省略し、直ちに採決することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 工事請負契

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成３０年度北斗団地公営住宅建設工

事について、本年８月２１日、３社による一般競

争入札を執行した結果、大野組・坂下経常建設共

同企業体が２億 ７５０万円で落札をし、これに

消費税及び地方消費税 ７４０万円を加え、２億

４９０万円で契約を締結しようとするものでご

ざいます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により議会

の議決を求めるものでございます。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

詳細につきましては建設水道部長より説明させま

すので、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を天野建設水

道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議案第６号、平

成３０年度北斗団地公営住宅建設工事の建築工事

の追加の説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき、老朽化した北斗、新北斗団地の建てかえ事

業にて建設するものであり、昨年度の実施設計に

基づき平成３１年１０月中旬の完成に向け準備が

整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします平成３０年度北斗

団地公営住宅建設工事の建築工事の事業概要につ

いて説明いたします。本工事は、鉄筋コンクリー

トづくり２階建て、延べ面積は住宅部分が ０４

７６平米、物置、自転車置き場が５ ９８平米

で、合計が １０ ７４平米であります。住宅戸

数は２ＤＫが８戸、２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが

２戸で、合計１２戸の建築工事であります。また、

工事期間は議決後の翌日から平成３１年１０月１

５日までを予定しております。
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次に、お手元にございます説明資料の説明をい

たします。めくっていただきまして、初めに資料

１、建物概要、配置図をお開きをください。図面

上部は来年度発注する駐車場であり、台数は住宅

戸数分を確保しております。図面中央は公営住宅

で、図面下部は入居者が自由に使える菜園等のス

ペースとなっております。

次のページ、資料２をごらんください。図面上

部が雁木や物置及び自転車置き場等の共有スペー

スであり、下部が住宅となっております。

続いて、おめくりいただきまして、資料３、２

階平面図をごらんください。各住戸の配置及び戸

数は、１階と同様でございます。

続いて、おめくりをいただきまして、資料４の

立面図をお開きください。入居者の除排雪作業軽

減に配慮し、無落雪屋根を採用、外壁は東西面を

金属板仕上げ、南北面を塗装仕上げとしておりま

す。

以上、私からの追加説明とさせていただきます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今回の工事請負の契

約で、北斗団地建設工事最後の発注だと思います。

いろいろ御努力いただいていることに敬意を表し

ますが、改めて二、三お聞きをしたいと思います

が、今回９棟目になるのですね、最終。それで、

当初この計画１０年をめどにということでスター

トしておりましたけれども、私も少し過去のこと

を忘れてきましたけれども、これで何年になるか、

１０年は１０年のとおりだったのかと１年でも２

年でも前倒しをという、当時の建設部長も意欲と

してはあったのですけれども、高齢化との関係な

んかも含めて、まずそれについてお聞かせをいた

だきたいと思います。

２つ目には、常任委員会なんかでも話は既にさ

れていると思いますが、今の北斗団地に住んでい

る方、何戸残っておられて、最終的にこの建物が

できた段階ではどのぐらいの予備が、一般の、優

先入居者ともちろんいわゆる公募に基づく等関係

しますが、どんな状況なのかお答えをいただきた

いと思います。

あと、１０年間ということで、当時は １１の

前ということで、トータルとして全てオール電化

ということで電熱関係含めて、暖房を含めて電気

という想定でありましたけれども、国の新たな動

きもあって、またそうではない指導等もあった気

がいたしますが、政令的には。それで、現状最終

的にはオール電化が何戸で、あるいはそうでない

エネルギー確保は何戸なのかお知らせをいただき

たいと思いますが、オール電化のときにはやっぱ

り地元業者の皆さんが電気ばかりということはな

いのでないのかというような要望もあったような

気がいたしまして、そのときの行政側のオール電

化でいくぞということを再三変えなかったのです

けれども、国の補助事業等々の関係があったから

だというふうに思いますけれども、結果的にその

ときの行政側の答弁としては、全戸できる中で片

方はガスがあったり、片方は電気があったりとい

うのは非常に入居者に差が出るのではないかとい

うことでしておりましたけれども、最終的に国の

動きの中でエネルギーの別な活用もということが

あったと思いますので、現状どのようになってい

るのか、最終段階の完成の段階、来年の１１月で

したね。そんなことで状況の変化についてお知ら

せをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 熊谷議員から大

きく３点にわたりまして御質問いただきました。

北斗団地の計画につきましては、お話ございまし

て、平成２２年度から着手ということで、これま

で毎年事業を進めてまいりまして、今回が最終年

度の着手ということになるかというふうに思って

おりまして、当初計画した時点というのは１１棟
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にて１２０戸の整備ということで始まったのです

が、その後さまざまな経緯や見直し等々も含めて

現段階、事業完了しますと９棟で９８戸と。やや

縮小した形での事業完了という形の運びに相なっ

ているということでございます。ニーズやそれぞ

れの需要などの関係で結果的にはこういう形でや

や縮小した形になっているかと思いますが、全体

的な公営住宅の長寿命化の中で戸数等々も今後も

しっかり見きわめながら、全体的な数をしっかり

と絞り込んでいくという形の考えに立ったものだ

というふうに考えているところでございます。

２点目でございますけれども、今回の建てかえ

によりまして、入居者については全く心配ない形

で新たな建物のほうに入居する予定ということで

担当のほうから伺っておりますが、どれだけ開放

できる、一般の申し込みというか、住みかえでは

なく新たな形で募集ができるかについては数担当

からちょっと確認をさせていただきたいと思いま

すので、後ほど御報告をさせていただければと思

ってございます。

そして、３点目の関係なのですけれども、オー

ル電化とガス、灯油との兼ね合いでございます。

オール電化、当然入居者のお好みというのですか、

お考え方も十分そのことを参酌しながら、当時の

省エネということで、当時はやっぱり電化が優位

だというふうに思っていたところだったのですが、

お話しのとおり １１の以降、また大きく電気料

金の値上げ等さまざまな事情があったというふう

に思っています。そういった中で２７年度に省エ

ネ法が法改正も一部ございまして、結論的にはま

たもとの形と言うと語弊があるかもしれませんけ

れども、電化からまた灯油、ガスという形になり

ました。この事業完了の中で先ほど申し上げまし

た９棟９８戸のうち、予定といたしますが、電化

としては６６戸、約３分の２、そして残る３分の

１の３２戸が灯油、ガスになるという予定を立て

ているところでございます。

済みません。今担当のほうから２番目に御質問

あった一般にどれだけ世帯を開放できるかという

お問い合わせですが、北斗団地、これ新北斗も一

部申し上げますが、北斗団地では３０年度では５

戸の世帯を開放できると。一般募集に回せると。

３１年、来年完成いたしますと１戸の予定という

ことになってございます。また、新北斗団地につ

いては、今年２戸の募集ができると。ことしと来

年においては、都合８戸開放できるといったよう

な形での数字の報告が今ありましたので、答弁と

させていただきます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今の数字については、

入退去の関係については受けとめますけれども、

既存の残っている人の戸数、ちょっと後からつけ

加えておきますが、現在北斗団地に入っている人

が新しい団地に住みかえるという数について、今

いただいたのだったかい。漏れていましたら、私

の聞き落としだったら、後からちょっとつけ加え

ていただきたいと思います。

それで、結局はエネルギー問題については国の

制度の関係でそうせざるを得ないということでス

タートしておりますけれども、当時行政の対応と

してみればそれしか選択がないのだと。選択肢が

ないということだったのですけれども、 １１の

変化がたまたまそうなったのですけれども、実際

入居者のニーズというか、もちろん電気のほうが

便利で安心だ、安全だというところもありますが、

あるいはガスはガスのほうが使い勝手、ずっと長

い間そう使ってきたというニーズはいろいろあっ

たのですけれども、選択肢が電気しかないという

ことでスタートして、実際にはどちらが安いかと

いう、やっぱり所得の関係なんかも含めて、決め

手になるのではないかと思っていますが、ある面

では選択肢が複数あったほうが結果としてはよか

ったのではないかというふうに、私はそう判断を

しております。最終的には１年ぐらい早く完成と

いう見通しが立って、団地ができ上がるのですけ
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れども、当時は私どもも議論をした経過の中では

あそこ北斗団地３００近く、２５０か、かなり多

かったような気がして、それが１００台ぐらいで

建設計画をスタートしているのですけれども、結

果としては時代の流れや一定の時間がたっている

ということで、あるいは転出をする、亡くなる、

介護施設に入るというようなことで、最終的に一

般の市民も公募の中で入れるという数字が今出た

のですが、行政の判断というのは非常に正確だっ

たのだなというふうに改めて頭を下げるところで

ございますけれども、ぜひいいものをしっかり完

成をして対応していただきたいというふうに思っ

ていますので、漏れた部分ももしあったらお答え

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 質問の中で答え

切れていなかった部分で、今残っている現存のお

住まいの方などについてちょっと確認して改めて

熊谷議員に報告させていただきたいというふうに

思っていますし、お話、当初の計画からやはりど

うしても人口減やさまざまな要素で、そこはしっ

かり必要とする住宅戸数を見きわめるというのが

我々公営住宅を担当している者の当然の役割だと

いうふうに思っていまして、そういう意味では昨

年、２９年度に公営住宅の長寿命化計画はしっか

りと私どもとしては見直しをさせていただく。そ

の時代に、１０年後に応じた、見通しての確保す

べき戸数等々、そして今後北斗団地、新北斗が終

わりますれば、当然屋根の修繕だとか、中の改修

だとかも今手をかけている団地もございますし、

新たに建てかえを目指す団地もありますので、そ

ういった部分も含めてしっかり庁内議論して具体

的な準備等々にかかれるように努めてまいりたい

というふうに思っています。

繰り返しになりますが、先ほどの数字等につい

ては改めて議員のほうへ報告させていただきます

ので、今の時点では御了解いただければと思って

ございます。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

午前中に審議を行いました議案第６号における

熊谷吉正議員の質疑に対する答弁の内容に誤りが

あり、訂正したい旨の申し出がありましたので、

発言を許します。

天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 貴重な日程、お

時間の中で大変恐縮でございます。先ほど熊谷議

員から公営住宅の請負契約にかかわりまして御質

問をいただきました。今後の公営住宅の住みかえ

後の一般公募に回る数を報告をさせていただきま

したけれども、私のメモの読み違い等がございま

して、改めて報告、訂正をさせていただきたいと

思っております。

今現在の、旧住宅と申し上げたほうがよろしい

でしょうか、公営住宅にお住まいの方は、新北斗
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の２戸を含めまして８世帯でございます。その８

世帯全てが住みかえ、それぞれ御希望されており

まして、今年度のこの秋に完成します北斗団地に

７戸、内訳は北斗５、新北斗２ということでござ

います。３１年に１戸を住みかえを予定をしてご

ざいまして、現在現存の住宅にお住まいの方は８

世帯ということでございます。

そして、その結果、今年、そして来年の公募予

定でございますが、今年の９月のこの公募を例年

かける時期でございますので、１２戸から７世帯

引きまして、今回北斗団地では５戸募集をかけさ

せていただく予定でございます。３１年度、来年

につきましては１戸が住みかえ予定してございま

すので、残る１１戸予定をしているところでござ

います。住みかえに当たりましては、現存のそれ

ぞれの御家庭の家族の構成数、そして間取り等々

を十分考慮しながら、その移り変わる時期等々を

煮詰めてまいりましたので、この予定で進めさせ

ていただきますので、改めて報告にかえさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） それでは、日程第１０

議案第７号 平成３０年度名寄市一般会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 平成３０年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれに ２５４万 ０００円を追加をし、

予算総額を２２０億 ５７７万 ０００円にしよ

うとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきましてふるさと応援事業費９９０万

円の追加は、名寄市ふるさと応援寄附金の増に伴

いふるさと応援寄附記念品発送業務委託料などに

ついて補正しようとするものでございます。

同じく２款総務費におきまして地域振興基金積

立金３５０万円の追加は、いただいた寄附を寄附

者の意向に沿い地域振興基金に積み立てしようと

するものでございます。

７款商工費におきまして住宅改修等推進事業補

助金 ０００万円の追加は、現在の補助金の執行

状況と今年度の需要を踏まえ、当初予算から増額

をして対応しようとするものでございます。

１０款教育費におきまして名寄東中学校ブロッ

ク塀改修工事１１１万 ０００円の追加は、建築

基準法の現行基準に適合すべく改修工事を実施す

るものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を前年度繰越金で実施をいたしました。

次に、第４表、地方債補正では、臨時財政対策

債について限度額を変更しようとするものでござ

います。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） 一般会計の補正予算

につきまして市長より申し上げました内容との重

複を避けて追加説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明をさせていただきます。

議案第７号の１０、１１ページをお開きください。

３款民生費、３項１目生活保護費の生活保護シ

ステム改修委託料１６２万円の追加は、生活保護

基準額等の見直しによる生活保護システムの改修

を行うもので、財源として国庫支出金で８１万円

を計上しております。

次に、１２、１３ページをお開きください。４

款衛生費、５項１目上水道費の共同飲料水供給施
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設等事業費補助金１１７万 ０００円の追加は、

風連日進地区の１３の１、水道利用組合の給水ポ

ンプ取りかえ工事に係る補助申請に対応し、予算

を計上しようとするものであります。

１４、１５ページをお開きください。７款商工

費、１項３目スキー場費のピヤシリスキー場整備

事業費４６４万 ０００円の追加は、シーズン前

の圧雪車の定期整備において修繕箇所の増加によ

り修繕料が不足することから予算を追加しようと

するものであります。

９款消防費、１項２目災害対策費の災害対策事

業費（平成３０年７月豪雨）３５万 ０００円の

追加は、このたびの西日本豪雨災害に対応し、７

月２４日から２８日までの間山梨県総社市への職

員派遣に要した経費について補正しようとするも

のであります。

１０款教育費、６項１目社会教育総務費の舞台

芸術劇場補助金１００万円の追加は、芸術文化鑑

賞機会の提供、充実を目的としていただいた寄附

金を財源に補助金額を追加しようとするものであ

ります。

次に、歳入について申し上げます。戻っていた

だきまして、６ページ、７ページをお開きくださ

い。１８款寄附金、１項２目、ふるさと納税寄附

金で ５００万円の追加は、７月末までにいただ

いた寄附金の状況を鑑み、予算を追加しようとす

るものであります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

済みません。今災害派遣、職員派遣の関係で山

梨県総社市というふうに言いましたけれども、岡

山県総社市の誤りでございます。よろしくお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 二、三点お尋ねをい

たします。

議案第７号、１０ページ、１１ページ、２款１

項１目、ふるさと応援事業費、給付が予定より、

当初予算よりふえているという前提で９９０万円

補正をされておりますけれども、当初予算は ５

００万円ということで、新たに補正をするのです

が、この場合におけるふるさと応援寄附記念品発

送業務委託料、それからふるさと納税業務支援委

託料の関係なのですけれども、これ当初の予算で

積算の段階で情報十分でないということもありま

すけれども、仮にまとめて ０００万円当初から

計上されている場合においてはこの業務委託料あ

るいは支援委託料というのは金額的にはどういう

変化になるのかお知らせをいただきたいと思いま

す、今回は補正でそれぞれ上げておりますけれど

も。

もう一点は、住宅、ページは１４ページ、１５

ページの７款１項１目で住宅改修等推進事業費

０００万円、有効に活用されているということで、

地域の景気にも一定の効果があるわけであります

けれども、この論議のときに２定の中でもお話し

しましたけれども、来年度の関係については継続

の意向を示しながら、具体的にはそれぞれ詰めて

いくと。これまでと同じでいいのか、あるいは少

し中身をいろいろ工夫をしてということで、事業

者あるいは市民のニーズも踏まえてということだ

ったと思いますけれども、その後内部議論という

のは、できるだけ早く示したいと。今総計の関係

やら予算の編成の段階、まだ初期段階だと思いま

すけれども、その後の内部的な議論についてお聞

かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 御質問のふるさと応

援事業費の業務委託等の経費についての関係で、

当初から ０００万円の予算を見たときにという

ことなのですけれども、今回補正を上げる段階で

は当初の ５００万円と ０００万円の差額に応

じてそれぞれ委託料、発送代金ですとか、そうい

うのを計算していますので、当初から計算をしま
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すと同じように当初から９９０万円は支出として

増ということになろうかというふうに思いますが。

ちょっと説明としてはあれですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ２点目に御質問いた

だきました住宅改修事業に係る内部の検討状況と

いうことでいただきました。この事業については、

議員が言われるように当初の ０００万円にプラ

スで今後の見通しとしてさらに ０００万円とい

うことで、市民の皆さんにも有効に活用いただい

ていると思いますし、その効果については経済効

果はもとよりでありますけれども、従業員の技術

継承というのでしょうか、継続についても非常に

役に立っている事業だと我々は思っております。

この事業の一つには、取り組み者に対するアン

ケートをとらせていただいていますので、その取

りまとめをさせていただいている分、それともう

一つは、実際の活用者というのでしょうか、町内

会長さんと行政との意見懇談会もございましたの

で、その中でも御意見がありませんか、その場で

なければ後日でも結構ですというような形で投げ

かけをさせていただいております。さらに、原課

のほうで他の自治体なんかでどのような取り組み

をしているのか、ここらについても今調査をさせ

ていただいているところであります。これらをそ

ろえた中で、今ローリングの個別の事業というの

でしょうか、それらの理事者ヒアリングなどもや

らせていただいておりますけれども、その中でも

一定の議論をいただきたいというふうに思います

が、制度の詳細等についてはさらに内部でも十分

各セクションも集めて、その中での検討をさせて

いただき、予算編成となりますその作業にあわせ

て詳細については決定をし、市民の皆さんにもお

知らせをし、さらには議会には必要な予算の提案

について御協力をいただきたいというふうに考え

ておりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） リフォーム事業につ

いては、市長からも来年度以降も継続の意思が示

されて、それをどう具体的に内容を豊富化するか

というところは、今言ったように庁内やら市内等

いろんなニーズを踏まえてということで、数字に

ついてはもちろん予算編成まさにこれからですか

ら、まとまった段階で出てくると思うのですが、

現事業をどう豊富化し、来年度についてもどのよ

うなものとして、手にとるように、見えるように、

それは今の景気動向でどうなるかわかりませんけ

れども、もう少し具体性を持たせて問題提起をし

ていっても、いるのではないかというふうに思っ

ていたものですから、それ以上、それ以下でもな

いという現状についてはわかりました。ただ、年

度内早いうちにということはずっと言われていた

ので、９月ですので、もっとしっかりスピード感

を持って対応をしていただいたほうがよろしいの

ではないかと思います。現の補正については異論

はございません。

それで、中村総務部長のほうの関係で、当初予

算で ０００万円の場合と ５００万円と ５０

０万円と分けて、いわゆるふるさと納税に対する

事業費を、これはどのぐらいいただくかという件

数も多少ありますけれども、要するに名寄市に実

質何ぼ残るかということと事業費を対応するだけ

の委託料とか、発送業務委託料と業務支援委託料

は数字は変わっても不思議ではないのかなと。

０００万円一括で委託しても補正の額と合計は一

緒なのですけれども、同時に出す場合とでは件数

の立て方にもよりますけれども、違うのでないか

と、積算のあり方としては。そのように私は理解

をしているのですけれども、改めてお答えをいた

だきたい。

そして、この補正も含めて名寄市には今年度実

質どのぐらい残るのかという、私も独自に計算は

していますけれども、まず考え方を改めてお聞き

をしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時１６分
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再開 午後 １時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まず、ふるさと応援

基金としてどれぐらい残るのかということなので

すけれども、これは今当初 ５００万円を補正を

して ５００万円、 ０００万円ということで今

回補正をしています。支出については、当初 ６

４９万 ０００円と今回９９０万円を補正をして

いますので、支出については ６３９万 ０００

円ですから、 ３６０万 ０００円が基本的に寄

附金として残るという考え方でございます。

そして、先ほど言いましたように当初から ０

００万円を見たときに支出の関係がどうなるのか

ということなのですが、ふるさと納税の発送の業

務委託については件数でやっていますので、当初

４００件で見ていたのですけれども、今回 ９

００件で見るということですので、その分でこれ

は件数の計算で ０００円で支出をしているとい

うことですので、件数がふえたということでござ

いますから、当初からふやしていてもそれについ

ては影響はないかと思います。同じようにふるさ

と納税、業務委託の関係については、さとふるで

すとか楽天含めてこれも同じように歳入の寄附金

額によって変動するということでございますので、

当初から ０００万円見ていればそれにかかわっ

て当初の支出についても多くなるということにな

ります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） わかりましたという

か、残るのは大体計数的に４割ぐらいかなという、

金額的には理解しておりますけれども、発送業務

委託料は件数でずばずばなので、分割して当初で

発注、 ０００万円で出そうが、 ５００万円で

出そうが、件数だということで理解できましたけ

れども、業務支援委託料というのはこれはほとん

ど人件費なのかなという感じがするのですけれど

も、基本的にはいわゆる単価的なところを積算根

拠にしているという理解を今はしますけれども、

また検証させてください。わかりました。ありが

とうございます。時間とらせてごめんなさい。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定をすることに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 平成３０年度名寄市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 平成３０年

度名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ８５０万 ０００円を追加し、予

算総額を３１億６５９万円にしようとするもので

ございます。

また、直診勘定におきましては事業費の調整を

行うものであり、予算総額の変更はございません。

保険事業勘定の補正の主なものを歳出から申し

上げます。７款諸支出金において平成２９年度療
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養給付費等負担金等の確定に伴う精算返還金とし

て ７３４万 ０００円を追加しようとするもの

でございます。

次に、歳入について申し上げます。５款繰越金

において ７３４万 ０００円を追加し、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 平成３０年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ６７０万 ０００円を追加し、予

算総額を２６億 ７２６万 ０００円にしようと

するものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。６款諸支

出金におきまして平成２９年度介護給付費負担金

等の精算に伴う返還金などとして ６７０万 ０

００円を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。９款繰越金

におきまして ６７０万 ０００円を追加し、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成３０

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、浄化槽設置工事の増加が見込ま

れることから、歳入歳出それぞれ３５０万円を追

加し、予算総額を ３７９万 ０００円にしよう

とするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款個別

排水事業費におきまして浄化槽設置工事を３５０
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万円追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では３５万円を、２款使用料及び手数

料では５万円、５款市債では３１０万円を追加し、

収支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正では、個別排水処理

施設整備事業の限度額を変更しようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

１号 平成３０年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 平成３０

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、食肉センター施設の修繕に要す

る経費を補正しようとするもので、歳入歳出それ

ぞれ４１５万 ０００円を追加し、予算総額を

００６万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款衛生

費では、落雪により損傷を受けた外壁の修繕に伴

い４１５万 ０００円を追加しようとするもので

ございます。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

におきまして４１５万 ０００円を追加し、収支

の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

２号 平成２９年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第１３号 平成２９年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について、議案第１

４号 平成２９年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第１５号 平成２９年度名

寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第１６号 平成２９年度名寄市個別排水処理施

設整備事業特別会計決算の認定について、議案第

１７号 平成２９年度名寄市食肉センター事業特

別会計決算の認定について、議案第１８号 平成

２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計決算の認
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定について、議案第１９号 平成２９年度名寄市

病院事業会計決算の認定について、議案第２０号

平成２９年度名寄市水道事業会計決算の認定に

ついて、以上９件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号から議案第

２０号までの平成２９年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算及び水道事業

会計決算の認定について、一括して提案の理由を

申し上げます。

各会計の決算につきましては、議案第１２号か

ら議案第１８号までは平成３０年５月３１日、議

案第１９号及び議案第２０号は平成３０年３月３

１日をもってそれぞれ出納を閉鎖をし、決算を行

いましたので、地方自治法第２３３条第３項及び

地方公営企業法第３０条第４項の規定により議会

の認定に付するものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１２号外８件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号外８件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定をいたしま

した。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年５月１４日午後２時１０分

ごろ、名寄市西１条南１丁目の市道西１条仲通に

おきまして教育部所管の公用車が名寄庁舎西側の

駐車場から市道へ後退で出ようとしている際、右

方向から後退してきた相手方車両の左後部と公用

車の運転席ドアが接触をし、破損をしたものでご

ざいます。過失割合は本市が５０％であり、相手

方車両の修理代として本市が３万 ７２６円を負

担をすることで示談が成立をし、和解をしたとこ

ろでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 専決処分書２件あり

まして、両方とも市役所の裏の駐車場から出る公

用車で、大学のほうも駐車場から出る公用車とい

うことで、特に市役所裏の駐車場のあり方につい

て、これから庁舎問題いろいろ出てくるかもしれ

ませんけれども、こういうケースの場合の事故の

確率みたいな検証というのはしたことはあるのか

ないか、ちょっと。あるいは、次の大学のも一括

しての話でお許しいただきたいのですが、市民の

中にはやっぱりこれは余り言いづらいけれども、

全部それは保険で直すのだろうというような声も

時には聞くこともあったり、しっかり安全運転に

関する研修、講習みたいなのはその後どうなって

いるのかという声をちょっといただいたものです

から、たまたま手挙げづらいけれども、気をつけ

るしかないというだけで、なかなか認めてくれな
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いではないかという感じがするものですから、こ

の２点について運行管理者あるいは安全運転管理

者それぞれ配置しているわけなのですけれども、

基本的な考え方についてまずお聞きをしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今御質問の公用車で

の特に駐車場における事故ということでございま

して、議員が今御質問の駐車場における事故の確

率の検証とかということについては、実はそうい

うことはやってございません。通常駐車場内にお

ける事故というのは余り、そんなに確率は少ない

ものというふうに実は思っていまして、お互いに

動いている中で、運転をする中で多少の接触とか

というのは可能性はあるかもしれませんけれども、

駐車場内ということでございまして、議員言われ

るようにそういう意味でいえば不注意の部分が非

常に多いのかなというふうに思ってございます。

事故が発生した場合につきましては、それぞれ

事故を起こした職員が管理者のほうに報告をし、

その後事故の状況について報告を上げてくると。

その上でそれぞれの管理者のほうから指導を受け

る。さらに、その決裁については運転管理者が、

風連、名寄それぞれ安全運転管理者というのがい

ますから、そこの決裁を受けて市長まで報告が上

がるという内容になってございます。特に駐車場

ですとか、あるいは過失割合が非常に高いような

ケースにつきましては、運転技術も含めて車両係

のほうで研修をやっているという状況になってご

ざいますし、それぞれ安全運転管理者のほうから

十分注意をするようになってございます。ことし

議員言われるように事故が少し昨年から比べます

と多くて、私のほうでも庁議なりの中で十分お話

はさせていただいておりますし、市長のほうから

も十分お話がされているということで、あす、あ

さって、また部長会議あるいは課長会議も含めて

ございますので、改めてしっかりと注意喚起につ

いて行っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひ日常的にそうい

う対応をしっかりやっていただきたいのだけれど

も、もう一つは市役所裏の名小側の斜めの駐車の

あり方について、これでいくと後ろ、バックで公

用車出て、相手方も後ろに下がっているというこ

とで、かなり視覚的には車道を通っているバック

している人も見づらいだろうと思いまして、改め

て違う機会に、将来どうなるかわかりませんけれ

ども、市民会館のほう、旧市民会館にもたくさん

駐車場はあって、いつもびっしりまではいってい

ないけれども、かなり利用。これは、市民という

よりも職員関連も多いのでしょうけれども、安全

面ということで斜め型の駐車のあり方について少

し検証していただいた上で、一定の時期、警察署

もそのうち移転もするのでしょうけれども、いろ

いろ対応策は時間がかかるけれども、あるのかな

と思っているのですけれども、この斜めのは専門

的に検証していただいて、いつかの時期にこれが

いいのだとか、斜めだろうと、直角の交差点だろ

うと同じだという結論になるのかどうか、ちょっ

と気になっているものですから求めて、終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 報告第２

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 専決処分し
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た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年６月２３日午前１１時３０

分ごろ、名寄市立大学１号館駐車場におきまして

市立大学所管の公用車が駐車場を走行中、駐車を

していた相手方車両の左後部に接触をし、破損さ

せたものでございます。過失割合は本市が１００

％であり、相手方車両の修理代として本市が２９

万 ０２５円を負担をすることで示談が成立をし、

和解したところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） ちょっとお伺いをし

たいというふうに思います。

少し珍しいタイプの事故かなというふうに思う

のですけれども、やはり事故を起こすには原因が

あると思うのです。例えばこの場合は、前方をよ

く見ていなかったのか、あるいはハンドル操作を

間違えたのか、そこら辺の原因というのはどうい

うところにあったのかお知らせをいただきたいと

思います。事故を起こす場合に、その後担当者か

ら注意をしていただくとか、そういったことって

都度やっていただいているのかなというふうには

思いますけれども、やはり原因となることを調査

をして、何を改善したらいいのかということを検

証していかなくてはいけないというふうに思いま

すので、そういった観点からもちょっとお伺いを

したいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学所管

の事故でございましたので、私のほうから説明を

させていただきます。

本件のこの事故につきましては、所管の公用車

が大きなワゴン車でございまして、いわゆる切っ

たときに内側をすったといいますか、インのそこ

の部分でぶつかったという報告を担当教員のほう

から受けまして、その後８月だったと思うのです

けれども、市の車両係長のほうからいわゆる研修

といいますか、それを受けて、今後十分このよう

なことのないようにというか、技術指導を受けま

したことを報告を受けました。本件は、１００％

ということで大変申しわけなく思っておりますし、

担当教員についても深く反省をして、技術指導を

受けて今後十分そのようなことがないようにとい

う説明を受けました。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 大きな車両で内輪差

の感覚がわからなかったというのが原因というふ

うにお伺いしました。多分通常の運転されている

乗用車でしたら、こういうことはなかったのかな

というふうには思うのですけれども、こういうふ

だんとなれていない大型、説明をいただきました

内輪差のあるような車両を運転する場合には、そ

の前に本当は練習なり試運転をして、そこからや

るべきではないのかなというふうに思いますけれ

ども、今後の対応についてどのようにお考えなの

かお伺いして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学の教

職員も非常に実習の巡回ですとか、その他の実習

指導等で乗る機会がございますので、本件を十分

教授会等でお伝えをして、このようなことがない

ようにという注意喚起と、あと必要に応じて技術

的な指導も車両係のほうと相談をして、今後それ

も含めて検討してまいりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。
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報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 報告第３

専決処分した事件の報告についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、本年６月１７日午後１０時ごろ、名寄

市風連町字瑞生３０４６番地地先におきまして相

手方所有の自動車にて市道風連２０線を東に向か

って走行中、道路損傷部を通過した際の衝撃によ

り左前輪及び後輪のタイヤがパンクしたところで

あります。事故発生箇所は、見通しのよい直線道

路でありましたが、穴の大きさや夜間等の物理的

条件により回避ができず、道路損傷部に車両が入

り込んだものでございます。これに伴い、車両損

害額２万４２５円のうち４割に相当する １７０

円を本市が負担することで示談が成立したところ

であります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第４

号 平成２９年度名寄市一般会計継続費精算報告

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第４号 平成２９年

度名寄市一般会計継続費精算報告について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２８年度から平成２９年度まで事

業を実施をしてまいりました北斗・新北斗公営住

宅建設事業（７棟目）及び名寄市立大学保健福祉

学部再編事業が完了したことに伴い、地方自治法

施行令第１４５条第２項の規定により報告するも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第４号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月４日から９月１８

日までの１５日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月４日から９月１８日までの１

５日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 １時４９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹
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署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 山 田 典 幸
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開議 平成３０年９月１９日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

平成３０年９月１９日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 去る９月６日未明に胆

振地方東部を中心として発生した地震によって犠

牲となられた多くの方々に対し弔意をあらわすた

め、黙祷をささげます。

御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 終わります。

御着席願います。

平成３０年９月６日未明に発生した胆振地方東

部を中心とする地震の被災者に対し、名寄市議会

からお見舞いの言葉を申し上げます。

今回の地震は、震源地となった厚真町で最大震

度７が観測され、大規模な土砂崩れにより家屋が

倒壊し、３６名のとうとい命が失われることにな

りました。道内においては、札幌市を含め多くの

自治体でも被害が発生しており、今回の地震によ

る道内の死亡者は４１名となり、御遺族に対し心

よりお悔やみを申し上げます。

また、今回の地震の影響で苫東厚真火力発電所

が被害を受け、道内の全世帯約２９５万戸が停電

となるということで、これまでに体験することが

ない事態が発生し、本市においても停電が一番長

かった地域では地震発生から７日の午後７時５５

分ごろまで約４０時間継続する結果となりました。

停電による影響は、市民生活に不安を与えるだけ

ではなく、これまでの生活がいかに電気に依存し

ていたかを改めて実感することになりました。

停電の際には、警察による交通整理や自衛隊に

よる継続的な連絡、支援体制の保持など昼夜を問

わない御活躍により大きな混乱を防ぐことができ

ました。また、被災地の支援活動のために自衛隊

から総勢約７６０名の隊員と消防職員６名が現地

に入り、行方不明者の捜索を行い、入浴支援や給

水支援、二次災害防止などの活動を行ったほか、

名寄市立総合病院では医療スタッフ６名を札幌医

科大学に派遣し、被災地での医療支援に当たられ

たことに対し、心より敬意を表するとともに、心

強い限りであります。

地震から２週間が経過いたしましたが、今もな

お断水や停電が続いている自治体があり、避難所

で生活を余儀なくされている方々もおられます。

ぜひとも今回の地震で被災された皆様におかれま

しても一日も早く震災の恐怖と苦悩から抜け出し

て復興への希望の光が見えることを御祈念を申し

上げるところであります。

名寄市議会といたしましても全国市議会議長会、

全道市議会議長会などと連携を図りながら最大限

の支援を行うとともに、被災地の一日も早い復興

をお祈り申し上げ、お見舞いの言葉とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） ここで、市長より発言

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。議

長より発言のお許しをいただきましたので、議長

に引き続きまして私からも平成３０年北海道胆振

東部地震により被災をされた皆様にお見舞いの言

葉を述べさせていただきます。

去る９月６日午前３時７分に胆振地方中東部を

震源とするマグニチュード ７、厚真町において

は北海道で観測史上初となる最大震度７となる大

地震が発生をいたしました。この地震により土砂
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災害や自宅内での事故等で死者４１人、負傷者は

６８０人を超え、住家被害につきましても ００

０棟以上が損壊したこととあわせ、苫東厚真火力

発電所の停止により北海道全域が停電をする事態

となりました。平成３０年北海道胆振東部地震に

おいて被災をされた方々に心からお見舞いを申し

上げるとともに、犠牲になられた方々、またその

御遺族に対しまして謹んで哀悼の意を表します。

震源地に近い胆振地方では、家屋の損壊だけで

なく、崖崩れなどの危険が予測をされるため、

０００人以上の方が現在でも自宅に帰ることがで

きず避難所での生活を余儀なくされている状況と

なっており、大変心が痛むばかりであります。さ

らには、一部地域では停電や断水も続く中で震度

１以上を観測する地震が２４０回以上を超え、そ

のうち震度３以上の余震が４０回以上もあり、被

災者の皆様の不安や御苦労ははかり知れず、この

耐えがたい苦難の日々を乗り越えていただきます

ように心よりお祈りを申し上げ、お見舞いを申し

上げるところであります。

名寄市といたしましても被災地の一日も早い復

興を願い、被災地への職員の派遣や義援金箱の設

置などできる限りの支援に取り組んでまいります

ことを申し上げまして、平成３０年北海道胆振東

部地震被災者の方々へのお見舞いの言葉とさせて

いただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

地域包括ケアシステムの構築について外２件を、

東川孝義議員。

〇９番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして、３件、９項目について順次質問をしてま

いります。

先ほど９月６日に発生しました北海道胆振東部

地震で被災された皆様に黒井議長、加藤市長より

弔意のお言葉がありました。私からもこの地震に

よりお亡くなりになりました方に心よりお悔やみ

を申し上げます。また、被災された皆様にはお見

舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を

お祈りいたします。

それでは、大項目の１番目、地域包括ケアシス

テムの事業構築についてお伺いをいたします。日

本は、諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進

行しております。このような状況の中、団塊の世

代約８００万人が７５歳以上となる２０２５年以

降は国民の医療や介護の需要がさらに増加するこ

とが見込まれております。このため厚生労働省に

おいては、２０２５年をめどに高齢者の尊厳の保

持と自立生活の支援の目的で可能な限り住みなれ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、地域の包括的なサービス提

供体制、いわゆる地域包括ケアシステムの構築を

推進をしております。

そこで、小項目の１番目、将来人口の推計と高

齢化率の推移についてお伺いをいたします。各種

の計画策定時には、将来人口の推計が示されます。

名寄市総合計画第２次では、名寄市まち・ひと・

しごと創生人口ビジョンで示された人口の将来展

望を計画の基礎数値としております。名寄市第７

期高齢者保健医療福祉計画での人口将来推計は、

何をベースに計画をされたのかお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の２番目、健康寿命延伸に向けた

取り組みについてお伺いをいたします。名寄市第

７期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画

策定に当たり福祉施策の一層の充実と介護保険事

業の円滑な実施に向けて２０１７年にアンケート

調査とワークショップが実施をされております。

アンケートは、介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査、在宅介護実態調査、保健福祉医療圏に分けて

実施をされております。その調査結果から、なよ

ろ健康マイレージについてお伺いをいたします。

アンケート調査結果では、名前も内容も知らない
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が全体の６ ９％、次いで内容は詳しく知らない

が２ ９％、名前も内容も知っているがわずか１

４％であります。全体の８ ８％の方がなよろ

健康マイレージのシステムを知らないと回答して

おります。なよろ健康マイレージ事業の認知度を

向上させる取り組みについてお伺いをいたします。

また、地域包括支援センターを知っているかの

アンケート結果でも知らないが４ ７％、次いで

聞いたことがあるが、何をするところか知らない

が２ １％で、全体の６ ８％の方が知らないと

回答しております。その知らないの中で年齢、階

級別では８０歳以上が７０％と最も高くなってお

ります。高齢化が進展する中で自立支援、介護予

防に関する普及啓発に向けてどのように取り組ん

でいかれるのかお伺いをいたします。

また、介護予防の推進に向けて高齢化に伴い増

加する疾患と言われますフレイル予防推進に向け

ての具体的取り組みについてお伺いをいたします。

さらに、地域包括ケアシステムの構築に向けて

地域の拠点支援体制づくり、いわゆるネットワー

クづくりと地域活動の支援、担い手づくりが必要

と考えますが、具体的な取り組みについてお伺い

をいたします。

次に、小項目の３番目、医療と介護の連携推進

について。平成２７年度より開始されました在宅

医療並びに介護連携推進事業の具体的な取り組み

経過についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、公共施設建物老朽化へ

の対応についてお伺いをいたします。名寄市公共

施設等総合管理計画は、平成２８年３月に発表さ

れ、具体的には平成２８年度から平成４７年度ま

での２０年間の計画期間とされております。その

中で一般的に建物などの大規模改修の目安となる

建築後３０年以上経過した主な施設は、ことしの

１２月で６５％となります。

そこで、小項目の１番目、施設縮減目標値を１

３％と定めておりますが、改めて目標値の考え方、

人口ビジョンについてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、現状の課題と対応につ

いてお伺いをいたします。平成２８年１１月に示

された名寄市における財政課題の主な公共施設の

２６カ所で建築後３０年以上は５ ３％でありま

したが、先ほどお話ししましたようにことしの１

２月では６５％になります。老朽化する建物施設

の維持管理に向けて修繕実態はどのようになって

いるのかお伺いをいたします。

また、具体的な取り組みに向けては集約化、複

合化などが検討されていくと思います。そこで、

地域住民との協議をどのように進めていこうとさ

れているのか、考え方についてお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の３番目、持続可能なまちづくり

についてお伺いをいたします。現在都市計画マス

タープランの見直し並びに立地適正化計画の策定

が進められており、今後策定委員会で検討が行わ

れていくものと思います。立地適正化計画では、

都市機能誘導区域、居住誘導区域が設定をされて

います。具体的推進に向けて公共施設の統廃合、

複合化など一定の個別計画が必要と思いますが、

現状での考え方についてお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、まち・ひと・しごと創

生総合戦略についてお伺いをいたします。この事

業は、平成２７年度から平成３１年度までの５カ

年で進められております。

そこで、小項目の１番目、地方創生推進交付金

事業であります。冬季スポーツ拠点化プロジェク

ト事業並びに名寄市立大学を活用した地域のケア

力向上の事業評価について、ＫＰＩの評価を含め

た実績についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、人の流れを呼び込むま

ちづくりについてお伺いをいたします。現在まち

なかお試し移住住宅体験事業が実施をされており

ますが、利用実績、稼働日数についてお伺いをい

たします。

また、合宿受け入れ人数について平成２７年度

実績から３０年度の見込みについてお伺いをいた
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します。

次に、小項目の３番目、現状の課題と今後の展

望についてお伺いをいたします。まち・ひと・し

ごと創生の基本目標と施策の中で、都市から地方

への移住、交流の機運の高まりを捉え、本市の住

みよさを発揮しながら、移住先として本市が選ば

れる取り組みを推進することが重要であると明記

をされております。東洋経済新報社では、安心度、

利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度の５項

目で住みよさランキングを位置づけております。

２０１８年の結果では、名寄市は道内５位のラン

クで、昨年の３位から下がっておりますが、各項

目別にどのように分析を行い、評価をされている

のかお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） おは

ようございます。東川議員より大項目で３点にわ

たって御質問をいただきました。大項目１につき

ましては私から、大項目２及び大項目３のうち小

項目３については総務部長から、大項目３のうち

小項目１については教育部長から、大項目３のう

ち小項目２については経済部長からそれぞれ答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

私からは、大項目１、地域包括ケアシステムの

構築について、小項目１から３まで一括してお答

えいたします。初めに、小項目１、将来人口の推

計と高齢者の推移についてお答えいたします。本

年３月に策定をいたしました名寄市第７期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画につきまし

ては、当初国が示しました見える化システムによ

り平成２７年国勢調査をもとに国立社会保障・人

口問題研究所の平成２５年３月推計の地域別将来

推計人口で用いられた計算方法で算定されました

推計値を参考に検討いたしました。最終的には、

可能な限り最新データを使用し推計するため、過

去５年間、平成２５年から２９年の住民基本台帳

人口を基礎にコーホート変化率法により平成３０

年以降の人口推計を行ったものです。コーホート

変化率法は、国が人口推計する際の計算方法の一

つであり、各年齢の１年ごとの変化率を算定し、

さらにその変化率の平均をとり、年齢ごとに計算

し、積み上げた数字を推計値として算出をいたし

ました。議員御指摘のとおり、総合計画と比較し

人口減少数の差が大きくなっておりますが、今後

計画の進行管理による検証を行いながら、３年ご

とに本計画を策定するに当たって、より実績に基

づいた数値をもとに適切に設定してまいります。

次に、小項目２、健康寿命延伸に向けた取り組

みについてお答えいたします。なよろ健康マイレ

ージにつきましては、若い世代から健康に関心を

持っていただくため、対象年齢を１８歳以上から

として平成２７年度から本事業をスタートいたし

ました。健診受診のほか、市の関係部署や名寄市

立総合病院などが実施する医療、介護、スポーツ

に関する講演会やイベント等を対象にするなど、

気軽に参加できるメニューを設定、追加しながら

取り組んでいただく事業となっております。

市民には、市の広報やホームページへの掲載、

各団体の総会等においてＰＲを行うなど周知に努

めてまいりました。本年度は、参加者拡大を図る

ため、平成２９年度から参加した方への個別通知、

インターネットでの申し込み受け付け、申込書と

マイレージカードの一体化を新たに組み入れまし

た。８月末現在では、３７９名のエントリーがあ

り、マイレージ達成に向け取り組んでいただいて

いるところです。今後も市民が健康で安心して暮

らせるまちを目指し、自分の健康に関心を持ち、

自分に合った健康づくりに取り組んでいただき、

健康維持や将来的な要介護リスクの軽減につなが

るよう関係機関と連携しながら対象事業の拡大や

さまざまな機会において事業のＰＲを図ってまい

ります。

次に、地域包括支援センターの周知についてで

ございますが、医療機関や民生委員児童委員、介
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護サービス事業者などと連携しながら市民周知に

努めており、年々相談件数が増加しております。

また、地域での介護予防教室等でのＰＲや市の広

報、ホームページへの掲載をするなど行ってまい

りました。さらに、ことし５月には名寄市版認知

症ケアパスのダイジェスト版を全戸配布し、認知

症等で心配な場合の最初の相談窓口として地域包

括支援センターへ連絡をすることなどを掲載して

おります。しかしながら、アンケート調査結果か

ら市民の認知度は高い状況にないことから、今後

もさまざまな機会を通じて市民周知に努めてまい

ります。

次に、フレイルの予防についてでございますが、

当市におきましては地域支援事業開始以前より運

動機能向上の介護予防事業に取り組んでまいりま

した。その中でも豊栄区町内会においては元気会

として介護予防教室が継続されており、元気会の

立ち上げや自主的運営に関する支援を行ってまい

りました。また、元気会では上川北部地域リハビ

リテーション推進会議の理学療法士や作業療法士

等が考案しました嚥呼体操を継続して実施されて

おります。市内の高齢者の介護予防のために昨年

は嚥呼体操のＤＶＤを作成し、各町内会へ配付い

たしました。

地域支援事業の改正により、虚弱な高齢者のこ

とを特定高齢者や二次予防事業の対象者、総合事

業の対象者といった呼称で変遷してきましたが、

最近ではフレイル、そしてその予防について重要

視されてきております。当市では、今年度フレイ

ル予防の一環として８月２４日に国立長寿医療研

究センターよりフレイル予防医学研究室室長の佐

竹昭介先生を講師としてお招きし、介護予防講演

会「フレイルを予防する生活」を開催いたしまし

た。講演会には、２００名もの市民の参加があり、

多くの方に関心を持っていただく機会になりまし

た。また、今後は個別にフレイル予防の生活につ

ながるよう市内歯科医や市立大学栄養学科と共同

して開催する楽食講座の実施を予定しております。

さらに、地域の介護予防教室にリハビリ専門職を

派遣するなど、地域リハビリテーション活動支援

事業などを継続してまいります。今後も介護予防

教室を中心に高齢になっても介護が必要とならず

健康を維持できるよう取り組みを進めてまいりま

す。

次に、地域活動の具体的な推進についてでござ

いますが、地域支援事業における一般介護予防事

業の地域介護予防活動支援事業として、年齢や心

身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、

誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動

の地域展開を目指して、市が介護予防に資すると

判断する住民主体の通いの場等の活動を支援する

ため、名寄市通いの場事業を平成９年度に開始し

ました。まだ実施団体は１カ所にとどまっており

ますが、身近な地域の地域活動の拠点として活動

を継続されております。現在実施団体の拡大を目

指しておりますが、活動の中心となる担い手が少

ないことや開催回数などの条件をクリアすること

が必要であり、名寄市社会福祉協議会に委託して

おります町内会ネットワーク事業との重複ができ

ないなど、課題がございます。今後もさまざまな

課題を克服しながら、広くＰＲすることや実施を

検討されている団体、個人の方と実施に向け協議

を進めてまいります。

介護予防の担い手育成としては、介護予防サポ

ーター講座を実施し、現在５０名の方に登録をい

ただいております。介護予防サポーターの一部の

方は、自主的に地域で介護予防活動を実践されて

おります。また、昨年度作成しました嚥呼体操の

ＤＶＤの体操実施のモデルとしても協力をいただ

いたところでございます。現在の介護予防サポー

ター登録者が担い手として自主的に活動が行える

よう引き続きフォローアップ講座等を開催してま

いります。今後も介護予防に対する理解を深めな

がら、サポート体制の充実に努めてまいります。

次に、小項目３、医療と介護の連携推進につい

てお答えいたします。介護保険法の中で制度化さ
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れました地域支援事業の在宅医療・介護連携推進

事業は、平成２７年度から８つの事業項目につい

て順次実施してまいりました。１つ目の地域の医

療、介護の資源の把握の取り組みについては、平

成２７年度から医療・介護・福祉ガイドブックを

作成し、関係者間で共有、活用をしております。

２つ目の在宅医療、介護連携の課題の抽出と対応

策の検討の取り組みにつきましては、平成２９年

６月に医療関係者、介護事業関係者、市立大学教

員、行政職員による名寄市地域包括ケアシステム

構築を検討するワーキンググループにおいて実施

しております。３つ目の切れ目のない在宅医療と

在宅介護の提供体制の構築推進の取り組みにつき

ましては、今後関係機関との検討を行う予定とな

っております。４つ目、５つ目の在宅医療、介護

連携に関する相談支援及び医療、介護関係者の研

修の取り組みでは、相談窓口を地域包括支援セン

ターとし、医療、介護関係者の研修を実施いたし

ました。６つ目の地域住民への普及、啓発の取り

組みについては、研修や専門職向けワークショッ

プ、高齢者向けワークショップを実施してまいり

ました。７つ目の在宅医療、介護連携に関する関

係市町村の連携の取り組みでは、名寄保健所主催

の協議会や会議への参加を通じて管内市町村との

連携を図ってきております。最後に、８つ目の医

療、介護関係者の情報共有の支援の取り組みでは、

地域の医療、介護関係者等によるグループワーク

を通じて多職種連携を図ってきております。今後

もこれらの取り組みを行いながら、地域における

医療、介護の関係機関が連携して包括的かつ継続

的な在宅医療、介護を提供してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２

及び大項目３の小項目３についてお答え申し上げ

ます。

初めに、大項目２、公共施設建築物老朽化への

対応について、小項目１の施設縮減目標値の考え

方についてから申し上げます。名寄市公共施設等

総合管理計画は、厳しい財政状況が続く中、人口

減少、高齢化社会を迎えて老朽化が進む公共施設

や道路、橋梁、上下水道といった、いわゆるイン

フラ施設の全てを今後も維持、更新していくとい

ったことが困難であるため、中長期的な視点から

公共施設の更新、統廃合、長寿命化などを計画的

かつ効率的に実施するよう平成２８年３月に策定

いたしました。計画期間は平成２８年度から平成

４７年度までの２０年間とし、原則新規の施設整

備は行わないこと、また施設の集約、複合化、地

域ごとの適正配置などにより計画期間内において

公共施設の総延べ床面積を１３％縮減することを

目標に掲げております。この目標値１３％縮減の

根拠でありますが、平成２７年にお示しさせてい

ただいた総合戦略の人口ビジョンでは平成４７年

には名寄市の総人口が１ ８％減少するという推

計となっていることから、総人口の減少率を考慮

し、平成４７年度までの２０年間で１３％縮減を

目標値として設定したところでございます。

次に、小項目２、現状の課題と対応について申

し上げます。本市の公共施設の多くは１９７０年

代に整備されていることから、議員御指摘のとお

り一般的に建築物の大規模改修の目安となる建築

後３０年以上を経過した施設が多く存在し、老朽

化が進行しておりますが、毎年度それら施設の状

況を考慮し、長寿命化、延命化を図るべく修繕な

どの対応も行っているところです。例として各小

中学校においては、毎年度計画的に教室やトイレ

の改修、さらにはエアコン設置などを実施してい

るとともに、昨年度は総合福祉センターの屋上防

水改修工事を実施、今年度においてはひまわりら

んど屋根塗装工事やスポーツセンタートイレ改修

工事を実施するところです。また、公営住宅にお

いては、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基づき

各団地の改修工事を計画的に実施しております。

公共施設の老朽化への対応は、本市の大きな財

政的課題の一つでもあり、特に大規模改修には多
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額の事業費がかかるため、今後においてもそれら

施設の現状や利用状況等の把握、基金の活用など

財源対策についても十分検討するとともに、優先

順位のもとで対応していく必要があるものと考え

ておりますので、御理解いただきますようお願い

をいたします。

次に、小項目３、持続可能なまちづくりに向け

てについて申し上げます。今後の財政展望を踏ま

えたまちづくりを考えると、人口減少や高齢化の

進展により公共施設のあり方は非常に重要な事項

として捉える必要があります。そのためにも名寄

市公共施設等総合管理計画の着実な推進が必要で

あり、国においても本計画については平成２８年

度までに全ての自治体に策定の要請をしていたこ

とから、今後は次のステージとして個別施設ごと

の具体的な対応方針を定める個別施設計画を平成

３２年度までに策定するよう促しているところで

す。

現在本市では、１０年後、２０年後の将来を見

据えた持続的な都市経営を維持していくため、よ

りコンパクトシティー化への推進が必要であると

いう認識のもと、今年度当初より立地適正化計画

の策定を進めており、市民皆様の議論を深めるた

め策定委員会や庁内作業部会を設置し、課題への

分析調査を今年度実施してまいります。そして、

平成３１年度においては、都市機能や居住誘導区

域の更新決定など立地適正化計画を策定すること

で本市のまちづくりにおけるグランドデザイン、

方向性を描いていこうと考えているところです。

さきにも述べたとおり、まちづくりにおいては公

共施設のあり方が非常に重要な要素となることか

ら、今後の立地適正化計画の策定スケジュールと

並行しながら、公共施設の適正配置、統廃合や複

合化などの検討や議論を重ねていかなければなら

ないものと考えております。個別施設計画の策定

に向けては、多くの議論と理解のもと慎重な判断

が必要となってまいりますので、市民の皆様や議

会に対ししっかりと情報提供を行い、市全体の認

識として共有化を図りながら平成３２年度の策定

に向け取り組みを加速させていこうと考えており

ますので、御理解いただきますようお願いいたし

ます。

次に、大項目３、まち・ひと・しごと創生総合

戦略について、小項目３、現状の課題と今後の展

望について申し上げます。東洋経済新報社が発刊

する「都市データパック」による２０１８年版住

みよさランキングが発表されましたが、本市の順

位は昨年から比べると全国では１９１位から４２

８位、道内では３位から５位に後退しました。ラ

ンキングの算出では、安心度、利便度、快適度、

富裕度、居住水準充実度で区分され、それぞれ設

定された指数で数値評価がされております。快適

度、富裕度、住居水準充実度では昨年とほぼ同水

準で評価されており、安心度では２１１位から１

４５位へ順位を上げております。このことは、安

心度を評価する指標として、待機児童関係にかわ

り年少人口増減率が採用されたことによる上昇で

ありました。１２位から１０１位へ大きく順位を

落とした区分では利便度となっており、指標に飲

食料品小売事業所数が追加されたことによるもの

でした。こちらは、主にコンビニエンスストアの

数が大きく影響しているものと想定しており、人

口が集中している自治体の数値を押し上げる結果

となっております。住みよさランキングの順位は、

本市のＰＲ素材としてはわかりやすい指標と考え

ておりますが、今後も総合計画を根底に据えたま

ちづくりを進め、市民が住みよいと思っていただ

ける名寄市を皆さんとともにつくっていきたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

まち・ひと・しごと創生総合戦略について、小項

目１、地方創生推進交付金事業の評価についてお

答えをいたします。

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ
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き地方創生推進交付金を活用した冬季スポーツ拠

点化事業における各種ＫＰＩ、成果指標について

は、平成３０年度までの４年間の目標値を設定し

ておりますが、合宿受け入れ人数の目標値が ０

００人に対し、平成２９年度の実績で ０８１人、

新たな全国規模の冬季スポーツ大会の誘致の目標

値が５大会に対し、平成２９年度の実績で７大会

など、ほとんどのＫＰＩで目標年度を待たずに計

画を達成しており、大きな成果を上げております。

今後は、地域活性化に大きく寄与する組織として、

なよろスポーツ合宿誘致推進協議会を発展させた

（仮称）なよろスポーツコミッションを立ち上げ、

合宿受け入れ人数の増加に向けた取り組みや観光

団体と連携したスポーツツーリズムの構築を行い、

スポーツを通した交流人口、関係人口の拡大を目

指していきます。

また、各種スポーツ教室や講習会などを開催し、

市民の健康増進やスポーツ少年団の育成など、地

域社会の活性化に向けた取り組みを進めていきま

す。さらに、市内事業者と連携して名寄産農産物

を活用したアスリートフードの商品化を目指し、

スポーツ産業の創出による地域経済の活性化を模

索するなど、冬季スポーツ拠点化事業のさらなる

推進に努めてまいります。

次に、名寄市立大学を活用した地域のケア力向

上事業について、まず平成２８年度から３カ年事

業として実施しているソフト事業から申し上げま

す。この事業は、圏域で不足している保育士や幼

稚園教諭等の専門職の育成を図ることを目的にし

て実施しているもので、初年度の平成２８年度は

上川、留萌、宗谷管内の保育士、幼稚園教諭を対

象としたアンケート調査の結果、平成２９年度及

び平成３０年度はこのアンケート調査の調査結果

を踏まえ、専門職の資質向上やリカレント教育を

推進するため、各種講習会や研修会等を開催して

おります。平成２９年度には、市内の認定こども

園や幼稚園から地元開催について強い要望のあっ

た幼稚園教諭免許状更新講習を市立大学で実施し、

関係機関から高い評価をいただきました。地方創

生推進交付金事業は今年度で終了しますが、事業

終了後も幼稚園教諭免許状更新講習の継続実施を

含め、関係機関の御意見、御要望を踏まえて講演

会や研修会等専門職育成のための取り組みを進め

てまいります。

次に、ハード事業として昨年度地方創生拠点整

備交付金事業により整備した模擬保育室の今後の

活用について申し上げます。模擬保育室は、大学

の本来業務である学生の講義や実習支援等におけ

る活用のほか、地域に開かれた大学として子育て

支援や各種研修会等における実践の場として整備

いたしました。ことし４月には、社会保育学科に

おいて市内の保育士による内覧会を実施し、実際

に施設をごらんいただきながら活用策についてア

ンケート調査を実施しました。７月には、市内保

育所の子供たち３１人を招いて模擬保育室におけ

る演習を実施したところであり、今後も関係機関

の御意見を参考にしながら、授業等での活用はも

とより各種講習会や研修会における実践の場とな

るよう施設の有効活用を図ってまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、小項目

の２、人の流れを呼び込むまちづくりについて申

し上げます。

初めに、お試し移住住宅の活用についてでござ

いますが、本市の移住施策につきましては第２次

総合計画、市民と行政との協働によるまちづくり

を基本目標とし、交流活動の基本事業として移住

の推進を掲げ、施策間連携を図るべく重点プロジ

ェクトとして位置づけてございます。また、名寄

市まち・ひと・しごと創生総合戦略におきまして

も人の流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで

暮らしたいと思われるまちを基本目標に移住を推

進しておりまして、これら総合計画及び総合戦略

に基づき移住に係る事業を実施しているところで
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ございます。

本市での移住者向けお試し移住住宅につきまし

ては、平成２５年度及び２６年度に旧風連高校の

教員住宅を改修し、風連地区に２棟整備をしたの

が始まりであります。その後、商業施設や医療機

関が近いこと、除雪作業の手間がないことなど、

名寄市の住みよさをより一層体験していただくこ

とを目的としまして、新たに名寄市街地にまちな

かお試し移住住宅を平成２８年度１棟、さらに本

年５月に１棟設置し、運用しているところでござ

います。

なお、この間風連地区のお試し移住住宅につき

ましては、施設の老朽化などから移住を検討して

いる方に提供するのは難しいと判断をさせていた

だきまして、平成２９年度で利用を廃止させてい

ただいております。

この間の利用状況につきましては、道外の方を

中心に７月から９月までの利用が多く、平成２８

年度で１１件２０名、延べ１５１日、平成２９年

度で１５件３１名、延べ２１８日となってござい

ます。

利用の促進、拡大に向けた取り組みといたしま

しては、パンフレットの制作、ホームページ、Ｓ

ＮＳ、首都圏で行われる移住相談会などにおきま

してＰＲにそれぞれ努めさせていただいておりま

す。また、申し込みいただいた利用者の皆様には

事前のリクエストに応じまして滞在中における情

報提供ですとか、市内公共施設などを利用できる

お試しチケットの配付を行ってございます。さら

に、地域の方々にも御理解をいただきまして、町

内会行事に参加をいただくなど、地域あるいは市

民との交流についても深めていただいております。

利用後につきましても、引き続き名寄市への移住

を検討していただきたく、市の広報を郵送するこ

とによりまして情報を伝えるとともに、本市が参

加をします首都圏での移住相談会の案内状を送付

させていただいております。その後の状況につい

て聞き取りなども行わさせていただいている状況

にございます。

次に、合宿受け入れ人数の実績についてありま

すが、合宿の受け入れ人数につきましては平成２

７年度 ４８５人、平成２８年度は ０２０人、

平成２９年度は ０８１人となっており、地方創

生推進交付金事業を活用して取り組みが始まりま

した。平成２８年度以降、官民連携により設立さ

れましたなよろスポーツ合宿誘致推進協議会の事

業展開によりまして着実に成果を上げてきてござ

います。本年度につきましても昨年同様夏季合宿

で多くの方々に名寄市を訪れていただいておりま

す。中でもパラリンピックアルペンスキーの金メ

ダリストであります狩野選手に練習拠点として本

市を選んでいただきました。その結果、同選手の

紹介で新たなアスリートが来名するなど、今後の

合宿誘致につながる新たな動きもございます。冬

季の合宿につきましては、降雪の状況に大きく左

右される面もございますが、現状としては昨年同

様の合宿受け入れ人数を見込んでいるところでご

ざいます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 御丁寧な答弁をありが

とうございました。時間限られておりますので、

それぞれ項目別にちょっとポイントを絞って改め

てお聞きをさせていただきたいというふうに思い

ます。

最初に、地域包括ケアシステムというところで

将来人口の推移と高齢化率の推移についてお聞き

をしました。今回の計画に当たっては、コーホー

ト変化率というふうな手法を採用されたというこ

とで、答弁の中でもお話が出ていたように総合計

画の中、あるいはまち・ひと・しごとの人口ビジ

ョンとは若干違っているというふうな、私もこと

し３月時点の総務省の人口問題研究所将来人口推

計というのも調べてみたのですけれども、それと

も違っていると。２０２０年度で見ると、今回の

計画とまち・ひと・しごとでは約８００人の差が
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出ているというふうなことで、今回この手法を取

り入れたということに関して改めてもう一度ちょ

っとお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今い

ただいた御質問でございますけれども、最初の答

弁でもお答えさせていただきましたが、当初この

人口推計に当たっては総計の推計であったり、ま

ち・ひと・しごとの部分の推計とも比較をさせて

いただきました。今回この計画を策定するに当た

っては、冒頭申し上げました厚生労働省がシステ

ムを運営しております見える化システムのデータ

を参考にということで推計を行ってきておりまし

て、これにつきましては当初２２年の国勢調査を

使いながら平成２５年３月の推計で出したもので

したけれども、２７年の国勢調査が公表されたと

いうことで、そのデータがこのシステムの中に取

り入れられましてまた推計値が出たということな

のですけれども、それを見ましたときにちょっと

やはり推計値が乖離している部分がございまして、

より近い数字といいますか、保険料の算定であっ

たり、それから今後の給付費の関係もありまして、

そこに積算の差が大きく出てしまうということも

あったものですから、今回直近の住民基本台帳の

数字であったり、国が使うコーホートのほうとい

うことで、それを使って積み上げさせていただい

たということで、推計ということでございますの

で、これがぴったり当たるかというのはわからな

いのですけれども、より身近な給付費であったり、

保険料の関係の算定にも影響が出てくるというこ

とで、実際に近い数字を今回推計させていただい

たということで、また３年後、今度８期の策定に

当たっては今回の推計の状況を見ながらまた検討

していきたいなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） より直近の数字という

ふうなことで理解をさせていただきました。

それから、健康寿命延伸に向けた取り組みとい

うことで、健康マイレージ、たしか昨年の決算委

員会のときには登録されている人２１８名という

ふうにお聞きをしたのですけれども、今回３７９

名ということで先ほど答弁において１６０名ぐら

いふえられたと。広報だとか個別の周知だとかイ

ンターネットというふうなことで情報を伝達して

広めていっているということなのですけれども、

まだまだ正直言って不足なのかなというふうな部

分を感じています。

それで、たまたま会派の視察で７月の末に地域

包括ケアシステム、非常に先進的な取り組みを行

っているという神奈川県の藤沢市、ここへ行って

いろいろ勉強させていただきました。そこの取り

組みなのですけれども、基本的な考え方は市民一

人一人が住みなれた地域で安心して暮らし続けら

れるように、全世代全員対象というふうな考えで

取り組みを実施をされていると。特にこれを進め

るに当たっては、庁内の検討委員会、要するに行

政の全ての部課を全体を横断的にそれぞれの取り

組みを設置をして、２０２０年度までの短期目標

として進められていると。具体的な個々の内容は

ちょっと時間がありませんので、省略をさせてい

ただきますけれども、それを推進するに当たって

はさらに情報共有や意見交換を行うということで、

市内の専門機関だとか、あるいは関係団体との意

見交換も定期的に行っているというふうな情報を

得てきたのですけれども、当市の包括ケアの構築

に向けた庁内の組織体制、これはどのように運用

されているのかお聞きをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 地域

包括ケアシステムの構築に向けてということで庁

内の組織体制、連携体制ということでの御質問で

ございます。議員おっしゃられるとおり、地域包
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括ケアシステムの推進に当たっては高齢者が可能

な限り住みなれた地域でということで、継続的に

生活ができるようにということで、サービスが切

れ目なく提供される地域ケアが本当に求められて

いるという状況の中で、今回の７期の策定におき

ましては高齢者を中心として医療、介護、住まい、

生活支援、介護サービスということで、そういう

施策につなげていくということを目指す姿として

おりますので、策定当初から部内の各課、それか

ら建設水道部、市立総合病院から部会の出席など

の参加を受けまして完成に至ったものでございま

す。また、さまざまな機関からも御意見を頂戴し

ながら計画策定に当たったということで、藤沢市

さん、先進事例ということで、そういった組織も

立ち上げられているということで、当名寄市の規

模ではちょっと庁内的には立ち上げなくても現状

の中で日常的に部課との連携が図られているとい

うことで、計画で定める目標達成に向けましては

今御意見ございました藤沢市さんなどの先進地の

体制だとか施策を参考にさせていただきながら、

今後も連携を強化していきたいというふうに考え

ておりますし、庁議ですとか部次長会議において

も課題を共有しながら広く横断的な取り組みを進

めてまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ここのところをもう少

し詳しくやりとりをさせていただこうと思ったの

ですけれども、もう残り時間が少ないので、フレ

イルの具体的な取り組みについて再度ちょっとお

聞きをしたいというふうに思います。

先ほど元気、ＤＶＤだとか、ＤＶＤを各町内会

に配付をしたというふうなこと、具体的な取り組

み内容を個々に答弁をいただきました。実は、今

回先ほど藤沢市のお話もさせていただいたのです

けれども、フレイルの先進的な取り組みを行って

いる千葉県柏市、こちらにも訪問させていただい

て、いろいろお話を伺ってきたところです。フレ

イルというのは、今さらではないのですけれども、

やっぱり年齢に伴って筋力や心身の活力が低下を

してくると。多くの高齢者が健康な状態からフレ

イルという中間段階、これを経て要介護、言いか

えればフレイルの状態というのは適切な介入をす

ることによって健康な状態まで改善できると。具

体的な個々の取り組みは、また時間がありません

ので、省略をさせていただきますけれども、やっ

ぱりできるだけ早く自分の状態に気づいて健康な

状態に改善をしていくというふうな取り組みが大

事だというふうに、その中で特に特徴的な取り組

みとしてフレイル予防の市民サポーター、先ほど

もちょっと答弁の中でありました。例えば８月２

４日にＥＮ―ＲＡＹホールで先ほど御説明ありま

した講演会、この講演会を聞いた後にどういうふ

うな、各町内会だとか、いろんなところにこうい

うふうな今後の取り組みをこうしていくだとかと

いうふうな、実際にこれを聞いた各町内、ある町

内会長さんは戻って次の日に指輪っかテストだと

かチェックリストをやりましたよというふうなお

話も実際伺っているのです。こういう講演からい

ろんなことを推進をした以降の取り組みというの

がもう一つどうなのかなというふうなことで、そ

の辺の考え方についてお聞きをしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） フレ

イル予防の関係の御質問をいただきました。先ほ

ど御答弁させていただいたとおり、８月には講演

会を開催していただいて、多くの方、特に町内会

の会長さんですとか、地域の方にも参加いただい

て、内容についてはかなり好評だったということ

で、町内会にお持ち帰りになって実践されたとい

うお話もお伺いいたしました。このフレイルの関

係については、言葉自体は最近なのですが、もと

もと取り組みとしては包括のほうで実施をしたと
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いうことで、フレイルという言葉が言葉的に覚え

ていただきやすい言葉になっているということで、

今後フレイル予防活動の普及啓発活動については

当然行っていかなければならないかなというふう

に考えておりますし、それから先ほど答弁させて

いただきましたが、楽食の講座ということでまた

今募集をかけておりますけれども、歯科医の方で

すとか、市立大学の栄養学科の先生に御協力いた

だきながら講座を行うということを考えておりま

す。

さらに、広く市全体に広げていくというところ

では、従来より介護予防サポーターは育成してお

りまして、介護予防全体にかかわる部分で、フレ

イルに特化しているわけではないのですけれども、

今後介護予防サポーターの活動の中にフレイルの

部分も織りまぜていきながら、地域に介護予防に

ついて、フレイル予防について広めていく活動を

していきたいなというふうに考えております。た

だ、介護予防の担当職員の人員が少ないというこ

ともありますけれども、今後今まで開催してきま

した介護予防講演会だとか、それからリハビリ専

門職の派遣の関係ですとか、そういった事業の中

にフレイル予防を含めた介護予防の普及活動を広

く取り組んでいきたいなというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ今進めている

内容について、例えばフレイルサポーターも５０

名というふうなお話先ほどいただいて、あるいは

町内会ネットワーク事業の担当者との重複が難し

いだとかというお話を伺いました。千葉県柏市で

非常にお言葉の中で残っているのがフレイルの取

り組みはお金はかからないよと。実際には、サポ

ーターの方だとか、そういうふうな方たちを養成、

要するに年度ごとの事業概況、これをどういうふ

うに定めて具体的に推進をしていくのかというの

が非常に大切な部分だと。非常に印象に残ってい

るお言葉があります。今当然いろんな形の中で進

められているとは思うのですけれども、もう少し

年度ごとのハードル、計画をきちっと決めていた

だいて、少しでもハードルを上げていただいて、

その中でステップを上げてこのフレイルの取り組

みを強化をしていただきたいというふうに思いま

す。ぜひいろんなことを進めてはいるとは思うの

ですけれども、その後のフォロー、いろんなこと

を例えばＤＶＤを配付したらどのように運用され

ているだとか、あるいは研修会に参加して、その

後どういうふうに、もう一歩踏み込んでその辺の

フォローをしていただけるともっと効果としては

取り組みが生きてくるのかなというふうに思いま

す。

ちょっと残り時間が少ないので、最後にまちな

かお試し住宅の件で再度質問させていただきたい。

今市内に２カ所ということで、御利用件数につい

ても先ほど臼田部長のほうから報告をいただきま

した。それで、実際にお試し住宅を利用されるタ

イミングだとか、あるいは施設ができ上がってこ

こを利用するといったときに、各町内、該当する

町内会長さん、あるいは町内会とのやりとりとい

うのはどういうふうにされているのか、ちょっと

お聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） お試し移住住宅のあ

る地域の町内会長さんとは、住宅を設置するとき

から情報共有させていただいているということで

あります。特に移住される方の中には、移住され

る前提としてやっぱり地域の中に溶け込むことが

必要だろうという思いもありますので、これは実

際にお試しで来られる方の希望をとっての上であ

りますけれども、地域との交流を希望する方につ

いては該当する町内会にも御相談をさせていただ

きながら、交流できる機会を探させていただいて

いるというのが現状であります。特に先般来た方

については、ちょうど町内会のイベントがありま

したので、その中にも参加していただいて、町内
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会のほうにとってもよかったという声をいただい

ておりますし、参加したお試し住宅に住まわれた

方についても大変よかったと好評をいただきまし

たので、こういった取り組みについては今後もぜ

ひ取り組みを続けさせていただきたいと考えてご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 結果という形の中では、

今臼田部長がお話をされたことなのかなというふ

うに思うのですけれども、私がたまたま該当する

ところに１カ所お話を伺ったときには、この町内

に１部屋お借りをしたと。部屋を借りたので、人

の出入りはあるけれども、不審者ではないよと、

というふうに思わないでくれというふうな言い方

だったと。実際にショートステイ的な形で利用さ

れる方、あるいは２カ月ぐらい利用される方もい

らっしゃるみたいなのですけれども、そのやりと

りはほとんどないと。誰がいつ来て誰が出ていく

かもわからないと。たまたま長期間滞在された方

に町内のイベントがあったので、そこに参加をし

ていただくようなことを行政の方にお願いをした

というふうな形なので、せっかく移住住宅体験事

業という形の中ではもう少し該当の町内会とのコ

ミュニケーションといいますか、連絡のやりとり

だとか、そういうふうなものを深めていただけれ

ばよりもっと効果が上がるのかなというふうに思

いますので、それは要望しておきたいというふう

に思います。

時間がなくなりましたので、ちょっと申しわけ

ないです。加藤市長に最後、それぞれ地域包括な

り住宅、いろんなことを、ちょっと時間がなくて

申しわけなかったのですけれども、ＰＤＣＡの有

効活用という面ではＰＤの実行、ここにもう少し、

もう一歩進めると企画をされたものがより効果的

なものが発揮ができるのかなというふうに思いま

す。それで、名寄市の魅力発信といいますか、持

続可能なまちづくり、きょう私申し上げた地域包

括を含めて市長としてのお考えがあれば最後にお

聞きをして、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地域包括に絡んで、ある

いは移住促進に対しまして、もう少し地域住民に

対するＰＲや、あるいは政策をしっかりともっと

推し進めるための手法を考えたほうがいいのでは

ないかという貴重な御提言をいただきました。今

回我々の２期の中期の総計を策定するに当たりま

して、アウトプットとアウトカムを新たに指標と

して明確に設定をすることを義務づけて、そうい

った御答申をいただいて現在議論を進めていると

いうことでございます。これ非常に大事なことで、

住みよさランキングにしても、これは単純な結果、

アウトプットなのですけれども、ではすばらしい

この結果がどういうようにその後の市民生活の向

上に効果を発現しているのだというところまで目

標設定をして、そこで検証して次につなげていく

ということはそれぞれの施策においてとても重要

なのではないかというふうに思います。改めて今

貴重な御提言をいろいろお話をいただきましたの

で、アウトカムというか、発現する効果をどこに

求めていくという目標設定をしっかりと行って、

そのことをしっかりと検証して、また次につなげ

ていくということをそれぞれの分野で行っていく

必要があるのかなというふうに考えております。

名寄市の魅力の発信について、お試し住宅の話

でも町内会でビールパーティーに呼んでいただい

て、本当に地域挙げてそうした応援をしていただ

いていることに感謝を申し上げたいと思います。

住みよさランキングにしても非常に上位にランキ

ングをしているのだけれども、このことが市民の

皆さんにしっかりと、これは当たり前になってい

るところもあるのかもしれない。しかし、それが

市民にとってこうした効果があるのだと、こうい

うすばらしい行政サービスが行われているのだと

いうことを改めて市民の皆さんにしっかりと情報

発信をし、市民の皆さんがそうかと、名寄市はそ

ういうよさがあるのだということを改めて認識を
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していただくことも市民力を押し上げていく一つ

の手法なのかなというふうにも思っていまして、

改めてそうした情報発信もしっかりと努めていき

たいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

スポーツを核としたまちづくりついて外２件を、

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） こんにちは。議長の

御指名を受けましたので、通告順に従い質問をさ

せていただきます。

平成を元号名とする時間も７カ月と少しの日数

を残すところとなっておりますが、名寄市におい

ては総合計画第２次にのっとり、市民生活の安定

と発展を目指した取り組みが推進されています。

そこで、大項目１、スポーツを核としたまちづ

くりについてお伺いいたします。最初に、小項目

１、スポーツ・健康都市宣言についてであります。

名寄市は、合併翌年の平成１９年３月１５日に４

つの都市宣言を制定いたしました。その中の一つ

が健康都市宣言であります。「豊かな自然の中で、

健康で明るい幸せが続くことは市民共通の願いで

す。こころとからだの健康は、幸せと生きがいの

源であり、市民一人ひとりがスポーツ、文化、自

然に親しみ、さらなる健康づくりを推進するため、

ここに「健康都市」を宣言します」と記されてい

ます。この宣言の意図するところは、どれほど時

間が経過しようとも不変のものであります。さら

に、今名寄市においては冬季スポーツを中心にス

ポーツによるまちづくり、人づくりが進められて

います。そこで、健康都市宣言を基盤にさらなる

定着と飛躍を祈念し、スポーツ・健康都市宣言の

制定を求めるものであります。お考えをお伺いい

たします。

次に、小項目２、施設利用状況及び施設の有効

活用についてお伺いいたします。主なスポーツ施

設の利用状況と閉校後の体育館の活用状況につい

てお伺いいたします。

次に、小項目３、スポーツ環境づくりについて

お伺いいたします。名寄市にある大小さまざまな

公園や閉校後のグラウンドを利用してスケートパ

ークの設置はできないでしょうか。２０２０年東

京オリンピックでは、新たにスケートボードが正

式種目として採用されます。名寄市においても子

供たちの間でスケートボードを楽しむ姿をよく見

かけるようになりました。サンピラーパークだけ

でなく、下校後にも出かけていける身近な場所に

安心して楽しむことのできる安全なスケートパー

クを設置することは、冬季スポーツの技術向上や

運動遊びによる基礎体力づくり、仲間づくりの場

にもなり得ると考えます。

次に、大項目２、安心、安全な暮らしを守る取

り組みについてお伺いいたします。最初に、小項

目１、有害鳥獣の現状と対策についてであります。

熊、アライグマ、カラス等の有害鳥獣の現状と必

要に応じた駆除対策についてお伺いいたします。

次に、小項目２、河川の雑木処理についてお伺

いいたします。まちづくり懇談会や議会報告会等

においても以前から要望されていた河川の雑木処

理については、地域住民の声として今も引き続き

聞こえてきます。日本各地で発生している想定を

超える降雨による洪水被害は、この地域でも心配

されることから、処理の状況についてお伺いいた

します。

最後に、大項目３、国際交流推進についてお伺

いいたします。まず、小項目１、市民に身近な国

際交流について、国際交流に関する展示スペース

の設営と活用についてお伺いいたします。名寄市

と姉妹都市であるカワーサレイクス市リンゼイや

友好都市であるドーリンスク市、また台湾との交

流事業の実績は現在名寄市立図書館の３階に展示

されており、展示品からも交流の歴史を知ること

ができます。しかし、残念ながら狭隘なスペース

であるため、来訪者も少ない状況にあります。国

際交流については、行政のみならず市民による友

好委員会が核となり、連携をとりつつ日常的に交
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流の輪をつないでいただいていることから、さら

に市民の目に触れやすく日常的に国際交流を感じ

取ることのできる展示スペースの設営と活用を検

討する価値があると考えます。

次に、小項目２、名寄、リンゼイ姉妹都市提携

５０周年記念の取り組みについてお伺いいたしま

す。ことし８月の市民訪問団の中には、高校生の

ときに交換留学生として２カ月間リンゼイで過ご

した経験を持つ方がおられました。４０年ぶりに

かつてのホストファミリーと再会し、肩を抱き合

って喜び合う姿は、会えずとも国境と時間を超え

て互いのきずながしっかりと結びついた年月であ

ったと、そのことを知る機会となりました。来年

は、名寄市でリンゼイからの訪問団を迎えること

になります。一人でも多くの市民が国際交流を身

近に感じ、豊かな気持ちになれるような取り組み

について準備の状況をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 山崎議員から大項目で３

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１、小項目１を私から、小項目２、３を教育部長

から、大項目２の小項目１及び大項目３について

は経済部長、大項目２の小項目２については建設

水道部長からの答弁となります。

大項目１、スポーツを核としたまちづくりにつ

いて、小項目１、スポーツ・健康都市宣言の制定

について申し上げます。本市においては、両市町

が合併をした翌年の平成１９年３月に安全・安心

都市、教育都市、健康都市、非核平和都市の４つ

の都市宣言を制定をしております。これらの宣言

は、合併以前の自治体の枠組みを超えた市民の一

体感の醸成と新名寄市としてのさらなる発展のた

め、目指すべき姿を見据えたシンボリックな都市

宣言として制定をされてきたと考えております。

山崎議員からは、近年の本市における冬季スポ

ーツを核としたスポーツの振興においては、さら

なる進化と飛躍を期待して健康都市宣言をベース

としながらも、スポーツ分野において発展的に各

種施策に取り組むためにスポーツ・健康都市宣言

を制定すべきだとの御意見でございますが、既に

健康都市宣言の文中においては市民一人一人がス

ポーツ、文化、自然に親しみ、さらなる健康づく

りを推進をするためとうたわれておりまして、こ

の宣言の中にはスポーツの振興についても十分に

述べられていると判断をしております。それぞれ

の宣言の意図するところは時間が経過しても不変

のものでございますし、また冬季スポーツを含め

たさまざまなスポーツの振興を図ることの究極の

目的は市民の健康づくりを進める一つの手だてで

あると考えていることから、当面は現行の健康都

市宣言を堅持をしていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１

の小項目２、施設利用状況及び施設の有効活用に

ついて及び小項目３、スポーツ環境の整備につい

てお答えをします。

まず、施設利用状況及び施設の有効活用につい

てですが、主なスポーツ施設については前年比同

様の利用状況となっておおむね経過をしておりま

す。その中でスポーツによる健康づくりやスポー

ツによる交流づくりを通して市民の余暇活動に大

きな役割を果たしているのが小中学校の施設を活

用した学校施設開放利用事業です。学校施設開放

利用事業では、閉校した学校を含め現在市内１２

小中学校の屋内運動場や屋外運動場を一般に開放

しています。ここ数年は、利用人数、利用団体数

ともに増加傾向にあり、平成２９年度の利用実績

はここ１０年間で最高の４万９０８人の利用があ

り、市民のスポーツ活動が活発に行われている結

果と見ております。人口減少や財政状況の課題も

ある中で、スポーツ環境を維持していくことが難

しい状況になっていますが、今後も施設の有効活

用を図りながら、市民のスポーツ環境を維持して

まいりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。
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次に、小項目３、スポーツ環境の整備について

申し上げます。東京オリンピックが２年後に迫る

中で、日本で根強い人気がある野球、ソフトボー

ル、空手が追加種目となるなど、徐々に盛り上が

りを見せているところです。また、スポーツクラ

イミングやサーフィン、スケートボードも新種目

に追加され、若者のスポーツ、オリンピック離れ

の対策も講じられていると考えているところです。

名寄地区においては、平成１６年に当時の名寄

市土地開発公社から土地を借り受けて名寄駅横ス

ケートボード場の名称で現在のよろーな駐車場周

辺にスケートボードができる環境を整えたところ

ですが、その後名寄市土地開発公社の利用計画が

決定したことや利用者も年々少なくなったこと、

さらには平成１９年に道立サンピラーパークに本

格的な専用施設が設置されたことから、平成２１

年７月に駅横スケートボード場を廃止したところ

です。道立サンピラーパークの専用施設は、開設

後の夏期間の平均利用人数は ０００人程度とな

っており、市外からも多くの利用者が訪れている

ところです。新しい施設の設置については、市全

体の公共施設の整備計画とのバランスもあること

から、市民ニーズや各スポーツ施設の設備更新の

状況、利用状況等を考慮して優先順位を見きわめ

ながら施設整備をしてまいりますので、どうぞ御

理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、安全、安心な暮らしを守る取り組みについ

て、小項目の１、有害鳥獣の現状と対策について

申し上げます。

農作物の被害防止における有害鳥獣対策につき

ましては、名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議

会におきましてエゾシカ、キツネ、アライグマを

対象に捕獲、駆除に当たってございます。捕獲状

況から見る今年度の特徴につきましては、９月１

０日現在エゾシカ３４６頭、キツネ４１頭で、昨

年とほぼ同じ程度でありますが、アライグマにつ

きましては昨年度より２１１頭多い２５２頭と大

幅に増加してございます。このアライグマの捕獲

頭数の増加の要因といたしましては、委託業務に

よる事前調査捕獲の実施や講習会開催による防除

従業員の拡大に関係者とともども精力的に取り組

んできた結果、現在の防除従業者の数につきまし

ては昨年の同じ時期より１６３人多い２９４名と

捕獲体制が強化されたことが大きな要因と考えて

いるところであります。また、一方では環境的に

天敵がいないことや１年から２年で成獣となり、

繁殖力が強いため、生息数が増加していることも

影響していると考えられるところであります。捕

獲された地域につきましては、市内ほぼ全域で捕

獲されている状況にあり、農作物の被害に加え、

酪農家の牛舎でも多数捕獲されている状況にござ

います。カラスにつきましては、被害を受けた農

業者から駆除の要望が１件ございました。猟友会

に依頼をし、追い払いの取り組みをさせていただ

いたところであります。今後も引き続き関係機関、

団体と連携し、捕獲、駆除活動に取り組むととも

に、アライグマにつきましては防除員の育成確保

に向けた講習会の開催や情報提供に取り組み、捕

獲体制強化に向けて取り組みを進めてまいります。

次に、ヒグマの出没状況についてでありますが、

同じく９月１０日時点で前年度の５９件に対し２

４件少ない３５件となってございます。地域別で

も全市的に減少傾向にあり、智恵文地域で１０件、

名寄地域で７件、風連地域で７件、それぞれ減少

してございます。

なお、農作物被害については昨年度より１件多

い８件となっておりまして、スイートコーン、デ

ントコーンの被害が発生してございます。

また、月別でも本年４月以降各月とも昨年に比

べて減少傾向にあり、特に例年出没件数が増加い

たします７月、８月におきましても昨年度の４３

件に対して１８件少ない２５件となってございま

す。これらヒグマの出没が減少傾向にある理由と
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いたしましては、６月の長雨や寒冷などの影響に

よりまして農作物の生育がおくれていることが一

つの要因として考えられますが、農作物の本格的

な収穫時期を迎え、出没がふえることが予測され

ますので、関係機関、団体と十分連携をし、警戒

するとともに、出没時には速やかに対応を図って

まいります。

次に、大項目の３、国際交流推進について申し

上げます。初めに、小項目の１、市民に身近な国

際交流について、国際交流展示スペースの活用に

ついてでありますが、国際親善メモリアルホール

につきましては、姉妹都市提携を結ぶカワーサレ

イクス市リンゼイや友好都市提携を結ぶドーリン

スクなどから贈られた記念品などが展示されてい

ます。メモリアルホールは、展示物を来館者に見

ていただくほか、展示物の保存という目的もあり

ますので、ふだんは施錠し、見学者が来館された

際に開錠してございます。以前御提案をいただい

た際にも市民の目に触れやすい場所での展示につ

きまして管理体制も含めて検討させていただきま

したが、御提案の趣旨に沿った場所を確保するこ

とが難しく、現在も図書館の３階で展示をさせて

いただいているところであります。

しかしながら、展示品につきましては提携を結

んでから今日までの交流の経過や両市のきずなを

あらわすものであり、より多くの市民の皆さんに

見学していただきたいと考えておりまして、今後

は広報なよろ１０月号でメモリアルホールについ

て周知を図るほか、来年に開催が予定されており

ます名寄、リンゼイ都市提携５０周年記念式典な

どを直接市民の皆さんに国際交流ＰＲできる機会

と捉えまして、記念品などの展示に努めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目の２、名寄、リンゼイ姉妹都市提

携５０周年記念の取り組みについて申し上げます。

来年８月１日に名寄、リンゼイ姉妹都市提携５０

周年を迎えることとなりますけれども、現在のと

ころ名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会におきま

しては、先ほども申し上げました記念式典を開催

するほか、記念式典にあわせまして本市を訪問す

る予定のリンゼイの皆さんを受け入れます。また、

これまでの取り組みをまとめた記念誌の発行、生

きた英語を学び、国際感覚を磨くイングリッシュ

キャンプの実施、浅江島公園の記念碑またはモニ

ュメントの設置などを計画しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の２、安全、安心な暮らしを守る取り組みにつ

いて、小項目２、河川の雑木処理について答弁さ

せていただきます。

まず、本市が管理する普通河川につきましては、

国の補助制度などがないことから、ブロックを用

いた護岸や堤防を備えた整備を行うには多額な工

事費や河川用地の取得など課題も多く、大規模な

改修工事については難しいことから、この間本市

の単独事業により維持業務を中心に整備を行って

おります。河川周辺の農地や道路を冠水被害から

守るために、崩れかけた川岸に布団かごや土のう

を積んで整備を行い、また川底に堆積した土砂の

床ざらいや雑木についても除去を行ってきており

ます。普通河川の雑木処理の状況については、雑

木や土砂堆積の多い河川において優先的に処理を

しており、ここ５年間の実績としまして名寄地区

で智恵文の福徳川を ２６５メートル、中名寄の

平和川を３００メートル、砺波区の砺波川を２８

０メートル、風連地区の大沼川を２００メートル、

真狩川を８５メートル雑木処理しております。毎

年少しずつではありますが、継続して課題解消に

向け取り組んでまいりたいと考えております。

次に、北海道の管理する河川については、毎年

河川整備とともに雑木の処理についても要望を行

っており、ここ５年間の実績として名寄地区では

智恵文川を ３４７メートル、有利里川を ８５

５メートル、豊栄川を ７２６メートル、初茶志

内川を ５６１メートル、ピヤシリ川を７１０メ
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ートル、十線川を２２０メートル、風連地区では

東生川を ０００メートル、忠烈布川を １６０

メートル、風連別川を８４０メートル雑木処理い

ただいております。今後も引き続き北海道に対し

要望を継続してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきますようお願い申し上げます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再度質問をさせていただきたい

と思います。

最初に、スポーツ・健康都市宣言について再度

質問させていただきます。平成３０年度の教育な

よろに、社会教育の中の生涯学習のところでかな

りの回数市民皆スポーツという言葉が出てきます。

市民皆スポーツを目指してという言葉がかなり使

われておりますことは、当然このまちのスポーツ

に対する施策だけではなく、スポーツが市民生活

に豊かな潤いを与えるということを求めて、また

はそのことがわかっているので、大きな目標にな

っていることと思いますが、そのことと、それか

らスポーツ合宿拠点化事業ですとか、冬季スポー

ツの拠点化事業、現在名寄市ではかなりの場面で

スポーツという言葉が出てきています。対外的に

も、本州に行ったときでさえ、北海道名寄市です、

スポーツ頑張られていますねという言葉をかけて

いただけるようなこの時期に来ていて、やはり健

康都市宣言、スポーツ、文化、自然、もちろんそ

の趣旨の中には入っておりますけれども、まちの

至るところに掲げられております名寄市の都市宣

言の中に健康都市宣言、さらにそこにはっきりス

ポーツという文字が入るということは、先ほど市

長が東川議員への御答弁の中でも言われましたア

ウトプットとアウトカムのその考え方からいって

も、とても市民の中に定着を促すことができる有

効な手だてだと思いますが、再度御答弁をお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 前向きな御提言をいただ

きありがとうございます。先ほどもお話しさせて

いただきましたけれども、名寄市の２次総計と、

そしてまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で本

市の自然環境と、また施設、設備環境、こうした

名寄市の特異な資源を生かした冬季スポーツの拠

点化を目指す、そしてそのことでスポーツ合宿や

大会誘致、さらにはジュニア世代の育成、冬季ス

ポーツを通じて故郷への誇りと愛着を持てる人材

の育成ということは大きな柱の一つとして取り組

んでいくということになっております。

しかしながら、先ほども述べさせていただきま

したけれども、冬季スポーツを核としたスポーツ

の振興は市民の健康づくりにつながるものと確信

をし、これからもしっかりと進めていきたいと考

えておりますけれども、まだまだ取り組み自体が

スタートをしたばかりということもございまして、

今後の方向性も見きわめていく必要もあろうかと

思っております。いただいた御意見は貴重な今後

への提言として受けとめさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 前向きな御答弁とい

うふうに受けとめさせていただきたいと思います

が、やはり冬季スポーツの拠点化、市長はよく冬

季スポーツだけではありません、ジュニア育成に

ついては夏のスポーツについても十分考えていま

すという発言をしてくださっています。その中で

競技スポーツだけがスポーツではない。どの世代

の人たちもどのような身体状況にあっても、スポ

ーツにかかわることで人生が豊かになる、そのこ

とを求めていくということが重要であると思いま

す。そのためには、スポーツはやるだけではなく、

見るスポーツ、応援するスポーツ、いろいろなか

かわり方があると思います。そのこともあってス

ポーツ・合宿推進課も動かれていると思いますし、

合宿誘致も市民の協力が得られている。ひいては、

スポーツコミッションの創設へと全体の流れが動
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いてきているのだというふうに受けとめています。

ですから、改めて、近年名寄市は開拓１２０年を

迎えることになります。風連地区が明治３２年、

名寄地区においては明治３３年、それぞれ開基を

定めておりますので、開拓１２０年に向けていろ

いろな取り組みがされていくと思います。そのと

きに市民を巻き込んでぜひ議論をしていただきま

して、今の施策が一時期のものではなく、今まで

の施策がこの後もずっと市民の中に定着していく

ことを願っておりますので、ぜひともその協議を

進めていただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いしたいと思います。

そのことを踏まえて次の小項目に移らせていた

だきますけれども、先ほど河合部長から小学校の

学校開放の状況についてふえている状況が報告さ

れましたが、これも教育なよろに記載されている

と思いますが、智恵文小学校、智恵文中学校につ

いての学校開放はふえているとは言いがたいので

はないかと思っています。それから、風連地区に

おいても大きく増加したということが言えない状

況ではないかというふうに思っていますけれども、

地域によって差がある、この点についての学校開

放事業の有効活用についてどのようにお考えでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 確かに利用状況を見

ると、智恵文小中学校については利用がないとい

うこともあります。風連地区につきましてもやは

り競技団体数が減ってきている関係もあると思う

のですけれども、横ばい程度。でも、微増という

ことでございます。強いて言えば名寄市内の小中

学校についてがふえてきているというような状況

なのですけれども、やはりこれにつきまして地域

性もあるというふうに思っていますし、なかなか

例えば奥さん方が出づらいのかなということもあ

るのですけれども、いろいろこれからも先ほど議

員おっしゃられたとおり冬季スポーツだけではな

く、インドアスポーツ等もありますので、各種ス

ポーツの振興につきましては引き続き図っていき

たいと考えておりますけれども、その辺の地区的

な利用状況の分析につきましても今後ちょっとさ

せていただければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ利用団体の

方のお考えもありますので、一概に申し上げるこ

とはできないと思いますが、例えば風連地区にお

きましては大変盛んにパークゴルフが行われてい

ます。けれども、残念ながら冬はできませんので、

その方たちが学校開放の中で、特に閉校後の体育

館を活用されて中でのパークゴルフができないか

など、提案も含めてお考えいただくというのはど

うかなというふうに思っています。中でパークゴ

ルフというと、体育館の構造上イメージが湧かな

いということだと思うのですけれども、実は隣の

美深町さんは町立体育館におきまして花壇を自分

たちで造花で設置したり、マットで高低差をつく

ったり、そういう活動の中で冬場のパークゴルフ

を楽しんでおられます。閉校後の体育館であれば、

一定期間そういう設置をする中で、そこはそうい

う体育施設ですという扱いができるのではないか

というふうに思っていますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 確かにパーク愛好者

の人口はいるというふうに承知をしておりますけ

れども、どうしても体育館でやるということにな

るとイメージ的には土間つきなのかなというふう

に思っていましたけれども、床をそのままいろん

な工夫をしてということですね。ただ、閉校後の

体育館につきましては、現在日進小中学校、東風

連小学校、豊西小学校がございますけれども、御

承知のとおり日進小中学校についてはソフトテニ

ス少年団の方に使っていただいていますし、東風

連小学校についても地域の方々が健康づくりのた

めに使っていただいているという状況もございま

す。また、豊西小学校につきましては、トイレ等
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の水回りの問題と施設管理の問題もございまして、

貸していないというのが状況でございます。大前

提となるのがこの３校についても閉校してきた現

状にございますけれども、少子化の関係もござい

ますけれども、やはり施設の老朽化、耐震化をし

ていないということが大前提にあったということ

から閉校してきているという経過もございますの

で、その耐震化していない施設をそのまま市民の

方に貸していくということはちょっと無理がある

のだろうというふうに私は思っております。パー

クゴルフにつきましては、冬期間も人材開発セン

ターのところでやっていただいている方もいらっ

しゃいますし、そのようなことで冬期間も活用で

きるような施設を皆さんには活用していただけれ

ばというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 耐震化の問題につい

ては大変大きな問題だと思っておりますので、そ

れについては市民の安全は１００％守られなけれ

ばいけないと思っていますが、現時点で学校開放

で施設開放しているところにつきましては、それ

はどのように考えればよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今日進小中学校と東

風連小学校を例に出して言わせていただきました。

これを今少年団と地域の方々に使用していただい

ている前提といたしまして、耐震化をされていな

いと。それとあわせて、今後改修等はできない施

設だということを前提としてお話をさせていただ

いて、それでもなお使うということであれば、両

面、スポーツの振興等も考えながら御利用いただ

いているという現状ですので、よろしくお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 痛しかゆしといいま

すか、部長の心中も察するところではありますけ

れども、申しわけありません。やはりそのとき、

そのときの状況を的確に判断いただきまして、あ

る施設を有効に活用していただいて、健康寿命を

延ばしていただく。そのための健康都市宣言だと

も思いますし、私の求めるスポーツ・健康都市宣

言につながっていくところだと思いますので、ぜ

ひともある施設が使われなくて、ただただ老朽化

が進んでいくということだけは避けていただきま

すようにお願い申し上げたいと思います。

子供たちの現状のことでスケートパークのこと

をお話しさせていただきましたけれども、先ほど

の御答弁の中で名寄駅前にスケートボード場がと

いうこともありましたが、現在風連地区において

はそれがございません。先日もサンピラーパーク

のところのストリートスポーツ場見せていただき

ましたら、本当にすばらしいスケート場で、そこ

に設置されていたというのは知っていましたが、

実際に若者たちが楽しんでおられる状況を見ると

いうことは余りなかったのですが、何回か訪れま

したところ、誰も使っていないという日はありま

せんでした。平日も午前中１１時ごろにもかかわ

らず、２０代の方がこの時間なら１人で使えると

思って来ましたということでわざを磨いておられ

ました。伺いましたら、名寄市外の方でありまし

たけれども、やはり需要はあるなというふうな認

識を持ちました。それぞれの、例えば中名寄地区、

智恵文地区でも風連地区でもその場所を使いたい

子供たちはいるのですが、なかなか平日は来るこ

とができません。大きな立派な施設ということで

はありませんが、駐車場ではなく、安心して滑れ

る場所の設定がまずは求められるところだと思い

ますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今のサンピラーパー

クの施設につきましては、私もこのお話をいただ

いた後に見に行ったのですが、この周辺では大変

立派な施設かなというふうに考えておりますので、

ぜひ継続してあの施設を有効活用していただけれ

ばと思っています。日ごろそこに行けなくても手
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軽にやれるような場所の提供ということだと思い

ますけれども、なかなか設備的にもある程度舗装

していなければならないというようないろんな条

件もございます。例えば施設の駐車場の一部とい

うような話もございますけれども、それに合うよ

うな場所が確保できるかというような問題もござ

いますし、いろいろ今後そういうことが可能かど

うかも含めて検討させていただきたいと思ってお

りますけれども、基本はやはり皆さんにはサンピ

ラーパークの施設を有効に使っていただきたいと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） そのとおりだとは思

いますが、やはり日常的なところで毎日遊びたい

子供たちからの声というものが届いておりますの

で、その状況について今後検討をいただきたいと

いうふうに思っております。よろしくお願いした

いと思います。

以前ふるさと未来トークだと思うのですが、中

学生が市長にお願いをしたと。そのときにできま

せんと言われましたということで、その子は大い

にがっかりして、こうやって言われてしまいまし

たと言っておりましたけれども、やはりそういう

声を直接市長に届けたというところがすばらしい

なというふうに私は感じました。需要があります。

そして、それは冬季スポーツにもつながる基礎体

力の向上につながる部分でありますし、子供たち

のコミュニケーション、ゲーム機だけではないと

ころをぜひ育てたい、そのように思えば検討して

いただく値打ちが十分あると思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

次の大項目２のほうに移らせていただきます。

先ほど有害鳥獣についての御答弁をいただきまし

たが、有害鳥獣について広域的な対策というのは

ございますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） なかなか広域的な取

り組みができていないというのが現状です。各自

治体のほうから、例えば北海道は海に面していま

すので、北海道全体での取り組みなんていう要望

というか、意見等についてもあるのですけれども、

なかなか北海道全体的な計画はつくるのですけれ

ども、取り組みについては全道統一した取り組み

にはなっていないというのが現状です。ただ、上

川振興局管内でも従前は鹿は鹿だけというような

形での取り組みだったのですけれども、現在は熊

なども含めて有害鳥獣で大きなくくりの中での会

議なんかが設置をされているというのもあります

し、もう一つは取り組みそのものは各自治体の取

り組みになっておりますけれども、全道の各市町

村がやはりそれぞれ精力的に取り組んでいるとい

うことでありますので、結果的にはそれらが結び

つけば広域的な取り組みになるかなというふうに

思っておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 計画等大きなくくり

についてのお話をいただいたと思いますが、例え

ばヒグマにしてもアライグマにしても、何か具体

的な対策が必要な事例が出たときの近隣市町村と

の具体的な連携というのはございますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 有害鳥獣の現象につ

いては各自治体広域的に発生はしていますけれど

も、具体的な取り組みになりますとなかなか市町

村を超えての被害だとか、現象というのはありま

せんので、取り組み自身については各自治体の中

でそれぞれ知恵を絞り、関係する皆さんに御協力

いただきながら取り組みを進めているということ

で御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 各自治体の中で適切

に進められているということの一つは、アライグ

マの委託業務による対策も含まれるのかなという

ふうに思っています。ことし大きく成果を上げて

いるというふうに思っていますので、安心してい
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るところなのですが、アライグマのように委託業

務を出す、その手順をほかの例えばスズメバチで

すとか、カラスですとか、カラスはとても難しい

と思うのですが、でもカラスの被害が私の耳には

結構な数届いておりまして、先ほど部長は役所の

ほうへの被害届は１件というふうに話をしてくだ

さいましたけれども、やはり届けないまでも、結

局は農家の方が我慢をされている状況になってい

ると思います。その状況について何か起きたとき

の委託業務ということで、市役所の行政だけが動

かなくてもいいような仕組みはとれるものですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） これちょっと行政縦

割りというふうに言われるかもしれませんけれど

も、私ども経済部で取り組んでいる農作物に対す

る被害防止対策ということで、今取り組みをさせ

ていただいているということであります。そうい

った意味では、カラスについてはそこの耕作者な

り近隣の方がある程度声をかけると言っていいの

ですか、何らかのアクションを起こしていただけ

れば、その時点では逃げていくということがあり

ますので、まずはそういう自衛というのでしょう

か、そこの取り組みがまず必要だというふう思い

ますし、それでもなかなか被害が減らないという

ことであれば、先ほども申し上げた１件の事例が

ございましたけれども、私どものほうに御相談い

ただければしかるべき猟友会に御協力をいただい

て、追い払い等行うことはできますので、そこに

ついては対応はできるものだというふうに思って

います。

それと、もう一つ、質問の中で委託業務という

話もいただきました。アライグマの捕獲頭数がふ

えたのは、委託業務にもよりますけれども、もう

一つやはり大きいのは猟友会の皆さんにも今回多

大な御協力をいただいているということが先ほど

申し上げた実績に結びついているということであ

りますので、つけ加えさせていただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ関連団体と

の連携もとられているということを確認させてい

ただきました。

市民部のほうにもかかわってはくるのですけれ

ども、やはりカラスについては農業被害もそうで

すが、子供たちが外で遊んでいるときに近寄って

きて襲われるという状況もあるのではないかと思

いますが、その点にかかわる被害届ですとか、そ

ういうものは届いていませんでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 有害鳥獣の現状と対

策に関連しまして、市街地におけるカラスの対応

状況をお知らせをしたいと思いますけれども、市

街地におけるカラスにかかわる相談、あるいは通

報、駆除の対応状況なのですけれども、そのほと

んどは巣づくりが始まる６月からひなが巣立って

いく８月にかけてということになっておりまして、

市では生活安全上の観点から、その相談に個別に

対応してございます。対応としましては、駆除と

いうことではございませんで、巣の撤去を行い、

威嚇ですとか攻撃の要因を取り除くといった対応

をとってございます。今年度の相談などに対する

出動の件数というのは６５件となっております。

今質問いただきました被害の状況ですが、こちら

のほうは入っておりませんが、やはりカラス、威

嚇されますとかなり怖い目に遭うという状況もあ

りますので、我々としましては市街地にカラスが

集まることについて、いろいろ原因はあると思う

のですけれども、原因の多くは人間が生活するこ

とに起因するものがほとんどであるということで

すから、例えば生ごみの排出に当たってはカラス

の対策を講じることが大切であります。そのあた

りの周知啓発活動、これに力を入れるというよう

な対応を現状ではとる以外にはないと考えており

ます。

それと、スズメバチの件についても今質問をい

ただきまして、蜂の巣の対応状況なのですけれど
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も、こちら７月から９月の間例えば個人の所有す

る家屋にできた蜂の巣の駆除、これ民間の業者に

委託をしてございまして、平成２９年度の実績で

は４７件となっております。その期間以外は、職

員が直接駆除の作業に当たってございます。また、

その他個人での駆除等を行う方には防護服の貸し

出しを名寄庁舎、風連庁舎でそれぞれ行っており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 先ほどのスズメバチ

の件数については少し驚きましたが、適切に処理

していただいているということで安心もいたしま

した。カラスについては、やはり生ごみの処理に

ついて求めたいというふうに思っておりましたの

で、今の三島部長の御答弁の中にも生ごみの処理

のことが出ておりましたので、今後適切に、名寄

市はルールを守って適切に処理されていることが

多いとは思いますけれども、やはりごみが多く集

まるところにカラスがいるということは否めない

事実でありますので、よろしくお願いしたいと思

います。

河川の雑木処理のことについて再度質問させて

いただきます。先ほどそれぞれ雑木処理をしてい

ただいております経過について御報告をいただき

ました。そのことによって洪水が起きたときの安

心感は担保されてきているというふうに思います

が、やはりそれでも自分の住む地域について不安

に思われている方がいらっしゃるので、この話が

ずっと継続、要望として出されているのだと思っ

ております。とはいっても財政的なことについて

はいたし方のないところではあると思いますが、

例えば川の流れが真っすぐではないような川があ

ります。その川につきましては、Ｓ字を描いてい

るその中州のところに特に雑木が生い茂っている

という状況もあります。風連旭の三十線橋の下は

そういう状況になっておりますが、そういうとこ

ろについては優先順位が高いと思うのですが、ど

のように見取っていただいておりますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 普通河川でいう、

私どもも都市整備課の担当者が普通河川のそれぞ

れの状況の中で判断をさせていただいて、例年河

川の普通河川に手をかけさせていただけるのは大

体三、四本程度の河川に対しまして数百メートル

ずつの土砂さらいなど、雑木処理などということ

をさせていただいておりまして、大変多くの普通

河川の中で地先の皆さんもそれぞれ何とか早いう

ちに少しでも整備をしていただければということ

で、私どもの担当には大変多くの声が届いている

のもこれまで今議員のとおりでございまして、そ

の中でも取り急ぎ河川の流れのやはり急ぐもの、

また継続してやらねばならぬものといった地域を

優先的にということではなく、当然必然的にやら

なければならぬということで、なかなかこの地区

が先であの地区が先でというのは、これはまた申

し上げることもちょっと難しい面もございます。

今年度の予定で、先ほど答弁させていただきまし

たが、今年度ですと智恵文地区で１カ所、砺波地

区で１カ所、中名寄地区で１カ所というような形

で、もう既に今準備にこれから入るという状況に

なってございます。それぞれの河川の普通河川の

場合は隣接して田畑がございますので、早い段階

から地先の方々の御理解や御協力もいただきなが

ら、当然仕事としては農作業等々に影響を与えな

いために冬場の仕事ということになりますので、

今年度も先ほど申し上げた形でこれから準備をし、

冬場にしっかり取り組んで少しでも地域の皆さん

の安心につながるようになればと思って発注して

まいりたいなというふうに考えております。

先ほど議員の御指摘の地域もございましたけれ

ども、今担当のほうから道河川の関係で要望を上

げているということでございますので、北海道も

なかなか一斉に取り組むというのは難しいので、

先ほど申し上げたような形で順次取り組みをいた

だいているかと思いますので、そこに期待させて
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いただきたいなというふうに思ってございますの

で、御理解いただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 毎年必要なことにつ

いて道、国のほうへも要望は上げていただいてい

ると思います。先ほどの部長の御答弁の中で優先

的にではなく、当然やらなければいけないところ

はやるというお言葉がありましたので、そのお言

葉をしっかり受けとめさせていただきたいと思い

ます。

それでは、大項目３のほうの再質問に移らせて

いただきたいと思います。国際交流にかかわって

の展示スペースのことにつきまして部長から御答

弁いただきました。確かに見ていただくというこ

とも大事ですが、保存する､長く現状を保って保存

するということについては大変大事なことだとい

うふうに思っています。このことについて、交流

推進課は風連庁舎のほうで執務をしておられるわ

けですから、名寄図書館の３階と結構離れている

と思うのです。風連庁舎のほうへも展示品を移し

て、見ていただく。保管について大きく壊れない

ようなものについて見ていただくスペースを設け

る。ロビーですとか、風連庁舎３階がかなりあい

ておりますので、その点についてはいかがでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほどの質問にもあ

りましたし、今改めて山崎議員のほうからありま

したけれども、私どもも同じ考えがありまして、

人目につかないところに保管すること、保管する

ことの大切さというのもありますけれども、やは

り貴重なものであります。交流のあかしというこ

ともありますので、多くの人の目につくところに

という考えは私どももそこは共有してございます。

しかしながら、先ほど申し上げたように保管をす

るというところとやはり目の届かないところに置

くことによる事故と言うとあれかもしれませんけ

れども、何かがあってもいけないということをさ

まざま考えさせていただいたときに、先ほど申し

上げたようになかなか今保管しているところ以外

に場所が見つからないということでした。

私も昨年の４月に経済部に異動したときには、

山崎議員の質問を覚えておりましたので、改めて

風連庁舎に行ったときにどこかいい方法ないかと

いうことで考えさせていただきましたし、実は今

回の御質問をいただいたときにも部・次長会議の

中でこういった御質問があるのだけれどもという

ことで、全員で少し場所なんかについても考えて

いただきましたけれども、なかなか全ての要件を

満たすところについては現状では難しいだろうと

いうことから、当面については現在の場所で保管

とあわせて展示もさせていただきたい。ただ、今

回の御質問を受けて、改めて見ていただく機会の

創出についてはぜひ努力をさせていただきたいと

思いますし、そこに展示されているのだというこ

とについては先ほど申し上げたように広報などを

使って市民の皆さんにもさらに広めていきたいと

思っておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 私は、幸いにもドー

リンスクにもリンゼイにも市民参加という形で参

加させていただきました。やはり国際交流の本来

の趣旨というのは、それをまず見たり聞いたりし

ないとなかなか名寄市が国際交流を推進している

というふうに言葉だけで言われても感じることが

できないというふうに思っています。

実は、名寄市内にはその交流を長く続けておら

れて、物すごく大きな財産を持っていらっしゃる

方がおられます。精神的なものもそうですし、物

質的なものもそうだと思います。訪問したときに

向こうからいろいろなものを記念品としていただ

きます。それは、個人が持っているものですが、

その個人で持っているものは１０人行けば１０個

もらっているわけですから、そういうもので提供
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いただけるものがあるとすれば、壊れることも承

知の上でという取り組みも、多分友好委員会など

の方たちは動かれるのではないかというふうに思

っています。行政だけで事を進めるということで

はなく、ぜひ市民も巻き込んでの国際交流を進め

ていただきたいというふうに思っています。多分

隣の人がそういう財産を持っている、経験をして

いるということもなかなかわからない状況ですか

ら、この後もいろいろな機会でそのことが例えば

広報なよろですとか、友好委員会からの情報発信

でされると思いますので、ぜひその部分について

進めていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 非常に前向きな御提

案をいただいたというふうに思っています。先ほ

ども一つの例としますと、来年迎える５０周年の

記念式典の中で市が今保管しているものについて

市民の皆さんの目にとまるところに努力させてい

ただきたいという話しさせていただきましたけれ

ども、今言われたように市民の皆さんが保管され

ているもので提供される方も御理解いただけるの

であれば、それについてもぜひ展示などさせてい

ただければと思いますので、前向きに受けとめさ

せていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 最後の質問になると

思いますが、再度市長にお尋ねしたいと思います。

名寄市に浅江島のところに名寄・リンゼイパー

クがございますが、奥の浅江島公園の緑と手前に

ある名寄・リンゼイパークと、少し名寄・リンゼ

イパークのほうが狭い形になっています。来年の

５０周年に向けてその公園への市長の思い入れと

いいますか、それも市長お一人のお考えというこ

とにはならないかもしれませんが、市長の思いを

伺わせていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 来年８月にリンゼイと名

寄の５０周年ということで、日本でもこれだけ長

く国際交流を続けている自治体同士の友好、連携

は類を見ないということで先日も表彰いただいた

ということであります。これは、やはりリンゼイ

友好委員会の皆さん、民間の皆さんのたゆまない

努力と継続のたまものであるというふうに敬意を

表します。

浅江島の一角に名寄・リンゼイパークというふ

うに記された丸太看板がありまして、そこに記念

植樹もあることを承知をしております。そこが交

流のよりどころとしてふさわしい場所なのだろう

と思っております。現在その名寄・リンゼイ姉妹

都市友好委員会の皆さんを中心に浅江島公園にこ

の５０年を節目に記念碑あるいはモニュメントを

設置してはどうかというような議論を主体的に検

討されているというふうにお聞きをしておりまし

て、そうした主体的な市民委員会の皆さんの意見

を尊重しつつ、行政としても大きな節目に当たっ

てできる限りのバックアップをしていきたいとい

うふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時１５分までまで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時１２分

再開 午後 １時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

第３回定例会行政報告から外２件を、大石健二

議員。

〇１２番（大石健二議員） これより通告に従い

３件、５項目について一般質問を行います。

最初に、行政報告の平成２９年度の各会計決算

からお伺いをいたします。それによると、一般会

計は形式収支で４億 ２６８万 ０００円の黒字、

実質収支で４億 ８１９万 ０００円の黒字とな

っています。また、特別会計では ００５万 ０

００円、介護保険事業でも ９４７万 ０００円
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がそれぞれ黒字計上と明記されています。この黒

字額の内訳等について市民理解が得られますよう

御答弁をお願いをいたします。

次に、商工業振興と公共工事等についてお伺い

をいたします。同じく行政報告の商工業の振興で

は、道の地域別経済動向調査で上川北部地域の平

成３０年度第２・四半期について触れており、建

設業は公共投資減少、資材価格の高騰で収益低下

が懸念される。あわせて雇用の面でも７月末の月

間有効求人倍率も ４７倍と依然として慢性的な

人材不足が報告されています。今後の建設、土木

事業の公共事業計画の予定及び雇用の安定と確保

対策についてお伺いをいたします。

次に、市の行政運営から、孤立する高齢の親と

中高年で未婚の８０５０問題について質問をいた

します。この８０５０問題とは、同居する親子と

もども高齢化し、それぞれの事情により８０代の

親と５０代の子供が生活困窮を初めとする万が一

の事態に直面する社会現象を指しています。名寄

市の高齢化率は、８月末現在で３ ９％、また７

５歳以上の高齢者の割合は１ ８９％となってい

ます。この数値上からも名寄市は超高齢社会に突

き進んでいることは明らかですが、独居や高齢者

夫婦世帯の増加の中で高齢化する親の家に同居し、

地域社会とのかかわりも隔絶されている無職で無

収入の中高年世代の実態について御答弁をお願い

いたします。

次に、使用済みおむつの処分についてお伺いを

いたします。市内には計８カ所の保育施設があり

ますが、このうち市立保育所では保護者が使用済

みおむつを自宅に持ち帰って処分するルールとな

っています。猛暑が続いた今夏は、帰宅時にスー

パーや小売店での買い物やレストランで食事をす

ることもあるほか、蒸れて臭気が漏れるなど周囲

への衛生面や環境面で不安視する声が上がりまし

た。この使用済みおむつを自宅に持ち帰って処分

するルールを保育所で回収、処理にすることにつ

いて御答弁をお願いいたします。

次に、小中学校の教育環境の整備についてお伺

いをいたします。今夏は、７月下旬から気温が夏

日を迎え、７月下旬には記録開始以来第３位の３

５度の猛暑を記録いたしました。幸い猛暑を記

録した７月２９日は夏休み期間中で、児童生徒ら

は各家庭で熱中症対策をして大事には至らなかっ

たようですが、来年の夏以降授業や校内活動の場

で今夏のような猛暑から児童生徒の安全と健康を

守る市内小中校への空調設備についてのお考えを

お聞かせいただきたいと思います。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員からは、大項目

で３点にわたっての御質問をいただきました。大

項目１を私から、大項目２及び大項目３の小項目

１については健康福祉部長、大項目３の小項目２

については教育部長からそれぞれ答弁となります。

大項目１、第３回定例会行政報告から、小項目

１、平成２９年度の各会計決算について、初めに

企業会計を除く平成２９年度の各会計決算ですが、

一般会計については歳入総額から歳出総額を差し

引いた形式収支で４億 ２６８万 ０００円の黒

字となり、翌年度に繰り越すべき一般財源を差し

引いた実質収支は４億 ８１９万 ０００円とな

りました。特別会計では、国保、介護の保険事業

勘定でそれぞれ約 ０００万円の黒字となりまし

た。

なお、国保、介護の保険事業勘定を除く特別会

計につきましては、収支同額となっております。

平成２９年度の決算は、財政調整基金の取り崩

しや基金積み立て額の減少など、少しずつ基金へ

の依存度が高まってきているとともに、合併算定

がえが進んでいく地方交付税の減少などによる一

般財源収入の減少など、本市の財政運営には多く

の財政的課題も抱えております。引き続き今まで

同様持続的な財政運営を行うためにも、財政規律

の遵守はもちろんのこと、限られた財源を効果的

に活用するよう努めていく必要があると考えてお
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ります。

小項目２、商工業振興と公共工事等について、

現況と改善すべき今後の課題について、まず今後

の建設、土木事業の公共工事計画の予定について

お答えをいたします。今後の公共工事計画につい

ては、総合計画や中期財政計画等に基づき計画的

に進めていきたいと考えておりますが、毎年行わ

れます総合計画ローリングにおいて事業所管課と

ヒアリングを行うとともに、予算査定時にも十分

議論をし、事業を精査をしながら進めていきたい

と考えております。ただし、将来的に予想されま

す大型公共事業としては、建設事業では教育施設

等の改築や庁舎の建てかえなどが考えられますが、

土木事業では通常の維持管理や修繕が中心の事業

となる見込みとなっております。これからも必要

となる事業について、市民や議会と議論を重ねな

がら進めてまいりたいと考えております。

次に、雇用の安定と確保対策についてお答えを

いたします。本ハローワーク管内におきます建設

関係の求人状況は、７月末現在の月間有効求人倍

率で建設、土木測量技術者が１ １７倍、大工、

左官で ０倍、建設、土木作業員が ３倍と依然

として高い水準となっております。地元人材の育

成につきましては、平成２８年１０月から本年度

まで３カ年の事業として技術者の人材育成及び継

続した雇用を目的に地元企業による施工を条件と

した名寄市住宅改修等推進事業を実施をしており、

次年度以降につきましては建設業界などの意見も

踏まえて新たな制度の検討を進めているところで

あります。また、中小企業振興条例に基づく支援

メニューとして、人材確保、養成事業、工業技術

者養成事業などを設け、従業員の育成、就職促進

に係る宣伝活動等への助成を行い、人材育成、確

保に努めております。

公共事業は、元請や下請を含め地域経済や雇用

の安定及び確保に一定程度の役割を果たしている

と認識をしておりまして、これからも市民にとっ

て必要な事業については業者選定、発注方法、発

注時期等十分に検討しながら、雇用の安定に寄与

したいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、初め

に大項目２、高齢者等福祉行政から、小項目１の

孤立する高齢の親と中高年で未婚の子の８０５０

問題についてお答えいたします。

議員より質問のありました８０５０問題ですが、

子に安定した収入がなくても親の年金や残された

財産を頼りに生活を行っている世帯を指しており、

親が元気なうちはよいのですが、親が病気や介護

状態になったときに表面化する問題であると認識

しているところであります。

当市では、平成２７年度より生活困窮者自立支

援事業を社会福祉協議会に委託して実施しており

ます。具体的な取り組みについては、生活相談支

援センターを設置し、社会的な自立支援や経済的

な家計相談支援、成年後見制度など総合的な相談

窓口として対応をしているところであります。こ

のセンター設置以降、８０５０に該当と判断され

る相談も４件あり、それぞれの置かれた家庭状況

を聞き取りながら適切な助言を行ったり、関係す

る機関等へつなぐなど個々の状態に応じた対応を

しております。また、平成２８年度より事業を開

始しています基幹相談支援センター事業ぽっけに

おいても障がい者における同様の相談を１件受け

ております。このような生活の維持が困難な世帯

については、地域で見守りをいただいている町内

会や民生委員児童委員の皆様、各種サービス事業

者などからの情報により対応しているケースがあ

ります。しかしながら、潜在的な全ての家庭の状

況把握までには至っていないのが現状です。今後

も地域や関係する事業者などと連携を図りながら、

地域で安心して暮らせるよう努めてまいります。

次に、大項目３、市の保育、教育行政から、小

項目１の保育所での使用済みおむつの処分につい

てお答えいたします。保育所における使用済みお

むつについては、衛生管理の面などから保育所で
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は保管処分できないため、全て保護者に持ち帰っ

ていただいている状況にあります。全国的にもこ

のおむつ持ち帰り問題は課題として挙げられてお

り、近隣自治体においても全て園で処分している

自治体と名寄市と同様に全て持ち帰ってもらって

いる園がございます。市内民間事業者においても

年齢によって持ち帰ってもらっている園や便につ

いては処分しているが、尿については持ち帰って

もらっている園もございます。ただし、便の状況

がいつもと違う場合などにおいては、便の処分、

おむつも持ち帰ってもらっていると聞いておりま

す。保育所において保護者に持ち帰ってもらって

いる理由の一つとしては、衛生的に保管する場所

がなく、処分ができないことが挙げられますが、

便の状況を確認し、健康状態等を把握してもらう

ためにも持ち帰りをお願いしております。

また、名寄市においては乳幼児紙おむつ用ごみ

袋の支給事業を実施しており、既に処分費を自治

体が負担していることから、保育所に入所してい

る家庭とそうでない家庭とでの不均衡が生じるこ

とからもおむつ持ち帰りに御理解をお願いいたし

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

小項目２の小中学校の教育環境の空調整備につい

てお答えをします。

市内小中学校の現状についてですが、パソコン

教室には情報機器からの発熱を考慮し、全ての学

校にエアコンを設置していますが、普通教室や音

楽室などの特別教室にエアコンを設置している学

校は今のところございません。普通教室の暑さ対

策につきましては、風通しをよくするために網戸

の設置を進めてきており、特別教室や構造上既製

品の網戸が利用できない一部の学校の普通教室な

どを除き、おおむね設置は完了してきているとこ

ろです。また、風の流れをよくするため、各学校

の状況により扇風機を配置していますが、購入に

当たっては学校配当予算やＰＴＡの会計、またベ

ルマークの益金などを活用し、配置をしている状

況でございます。各学校での暑さ対策として、空

気が流れるよう窓をあけたり、扇風機を利用する

とともに、小まめな水分補給を行うよう指導した

り、また屋外活動では水分補給のため適宜休憩を

とるなどの対応をしているところでございます。

近年の異常気象とも言われる暑さが続く中、子

供たちが良好な環境の中で学校生活を送るために

は、空調機器を各学校に導入することは有効な手

段とは考えておりますが、全校に空調機器を設置

するには相応の経費もかかることから、そのほか

にも有効な手段がないかなど検討しながら、慎重

に対応していきたいと考えているところでござい

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。最初に、

一般会計の黒字についてお伺いをしてまいりたい

と思います。

壇上では、黒字の内訳等についてぜひともお教

えをいただきたいということだったのですけれど

も、なかなか黒字の内訳というそのものずばりで

はお答えをいただけなかったように思いますけれ

ども、名寄市の決算も企業の会計と同様に黒字は

多ければ多いほどいいというイメージが一般には

あるだろうと思います。ただ、最初から利益を出

すことを前提にした企業会計とは公会計の性質、

目的、おのずと違いが出てくるのは仕方がないと

いうふうには思いながらも、なるべく計画に忠実

に予算執行を心がけてその差額を控え目にするよ

りは、結果として予算との乖離が生じて黒字を出

すという、この黒字が出るという、こういう公会

計、一般会計の黒字の出し方については、市民感

情からすると何かちょっとすとんと落ちないとい

うか、その辺は黒字の内訳を知りたいところであ

ったのですけれども、あの手この手で不用額を出
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しながら、結果として黒字というふうになる今の

行政報告にある黒字報告というのはすとんと落ち

ないということで、繰り返しになりますけれども、

市民感情からは理解は得られないところだと思い

ますが、この点についてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今一般会計において

黒字が出ると、このことについて市民の皆さんの

理解が得られるのかということでございましたけ

れども、まず黒字の内訳ということでございます

けれども、これはなかなか一般会計全てにわたっ

て当初予算との比較について述べることにはなら

ないわけでございまして、大きく歳入では市税あ

るいは地方交付税がそれぞれ当初予算よりは上回

ったということでございますし、また歳出におい

ては年度末までに当初予定をしていました各種事

業あるいは不確定な要因を含んでおります扶助費

等あるいは繰出金関係におきまして歳出額の減が

あったということの内容になってございます。

また、黒字といいますか、出ることについての

理解ということでございますけれども、一般会計

も含めてでございますけれども、それぞれ予算編

成段階においてはしっかりと十分時間をかけなが

ら予算編成をしてございます。しかし、残念なが

ら先ほども申しましたけれども、どうしても最終

的な当初予算との差は出てくるということでござ

います。特に先ほど言いました歳入の関係では、

当初予算においては歳入欠陥、不足に陥らないよ

うにしっかりと積算をしてございますし、当初予

算においてもそういった観点から計上させていた

だいております。市税、地方税についてもそれぞ

れ多少歳入欠陥不足が起こらないようにというこ

とで厳し目には計上しておりますけれども、しっ

かりと予算編成をさせていただいております。い

ずれにしましても、市民の皆さんのサービス低下

招かないようにしっかりと歳入歳出ともに誤りの

ない適正な積算に今後も心がけたいというふうに

考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） るる御説明をいただ

きました。もう一度行政報告に立ち戻って見てい

きますと、行政報告では黒字を一般会計の歳入総

額から歳出総額を差し引いた形式収支と翌年度に

繰り越すべき一般財源を差し引いた実質収支で報

告をされていました。この一般会計の歳入あるい

は歳出総額とは、いわゆる収入済額、支出済額の

ことを指しているのだろうと思いますけれども、

ただ先ほどから何度も言うようにこの黒字がどこ

から算出されたのかというふうになると、なかな

か一般の市民の皆さんの中からは読み取ることは

できないだろうというふうに思います。つまりこ

の黒字は、今部長からもお話がありましたけれど

も、年度当初予算に年度途中で追加、減額した補

正予算等を加えた予算現額というのがありました

けれども、この予算現額と支出済額の差額、これ

ちょっと私出してみました。６億 ７４３万 ４

９９円という数字が出てきましたが、この残高を

構成する中の一つの項目であるというふうに私は

理解をしているのですが、どうも行政報告の中で

は予算現額の対比あるいは比較ということが出て

いないものですから、歳入総額から歳出総額を引

いた形式収支と実質収支で黒字というふうに立て

ていると。この点について理解が得られないとい

うことで申し上げています。この点いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 行政報告の中では、形

式収支という言葉使っておりまして、もうあくま

でも形式的なものということは、歳入で実際に受

けた歳入額、それから支出で実際に支払った額、

その差し引きを要は形式収支という形でお示しし

ておりますので、行政報告の中で予算に対してど

うということは今出ていない状態であります。決

算委員会の中でも予算額に対してどうかというこ

とについてはまた御説明させていただきたいと思

いますけれども、この形式収支、実際に入ってき
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た額と実際に支払った額の差し引きで黒字という、

プラスという意味も含めてのお話をさせておりま

すが、財政当局としてやはり一番避けなければな

らないのはこの形式収支のところで赤字になって

しまうこと、要するにお金が足りなくなってしま

うことを一番避けなければならない。やり方とし

ては、翌年度の繰り上げ充用という形で、例えば

平成３０年度でどうしても歳入が足りなくなった

ら、３１年度の予算から持ってくるという、この

手法はあるのですけれども、これはかなり危機的

な状況だと思っております。ですので、予算の段

階でそれを避けるような形をとること。そして、

部長のほうから説明ありましたが、扶助費あるい

は除排雪経費、積み切れないものはどうしても残

ってしまうということになります。

ただ、この中では実際黒字というものがどうな

のかという評価は最後残ります。よくよく考えて

みますと、今平成２９年度の決算ですけれども、

入ってくるお金の中には平成２８年度からの繰越

額が入ってきます。あるいは、実質収支入ってい

ます。そういったものを全て差し引いて単年度の

実質収支でどうかというと、平成２９年度は赤字

になっております。ですので、財政側としてはち

ょっとこれ厳しくなってきたかなという感触も持

っていることをつけ加えておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今副市長のほうでお

っしゃるとおりでいいのだろうと思いますが、た

だ黒字という数字だけ、あるいは言葉だけが行政

報告の中で出てきてしまいますと、名寄市の財政

は何とすばらしいのだろうなと。黒字を出すこと

でまた評価を得る部分もあるのかもしれませんけ

れども、決してそうではないのだということをも

う少し市民の皆さんに、多分これから１１月の広

報に決算の状況について報告をされていくのだろ

うと思いますが、ここ昨年の１１月の広報を見て

も黒字ということで紙面を飾っていましたけれど

も、この点でいけばことしの１１月の名寄市の広

報においてもやはり４億何がしの黒字が出ていま

すよということで市民の皆さんに周知されること

になるのだろうと思います。ただ、先ほど申し上

げた予算現額と支出済額の差額６億 ７４３万円

から形式収支の占める割合を出すと７ ９％、実

質収支で７ ２１％が数字としてあらわれるとい

うことになります。ただ、くどいようで大変申し

わけないなと思うのですけれども、この黒字とい

うのはつまり事業に計上されながらも歳出されな

いで、翌年度に繰り越されもせず、余った予算額

ということに、ちょっと短絡的な言い方になるか

もしれませんけれども、そういった解釈も十分成

り立つだろうと思います。ただ、これでは市民が

理解する、あるいは求める方向とは全く逆の方向

に向いているなと、私はそう思うのですけれども、

今後１１月の広報に向けて決算の報告について支

出済額、収入済額だけではなしに、年度途中で追

加補正した予算現額との対比も含めて、もう少し

市民の皆さんにわかりやすい決算の内容報告とし

ていただければと思うのですが、この点はいかが

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ３年前から広報の中で

は、名寄高等学校の皆さんの御協力を得たり、い

ろんな形で市民の皆さんにわかりやすいような形

も心がけているところであります。形式収支とい

うのは、先ほどの答弁のとおりどうしても全体を

見てのお話になってしまいますし、あるいは不用

額の内訳等についてはなかなか分析するのが難し

いこともありまして、こういうトータルでの表現

に努めざるを得ないというような形なのですが、

議員おっしゃるとおり財政の中身について市民の

皆さんにわかりやすく情報を開示するのは非常に

重要なことであります。従前より合併算定がえの

話ですとか、基金のお話ですとか、あるいは人口

との対比等という、そういうようなものも入れて

おります。予算現額についてどういうような載せ

方がいいのか、ちょっと研究させていただきなが
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ら、市民の皆さんにわかりやすい周知に努めてま

いりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） よろしくお願いいた

します。

それでは、商工業と公共事業等についてお話を

伺ってまいりたいなと思います。商工業振興と公

共工事について再質問を行ってまいります。先ほ

ど市長のほうから今後の公共事業というのは総計

や中期財政計画に基づいて進めていくと。ただ、

今後考えられるものとしては、教育施設あるいは

庁舎の建設などが上がってくるだろうというよう

な観測が述べられておりました。ただ、お話しの

とおり大きな公共工事というのはこれからどんど

ん少なくなって、既に名寄市の中には充足しつつ

あるものですから、残された公共大型事業となる

と本当に耐震化のできていない名寄庁舎を初め、

今市内外で図書館を核とした複合施設だとか、そ

ういった教育施設についてのお話だろうと思うの

ですけれども、そういった大型の公共事業が少な

くなる中で、今後は補修や修繕、修理に向けた公

共事業が重立ったものになっていくのだろうなと

いう予測は十分に立つところではあります。

私も今後の公共工事の発注のバロメーターにな

るだろうなということで、過去の普通建設事業費

と市内商工業における建設、土木従事者の数と事

業所数をちょっと洗い出しをしてみました。それ

によると、普通建設事業費は平成２６年度以降３

０年度までの５年間でピークの平成２７年度、こ

れ４９億 ５００万円でした。平成３０年度、こ

れはまだ執行中ですから当初予算値で比較をしま

したが、そうすると差額が出ました。２３億円の

減少になっています。従業者数では、ピーク時の

平成１３年度と対比すると７９６人従業者数が減

っています。建設、土木関連事業所、ひっくるめ

てですが、これが対比をしていくと３５社減って

いました。この数値からも市内の商工業における、

本当に暗い影を落としているなというふうに改め

て瞠目するところなのですけれども、公共事業工

事と商業界の建設、土木関連事業、あるいは普通

建設事業費も含めてどのように捉まえておられる

か、お考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 恐らく今お話のありま

したピーク時は、文化センター西館、ＥＮ―ＲＡ

Ｙホールの関係もあってかなり大きく膨らんでい

る状況にあるかと思いますし、公共工事自体は市

内の経済環境を下支えする一因になると、これは

もう否めない事実だと思っております。業界の方

々との意見交換の場などでは、よくお伺いするの

はある程度今後どういうような工事発注があるの

か計画的なものをお示しいただければ楽なのだけ

れどもなというお話はよく聞くところです。とい

うのは、やはり今人材を確保するのが非常に厳し

い時代ということもありまして、また職人さんを

育てるのも一定の時間が必要だと。そういうこと

も踏まえると、私どもも含めて公共事業をいきな

り発注といってもそれが受け切れるのかどうかと

いう問題も内在していると思いますので、普通建

設事業費そのものについては近年ちょっと大型事

業が続いていたのも事実だと思います。特に箱物

が多かったのが事実です。今後もやはりまだ老朽

化施設ありますけれども、公共施設等総合管理計

画等に従いまして、できるだけ複合化あるいは集

約化もしていかなければならない時代ですので、

公共事業そのものは今までのような大型事業がど

んどんと出てくるという時代ではないということ

は言えると思います。ただ、その中でもどういう

ようなことをやるのかというのをできるだけ計画

的なものをお示しすることがやっぱり必要なのか

なというようなことを考えているところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 人材雇用等の人材育

成については後ほどまたお伺いをしたいなと思う

のですが、つい最近なのですが、市内に本店を置
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く金融機関が景況レポート４４号でしたか、それ

を発行しているのですが、そこでもやはり建設業

について、対前期比請負費価格の下落、あるいは

受注残悪化の要因もあって業況、売り上げ、収益

とも悪化しているとレポートしています。こうし

た金融機関のレポートもさることながら、今橋本

副市長からもお話あったように、普通建設事業費

がピーク時は４５億円ぐらいあったというにもか

かわらず、年ごとに公共施設が充足して、建てる

ものが少なくなっていったというふうになってい

くと、今後市内の土木、建設合わせると３６社ぐ

らい格付ランクされている企業があろうかと思い

ますけれども、こういった企業あるいはそこに従

事する従業員の方の生活を守っていくためには、

恒常的に公共事業費というのは何ぼぐらい必要だ

というのが出てくるものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現状では、中期財政計

画の財政規律をつくるときにおきまして、今まで

の景気あるいは今後の公共工事のところから起債

償還のところも含めると、大体１年間に２０億円

ぐらいは最低でも必要だなというような、そうい

う感触は持っているところであります。ただ、こ

れは箱物に限らず、道路、土木、そちらのほうも

含めての数字になります。恐らく議員お調べにな

ったところでいいますと、ピーク時のその前のと

ころは２０億円くらいのところがずっと続いてい

たのではないかなと思っております。そのあたり

のところが１つ基準にはなるかなと思っておりま

す。箱については、先ほど申し上げましたとおり

なかなか集約化あるいは複合化しながらでないと

支え切れないというところがありますけれども、

一方、道路等につきましてはまだまだ舗装化され

ていないところもありますし、舗装化されている

ところでもかなり損傷の激しいところもあります。

一番なのは、これは二面性、２つの見方が恐らく

あると思いまして、公共工事発注すること、我々

も含めてほかの行政機関もそうですけれども、そ

こで経済の活性化と、それから市民の満足度を高

めるという、この２つの側面を同時になし遂げて

いかなければならないということがありますので、

そこのあたりの目配りをしながら、恐らく２０億

円ぐらいはどうしても出るのではないかなとは思

っておりますけれども、改めてそういうような方

針で進ませていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。時間が押してまいりましたが、少し今副市長

からのお話も含めながら、ちょっと人材の確保と

雇用についてお話もしていきたいなと思うのです

が、ただ公共工事の入札となると、名寄市には公

契約に関する指針というのがございました。指針

は指針であって、法的拘束力があるかどうか､その

辺は専門家に聞かないとわかりませんけれども、

ただ公共事業が少なくなっていく。つまり発注減

によって格付業者の方々がやっぱりしのぎを削る

ことになっていくのだろうというふうに思います

けれども、こうした公契約の中にちょっと１項目

私もお教えいただきながら勉強していきたいなと

思うのですけれども、地元企業への受注機会の拡

大配慮という言葉がありました。これ地元企業へ

の受注機会への拡大配慮という意味がちょっとわ

からないので、わかりやすくお教えいただければ

と思うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 公共事業につきまし

ては、建物によりましてもいろんなやり方がある

わけで、名寄の企業と、あるいは旭川、道内含め

た企業と一緒にジョイントを組むというようなこ

とも当然あるわけでございます。基本的には、名

寄市内の業者の方でできる公共工事につきまして

は、極力市内の業者の方に発注をしていきたいと

いう考え方の文言だというふうに考えていただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今部長のほうから名
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寄市内の業者という言葉が出てきたのですけれど

も、名寄市内業者あるいは入札時に必要な入札要

件というのは地元業者のという定義づけがしっか

りとできているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今ちょっと手元に要綱

ございませんけれども、名寄市内に営業所あるい

は支店を構えるという、支店を構えた場合につい

ては営業実績がたしか５年以上だと思いますけれ

ども、そういうような形で要件は定めているとこ

ろであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

あと、先ほどからの繰り返しになるかもしれま

せんけれども、発注減による受注競争が激化する

だろうということになっていきますと、当然何と

か自分たちの経営を支えるために仕事をとろうと

いうことで、かなり無理した入札も出てこようか

なという気がしないでもないです。いわゆる何か

言葉ではダンピング受注という言葉もあるようで

すけれども、こうした経営というか、事業内容に

厳しい受注で無理やり落札をするということで、

後からできなかったなんていうことになりかねな

いということで、そういった低入札価格調査制度

というのがあるそうですけれども、こういった低

入札価格調査制度というのは果たして名寄市では

機能しているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現在いわゆる低入札調

査の部分については、そのものずばりではありま

せんけれども、調査基準価格制度というのを設け

ておりまして、一定の額よりも少ない金額での受

注になりましたら、そこはどうしてそうなったの

ということで、必ず聞き取りあるいはヒアリング

を行います。場合によっては、それは入札は無効

という形の判断をさせていただきます。まだ入札

無効という判断になった事例はありませんけれど

も、そういう形で低入札を防止するという制度は

設けております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

ここへ来る前に総務省のホームページを見たら、

今申し上げた低入札価格調査制度ともう一つは最

低制限価格制度の引き上げを早急に検討するよう

にというふうに通達が出ているようですが、今申

し上げた低入札価格調査制度と最低制限価格制度

の見直しというのは進められているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 総務省のホームページ

あるいは通達などで私どものほうに来ております

ので、市のほうの入札等審議委員会の中でいろい

ろ諮ることになりますが、その前に委託業務ある

いは物品等についてこの低入札の部分まだできて

いないのが実態でありますので、恐らくそのあた

りも含めてこれからの協議になるかと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 時間がなくなってま

いりましたけれども、少し人材雇用と育成につい

てお伺いをしたいと思います。

先ほど壇上でも述べましたように、とりわけ建

設、土木関連の求人、求職のバランスシートとい

うのは全業種の中でも大きく崩れています。先ほ

どお話があったように、ハローワークからいただ

いた雇用概況でも、私も見てみました。７月の内

容を見ると、建設、土木で１ １７倍、大工、左

官では８倍、金属加工、溶接では１５倍、１人に

対して１５社の求人があるというようなのは異常

値ですよね。普通の業種は１倍とか２倍なのです

けれども、この異常値を業界だけの努力目標で果

たして解決できるのかということになってきます

と、なかなか困難が伴うだろうと。そのための仕

組みづくりというのは、先ほどどなたかもお話を

されていましたけれども、協会の方々とコンセン

サスを得ながら進めていきたいみたいなニュアン

スでお話をされていましたけれども、こういった

人材開発あるいは人材育成、雇用、これはもう本
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当に待ったなしの状況だろうと。例えば今回のよ

うな９月６日のブラックアウトによる１万 ００

０世帯の、名寄は全戸で停電という。たまたま停

電ではありましたけれども、これが河川の氾濫だ

とか大層な災害になったときに、業者数は少ない、

請け負うスキルがない、熟達者がいなくなってい

るという状況の中で、果たして災害の対応もでき

ることになるのだろうかという漠然とした不安が

そんなに遠い未来の話ではないというふうに感じ

るのですが、一体全体土木、建設業者の皆様とこ

うした人材開発、人材育成、雇用についてどこま

で真剣な話し合いが行われているのか、経過があ

りましたらお教えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま大石議員が

言われるように、人材の確保は非常に緊急の課題

だというのは私どもも認識をしているところです。

特に言われました建設、土木の技術員の関係、あ

るいは大工、左官の関係、建設、土木作業員も含

めてですけれども、いわゆる資格を持っている方

ですとか、経験を持った方が不足をしているとい

うことです。背景には、生産年齢人口の減少とい

うのも当然ありますけれども、全国各地で災害が

起きて、その復旧作業が行われていると。あるい

は東京オリンピックの中で初めての建設特需とい

うのでしょうか、そういったものが中央の中で行

われているのもありまして、どうしてもよりよい

条件のもとに人が集まっているのだろうという、

そんな分析も一定程度させていただいているとこ

ろであります。

名寄市としては、この間も中小企業の振興条例

があります。これは、関係する方たちに審議会を

構成させていただきまして、その中でさまざまな

意見をいただく中で条例に基づく支援策、これを

見直しながら進めさせていただいているところで

ありまして、現状の中でいくと人材確保、養成事

業、あるいは工業技術者養成事業の中で資格を取

得する、あるいは事業所が資格者の育成に向けて

努力するところに対しての支援を行っているとこ

ろもあります。あるいは住宅等改修の補助事業、

先般補正もいただきましたけれども、雇用してい

る方々が技術を継承して、さらには職場を離れな

いというか、人材もふやせると、いただければと

いう思いもありまして、市が１割出しますとちょ

っと切るのですけれども、１０倍ぐらいの事業に

なるというのがありますので、こういったもので

市民の皆さんの発注意欲というのでしょうか、喚

起しながら、人材の確保、育成に努めさせていた

だいているところでございます。これらを進める

に当たっては、当然関係の団体とも意見交換をさ

せていただいて、先ほど言った審議会もそうであ

りますし、経済団体もありますので、そこともい

ろんな意見を交わしながら、本当にどこにピント

を当てたらいいのだろう、あるいはそこに対して

どういう誘導策が効果的なのだろう、それは行政

だけではなくてそれぞれの立場で努力しなければ

恐らく難しいというのもありますので、そういっ

たところも含めて今意見交換をしているという状

況だということで御認識をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。それでは、次の質問に移ってまいりたいなと

いうふうに思います。

高齢者福祉行政からの孤立する親と中高年の８

０５０問題についてお伺いをします。年老いた親

の家に本来であれば働き盛りの中高年世代の子供

が親の年金などを当てにして同居していると。そ

ういう世帯については、小川部長のほうから全体

的な調査も行っていないので、把握はしていない

と。ただ、相談件数はあるのだと。名寄市の福祉

行政というのはどちらかというと申請主義ですか

ら、窓口に来ていただかないといかんともしがた

いという、そういった側面があるのは事実でござ

います。ただ、こうした中高年層は働き盛りとい

う、そういう観点から、意外と福祉の谷間から置
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かれているという、そういうきらいがないでもな

いなというふうに思います。子供やお年寄りにつ

いてはそれぞれ救援や救済の方法がございますけ

れども、残念ながら４０代、５０代、７０４０と

いうのもあります。こういった中高年世代に対し

ては、意外と見過ごされがちになると。ただ、薄

々とは行政の側でもこうした世代、こうした家庭

が存在するということは気づいてはおられるのだ

ろうなというふうには考えるのですけれども、あ

えて小川部長にお聞きをするのですが、ここはひ

とつ親子共倒れという非常事態になる前に、こう

した社会と、あるいは地域と隔絶して親子ともど

も共倒れにならないようやはり全体的な調査やヒ

アリングをやるべきだと私は思うのですが、この

点についてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま

したとおり、高齢者とその子供、社会的つながり

もない、そういった方々のどのように対象者を見

つけて対応するかということですけれども、議員

おっしゃるように基本的には相談、窓口への相談

だったり、先ほども申し上げましたけれども、い

ろんな地域であったり、介護サービス事業者等々

との情報から、そういった世帯があった場合には

市としても動いて何らかの対応というのはとって

いるわけですけれども、潜在的なそういった方を

探すというか、恐らく調査をしてもその人たちは

調査は上がってこないのかなと思いますし、市と

しても個人情報保護法がありますから、ほかの税

情報とか、いろんな情報を取り寄せるということ

もできない状況にありますから、そういった面で

は地域とのかかわりだったり、市内で動いている

事業所とのつながり、連携の中からそういった人

を一人でも多く探しといいますか、発掘しながら、

その都度適切な体制をとっていくということが今

やれるところかなというふうに考えていますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 御協力をいただくこ

とになる民生委員児童委員の皆さんもかなり高齢

化されて、新たな事業をお願いするというのもな

かなかしんどいところもあるのでしょうし、かと

いって町内会にお願いをするにしても、町内会自

身もそうした情報の収集に、いろいろ町内会によ

って情報量も違うでしょうし、なかなかやれとい

ってもできないというのはうなずける部分ではあ

るのですけれども、やはりこれだけ高齢化率ある

いは超高齢社会というところで名寄が真っ正面か

ら向かっているところですから、何とかしていか

ないと、本当に万が一のときに親子共倒れという、

名寄はまだ今のところは発見はされていませんけ

れども、そうした事態に備えていく必要は十分あ

るだろうと。

１つ相談件数が４件、１件というお話がありま

したけれども、私はファイナンシャルという金融

に関する知識は全然ないのですけれども、こうい

う１人２人の方を存じ上げているものですから、

お話をしていくと社会生活を送っていたという経

験もあるものですから、ただいろんな心に心因性

の問題があってなかなかコミュニケーションがと

れないという方を見ていくと、こうした方々に対

する、あなたは例えば日次で、週次で、月次で必

要な金額はこのぐらい必要なのですよというお話

をしていくと、今親の年金あるいは親が残してく

れている貯金残高、そういったものをこうやって

いくと、では私は月に、あるいは週に幾らあれば、

足していけばそんなに窮迫することもないのだな

と。では、それでもパート的に仕事を持つように

面接という、ハローワークを訪ねてみようかなみ

たいな、私みたいな素人が言ってもそのぐらいの

同調していただける側面がある。だから、私は相

談者にぜひとも中高年世代、親の家に同居する無

職で無収入のこういう世代に金融面から老後の必

要な資金について資金計画を立ててあげられるよ

うなファイナンシャルプランナーみたいな素養を

持った方を１人、一人でも二人でも構いませんよ、
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それは。社協でもいいですし、福祉事務所のほう

でお持ちになってもいいでしょうし、意外と違う

ところで動機づけができそうだなという、ちょっ

と感触を持ったことがございますので、人生設計

についてプランナーを配置することで自立あるい

は支援していく方向について御検討いただきたい

と思いますが、今申し上げただけでなかなか即答

はできないかもしれませんが、ぜひともお考えを

お聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今ありましたよ

うに、そうした生活設計とか、恐らくそういう人

たちは立てないで、親のあるお金で生活していま

すから、将来的な設計も含めてない方だというふ

うに思いますけれども、そういった面や先ほども

申し上げましたけれども、社協に委託しています

事業の中で取り組みを進めています。社協におい

てもいろんな生活困窮者に対する対応も含めて、

そういった研修も受けながら、職員も資質の向上

を図りながら対応していただいている相談窓口が

ありますので、そういったところでしっかりと対

応していきたいというふうに思っていますし、当

然行政委託しているからといって任せきりではな

くて、行政もしっかりそういった個別ケースにお

きましては連携をとりながら対応していって、そ

の状況を見きわめながら今議員からあった部分に

ついても検討の必要性も含めてどうなのかという

のは今後考えていくことかなと思いますけれども、

現時点におきましてはこれまでの蓄積された知識

や経験の中で対応できているように考えています

ので、御理解をお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひ御検討いただき

たいと思います。各保険会社には、２級、３級ぐ

らいのファイナンシャルプランナーの方がいらっ

しゃるみたいですし、ぜひボランティアでお願い

して、相談日にはこの方も用意していると。いら

っしゃっているので、ぜひお気兼ねなくというよ

うな来場を促すような一つの手段をとっていただ

きたいと思います。

あと１分しかなくなりましたが、ちょっとエア

コンについてお聞きをしていきたいと思います。

実は、文科省のほうで来年の夏はぜひとも小中学

校にエアコンを設備したいのだということで新聞

記事か何かで読んだ記憶があるのですけれども、

たしか学校周辺整備交付金とかという、そんなよ

うな名前だったかなと思うのですけれども、その

中には耐震化も含まれるので、耐震化の工事のあ

れの範疇に入ってしまうものですから、エアコン

設備はエアコン設備、耐震化は耐震化、名寄市の

小学校の耐震化は記憶ではたしか６ ８％だった

なと思いますけれども、その耐震化は耐震化、エ

アコン、空調設備は設備で分けて、財布は同じで

すけれども、出てくるようになるものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） そういうような報道

がされたというようなことはお聞きをしておりま

す。ただ、総体の国としての予算枠が大体決まっ

ているということもありますので、空調設備にど

れだけの経費をかけていただけるのかというのが

まだ全く見えてこない状況でございます。今名寄

市でも風連中央小学校等で国の補助金をもらって

改築しておりますけれども、学校施設整備交付金

という補助金でやっておりますけれども、その一

つのメニューとして耐震化ですとか、エコ事業で

すとか、そのような中で空調設備の整備も出てく

るのかなというふうなことは想定されていますけ

れども、まだまだ制度設計がされて各市町村にお

りてきていないものですから、今の状況ではちょ

っと不明な状況になってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全

性確保について外３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた
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だきましたので、通告に従いまして質問をしてま

いります。

まず、大きい項目１番目、学校施設の通学路に

おけるブロック塀の安全確保の推進についてお尋

ねをいたします。本年６月１８日、大阪北部を震

源とする震度６弱の地震による影響で、女子児童

が通学中に亡くなりました。児童５名が死亡し、

４００人以上が負傷、そのうち学校関係者が１５

８名の児童が負傷したそうです。学校 ２００校

の天井、ガラス、壁のひび割れ、断水と甚大な被

害を受けました。事故発生を受け、文部科学省か

ら都道府県教育委員会などに７月２７日に最終報

告とする安全点検等状況調査の依頼があったそう

です。また、学校施設は常に健全な状態を維持で

きるよう適切な管理について調査を発せられまし

た。

今回補正予算で名寄東中学校の体育館の横のブ

ロック塀も取り壊されましたが、その意味で１番

目、文部科学省から依頼のあった学校施設におけ

るブロック塀等の安全点検状況調査において、安

全性に問題があるブロック塀等を有する学校は何

校あったのか。

２番目、この中には法定点検の対象外の施設は

あったのか。これらの安全点検等、状況調査はど

う進められたのかをお知らせください。

３番目、安全性に問題があるブロック塀の工事

着手までの間、安全確保と対策はどうだったのか

をお知らせください。

４番目、学校危機管理マニュアル、安全マップ

に基づき、改めて通学路を確認すべきと考えます

が、どのように進められているのかお知らせをい

ただきたいと思います。

５番目、通学路の安全性の問題のある通学路を

どうしていくのかをお知らせいただきたいと思い

ます。

６番目、通学路に面している民間ブロック塀の

安全対策とある地域では撤去等の支援を進め、児

童の安全対策のため支援をすべきと考えますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

質問、大きい項目２つ目、ＩＣＴ、情報通信技

術を活用した学習機会の充実についてお尋ねをい

たします。北海道のような広域分散の地域におい

て、どこの地域においてもどんな時間においても

予習、復習ができる学習の機会をＩＣＴの活用に

より提供することは非常に重要と考えております。

そうした中で、新聞報道によると北海道教育委員

会は千歳科学技術大学と連携協定を締結して、北

海道教育委員会が作成した英語検定のコンピュー

ターベーステキストを利用し、英語検定準２級か

ら５級までの筆記とリスニング問題を用意され、

全ての問題に取り組む知識習得学習、回答率に応

じて出題内容を変化できる往復モード、テスト形

式の問題に取り組む模擬テストの３種類を用意し、

自動的にコンピューターが採点するそうでありま

す。市町村の教育委員会が北海道教育委員会のｅ

ラーニングの利用申請を行い、市町村教育委員会

と学校がそれを管理、アカウントを作成し、児童

生徒にアカウントを発行する流れであります。現

在児童生徒のアカウントは ０００件を超え、ｅ

ラーニングの活用は無料で、市町村に普及を進め

ております。子供が自分の習得の程度に応じ数学

や英語等の問題に取り組むことができ、上川管内

は美深町、音威子府村、滝川市、江別市、小樽市

など道内２０市町村まで、小中学校３２校まで広

がっております。ｅラーニングシステムの普及を

本市でも進めるべきと考えますが、理事者の御見

解をお願いをいたします。

大きい項目３番目、乳幼児健診における小児が

んの早期発見についてをお尋ねをいたします。小

児の死亡原因の第１位は小児がんになっているが、

年間発症数が少ないため多くの医療機関では小児

がんに対する医療経験が乏しく、適切な医療受診

のおくれなど懸念されております。そのため早期

発見に向けて住民への啓発が重要となっておりま

す。また、小児がんの中でも網膜芽細胞腫は白色

瞳孔や斜視の症状があらわれるので、乳幼児健診
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でチェックできれば早期発見につなげることがで

きます。全国では小児がんを扱う病院や小児がん

拠点病院は２００程度しかなく、国では昨年全国

に１５カ所小児がん指定病院を指定し、質の高い

医療の提供と相談体制を進めているところであり

ますが、小児がんの早期発見の本市の取り組みの

状況についてをお尋ねをいたします。

小児がんの中には、網膜芽細胞腫という目のが

んがあり、発見がおくれるとがんが脳に転移し、

死に至る傾向になっております。発症は出生１万

０００人から１万 ０００人に対し１人と少な

いのですが、このがんは５歳までに９５％診断さ

れており、その多くは家族が子供の目の異常に気

づき受診に至っている状況であります。素人でも

症状に気づきやすい小児がんと言えます。腫瘍が

眼球の内にとどまっている場合、眼球を摘出しな

いで可能な限り残す方法で治療することができま

す。そのためには、早期発見が重要なことは言う

までもありません。網膜芽細胞腫は、白色瞳孔、

斜視の症状があらわれるので、これらを乳幼児健

診でチェックできれば早期発見につながることと

思いますが、そこで乳幼児健診の医師健診アンケ

ートの目の項目に白色瞳孔の追加をしてはどうか

と思いますが、理事者の御見解をお願いをいたし

ます。

大きい項目４点目、名寄地区徳田１８線緑丘連

絡線の安全対策についてをお伺いいたします。名

寄地区徳田１８線緑丘連絡線は、下川から名寄、

名寄から下川、旭川につながる国道への最短ルー

トとして、大型ダンプ、大型トレーラーや乗用車

等が信号がないため通り抜けられるため、交通量

が多く使用されております。しかし、道幅が狭く、

道からは軟弱なため大型車両や乗用車でも交差で

きないため片方がバックしたり、車が通るまで待

機するような状況が続いております。これから冬

期間になるため、今以上の安全性が求められてお

ります。名寄地区徳田１８線緑丘連絡線の通行の

安全対策と今後の計画の考えについて理事者の御

見解をお願い申し上げ、この場での質問を終わら

せていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 高橋議員より大項目

で４点にわたって質問をいただきました。大項目

１及び大項目２については私から、大項目３につ

いては健康福祉部長から、大項目４については建

設水道部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いをいたします。

まず、大項目１、学校施設や通学路におけるブ

ロック塀等の安全性確保について、小項目１、学

校施設におけるブロック塀等の安全点検等の状況

調査の結果について、小項目２、調査対象外施設

の安全点検について、小項目３、危険箇所確認後

の安全確保の方法について一括御答弁をさせてい

ただきたいと思います。学校施設におけるブロッ

ク塀等の安全点検につきましては、大阪府の小学

校でブロック塀が倒壊し、事故が発生したことを

受け、文部科学省から道教委を通じて行われた学

校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調

査に基づき実施してきたところでございます。

調査した結果、名寄東中学校に３カ所設置され

ていた塀のうち、体育館北側の塀と自転車置き場

の北側から西側にかけて囲うように設置された塀

の２カ所が設置基準を満たしていないことが判明

しました。建築基準法施行令の定めでは、塀の厚

さ１０センチメートル以上、高さが ２メートル

を超えるブロック塀には控え壁の設置が必要でし

たが、この２カ所については高さが ２メートル

を超えていますが、控え壁が設置されていないこ

とから、基準不適合との結果でございました。こ

の調査結果から、改修工事等の対応するまでの間

緊急の安全対策として７月４日に２カ所の不適合

の塀周辺にロープを張り、立入禁止の表示をする

応急対策を実施しました。また、夏休み期間中に

基準適合とされる塀の高さ ２メートル以内にす

るため、ブロック５段積みの中３段を削り、２段

積みとする工事を行い、完了したところでござい
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ます。

また、小項目２の調査対象外施設の安全点検に

ついてでございますが、東日本大震災以降、その

ときにつり天井とかつり物照明等で大被害が起き

たということで、東日本大震災以降安全点検の調

査は毎年継続して行われている状況でございます。

次に、小項目４、学校防災マニュアルに基づく

通学路の安全対策について及び小項目５、通学路

に面する民間ブロック塀の安全対策についてです

が、各小中学校では通学路安全マップを作成する

などし、学校と家庭、地域、関係機関が協力しな

がら児童生徒が安全に登下校ができ､みずからの交

通事故に遭わないことなどを目的とした取り組み

がなされております。今後の取り組みとしては、

継続的な通学路の安全対策を推進するため、名寄

警察署、道路管理者、校長会やＰＴＡなど関係機

関をメンバーとした（仮称）名寄市通学路安全推

進会議を設置することとしています。その取り組

みの一つとして、児童生徒の登下校時の検討など

をするため、通学路の危険箇所の調査を進めてい

るところでございます。今後は、交通安全対策に

加え、防災の視点も含めた安全対策に関する調査

を実施しながら、通学路の安全対策について協議

検討していきたいと考えています。

続いて、大項目２、ＩＣＴを活用した学習機会

の充実について、小項目１、ｅラーニングの活用

についてお答えをします。北海道教育委員会は、

本年２月に千歳科学技術大学との間で双方の専門

性を生かし、相互に連携協力し、地域を問わずに

学びの機会を提供することにより、教育の充実、

発展に資することを目的として、連携協力に関す

る協定書を締結しております。この協定によって、

道教委はＩＣＴの活用における児童生徒の英語力

を含めた学力の向上、コンピューター利用試験の

活用による家庭教育の定着などを期待していると

ころでございます。ｅラーニングシステムは、そ

の連携事業の一つであり、パソコンやモバイル端

末などの電子機器やインターネットなどのネット

ワークを利用して行う学習の仕組みのことであり

ます。具体的には、インターネット環境があれば

子供たちがいつでもどこでも予習、復習をするこ

とができたり、子供たちの回答状況から理解度を

判断して習熟に応じて一人一人に合った問題を出

すことができるシステムであります。

道教委からは、本年４月にｅラーニングの利用

促進に向け、その内容や特徴、活用の手順を示し

た市町村教育委員会、学校向けの資料と子供向け

の資料が配付されましたが、ｅラーニングを先導

的に導入している学校の活用事例や効果的な活用

方法などについてはまだ十分に資料提供がなされ

ていない状況にあります。このことを受け、教育

委員会といたしましては、このシステムを導入し

ている市町村の活用状況、その成果や課題、ｅラ

ーニングの問題の整備状況に関する情報などを収

集するなどして本市におけるシステム導入につい

て慎重に検討していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目３、乳幼児健診における小児がんの早期発見に

ついてお答えいたします。

初めに、小項目１の小児がんの早期発見のため

の本市の取り組みについてですが、本市における

乳幼児健診は母子健康法に基づき乳幼児の健康の

保持増進を図ることを目的に、お子さんの成長の

節目となる４カ月児、７カ月児、１歳６カ月児、

３歳児を対象に実施しております。乳幼児健診は、

あくまでも健康診査であるため、ある特定の疾病

や発達状態だけを見るのではなく、総合的な観点

から満遍なく見るというのが基本的なスタンスで

あるとされております。そのため、小児がんだけ

に特化したものではありませんが、本市の乳幼児

健診においては名寄市立総合病院小児科の医師が

お子さん一人一人を丁寧に診察していただいてお

ります。その際には、問診からの情報や計測の結

果等を参考に視診、聴診、触診等を通じてお子さ



－81－

平成３０年９月１９日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

んの心身の健康状態を把握していただき、その中

で何らかの所見があった場合は早期に必要な精密

検査や治療が受けられるよう医療機関を紹介いた

だいております。また、健診時にリーフレット等

を配布し、保健師等が保護者との問診場面を通じ

て御自分のお子さんの心身の健康状態を確認し、

健診後もお子さんとのかかわりの中で疾病の早期

発見や早期治療のきっかけにつながるような情報

が提供できるよう努めております。

さらに、名寄市立総合病院におきましては、小

児科が２４時間体制となっており、お子さんの気

になる症状やいつもと違う体調の変化があれば休

日や平日の時間外も小児科医の診察が受けられる

など、よりよい医療を提供いただいているところ

であります。

次に、小項目２の乳幼児健診の医師の診察にお

ける白色瞳孔の項目追加についてですが、国立が

ん研究センターによると網膜芽細胞腫は網膜に発

生する悪性腫瘍で、出生児約１万 ０００人につ

き１人の割合で発症し、日本では年間約８０人が

新規に発症すると推定されています。そのため先

ほどお答えしましたとおり、名寄市立総合病院の

小児科医による診察の中では、既に網膜芽細胞腫

は早期に発見すべき重症な目の疾患の一つとして

念頭に置きながら、白色瞳孔、斜視だけでなく、

流涙、まぶたの異常等さまざまな目の疾患の早期

発見に向けた診察をいただいております。視力の

発達途上にあるお子さんに起こる目の疾患は、発

見がおくれるとその後の視力獲得に影響が大きい

ことから、目の疾患が疑われる場合は眼科での精

密検査等を紹介いただいております。また、本市

で交付しております母子健康手帳には、保護者が

記録できる項目に瞳が白く見えたり、黄緑色に光

って見えたりすることがありますかとの設問があ

り、はいに該当する場合はすぐに眼科医の診察を

受けるよう記述がされております。さらに、健診

の待合室には網膜芽細胞腫のお子さんを持つ家族

の会が病気の早期発見や早期治療につながるよう

作成いただいたポスターを掲示し、早期発見に向

けた啓発を図っております。今後も乳幼児健診に

従事するスタッフの技量を標準化するために作成

されているさまざまな乳幼児健診に関するマニュ

アルを参考にしながら、健診の質的な向上を図り、

お子さんの健やかな成長、発達を促すことができ

るよう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の４、市道徳田１８線緑丘連絡線の安全対策に

ついて答弁をさせていただきます。

北海道名寄高等学校から国道２３９号線へ向か

う市道徳田１８線緑丘連絡線は、社会資本整備総

合交付金を活用し、大型車両のすれ違いができる

よう車道幅の拡幅を目的とし、平成２５年度から

事業を継続をしております。本路線には、北海道

主体でかけかえを行う緑丘橋やＪＲの受託工事に

よる１８線踏切の拡幅工事が伴うことから、３者

により調整をしながら工事を遂行しており、現在

は１８線踏切より東側の車道拡幅工事を完了して

いるところでございます。残る緑丘橋のかけかえ

工事、１８線踏切の拡幅工事と道路改良工事の完

成に向け事業を進めてまいります。

工事が完成するまでの期間については、１８線

踏切から道道旭名寄線までの現状の道路幅員が非

常に狭いことで、特に冬期間については通行する

皆様に大変御迷惑をおかけすることと思いますが、

除排雪作業を徹底することにより安全確保に努め

てまいりたいと考えておりますので、御理解いた

だきますようお願いをいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変にありがとうご

ざいます。再度再質問をさせていただきます。

まず、学校の通学路等の安全対策ということで、

名寄東中学校はしっかりとそのように改善をされ

ておりますけれども、先ほど言った（仮称）名寄
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通学路安全会議、警察等が入って通学路を再点検

するという会議等なのですけれども、防災に向け

て、それと交通安全に向けてという部分でスター

トされていると思うのですけれども、状況的には

今現在やっている最中なのでしょうか、それとも

これからその学校、学校で名寄通学路安全会議が

スタートするようになるのか、ちょっとそこら辺

の状況を教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） その会議ですけれど

も、通学路安全推進会議なのですけれども、これ

につきましてはことしから設置を考えております。

まず、設置に当たりまして基礎資料ということ

で、検討材料といいましょうか、今各学校の学校

にそれぞれ通学路上における危険箇所等の点検を

していただいております。その取りまとめをして

いるところでして、それがまとまり次第その会議

にかけて、それぞれ現場を確認しながら安全対策

を講じていくように進めていきたいと今考えてお

りますので、まずは資料収集の段階ということで

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

あと、この調査項目の中で通学路の安全対策の

問題ということで、通学路に面している部分のブ

ロック塀、民間の方々のです。この状況というの

はどういう状況だったのか。調べられたのか、そ

れともこれから調べるのか、ちょっと状況を教え

ていただいて、もし調べている状況であればその

安全箇所というのですか、先ほど言ったブロック

塀、１０センチ以上で軟弱地盤だとか改良地盤が

あるのです。それによっても高さ変わって、補助

を入れなければいけないだとかあるのですけれど

も、その部分でそういう対策をされていないブロ

ック塀のところは現状通学路にあったのかどうか、

確認されているのか、ちょっとお聞かせをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教育委員会としては、

通学路の民間所有のブロック塀の所有につきまし

ては把握はしておりません。調査しておりません。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 一応この文科省の学

校施設におけるブロック塀等の安全点検状況調査

では、通学路もやれということでなっているので

はないかなと思うのですけれども、これからとい

うことで考えてよろしいのですよね。学校施設内

はやったけれども、この法定点検対象外というの

はきっと通学路の民間のほうの部分や何かだとは

思うのですけれども、その辺の部分の対応という

のはこれからされるのかどうか、ちょっとお知ら

せをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 民間の所有のブロッ

ク塀に調査をした段階で、例えば改善の余地があ

るブロック塀だということになった場合、委員会

としてその所有者に対して安全対策を要望という

形ではできるのかもしれませんけれども、法的な

ものが何もないということもありますし、あくま

でも通学路に設置されている塀や建物につきまし

ては個人の所有物でありますから、個人の資産に

対する補助は難しいものと考えています。また、

もし所有者がブロック塀ですとか、構築物が構造

に面して危険な状況になっているとか、どうした

らいいか判断がつかない場合は、行政のほうに照

会いただければ建築基準法等に基づいて助言、指

導を行っていくというような形になっております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 建築基準法は、最近

もちょっとあの事件で見直されたみたいです。そ

れで、民間のほうも厳しく言われているみたいで

すので、やっぱり通学路の面だけでなく、建設に

も関係ありますけれども、名寄市内のそういう危

険ブロックの場所ですか、名寄は地震が少ないと

いう状況もありますけれども、今回も震度３の地
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震が名寄では起きていますので、いつ起こるかわ

からないので、しっかりとした対策を進めるべき

でないかなというふうに思いますので、その点よ

ろしくお願いいたします。

では、次に移らさせていただきます。ｅラーニ

ングシステムの導入ということで、今回４月に先

ほど部長言いましたけれども、文部科学省からこ

のｅラーニングの活用をしてみませんかという教

育委員会向け資料と学校向け資料が来たと思いま

す。そして、ここに私も持っていますけれども、

これ来たときにはやはりまだ先ほど言った各市町

村の調査をしたと、どういう状況なのかは検討す

るという段階で、教育委員会としては話がとまっ

た状況だったのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 話がとまった状況と

いいましょうか、各学校には案内は出しておりま

す。ただ、これにつきましてもあくまでも先進例

が少ないということもありますし、教育委員会自

体で導入に向けて今後進めるとかという判断がま

だできない状況にあるのかなというふうに考えて

おります。先般の質問にもお答えしましたけれど

も、ＩＣＴの導入につきましては今後モデル校等

で実証といいましょうか、していく中でソフトの

面につきましてもあわせて検証していきたいとい

うふうに考えていますから、その場面を通してで

も、ｅラーニングについても一つの素材といいま

しょうか、ソフトの素材ということで検討するこ

とということで今のところは考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。今名

寄では、学校教育情報化推進モデル事業を進める

ということで進めていますので、ＩＣＴの関係で

すからしっかりと進めていただきたいのですけれ

ども、道の教育委員会が第１回の北海道道議会の

定例会でこのＩＣＴ、ｅラーニングシステム導入

についてこのように言っているのです。今後全道

の小中学校に対してこのシステムの周知を図り、

希望する児童生徒一人一人にパスワードを配付し

ていく。子供が放課後や長期休業中にみずから習

熟度を確認したり、復習に活用したりするなど学

校や家庭で自由に学習に取り組むことができるよ

う千歳科学技術大学と連携してＩＣＴを活用した

教育の充実に努めてまいりますという答弁が教育

委員会からされております。また、文教委員会で

はこのように言われています。この連携事業の一

つであるｅラーニングシステムは、子供がインタ

ーネットを活用していつでもどこでも予習、復習

することができるなど、広域分散型の北海道にお

いては効果が期待できることから、これから内容

や特徴、活用のための手段などを示した教育委員

会の学校向け資料をまずさっき言われた４月に配

付したということだったみたいです。そして、そ

の中で今３２校やって四千何百人のアカウントで

使っている方がいるのですけれども、やはり北海

道の広域分散型の地域の中で学校でもできる、そ

して自宅でも予習、復習もできるという中ですの

で、私はどんどん、どんどん進めていったほうが

いいのかなというふうに感じております。

そして、その文教委員会でちょっとｅラーニン

グの使用法で学校教育局の義務教育課の方が言わ

れたのは、不登校の生徒に、または夏休み、冬休

み等々学校がない時間に本システムは時間や空間

の制約を受けずに子供の多様なニーズに対応でき

ることから、教育機会の提供をすることができる

ことから、不登校生徒の学習等の支援として有効

であると考えています。道教委としては、今後学

校はもとより不登校児童生徒にかかわる関係機関

に対しても本システムの活用について情報提供を

行っていくという部分で言われております。だか

ら、今学校に来られている方だけでなく、変な言

い方ですね、来られて。不登校になった生徒にも

活用ができるというふうに言われております。ぜ

ひこの活用を今研究段階ですからあれですけれど

も、なるべく早い段階でこれを導入していただき

たいなというふうに思います。料金はただですし、
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名寄の教育委員会が道教育委員会に申請を出して

アカウントをもらえばもうそこでスタートできる

という学習体制ですので、いつでも対応ができる

のかなという部分ありますけれども、どのような

もの。研究されるということですから、ぜひ早目

に進めていただきたいなと思うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 道教委につきまして

は、本システムが時間や空間の制約を受けずに子

供たちの多様なニーズに対応する教育機会を提供

できるということで推奨しているところです。特

に不登校児童生徒等の指導に、学習指導ですとか、

長期休業期間中の自己学習といいましょうか、に

効果的だということは言われておりますので、そ

の情報等については重々承知をしております。で

すから、先ほど言ったとおり本市としても十分導

入に当たって検討しながら進めていきたいと思い

ますけれども、ただいろんな中に入っているパー

ツ、問題ですとかが実際名寄市に合っているもの

なのかどうなのかという点検もしなければならな

いのかなと思っています。道でも使っている教科

書がそれぞれの地区で違う教科書を使っていると

いう場面もありますので、本当に全道的に同じよ

うな問題で、どこの地区でも同じような学習段階

でちょうどやっているような問題集的なものにな

っているのかということもちょっと内容を見なが

ら検討させていただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） ちょっと補足をさせて

いただきたいのですが、ｅラーニングの活用フォ

ーラムというのが８月の初旬に千歳科学技術大学

で実際行われているのです。そこで行われたとき

に５０人程度の参加者しか集まらなかったと言っ

たら変でしょうけれども、５０人程度の参加者で

実施されたと。そのときに道教委の課長がこんな

お話をしております。ｅラーニングシステムの導

入による学力向上の効果に期待し、導入校の成果

と課題を把握し、より一層各市町村の導入が進む

よう努めていきたいと。これ８月６日の時点でこ

ういう答弁していますので、まさしくもう既に導

入している学校ももちろんありますけれども、こ

れから検討していく学校や教育委員会がほとんど

だということで御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

調査研究して進めていっていただくことをお願い

いたします。

次に、小児がんの早期発見についてちょっとお

伺いをいたします。名寄は、すばらしい名寄市立

総合病院の小児科の先生がおられまして、もうそ

ういう発見はすぐできるという安心した病院を持

っておりますので、余りあれなのですけれども、

これをすることになったのは、網走の私の同僚議

員が看護師なのです。そして、その子供が２軒の

病院に行って、目の調子が悪いということで。そ

して、行ったのだけれども、わからなくて、最後

北見日赤に行ったときに白色瞳孔があるというこ

とで、がんだったみたいなのです。結局早期発見

ができなくて義眼にしてしまったということがあ

るので、ぜひ全道の議員もそういうかわいそうな

子供をつくらないためにもこの質問を入れていた

だきたいということで今回させていただきました。

そして、名寄は健診のときにその部分をしっか

りやっているという部分ですので、安心しました。

ぜひそういう子供がならないように進めていただ

きたいと思います。

また、子供のがんを安全を守る会の方がこのよ

うに言われています。小児がんというのは、上位

からいって白血病だとか、脳腫瘍、悪性リンパ種、

神経芽腫、ウイルス腫瘍、これらは肉腫といって

中にあるのですけれども、大人はこういう肉腫が

皮膚から入ってできているのですけれども、子供

は奥に潜んでしまうみたいなのです。だから、早

期に発見するのが難しいと言われているそうなの

です。そして、小児がんの検診のときにこのセン

ター長も、やはり名寄の先生は非常にすばらしい
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ですからすぐわかると思うのですけれども、その

先生によっても状況、先ほど網走みたいに見落と

してしまうということがあると思うのです。だか

ら、先生も大事だけれども、先ほど言ったように

親の会が白色瞳孔の写真をつけて啓発していると

いうふうに言われていますけれども、この啓発す

ごく大事だと思うのです。子供を持っている方が

夜赤ちゃんを見て、目が開いたときに白く光るの

が見える、猫目というのですけれども、そういう

のがわかればちょっとおかしいなというのはわか

るのですけれども、なかなかわからない人が多い

という部分があるので、この親の周知というのを

そのポスターだけでなく定期的な部分で進めてい

ただければいいのかなと思うのですけれども、そ

こら辺部長としてはどのようなものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま

したように、親といいますか、そういったことの

連携も必要だという、大変重要だというふうに思

っています。医師が見ただけでは、なかなか発見

できない部分というのはやっぱり中にはあるかと

いうふうに思います。そういった面では、保護者

が日常的な子供を観察する中での変化というもの

をきちんと母子手帳なりに記載しながら医師に伝

える。ただ、その変化、どういう変化がどうなの

かというのもわからないので、そういった面では

保健師がしっかりかかわりながら、こういった状

態があった場合とか、こういう変化はどうなの、

そういった情報もしっかり親に伝える、指導する

ことも大事だというふうに思っていますので、保

護者と保健師、病院の連携の中でしっかり早期発

見に結びつけるような取り組みを今後改善しなが

ら、また推進してまいりたいと思いますので、御

理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひ周知のほうよろ

しくお願いします。また、健診の際、やっぱり市

立総合病院の先生ですから大丈夫だと思いますけ

れども、しっかりと子供のがんの早期発見が一番

重要な対策というふうに言われておりますので、

ぜひよろしくお願いいたします。

最後に、名寄徳田１８線道路の連絡線について

お尋ねをいたします。途中まではしていただいて

いるのは、重々私が言ったので、わかっておりま

す。最後の名寄高校から踏切、１０メーターぐら

い行ったところ、残りなのですよね。やっぱり今

回この質問は入っていなかったのですけれども、

質問提出前の日に私の家に連絡来まして、大変に

あそこ危ないですという、稚内から来た人なので

すけれども、名寄に住みついて。言われまして、

今回質問させていただきました。

その中で何回か現場見させていただいて、先ほ

ど言ったようにＪＲの問題、そして国の社会資本

整備交付金の問題、道との問題がありますから、

それが解決しないとできないという部分だと思う

のです。その中でそれまでの安全対策が一番重要

かなというふうに思うのです。あそこに行かせて

いただいたら、路肩弱しの看板が逆になっていま

した。向こう側から見えるものが線路のこっち側

から見えるような状況になっていましたし、よく

道路幅が狭くなるという看板がありますけれども、

私はあれつけたほうがいいのかなと、冬の間は。

非常にやっぱり緑丘の坂から意外とスピードを上

げてくるのです、乗用車なんかは。とまりにくい

ですし、あそこから本当に完全に１車線になる状

況に冬はなると思います。幅を広げられない状況

が冬期間は続くと思うので、その辺の対策をどう

するかだと思うのですけれども、看板等はどのよ

うな形というか、冬期間除雪はしっかりやってい

くと言われましたけれども、安全対策の看板等は

設置の考え等はないのかどうか、ちょっとお聞か

せをいただきたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から御指

摘のとおり、大変交通に当たりましては細心の御

注意を払っていただくような状況になっているの
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はもうここ続いている状況でございまして、私ど

もの役割としては、まずは何とか道路の仕上げる

ための努力を、今現在は工事がとまっているよう

な形に見えますが、先ほど申し上げましたように

北海道やＪＲや、そして交付金の関係で国への要

望なども含めて内部的な作業は続いていて、なか

なか目に見えない形で、改善できていないという

のが現実でございます。当面してこの冬場も迎え

ることになりますので、今議員御指摘のあったそ

ういった表示看板なども含めてもう一度点検なり

不足している部分があるのかどうなのか、もう一

回そこのところは確認してみたいなというふうに

思ってございますし、当然あの道路御承知のとお

り路肩が大変やわらかく、道路自体もすぐ穴ぼこ

になって都度補修をさせていただくような現状で

ございますけれども、御指摘いただいた分十分気

を払いながら、少しでも安全性高めるように今シ

ーズンまた努力したいなと思ってございますので、

この時点ではちょっと御理解いただければなと思

ってございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひ冬期間の安全対

策、また穴ぼこ等の修理をしっかりやって事故を

起こさない道路につくり上げていただきたいこと

をお願い申し上げ、以上で質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 塩 田 昌 彦
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開議 平成３０年９月２０日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 佐久間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新築戸建て住宅建設における地元受注の現状と

対策について外３件を、塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い順次質問をしてまいります。

質問の前に、平成３０年９月６日に発生いたし

ました北海道胆振東部地震により被災された皆様

には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日

も早く復興を遂げられますことをお祈りいたしま

す。

また、被災地支援、災害派遣、救助活動のため

に御尽力いただいております陸上自衛隊名寄駐屯

地の皆様、名寄消防署、名寄市立総合病院、名寄

市職員の皆様には深く感謝と敬意を表し、お礼を

申し上げます。

それでは、質問をさせていただきます。大項目

の１、新築戸建て住宅における地元受注の現状と

対策についてお伺いをいたします。小項目の１、

平成２９年度及び平成３０年度現在の新築戸建て

住宅の地元受注の現状について、地元受注の件数

についてお伺いをいたします。平成２９年第３回

定例会質問で２８年度以前の実績については御答

弁をいただいていますので、平成２９年度及び３

０年度の実績についてお知らせください。

小項目の２、新築戸建て住宅の地元受注減少が

地域経済に及ぼす影響への受けとめについて及び

小項目の３、影響回避のための具体的な対策につ

いて一括してお伺いいたします。名寄商工会議所

の景気景況調査によると、本年度第１・四半期で

は特に建設業が悪化したとしており、悪化の要因

として受注減、売り上げの減少、人件費の高騰、

仕入れ単価の上昇などとしております。受注減や

売り上げの減少が続けば雇用の確保や技術者の養

成などに大きく影響を及ぼすこととなり、ひいて

は会社の存続危機にもなりかねない状況に陥るこ

ととなります。このような現状をどのように受け

とめているのか、また新築戸建て住宅の地元受注

の減少も含め、早い段階で何らかの対策を講じな

ければならないと考えておりますが、具体的な対

策についてお知らせください。

次に、大項目の２、機能訓練事業、リハビリ教

室廃止の影響についてお伺いをいたします。平成

３２年度をもって名寄市保健センターが実施する

無料リハビリ教室が廃止されるとのことです。利

用者の方から存続の要望を受けており、幾つか行

政の考えをお伺いいたします。

小項目の１、介護保険制度の浸透に伴う名寄市

保健センターが実施するリハビリ教室利用者への

影響についてお伺いをいたします。無料リハビリ

教室の廃止に関し、利用者からの意見や継続要望

の状況について、現在保健センターが実施するリ

ハビリ教室の利用者に対する今後のリハビリに関

するサービス、訓練の方向性などどのように指導

されているのかお知らせください。

小項目の２、名寄市立総合病院が実施する理学

療法士の現状について。平成９年度から広域的に

理学療法士の派遣がスタートしておりますが、派

遣状況の変化など保健センターの指導体制への影

響についてお知らせください。
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小項目の３、介護サービスの中でデイサービス、

デイケア、訪問リハビリの現状と対応施設につい

てお知らせください。

次に、大項目の３、教育環境の現状についてお

伺いをいたします。近年異常気象がもたらす気温

の変化に伴い、暑さに対する対策が急がれますが、

授業中の暑さ対策として扇風機や網戸など学校に

よって対応状況が著しく異なっているように感じ

ます。小項目の１、教室における暑さ対策の現状

について、教育委員会が設定する基準などお知ら

せください。

小項目の２、スクールバスの運行及び配車の現

状についてお伺いをいたします。校外学習のため

にスクールバスを配車する場合の基準で、配車請

求は１カ月前、また天候不順など中止の判断に時

間制限があり、学校関係者が苦慮する現状にあり

ます。教育委員会担当者も調整に御苦労されてい

ると思いますが、学校の実情を踏まえた中、スク

ールバス運転委託業者との調整が図れないものか

お知らせください。

小項目の３、学校駐車場の現状と安全確保につ

いてお伺いをいたします。市内中心部の学校駐車

場については、敷地が狭いことから駐車場スペー

スが狭く、来客者や学校行事での駐車場確保に苦

慮している現状にあることや玄関付近の車道が狭

いなど、交通安全の観点に立っても厳しい状況に

あります。子供の交通安全確保のためにも検討が

必要ではと考えますが、お考えをお知らせくださ

い。

次に、大項目の４、福祉施設等における暑さ対

策の現状についてお伺いをいたします。小項目の

１、特別養護老人ホームにおける熱中症対策につ

いて。異常気象の中、特別養護老人ホーム清峰園

やしらかばハイツなど施設の現状についてお知ら

せください。

小項目の２、公立保育所における暑さ対策と保

健衛生の管理についてお伺いをいたします。保育

室での扇風機の数や網戸の現状、風の抜け方の工

夫などについてお知らせください。

また、お昼寝時にはホールの床にビニールござ

を敷き、敷き布団を敷いて寝ますが、通気性も悪

く、特に子供の体温は高いため多くの汗をかきま

す。不衛生であり、衛生管理上に問題はないのか

実態をお知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 皆さん、どうもおは

ようございます。ただいま塩田議員からは、大項

目で４点にわたり御質問いただきました。大項目

の１につきましては私のほうから、大項目の２及

び４につきましては健康福祉部長から、大項目３

につきましては教育部長からそれぞれ答弁となり

ますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、新築戸建て住宅建設に

おける地元受注の現状と対策について、初めに小

項目の１、平成２９年度及び平成３０年度現在の

新築戸建て住宅の地元受注の現状について申し上

げます。本市におきます過去５年間の新築住宅の

実績につきましては、平成２５年度は新築６４戸、

うち市内業者は２８戸で、市内業者の占める割合

は４４％となっておりまして、以降平成２６年度

は新築５１戸のうち市内業者２５戸で４９％、平

成２７年度は新築５６戸のうち市内業者２２戸で

３９％、平成２８年度は新築４８戸のうち市内業

者１４戸で２９％、平成２９年度は４９戸のうち

市内業者が１０戸で２０％となっております。ま

た、今年度につきましては、７月末現在で新築２

６戸のうち市内業者８戸で３１％となっておりま

すが、新築戸数、施工する市内事業者の割合とも

減少傾向にあるものと受けとめているところでご

ざいます。

次に、小項目の２、新築戸建て住宅の地元受注

減少が地域経済に及ぼす影響への受けとめについ

て申し上げます。市民の住環境整備と建設業にお

ける技術者の人材育成及び継続した雇用による経
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済活性化に関して、本市では平成２８年１０月か

ら今年度まで３カ年の事業といたしまして名寄市

住宅改修等推進事業を実施しております。この事

業は、市民の住宅改修ニーズに応える制度として

好評を得るとともに、市内建設関連業者からも高

い評価をいただいておりまして、当初予算の執行

状況と今年度の需要を踏まえまして今定例会初日

の補正予算の審議におきまして増額の補正予算を

議決いただいたところでございます。

一方、さきに答弁したとおり新築住宅に関して

過去５年間では総数も減少傾向にある中、市内業

者の割合は平成２６年度の４９％をピークに減少

を続け、昨年度は２０％まで落ち込んでございま

す。名寄商工会議所が四半期ごとに実施をしてお

ります景気景況調査におきまして、直近の今年度

第１・四半期の調査結果では、全業種平均のＤＩ

値は悪化をしておりまして、全道及び全国の数値

を下回っており、特に建設業の悪化が大きいこと

がその要因とされてございます。また、ハローワ

ークなよろ管内における７月の月間有効求人倍率

につきましては ４７倍で、平成２７年以降３１

カ月連続で前年同月を上回っている中、建設、土

木測量技術者の有効求人倍率については１ １７

倍と高どまりをしており、建設業界の人材不足は

深刻なものと認識をしてございます。さらに、来

年１０月に予定をされます消費税増税を前に消費

者の住宅取得ニーズは高まるものと推測され、市

内業者における人材確保や技術者の人材育成及び

継続した雇用、さらには経済の地域内循環の観点

からも、新築住宅の建設をより多くの市内業者が

受注されることが肝要と考えているところでござ

います。

次に、小項目の３、影響回避のための具体的な

対策についてでございますが、現在実施をしてお

ります名寄市住宅改修等推進事業につきましては

本年度までの取り組みとなってございますけれど

も、既に表明のとおり現在市民や建設業界のニー

ズなども踏まえ、新たな制度の検討を進めている

ところでございます。具体的には、移住、定住の

推進や空き家対策など本市のさまざまな施策とも

連動させながら、人材育成や雇用の安定、地域経

済の活性化につながるよう、より経済効果の大き

い新築住宅も含めて事業対象や事業期間、事業規

模など幅広く検討を進めてまいりたいと考えてご

ざいます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、初め

に大項目２、機能訓練事業廃止の影響についてお

答えいたします。

小項目１の介護保険制度の浸透に伴う名寄市保

健センターが実施するリハビリ教室利用者への影

響についてですが、保健センターで実施しており

ますリハビリ教室につきましては、老人保健法の

改正により機能訓練に関する事業を推進すること

となり、本市では昭和５７年の開始から長きにわ

たり実施しております。しかし、平成１２年に施

行された介護保険制度への移行とともに介護サー

ビスが充実したことなどの理由により、平成３２

年度をもって終了させていただくこととしており

ます。事業開始当時は、介護保険制度も開始され

ておらず、脳卒中の再発防止や機能維持訓練を行

う場所が医療機関以外には保健センターで実施す

るリハビリ教室だけであり、最盛期には１００人

近い登録がありました。しかし、平成１２年に介

護保険制度が始まってからは介護保険サービスに

通所、訪問のリハビリが位置づけられ、脳卒中な

どの急性期、回復期の治療が終了した際には介護

保険サービスに移行することとされたことから、

徐々に登録者が減少しております。現在では、名

寄地区１７名、風連地区７名の計２４名の登録と

なっており、通級者の半数以上の１３名が要介護

もしくは要支援認定を受けられている状況です。

さらには、通級者の平均年齢が８月末で７ ６歳

と高齢化しており、通級時に介助を必要とされる

方も増加しており、安全に教室を運営していくこ
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とが困難になってきたこともリハビリ教室を終了

することとした理由の一つであります。

本年２月から通級者の方々に教室終了について

お伝えし、御意見をいただいてきました。その中

には継続してほしいという要望もありましたが、

介護保険を初めとしてリハビリに関する制度が変

わってきていること、教室が終了してからも介護

保険サービス等を利用してリハビリを継続するこ

とができることなどを説明し、御理解をいただい

てきたところです。リハビリ教室の通級者は、脳

卒中後遺症をお持ちの方々であり、リハビリ教室

が終了した後も何らかのリハビリを続けることが

必要と認識しております。教室の終了まで２年半

ほどの猶予がございますので、個々の身体状況等

を確認し、適切なリハビリが続けられるように支

援を続けてまいります。

次に、小項目２の名寄市立総合病院が実施する

理学療法士派遣の現状についてですが、名寄市立

総合病院からの理学療法士の派遣事業につきまし

ては、平成９年に名寄、美深、下川、中川、風連、

音威子府の６市町村での共同配置という形が始ま

り、名寄市と旧風連町の合併を経て現在の５市町

村での共同配置に至っております。共同配置とは、

各市町村で理学療法士の派遣に係る経費を均等割

及び人口割で負担し、名寄市立総合病院の理学療

法士を各市町村に派遣し、リハビリを行ってもら

うという仕組みであります。名寄市においては、

当初リハビリ教室での機能訓練に理学療法士の派

遣を受け、合併時の平成１８年度には１７９回の

派遣を受けておりました。その後地域包括支援セ

ンター、こども発達支援センターが設置され、派

遣先がふえたこともあり、リハビリ教室への派遣

は徐々に減少してまいりました。本年度のリハビ

リ教室への理学療法士の派遣回数は３０回となっ

ておりますが、教室の開催日を集約したため、一

月に２回は理学療法士の指導が受けられる状態と

なっております。

一方で、平成１２年の介護保険制度の開始、平

成１８年の介護保険法改正による介護予防の開始、

さらには平成２６年の法改正による介護予防・日

常生活支援総合事業の開始によりリハビリテーシ

ョンの概念も徐々に変化してきております。従前

は、リハビリといえば平行棒を使用した歩行訓練

やマシンを使用した筋トレのようなリハビリを思

い浮かべたものですが、近年では日常生活の中で

の動き、例えば椅子から立ち上がってトイレまで

歩いていくことなど日常生活の動作を取り入れた

リハビリが住みなれた地域で暮らし続けるために

重要であるとされるようになりました。このよう

な中、理学療法士の派遣事業といたしましては、

従前のようにリハビリ教室での機能訓練事業だけ

ではなく、介護予防教室での指導や高齢者施設、

要介護、要支援認定者宅への訪問同行など多様な

派遣先に出向き、日常生活においてのリハビリや

居住環境の改善などの助言等を行うことも増加し

ており、ほかの自治体では理学療法士を直営で配

置するなどリハビリ専門職への需要が高まってい

る状況にあります。

次に、小項目３の介護サービスの現状と対応施

設についてですが、リハビリ教室終了後にリハビ

リを継続するための受け入れ先といたしましては、

第一に介護保険サービスによるものが挙げられま

す。市内には、理学療法士等が訪問してサービス

を行う訪問リハビリの事業所が２カ所、事業所に

送迎をしてもらいリハビリを行う通所リハビリ事

業所が２カ所あります。さらに、理学療法士によ

るリハビリを行うわけではありませんが、事業所

まで送迎を受け、集団で体操等を行うことができ

る通所介護事業所が５カ所あります。加えて平成

２９年度から開始した介護予防・日常生活支援総

合事業による介護予防・生活支援サービス事業所

として、これも送迎を受け、体操などを行うこと

ができる通所型サービス事業所が１カ所あり、リ

ハビリ教室終了後の受け入れ先として選択肢は数

多くある状況です。これらの介護保険サービス等

の利用につきましては、ケアマネージャーが策定
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するサービス利用計画に基づくものとなりますの

で、担当ケアマネージャーとの橋渡しも含め通級

者本人やその御家族に適切なリハビリが続けられ

るように支援を続けてまいります。

次に、大項目４、福祉施設における暑さ対策の

現状についてお答えいたします。小項目１の特別

養護老人ホームにおける熱中症対策についてです

が、ことし本州では歴代の最高気温を更新する４

１度を記録するなど猛暑に見舞われ、熱中症対

策を呼びかける注意喚起が多く報道されたところ

です。本市におきましては、気象庁の記録により

ますと７月２５日から３１日までの１週間で最高

気温が３０度を超え、２９日には３ ５度に達し

ております。

議員から質問がありました特別養護老人ホーム

の熱中症対策についてですが、施設ハード面では

清峰園、しらかばハイツともにエアコンの設置は

１部屋という状況です。このため指定管理者によ

る施設運営においては、特に体調が悪い方をエア

コンのある部屋に移動していただいたり、扇風機

を各居室に配置したり、直射日光を遮るために窓

にすだれをかけて室内の温度上昇を抑制するなど、

外面からの対策を行ってきました。また、小まめ

な水分補給や食事からの水分摂取を心がけるなど

の内面からの対策を並行して実施しているところ

です。さらに、７月２５日には札幌管区気象台か

ら発表された情報をもとに全職員に利用者に対す

る目配り、気配り、心配りの徹底を日ごろより増

して配慮するよう周知したところであります。特

に高齢になると体温調整が十分に機能しない方々

もおられることから、細心の注意を払いながら設

置者と指定管理者が協力し、利用者のケアに努め

ております。

本市の多くの公共施設では、エアコンなどが設

置されていないことから、暑さ対策が課題となっ

ております。今後各施設の改修や改築時期も考慮

しながら対応を検討していかなければならない課

題と考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。

次に、小項目２、公立保育所における暑さ対策

と保健衛生の管理についてですが、保育所におけ

る熱中症対策といたしましては、体温調整が特に

未発達な乳児のいる乳児室や１、２歳児のいる南

側保育室には、３保育所ともに平成２９年度にエ

アコンを１台ずつ設置しているほか、各部屋にお

いては扇風機により送風し、暑さをしのいでいる

状況にあります。また、すだれを設置し、室温上

昇を抑える工夫をしているほか、児童の様子を逐

次観察し、夏場においては小まめな水分補給や経

口補水液による塩分補給を実施しております。場

合によっては、冷却ジェルシートを張るなど身体

冷却に努めて事故が発生しないように対応してお

ります。

施設としては、網戸は設置していますが、構造

的に自然の風が抜けづらいため、エアコンのない

保育室においては扇風機によって送風をしており

ますが、さらに暑さ対策についてはどういった対

策が可能か検討していく必要があると考えており

ます。扇風機についても現在おおむね１部屋に二、

三台ずつ設置し、ホールでのお昼寝のときには四、

五台程度の扇風機により送風しており、増大も実

施しながら対応しております。

お昼寝のときに使用する敷き布団等については、

６月から９月にかけては汗等により不衛生になる

ことから、最低限の対策として毎週保護者に持ち

帰っていただき、洗濯や天日干し等の対応をして

いただいているところであります。今後も暑さ対

策や衛生管理等についてはできる限り改善をしな

がら、保育環境を整えてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

教育環境の現状についてお答えします。

まず、小項目１、学校の教室における暑さ対策

の現状についてですが、学校の教室における暑さ

対策については先日の答弁にも重複しますが、全
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ての学校のパソコン教室についてはエアコンの設

置が完了しております。また、普通教室につきま

しても名寄小学校と名寄西小学校など特殊な窓枠

を設置している学校を除き、網戸の設置を完了し

ています。今後も特別教室や特殊な窓枠のある普

通教室についても順次設置をしていきたいと考え

ています。

扇風機につきましては、各学校において学校配

当予算やベルマークの益金、ＰＴＡ会計から支出

していただくなど各学校で必要に応じ設置をして

いる状況となっています。大きさも業務用や一般

家庭用とさまざまで、導入台数にもばらつきがあ

ります。各学校での扇風機の導入については、教

育委員会として予算措置をして整備を進めてきて

いませんので、特に扇風機の大きさや配置台数等

の基準は設けておりませんし、現段階では各学校

の裁量の中で導入していただいているという現状

でございます。近年の異常気象とも言われる暑さ

が続く中、子供たちが良好な環境の中で学校生活

が送れるよう網戸や扇風機の設置などを含め引き

続き対応を講じていかなければならないと考えて

いるところでございます。

次に、小項目２、スクールバスの運行及び配車

の現状についてですが、スクールバスの運行につ

いては、まず最優先に考えなければならないこと

は学校統廃合により遠距離通学となる児童生徒の

通学手段を確保する。そのほかに校外学習で行わ

れるスキーやカーリング授業など校外活動で移動

が必要な場合の運行がございます。市では、スク

ールバスとして２９人乗りのマイクロバスを６台

所有しています。車両更新に当たっては、児童生

徒の減少傾向もあり、マイクロバスの配置まで必

要のない路線もありますが、校外活動等にも活用

するためマイクロバスを導入している現状になっ

ています。

登下校時に運行している路線は、名寄日進地区、

共和・曙地区、瑞穂・砺波地区、智南・砺波地区、

智恵文地区、東風連地区、風連旭・日進地区の７

路線で、スクールバス６台で６路線、旅客運送会

社に１路線を委託し、登校時に１便、下校時に２

便の運行をしております。通学時間帯以外でのス

クールバスの利用状況につきましては、学校行事

で行われるスキーやカーリング授業、博物館や天

文台などの校外学習、職場体験などの総合学習、

そのほかにチームジャンプや音楽発表会等での運

行をしており、運行実績につきましては平成２８

年度では延べ日数２１７日で、台数は６０４台、

平成２９年度では延べ日数は２４８日で、台数５

８１台となっており、スクールバスで足りない場

合は旅客輸送会社のバスを借り上げて対応してい

る状況にあります。

各学校からの学校行事での利用の申し込みにつ

きましては、基本的に１カ月前までに申請をして

いただきますが、学校行事や校外学習については

実施する時期が集中することもあり、希望どおり

の配車とならない場合は日程や人数等を考慮し、

スクールバスの運行を調整しているところでござ

います。また、天候等の理由から日程が変更にな

ることもあることから、その都度各小中学校と十

分な調整をしながらスクールバスを効率的に運行

するよう努めているところでございます。

次に、小項目３、学校駐車場の現状と安全確保

についてですが、学校駐車場の現状と安全確保に

つきましては議員御指摘のとおり市内小中学校の

駐車スペースに大きな差異があります。駐車場と

している場所の駐車台数につきましては、最小の

学校で１０台、最大のところで８０台程度となっ

ておりますが、各学校の敷地の状況により、駐車

場の指定台数は少ないけれども、敷地が広い学校

では学校祭や運動会など多くの保護者が集まると

きには広い敷地を有効に使い、多くの車を駐車で

きるように対応している学校もあります。しかし、

名寄市街地区にある学校につきましては敷地が狭

く、十分な駐車スペースを確保できていないのが

現状でございます。車での送迎やスクールバスの

乗降等、敷地が狭いことから登下校の児童の安全
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を確保するため、敷地内での乗り入れを禁止して

いる学校もあり、道路で行われるなど交通安全上

課題があるものと認識をしております。また、市

内の敷地の狭い学校での対応につきましては、運

動会や学芸会等の保護者や地域の参観者が多く訪

れる学校行事では公共施設の駐車場や近隣にある

お寺の駐車場等を借りる、徒歩で来校するようお

願いするなどの対応をとられているところでござ

います。

以上、この場からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。項目に従

って、再度質問をしてまいりたいと思います。

まず第１番目に、新築戸建て住宅の地元受注の

現状、これについては御報告をいただきましたの

で、状況は把握できました。その中で建設水道部

長にちょっとお伺いをしたいのですけれども、現

状こういうふうに、昨年私も同じことで質問させ

ていただいたときに２８年度で３０％に減少して

いるというふうなことで御答弁いただいた際、考

え方を御答弁いただいたわけですけれども、それ

からなおかつ現状としては１０％落ちているとい

うふうなことで、結構厳しい状況にあるのかなと

いうふうに思います。そんな中、建設の事業所等

の育成等々に建設水道部はいろいろ図っていかな

ければならない、対策を講じていかなければなら

ないというふうに認識をしてございまして、部長

としてはこの受けとめをどのように受けとめて、

対策を今後どのようにとっていかなければならな

いかというふうに思っているか、分析も含めてお

答えいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今建設、建物を

中心とした業者への配慮といいますか、配慮と言

うとちょっと誤解を生むかもしれませんが、市内

業者、例えば戸建ての住宅でありますと代表的な

会としてなよろっぽい家づくりの会などが市の広

報などを含め、適切に細かく市民の皆様へ助言、

アピールなどもされて、地元の業者としてそうい

った努力をされているというのは大変評価させて

いただいているなという気持ちでおります。私ど

もの立場からいいますと、それぞれの戸建てもあ

りますでしょうし、私どもの発注しますさまざま

な建物にかかわる公共事業なんかもございまして、

業界の方との意見交換の中では、とりわけ個別住

宅というのは民間、個人の方からの発注でござい

ますので、公共事業としては公共事業として発注

するスケジュール感をできるだけ一時期に集中す

ることなく、一定程度の発注サイクルといいます

か、春先から雪降るまでの期間に十分配慮しなが

らしていただければなというような、こういうよ

うなこと、大変強くありますし、それぞれの公共

事業につきましては当然準備期間も必要ですし、

入札等々のさまざまな諸手続がありますので、十

分そういったところを吟味しながら、適切な時期

に適切な形でなるような発注ということを心がけ、

業者の方ができるだけ幅広く、市の仕事もそうで

しょうし、道の仕事、国の仕事だとか、そして個

人の方だとか、民間でのお仕事なども含めて、で

きるだけ獲得できる機会というか、スケジュール

感に配慮しながら、私どもとしては先ほど申し上

げたような形での発注などのスケジュール感に十

分配慮してまいりたいなというふうに考えており

ます。

個別住宅の現状の評価等々、分析等々というの

は先ほど経済部長からありまして、私どもとして

はあくまで実績として、近年の傾向としてはおお

むね５０件程度の新築住宅が地元、地元以外の業

者も含めて一定程度のニーズというか、需要と供

給のバランスとしては平均的になってきているの

かなというふうに思っております。ただ、来年御

承知のとおり予定されております消費税の兼ね合

いや何かも出てきますので、これから住宅等々を

お考えいただいている方のお気持ちというのはや

っぱり少しそういったことも考慮されていくのだ
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ろうなというふうには思っておりますが、あくま

でもそれぞれ個人の皆様の御判断になるのではな

いかなというふうに受けとめるところもございま

す。

以上、私からでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 公共事業に関する部

分については、実際景気景況調査の中でも減少し

ているという中では、公共事業の減少ということ

も理由の中に上がっていますので、その中でも今

部長がおっしゃったように配慮しながら進めるの

だというふうなことですので、それについてはぜ

ひよろしくお願いしたいなというふうに思ってい

ます。ただ、戸建て住宅に関する部分としては、

やはり名寄市以外の住宅メーカー等々が建設工事

を行うとかいうふうなことになろうかと思うので

す。そうすると、やはり地元に受注が少なくなる

というふうなことは地域経済にとって大変なこと

になっていくのだというふうな認識を私持ってい

るものですから、そこら辺の部分で建設水道部と

して指導していく立場の中で建設業の方たちとも

っと密に連絡をとり合いながら、指導していくと

いうような形で進めていっていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

それで、先ほど臼田部長のほうからこの状況に

ついてお話をいただきました。本当に２０％とい

うのは非常に予期していない数字だったなという

ふうに思っていまして、大変なことになると。実

際こういうことが続いていくということになると、

地元の建設業者のほうに発注がなくなるというこ

とはそれだけお金が落ちないというふうなことに

なりますから、業者としても新しく雇用を生み出

そうとしてもなかなかそこに原資が伴ってこない

というふうなことになろうかと思うのです。です

から、受注減に対する部分としては単なる雇用の

確保ばかりではなくて、技術者の養成等々につい

てもやはり努力をしようと思ってもなかなかそこ

に至らないという部分もあるのかもしれませんが、

そんな中、リフォーム事業というふうな形で助成

制度を設けて、これは業者にとって非常に有効に

活用しているというふうなことで評価も高いとい

うふうなことでありますが、新築戸建ての部分に

ついては制度が今のところないわけです。近隣を

見ますと、隣の士別さん含めて和寒、剣淵、下川、

美深、中川、皆さん持っているのです、助成制度

を。ですから、この部分については先ほども御答

弁の中にありましたけれども、来年１０月から消

費税が１０％になるということも含めて、これは

駆け込みの需要というものはあるのではないかな

というふうに思っていますから、何らかの手だて

を早目に対策を打たなければならないのだろうと

いうふうに思っています。

そんな中、昨年の１２月に名寄市の開業医誘致

条例を、この中で実際には地元業者にお願いをし

た場合について、建設関係の改修なり新築なりと

いうふうな部分でありますけれども、 ０００万

円の上限というふうなことで補助金のほかに上乗

せとして５％、３５０万円市内の業者を使うこと

によって上乗せしますよという制度ができていま

す。そんなことも含めて、これらも含めた戸建て

住宅の減少対策、これに歯どめをかけるというふ

うなことで何か名寄市として策を講じないのか、

もう一度御答弁いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の対策というこ

とでの再質問だったというふうに思っています。

新築住宅の地域経済に及ぼす影響というのは大き

いと私どもも認識をしているところであります。

経済動向の調査などの一つの視点としても新築住

宅の着工件数がその分析の一つに使われるぐらい

やはり大きいということだと思いますし、国の景

気対策なんかにおいても減税が中心となっていま

すけれども、住宅の民需拡大、新築住宅の民需の

拡大を促すような施策も打っているところですの

で、その裾野は広いのだろうなというふうに思っ
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ています。塩田議員が言われるように、新築住宅、

地元で業者が多くを占めていただくというのが地

域経済の活性化にも大きく寄与するだろうという

ふうに思っておりますので、先ほどの答弁で申し

上げましたように今回は新年度からまた新たなス

キームで補助事業を検討中でありますので、その

中の一つの視点として検討させていただきたいと

思います。

私どもは、限られた財源の中で効率的な運営を

図りたいというお話をさせていただいています。

効率的というのは、やはり目標に対してどれだけ

達成できたかということになっていますので、ま

ずは目標をしっかりとこの事業の中で定めさせて

いただいて、その手段として何が望ましいのか、

効率的なのかをしっかりと検討させていただきた

いと思いますし、その視点の一つとしては今塩田

議員から御提案いただいた部分についても検討の

材料にさせていただきたいと思いますので、御理

解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 効果ということを意

識、そのことばかり意識するとなかなか難しいと

ころが出てくると思うのです。今本当に早急に手

を打たなかったら遅くなるというふうなことを私

危惧しておりますので、新しく制度といいましょ

うか、考え方を整理をするということですので、

それらも含めて意識をした中でいい制度を出して

ほしいと思いますので、よろしくお願いします。

続きまして、２番目のリハビリ教室の関係であ

ります。この分については、前回奥村議員が同じ

質問をしてございます。それに伴って答弁をいた

だいているというふうなことでございますので、

内容、どうして廃止に向けて進めているのかとい

うふうな部分についてはお答えをいただいている

部分で理解をしているところではありますけれど

も、実際に２年半といえどもすぐやってくるわけ

です。２４人今保健センターで通っていらっしゃ

る人がいて、そのうち１３人が介護認定を受けて

いて、１１人が受けていないというふうなことで

ないかなというふうに思います。この１１人の方

々に同じように今後、やはりリハビリというのは

当然やめてしまうと後退をしていくということも

ありますから、それらについていろんな制度があ

って、いろんなところに、今それを先ほどお話し

いただいた部分としては訪問、通所というふうな

形でリハビリをする環境はあるのだというふうに

お聞きをしておりますけれども、この１１人の方

の今後の方向性といいましょうか、どのようにお

話をして導いていくのか、その辺の考え方あれば

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま

したように、今通級されている皆さんにおかれま

してはやっぱり何らかのリハビリは継続が必要だ

というふうに考えております。それで、１１名の

方については介護認定を受けられていないという

状況ありますけれども、ただ介護認定の認定を受

けた場合、要支援なり介護、軽度かもしれません

けれども、に認定される方が多くいるかというふ

うに認識しております。ただ、もし介護認定が非

該当になった場合におきましても、先ほど申し上

げました介護予防の日常生活の総合事業の中でも

そういった支援を受けられる状況がありますので、

個々の状態においてどういった方向、リハビリを

受けることがよいのか、ことなども含めて利用者、

家族としっかり相談をしながら、議員が言われて

いますように期間があるようでないような感じが

ありますので、そういったような対応も含めて適

切な対応をしてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 奥村議員が質問した

後に私のところに継続のお願いというような形で

おはがきをいただいたということで、私も今回質

問をさせていただいてはいるのですけれども、実

際に介護認定、１１人の方が介護認定、要するに
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申請をしてどのくらいの程度なのかわかりません

けれども、受けていくというふうなことになれば、

その度合いによって実際に受けられる部分が決ま

りますよね、金額もそうですし。そうなる。それ

以上のことをお願いをしなければならないとなれ

ば当然お金もかかってくるというふうなことにな

るわけですし、私は平成９年から始まったこの理

学療法士を派遣をしての事業がこのように浸透し

てきたということを考えると、名寄以外にも江別、

恵庭でもまだされていて、江別、恵庭ではもう実

際にやめる方向でいるということで、名寄と同じ

ような状況にはあるというふうにお聞きをしてい

ますけれども、ほかがどうであれ、名寄市民とい

うか、利用者に対する名寄市の姿勢だというふう

に思いますので、できればそこら辺のところを継

続というようなことでお願いをしたいなというふ

うに思いますけれども、両方、いろんなことを考

えると応分の負担というのは当然必要だというふ

うには思いますので、これはなかなか無料でずっ

といくというふうなことにはならないのかなとい

うふうに思いますけれども、実際実態として苦し

いという状況も、認定後の利用の仕方によっては

やはり負担増というふうなことにつながっていく

わけですから、それらのことも考えていっていた

だきたいなと思いますし、市立総合病院が行って

いる理学療法士の派遣というふうな部分ですけれ

ども、随分当初から考えると少なくなってきて、

今現在３０回というふうなことでありますけれど

も、これは地域包括のいろんな制度があって、そ

ちらのほうにも派遣されるというふうなことで、

仕方ないといえば仕方ない部分なのかもしれませ

んけれども、この辺の部分について市立総合病院

とどのようにお話をされているのか、最後にそれ

をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほども答弁申

しましたとおり、リハビリ教室の理学療法士の派

遣については減少してきております。これは、先

ほどの答弁でも触れておりますけれども、介護保

険制度が始まりまして、そしてさらには介護予防

事業等も充実している。そういった事業に移行し

ていくということでありまして、やっぱりいろん

な制度ですけれども、それは移行していったり、

廃止をして新しい事業に転換をしていくというの

はこれはやむを得ない状況があるというところで

は御理解をいただきたいというふうに思っていま

すし、病院との派遣事業につきましても病院の体

制もありますから、そういった面では現時点では

まだ病院に最大限派遣いただける部分について対

応していただいているというふうに考えておりま

すけれども、今後こういったニーズと事業の改正

等々によってまた派遣等が増加しなければならな

い状況等が出てくれば、その都度市立総合病院と

も相談をしながら、市民の皆さん、こういった必

要な方について適切なリハビリ等を提供できるよ

うな環境については今後においても改善をしなが

ら進めてまいりたいというふうに考えていますの

で、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。

それでは、３番目の教育環境の現状というふう

なことで御質問をさせていただきます。学校の教

室における環境、授業中の暑さ対策に伴う環境と

いいましょうか、相当私も市内の小中学校、風連

中央小学校以外、そこは新しくなりますから、そ

れ以外全部回って状況を確認し、把握してきまし

た。その中でこんなに違うのかなというぐらい違

ってはいます。授業を受ける環境としては、どこ

の学校に行ってもやはり同じような環境で受ける

のが正しいことなのかなというふうに思いますし、

そのために、先ほど部長は基準は設けていないの

だというふうなことでありますけれども、この違

いというのは現状どのように把握しているかとい

いましょうか、私把握した中で違うと思っている

のですけれども、これは環境を整えるという部分
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でいうとどういうふうにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 全校回っていただき

ましてありがとうございます。

学校の暑さ対策でございますけれども、昨年１

２月に平成３０年度の教育行政に向けた要望とい

うことで名寄市のＰＴＡ連合からもいただきまし

た。その中で全校の共通した要望ということで、

網戸の設置というものがございました。そのよう

な要望を受けまして、実は昨年度の、２９年度の

年度末と今年度の新年度早々に早急に普通教室の

網戸の設置を進めてきまして、先ほどお答えした

とおりに普通教室については一部を除いて設置が

完了したと。今後は、やはり一部の普通教室と特

別教室等についてはまだ完全に配置が終わってい

ないということで、進めていきたいというのが教

育委員会としての考え方でございます。

扇風機の設置につきましては、名寄東中学校み

たいにＰＴＡのお力をいただいて早々に整備をさ

せていただいた学校もございますし、名寄中学校

のように網戸の設置である程度暑さ対策ができた

のでというような話もお伺いしております。それ

以降詳しいお話はいただいていません。近年ます

ます暑さというか、ここ名寄地方でも暑さが続く

状況もございますので、再度各学校とお話をしな

がら、統一した基準というのはなかなかつくれな

いと思います。各学校で風の流れ等も建ち方によ

って変わってきますので、風向きに対して建って

いる学校もありますし、そういうこともあります

から、統一した基準ということではなくて各学校

の実情に応じた対応をとっていきたいと思ってお

りますけれども、基本としてはやはり空気が滞留

しないということです。風の流れをいかにどうや

ってつくっていくかということが大事だと思って

おりますので、網戸の設置、また扇風機の設置な

どを含めて検討させていただければと思っており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。中には教室に扇風機一つもないというところ

もありましたので、やはりそれは実際把握をして

協議をしていただきたいというふうに思います。

それから、スクールバスについてはやはり先ほ

ど御答弁をいただきました。校外学習にかかわる

部分として、スクールバスを適宜配置をしてくれ

ているというふうなことについては感謝を申し上

げます。ただ、屋内に行く場合については、もう

予定をしている部分についてはスムーズに運行で

きるのですけれども、屋外となると天候に左右さ

れるというところもあって、それが一度中止にな

ると、１カ月という縛りがあるとするとなかなか

難しいというふうなことで、本当に中止して、で

きなくなってしまうというふうなことで、果たし

てこれでいいのかなという気もしますので、そこ

ら辺先ほど部長、柔軟に対応していくのだという

ふうなお話をいただきましたので、そんな中、柔

軟に対応していただければというふうに思います。

それから、駐車場の関係については実際状況的

に町中の部分というのは敷地も少ないということ

も含めて非常に環境つらいというふうな部分はあ

るのですけれども、それについては先ほど御答弁

いただきましたけれども、ほかに、限られたとこ

ろって本当にそれこそ２つくらいなのです。です

から、そんなところをどういうふうに考えていら

っしゃるか、ちょっとお聞きをしておきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 特に名寄市街地区の

小学校の駐車場については、狭いという感想を持

っております。学校の駐車場の問題につきまして

は、私も教育委員会へ来て１０年程度になります

けれども、その間ずっと言われてきていますし、

学校からも何とか駐車場を確保したいというよう

な要望が出されております。先ほど申しましたと

おり、保護者の皆さんにはなるべく徒歩で来てい

ただくようなことも周知をしていただいています

し、例えばお寺の駐車場を借りるような努力もし
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ていただいて、皆さん各学校については大変な思

いをさせているというか、していただいていると

いうことは十分に理解はしているところですけれ

ども、何分にもやはり場所の問題ということもあ

ります。ただ、先ほどのように近隣に民有地、空

き地みたいなものがあればそのようなものも利用

したりして、今後も取り進めていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしま

す。

最後に、本当に時間なくなってしまって、福祉

施設の暑さ対策ということでありますけれども、

これ今委員会のほうの部分についても共通する部

分ですので、ぜひ実態といいましょうか、把握を

してお願いをしたいなというふうに思いますけれ

ども、それこそ福祉施設の部分については御病気

といいましょうか、年齢も高いということもあっ

て、そこらについては最善の配慮をしていただき

たいなというふうに思いますし、やはり設置者と

しての義務といいましょうか、いうふうな部分も

あろうかと思いますので、その辺の対策をしっか

り講じていただきたいというふうに、これは要望

してお願いします。

保育所に関しての部分ですけれども、同じ状況

であります。ただ、保育室の部分については網戸

との風の流れというふうな部分もありますから、

これは風通しという部分で、それに配慮をしてい

ただきたいなと思いますが、環境、衛生管理とい

う部分でお昼寝の部分、私実は士別の保育所見学

に行ってまいりまして、随分いい環境でお昼寝を

していました。これも市内の保育者も研修に行っ

ているはずですので、そこら辺も含めて今後どう

いうふうに改善をしていくのかということについ

て最後お聞きして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 保育所の衛生管

理ということで、特にお昼寝の時間の布団の関係

ですけれども、議員からありましたようにうちの

ほうも士別の保育所へ行って、簡易ベッド的なも

のを使用しているということで、大変環境がいい

状況というのを確認をしてきております。ただ、

それを保管するスペースなり、いろいろ課題もあ

るということでありますけれども、将来的にはそ

ういったものも視野に入れながら環境を整えてい

かなければならないと考えていますし、今後にお

いても高温で湿度が高い、年々上がっていくとい

う状況だというふうに思っていますので、施設改

修というふうに言いますといつになるかわからな

いというふうにもとれると思いますけれども、そ

ういったことも視野に入れながら、しっかりとし

た工夫改善をしながら、子供たちにとって優しい

環境を整えてまいりたいと思いますので、御理解

をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

国や道を含む水害対策について外２件を、東千

春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に質問をいたしたいと

思います。

まず、１点目、国や道を含む水害対策について

お伺いをしたいと思います。近年多くの地域で水

害が発生し、とうとい人命や財産が失われており

ます。この要因として、気象の変化により雨が強

く降るようになったとも言われております。また、

１００年に１度の計画が数年のうちにまた被災す

るなど、今までの経験値から災害を推測してはい

けない状況になっているのではないかと思います。

大きな河川の管理は、それぞれが担当する国や道

でありますが、万が一の際に被災するのは市民で

す。このことからも水害を発生させない、あるい

は適切に避難をして人的被害を出さないために国

や道と名寄市がさらに情報交換をし、連携をして

対応することが求められていると思います。

そこで、１点目、それぞれの河川を管理する国
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や道には水害を発生させないために適切な管理が

求められております。河川の立ち木の管理や川底

の経年変化についてどのような状況なのかお知ら

せをいただきたいと思います。

２点目、名寄川は渇水時の水量は極端に少なく

なり、大雨の際には急に水量が増加をいたします

が、水害対策としてサンルダムはどの程度効果を

生むと考えられているのかお知らせをいただきた

いと思います。

３点目、現在北海道は徳田に豊栄川遊水池を建

設しておりますけれども、工事の進捗状況と現在

の機能についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

４点目、名寄市では自主防災組織の立ち上げを

進めておりますが、その状況と災害前、災害時の

避難情報の伝達のために配付した緊急告知ラジオ

の割り込み放送や各町内会へ電話等で連絡を行う

と思いますが、そこから先の連絡体制について考

えをお伺いいたしたいと思います。

５点目、名寄市では第２２回防災まちづくり大

賞の日本防火・防災協会長賞を受賞するなど、特

に避難への取り組みを積極的に行ってこられまし

たが、今後の取り組み計画がありましたら、お伺

いをいたしたいと思います。

大項目の２点目、ＪＲ宗谷本線と公共交通につ

いてお伺いをいたします。１点目、国土交通省は、

ＪＲ北海道に対して２年間で４００億円の財政支

援を決定しましたが、その具体的な内容について

お知らせをいただきたいと思います。

また、そこにはＪＲ北海道が経営自立すること

を目標とし、さまざまな取り組みを求めましたが、

ＪＲ北海道の反応や受けとめはどのようになって

いるのかお知らせいただきたいと思います。

また、ここには沿線自治体の意向を集約し、取

りまとめて国やＪＲ北海道との調整役としてリー

ダーシップが期待される北海道の役割と現状の対

応についてあわせてお伺いをいたしたいと思いま

す。

２点目、今回一定の国からの支援策とともに、

国、ＪＲ北海道、道、沿線自治体は課題を与えら

れた形となろうと思います。求められた取り組み

の一つにインバウンド観光客を取り込む観光列車

の充実があり、この部分には沿線自治体としても

協力ができるのではないかと思いますが、このこ

とも含めて今後宗谷本線活性化推進協議会として

の対応について考え方をお伺いしたいと思います。

３点目、公共交通はそれぞれが分離していては

利用者の利便性にはよくありません。空港及びバ

ス路線を含めて考えたときに住民及び地方に訪れ

る交流人口を求められる人たちの足として望まし

い交通網のあり方について考え方をお伺いいたし

たいと思います。

大項目の３点目、名寄市の雇用についてお伺い

をいたしたいと思います。人手不足は全国的なも

のとなっておりますが、その要因を正しく分析を

しなければ対応策を誤ってしまうかもしれません。

全国の有効求人倍率のデータでは、平成２４年が

７４倍で２９年度が ３８倍、労働力人口のデ

ータでは平成２４年では ６２８万人で、２９年

度では ５５６万人で、年齢分布の変化もあると

思いますけれども、労働力では １％の減少にと

どまっております。これを単に少子化と片づける

評論される方もおられるようですけれども、数字

上の説明はつきません。名寄市では、平成２４年

度では ６９倍、平成２９年度では ２６倍とな

っておりますが、これらの要因についてお伺いを

したいと思います。

２点目、名寄市の有効求人倍率を見るときにさ

まざまな分野や職業で人材が不足を生じているの

ではないかと思いますが、主な業種とそれらの影

響についてお伺いをいたしたいと思います。

３点目、名寄市ではこれまでも人材不足が顕著

となった介護職や高校生の資格取得などの対応を

されてきましたが、今後どのような対応をお考え

なのかお知らせをいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 東議員からは、

大項目で３点の御質問をいただきました。大項目

１、国や道を含む水害対策について、小項目１か

ら小項目３までを私からの答弁、小項目４と５に

ついては総務部長から、大項目２、ＪＲ宗谷本線

と公共交通については総合政策室長から、大項目

３、名寄市の雇用については経済部長からの答弁

となりますので、よろしくお願いを申し上げます。

大項目１、国や道を含む水害対策についての小

項目１、天塩川及び名寄川の管理について答弁を

させていただきます。天塩川及び名寄川は、国が

管理する１級河川であり、市内を流れる北海道の

管理河川及び市が管理する普通河川は全てこの２

つの河川に合流しております。昨今増加している

集中豪雨により、市内各地に水害が発生するなど

流域内にはいまだ大雨や融雪による洪水で被害を

受ける地域があるため、河川改修の促進や河川管

理施設の適切な維持管理が求められている現状で

ございます。

議員より御質問のありました立木の管理につき

ましては、現在天塩川では立木の伐開は計画的に

は行われてはおりませんが、ピンポイントとなり

ますが、伐開について行っていただいております。

名寄川については、立木の維持、伐開を継続的に

行っていただいているところでございます。天塩

川の川底の経年変化という部分については、継続

的な調査を行っていないとのことで、定量的な調

査ができていないとのことでございますが、国が

管理している河川の管理については北海道開発局

で定めている天塩川水系河川整備計画に基づき、

川の断面が不足している区間において川を流れる

水流量が安全に流下できるよう土砂掘削を計画を

していただいており、現在は美深地区の天塩川に

おいて掘削工事を継続をいただいております。名

寄地区については、現状においては時期は未定で

はございますが、天塩川と名寄川の合流点付近、

名寄川の真勲別頭首工付近及び中名寄地区におい

ての河川の土砂掘削を計画をされております。今

後も引き続き河川の土砂掘削の促進及び立木等の

維持管理について国に対し要望を行ってまいりた

いと考えておりますので、御理解いただきますよ

うお願いいたします。

次に、小項目２、サンルダム供用開始時の水害

への効果についてですが、サンルダムは有効貯水

容量 ０２０万立方メートルの約７割を占めます

５００万立方メートルが洪水調整容量として計

画され、洪水ピーク流量の低減効果が期待されて

おります。また、サンルダムの活用を図る天塩川

水系河川整備計画において目標としている洪水対

策では、名寄川のサンル川合流点から天塩川合流

点の間で最大約１メートル１０センチから最小約

４０センチ程度の水位を低下させる効果があると

承知をしております。

次に、小項目３、豊栄川遊水池の工事進捗状況

についてですが、豊栄川遊水池は、現在北海道主

体の豊栄川河川総合流域防災工事により河川改修、

橋梁かけかえとともに整備されております。平成

１３年度から豊栄川の河川改修が着工し､遊水池に

ついては平成２８年度より本格的に工事が着手さ

れ、今年度は河川の土砂掘削及び遊水池の植生工、

いわゆる緑化、芝張りなどを実施しております。

なお、遊水池工事の進捗率は約９０％であり、

河川改修等を含む事業全体の完成については平成

３５年度の予定となっております。

また、機能については遊水池の上流側、徳田１

８線に係る緑丘橋の河川改修及び橋梁工事が完成

した後、遊水池までつながる河川断面が広がるこ

とで、遊水池内に水を受け入れることが可能とな

ります。近年増加傾向にある豪雨災害を鑑み、今

後も引き続き北海道に対し事業の早期完成に向け

た要望を行ってまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきますようお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１、
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小項目４、５についてお答えいたします。

初めに、大項目１、国や道を含む水害対策につ

いて、小項目４の自主防災組織の状況と市民への

情報伝達について申し上げます。自主防災組織に

つきましては、地域住民の自主的な防災活動の取

り組みにより自助、共助力の向上を目指し、地域

の防災、減災対策の向上のため各地域において設

立及び組織の活性化に向けて推進してきていると

ころです。現在市に届け出がある自主防災組織は

１９と把握をしておりますが、実際に組織を立ち

上げていますが、届け出がない組織もございます

ので、これよりも若干多いものと考えております。

緊急告知ラジオの割り込み放送や町内会への電

話連絡後の体制につきましては、各町内会におい

て連絡体制をとっていただいておりますので、町

内会によってさまざまな状況となっております。

連絡体制の考え方についてでございますが、市か

ら避難情報等を出す場合などには町内会のほうに

電話などで連絡し、情報伝達を行うとともに避難

行動、要支援者への避難の呼びかけなどをお願い

をしているところでございます。市からの避難情

報の発令とあわせて町内会での自主的な連絡など

を行ってもらうことで、より一層の避難行動につ

ながるものと考えております。

次に、小項目５、名寄市として今後考えられる

取り組みについて申し上げます。市の防災訓練に

つきましては、昨年度から訓練の目的を実際に避

難行動をする上で避難における課題の発見や想定

最大規模の降雨への理解を深めるとともに、気づ

きによる地域住民の避難能力の向上を図ることと

して実施してきました。この訓練につきましては、

浸水リスクの高い地域の町内会から参加していた

だき、毎年地区を変えながら複数年継続して行う

こととして計画をしてきたところでございます。

この間の訓練成果からは、避難行動に当たっての

課題の発見や自主性、自発的な発言が多く出され

ており、地域の防災力の向上につながっているも

のと考えております。今後の計画についてでござ

いますが、あと一、二年は同様の訓練を継続し、

防災意識の高揚や避難能力の向上に向けさらに取

り組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、ＪＲ宗谷本線と公共交通についてお答えい

たします。

初めに、小項目１、国からの支援策とＪＲの自

立経営を目指す考えについてですが、本年７月２

７日に国土交通省が公表した「ＪＲ北海道の経営

改善について」によりますと、ＪＲ北海道は北海

道新幹線の札幌延伸の効果が発現する平成４３年

度の経営自立を目指して徹底した経営努力をする

よう求めております。経営努力の内容につきまし

ては、札幌市圏内における非鉄道部門も含めた収

益最大化、新千歳空港アクセスの競争力強化、イ

ンバウンド観光客を取り込む観光列車の充実、コ

スト削減や意識改革などとなっております。また、

事業範囲の見直しについてはその地域に適した交

通手段の検討や鉄道を持続的に維持する仕組みの

構築となっております。

関係者による支援、協力につきましては、利用

が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が

必要な線区における鉄道施設及び車両の設備投資

及び修繕への支援、貨物列車走行線区における貨

物列車の運行に必要な設備投資及び修繕等への支

援、青函トンネルの維持管理への支援、経営基盤

の強化に資する前向きな設備投資への支援となっ

ており、これらを２年間で総額４００億円台の支

援を公表したところです。

ＪＲ北海道につきましては、国から示された内

容について取り組んでいく姿勢を打ち出しており

ますが、地方自治体にとりましては財源スキーム

が明確ではなく、現在は議論を進める状況にはな

っておりません。北海道につきましては、道内自

治体の厳しい財政状況を踏まえ、地方負担が発生

した場合の地方財政措置の獲得に向けてしっかり
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と取り組んでいただくとともに、本年３月に北海

道が策定した北海道交通政策総合指針に則した方

向性をまとめていただくことを要望しております。

小項目２、今後の宗谷本線活性化推進協議会の

対応についてお答えいたします。事務担当者レベ

ルで構成する幹事会において経費節減策及び利用

促進策について議論を始めており、現在は利用し

やすいダイヤの研究を進めているところです。

インバウンド観光客を取り込む観光列車の充実

についてですが、ＪＲ北海道もいろいろ研究を進

めていただいておりますので、道北地方の特色で

ある雄大な景色や食を生かしたツアーの実施など

沿線各地の関係団体などと連携し、魅力を十分発

信していけるよう取り組んでまいります。

小項目３、ＪＲを含む公共交通網の考え方につ

いてお答えいたします。地域の生活基盤である公

共交通は、通院、通学、買い物など市民生活を維

持する上でも身近な移動手段であり、地域医療や

観光、物流など広域的な観点において地域の生活

や経済活動を支える上でも重要なものとなってお

ります。都市間や間接的に空港と結ぶ交通手段と

して基幹的な交通ネットワークである宗谷本線や

都市間高速バス、市内の移動や周辺自治体間を結

ぶバス路線などそれぞれの交通機関が相互に連携、

補完し、地域事情や利用者ニーズに応じた公共交

通網の形成が必要であります。今後につきまして

も名寄市地域公共交通活性化協議会などの場で利

便性の高い安全、安心で安定したシームレスな公

共交通の確保に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、名寄市の雇用について申し上げます。

初めに、小項目の１、名寄市の有効求人倍率が

上昇した要因についてでありますが、全国的に人

手不足が課題となっている中、本市におきまして

も各事業所における人手不足、人材確保は大きな

課題となってございます。本年７月末現在のハロ

ーワークなよろ管内の有効求人倍率につきまして

は、 ４７倍と平成２７年度以降３１カ月連続で

前年同月比を上回ってございます。これらの要因

につきましては、生産年齢人口の減少に加えまし

て都市部での景気回復による賃金の上昇、２０２

０年に開催される東京オリンピックへ向けた建設

工事などにより地方から都市部への労働者の流出

が考えられるとともに、求人と求職希望職種のミ

スマッチによるものと考えられます。

次に、小項目の２、特に人材が不足する業種に

ついて申し上げます。本ハローワーク管内におき

ましては、特に人手不足が深刻な業種といたしま

しては、７月末現在の月間有効求人倍率で申し上

げますと建築、土木測量技術者が１ １７倍、大

工、左官 ０倍、建設、土木作業員が ３倍と建

設関係が多く、作業員の高齢化や現場代理人の不

足により多くの現場を請け負うことができないな

どの声がありまして、市内事業者では対応できな

い専門工事について下請契約にて対応するなどの

影響があらわれてございます。また、医師、薬剤

師が ０倍、看護師、保健師が ７５倍と医療分

野においても依然として人手不足が続いておりま

して、不足する医師につきましては市外からの勤

務医で対応するなど、利用者に御不便をかけない

よう対応を図っているところでございます。

次に、小項目の３、名寄市としての対策と今後

について申し上げます。これまで人手不足とされ

ております介護職につきましては研修費用、就職

支度金の助成、保育士につきましては奨学金、就

職準備金、住宅賃料の助成、看護師につきまして

は学資金貸与制度などを設け、この間効果があら

われているものと認識をしているところでござい

ます。また、若年層に対しましては、インターン

シップ制度による行政を含めた市内事業所での受

け入れ、高校生への資格取得に係る助成制度の創

設を初め、市内青年団体による市内事業所の職業

体験など、本市の職業を知る機会と興味を持って

いただく取り組みなども行われてございます。今
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後人手不足の解消に向けましては、地元を離れた

方へ本市の就労に係る情報提供を行うなど、商工

団体等と連携をし、Ｕターン等に向けた取り組み

なども検討してまいりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。

まず、水害対策についても詳しく御答弁をいた

だきました。河川が氾濫をする、今までそういう

映像をテレビ等々でたくさん見てきたわけなので

すけれども、まずこの土手が、土手というよりも

堤防が決壊する要因です。例えば天塩川なり名寄

川が決壊をする要因というのは、どういうことが

考えられるのか。一般的には何種類かあるような

のですけれども、水が上に、上を越すだとか、侵

食をするだとか、いろんな要因があろうかなとい

うふうに思いますけれども、まずその点について

どのような見解があるのかお伺いしたいのと天塩

川と豊栄川が並行して流れているわけでありまし

て、天塩川の水が上昇するとこっちから逆流をす

るということが考えられるのかなというふうに思

うのですけれども、そういったところに対する考

えについてまずお伺いをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から特に

国の河川、天塩川、名寄川の合流付近を含めて、

これ一般論的な言い方しかちょっとできなくて、

あくまでも仮定の話にならざるを得ないというふ

うに思っているのですが、当然豪雨の集中した量

によりますし、同じつながる河川であってもやは

り時間差、タイムラグなどもございまして、先に

例えば天塩川の本線の水位がかなり高く上がりま

すと、今お話ございました豊栄川だとか名寄川の

吸い込みが一気に水位が上がるというケースも、

要するに高さに合わせて水が高くなるといった、

そういった現象も生じるかというふうに思ってい

ます。国としては、できる限りといいますか、万

全を期すために今日までの堤防の整備をしていた

だいてきているものだというふうに理解をしてお

りますけれども、あくまでも一般論になりますけ

れども、土木の技術的なものでの限界というのは

やっぱり正直あるのかもしれません。予想だにし

ない今日の気象状況の中で、国や道や私どももそ

うですけれども、どれだけ努力できるか、しかし

ながらそれを上回る事態というのも考えながら、

そのための全体的な市の防災であり、避難であり、

さまざまな対応が考えられているのだというふう

に思ってございます。河川の大変細かい技術的な

ノウハウ等々については、国と私どもで全くレベ

ルが違いまして、詳細等々申し上げることはでき

ませんけれども、その辺御理解いただければと思

ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今答弁いただいたよ

うな状況だろうなというふうには理解をさせてい

ただきます。しかし、万が一に遭ったときに被災

するのはやはり市民でありまして、そのリスクを

どこまで下げていくかということが課題になって

くると思います。これを完全に防ぐような土木工

事ということは、全国どの地域においても不可能

ではないのかなというふうに思っております。し

かしながら、私たちが訴えていかなくてはいけな

いのは、被害を最小限度に食いとめるということ

かなというふうに思っております。要は、例えば

ここの場所が決壊をした場合にどれぐらいの市民

生活に影響を及ぼすのか、それはひょっとすると

被害額にもかわるかもしれません。では、それは

どこなのかということを考えたときに、やはり市

街地は市街地の近くで決壊をした場合に大きな被

害があるのだろうなというふうに思っております。

こういったところの状況は、名寄市では把握がつ

かないと思いますけれども、こういったところを
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できれば河川事務所ですとか、国ですとか、よく

協議をしていただいて、どういう可能性があるの

かということを情報収集をしていただきたいなと

いうふうに思っております。

そういった中で、例えば侵食が心配であるとい

う答えが出てきたのであれば、その部分を補強す

る要請を国にしていくべきだろうなというふうに

私は思います。そして、もう一つは、例えば天塩

川の水位が上がって豊栄川に逆流をしてくるとい

う可能性があるよという国からの答えが出たので

あれば、今北海道は徳田に貯水池をつくっていた

だいて、この効果は大変期待をするところではあ

りますけれども、冒頭申し上げましたように今ま

での経験値で推測してはいけない状況にきている

のかなと。これは、学術的に私全然わかりません

けれども、周辺を見ているとそうなのかなという

ふうに思ってしまうわけでありまして、その沿線

に住んでおられる皆さんもやはりそれなりの不安

を抱えて生活をしているのではないかなというふ

うに思っております。そういった段階において、

例えば豊栄川の土手の高さ、数年前にあと約１メ

ートルぐらいだったでしょうか、のところまで水

位が上がりました。本当にこの土手の高さでいい

のかどうなのかということも含めて、一回ちゃん

とそこら辺は国のデータ、情報をいただきながら、

名寄市として要望する必要があるのかないのかも

含めて検討していただきたいというふうに思うの

ですけれども、そこら辺のところについて御答弁

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 大変御心配をい

ただいて、御提言をいただいているというふうに

受けとめているところでございます。予期せぬ形

での河川の氾濫というのは、常に備えは万全にあ

ると思ってもなかなか難しさというのはあるかと

思います。議員御心配の点なども含めて、当然国、

道へのさまざまな形での河川改修なども含めて、

また防災の観点からもそういった機会等々には必

ずというか、ぜひこういった御意見、地域の不安

も含めて理解いただいて、適切な情報提供なり、

そして具体的な手をかけていただけるなり、しっ

かり求めるところは求めるような形で努力をして

いきたいなというふうに思っておりますので、御

理解いただければと思っております。よろしくお

願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 私たちは、市に携わ

る者は市民の意見はよく聞いているなと、ちょっ

と言い過ぎかな。聞く努力はしているなと思って

おります。必ずや北海道や国も地元自治体の意見

は聞く姿勢を見せてくれるのではないかなという

ふうに思っておりますので、ぜひそこら辺のとこ

ろは積極的に情報収集をしていただいて、市民生

活が安心して送っていけるような対策を講じてい

ただきたいと思います。

それと、今回はたまたま水害ではなくて停電が

あったのですけれども、そのときいろんな情報を

収集する最もいい情報収集源となったのがエフエ

ムなよろの放送なりが多かったのかなというふう

に思っております。多分住民一人一人のところに

名寄市の情報が行くというのは、テレビの情報よ

りやはりＦＭラジオの情報がリアルタイムな情報

が行くのではないのかなというふうに思っており

ます。市民の皆さんももうそういう認識になって

いるのではないのかなというふうに思っておりま

す。そこで、例えば河川が氾濫をしたときに今の

ＦＭラジオの基地局というか、放送局もハザード

マップで見てみると決して安全な場所ではないの

かなというふうに思うのですけれども、仮にあそ

こが水没をして放送ができなくなってしまったと

いう事態に陥ったときに、バックアップ体制とい

うのはやっぱり必要なのかなというふうに思うの

ですけれども、そこら辺の考え方についてお伺い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。
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〇総務部長（中村勝己君） ＦＭの関係につきま

しては、具体的に今回一部要望なども少しいただ

いておりまして、ただ、今議員が言われた件につ

いては要望の中に入っているかどうかちょっと確

認はしてございませんけれども、改めて今議員か

らお話があったように、ラジオというのは一つの

有効な情報伝達手段というふうに考えてございま

すので、少し内容をもう一度エフエムさんとも確

認をしながら今後考えていきたいというふうに思

っているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） よろしくお願いした

いと思います。やはり災害があったときに市民は

リアルタイムの情報を求めていると思いますので、

ぜひそういった状況を確保していただければあり

がたいと思います。

水害が発生してしまったときに一番最初に現地

に向かって対応するのは、土木、建設業の皆さん

かなというふうに思っております。そういった中

でそういった土木、建設業の皆さんにここに行っ

てほしい、あそこに行ってほしいというふうな連

絡が入ると思うのですけれども、これが一元管理

をされていないのかなというふうに思います。そ

れは、例えば市からの要望があったり、河川事務

所からの要望があったり、そういったことがある

のかなというふうに思っております。例えば災害

本部が立ち上がったときに建設業協会のどなたか

を災害本部の中に入れて、一元情報管理をした中

で指示を出してもらうと。そういった形というの

は望ましいのではないのかなというふうに思うの

ですけれども、そこら辺の考えについてお伺いし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員がお話しのと

おり、大雨等については災害本部を立ち上げる、

そういった状況もございます。その中には、言わ

れたように建協の方ですとかはちょっと入ってい

ただいてございません。建設水道部のほうで河川

の関係等々現場を直接担当が見に行って、その後

の対応については建設水道部から一度本部のほう

に情報をいただきながら、最終的にはどういう処

置をするのかということでそれぞれ判断をいただ

いているというのが現状でございまして、今建設

業協会さんを本部に入れるということについては

まだそういった検討までは今まではちょっと考え

ていなかったところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） その状況にもよると

思うのです。これから本当に建設業の皆さんの助

けが必要になりそうだなと、そういったときには

やはりそういった協会なのでしょうから、それぞ

れの業者を熟知しているどなたかが入って、幾つ

かの場所が多分氾濫をするぞということがあり得

ると思うのです。そういった場合にそこをコント

ロールするのはそういう方に任せたほうがちょっ

と効率的かなというふうにも思うので、ぜひそこ

ら辺のところは今後の検討課題としていただいて、

災害時の適切な対応を心がけていただければあり

がたいなというふうに思っております。

それと、建設業の皆さんはこういった災害時に

は自分の仕事を中断してでも災害復旧に当たって

くれると思います。そういった中で最近は、地方

の業者の皆さんが名寄市の仕事をとっていく場合

がありまして、こういった方は災害時に助けに来

てくださいとお願いしても来てくれないのかなと

いうふうには思うのです。こういった中で協働の

まちづくりというのは、お互いさまということも

あろうかなというふうに思います。そういった中

で今後こういった関係づくり、どのようにお考え

なのかお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４５分

再開 午前１１時４７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

中村総務部長。
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〇総務部長（中村勝己君） 今議員お話しのとお

り、大きな災害になればなるほど現場対応は非常

に大変になってくるわけでございまして、名寄市

内のそれぞれの災害の現場につきましては当然建

協を通じて、先ほどちょっと言い忘れましたけれ

ども、建協とは災害の協定を結んでおりまして、

何かあったときには建協の事務局のほうにもすぐ

連絡を入れるということになっていることをつけ

加えておきたいと思いますし、あわせて名寄地域

における現場体制につきましては、もちろん建協

にもお願いするということになってございますけ

れども、これまでの災害対応について言いますと、

必ずしも、これはちょっと申しわけないというか、

あれですけれども、いろいろな道河川もございま

す。例えば風連の風連別川ですとか、そういった

ところですとか、名寄市内の業者だけではなくて

やはり地域から、ほかのまちからも来て災害対応

とかしていただいているという状況も、これは名

寄市だけではなくて全道それぞれ被災をする箇所

が多いほどそういう対応が出てくるのだろうなと

いうふうに思っているところでございまして、災

害の対応としては名寄市内の業者だけということ

では、必ずしも対応できる、できないというのは

当然出てくるのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。災害の現場の対応について、そ

れと先ほどちょっと答弁漏れましたけれども、建

協との協定の関係についてだけ報告を申し上げま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ちょっと答えづらい

ことを聞いてしまいましたけれども、やはりとは

いえ市内の業者の皆さんはほとんど全部出て対応

してくれるのかなと。ごくまれによそから来てく

れるところも、そちらの方面で災害がなければ来

てくれるところもあろうかというふうに思います

けれども、本来メーンはそちらだろうなというふ

うに思いますので、今後よろしくお願いしたいと

思います。

ＪＲ宗谷本線についてお伺いをしたいと思いま

す。先ほど答弁をいただいた中で総じて感じたこ

とは、なかなか進むのが難しそうだなという答弁

をいただいての印象を受けたところであります。

それは、国は一定程度４００億円と答弁をいただ

いたような枠組みの中でお金を使っていいよとい

う方針を出された。しかしながら、ＪＲ北海道と

北海道がどうも動きが余りよろしくないなという

ふうな印象を答弁の中から受けさせていただきま

したけれども、本当にこのままのペースで進んで

いって、では２年間で一定程度の方向性を示せと

いうことだろうというふうに思いますけれども、

今後のスケジュール的なものってどのようにお考

えなのか。室長の立場ではわからないかもしれま

せんけれども、ＪＲ北海道や北海道は今後どのよ

うな姿勢で臨んでいこうと見受けられるのか、ち

ょっとお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今後の動きとい

うか、について、私の中での認識で、お話になり

ますけれども、毎年国におきましては１２月まで

に地方財政措置に関する方向性がまとまるという

スケジュール感の中で国の予算というのは動いて

いるというふうに認識しております。それまでの

間、要はこれからそう遠くない時期に答弁の中で

も申し上げました地方が負担した場合の地方財政

措置の考え方について、北海道が今国に調整をし

ているところでございますけれども、一定程度の

方向性が示されるだろうというスケジュール感は

認識をしております。現状それが方向性が見えた

後、では今課題となっているのは線路が延びてい

る沿線だけの問題なのか、それとも北海道全体と

しての問題なのか、その地方という部分がどこま

でが地方なのかという部分の整理もいまだついて

いない状況でございますので、その部分も含めて

今北海道のほうも一生懸命考え方をまとめている

ところだろうというふうな認識でおります。改め
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て財政的なスキームの部分については、少なくて

も年内に一定程度の方向性が示される。スキーム

については、示されるだろうというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 順調に推移していた

だくことを切に願いたいというふうに思います。

９月４日に行われました地域合同説明会の中で、

加藤市長は利用促進には新たな車両購入など抜本

的な投資が必要と発言されたというふうに報道で

読みました。今までの流れの中で経費の削減だけ

では、ＪＲ北海道はもうどうしようもないという

ことは国からの方針でも示されていて、そして北

海道の計画でもそのような項目が入っている中で、

これは本当に前向きな発言だったのではないのか

なというふうに感じたところでございます。この

ことに関して、そのときの反応といいましょうか、

道なり国なりＪＲなりの反応がどうなったのか、

あるいは今後こういうふうな提案、提言が進んで

いくのかどうなのか、私は進んでいくべきだろう

なと思うのですけれども、そこら辺の認識につい

てお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 旭川の会合のときに、ま

ず旭川から稚内までまだ高速道路あるいは規格の

高い道路がところどころミッシングリンクになっ

ておりまして、これを含めて鉄路による高速大量

輸送の代替はバス等でできないという認識の中で、

我々は宗谷線が絶対必要だという話をさせていた

だいています。その中で昨年の３月のダイヤ改正

で札幌から稚内までの直通の特急列車が３本から

１本に減ってしまったと。この原因が車両が調達

できないと、こういうことでございまして、この

ことによって利便性が大幅に低下をして、そのこ

とが乗客離れに拍車をかけている現状が間違いな

くあるというお話をさせていただいたのと昨年と

いうか、ことしの冬、昨冬、昨シーズン、冬だけ

で４０回以上多分運休しているのです、宗谷本線

が。こうした状況だと、これは信頼できる公共イ

ンフラと言えるのかと。ここを維持するにしても

このまま維持するのでは、私たちはこれはじり貧

になってしまうので、それはそういった災害等に

強いインフラにしていただくために車両の購入や

鉄路の抜本的な投資が必要なのではないでしょう

かというお話をさせていただきました。具体的に

それはわかりましたので、やりますという返事は

当然いただけなかったわけで、どちらかというと

言いっ放しの話になってしまいました。今回２年

間というスパンも出てきましたけれども、車両を

購入するだけで、一説によると発注してからでき

るまで３年かかるというふうにも言われておりま

して、２年間で目に見えるような効果を発現して

いくというのは非常に難しいのかなと。２年で法

律が切れるというタイムリミットもあるというこ

とは重々承知はしているのですけれども、そうし

たことも含めて我々としては沿線としてできるこ

とはしていくという覚悟があるし、そのことはや

っぱり抜本的な投資も必要だと。それには、やは

り国ないしは道の抜本的な支援が必要だというこ

とをこの間も訴えさせていただいているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 加藤市長においては、

宗谷本線の活性化推進協議会の会長として日夜努

力をしていただいていると思います。これからも

ちょっと長い道のりになるかもしれませんけれど

も、ぜひこの地域のリーダーシップをとってよい

方向に導いていただくことをお願いしたいという

ふうに思います。

最後、雇用についてのお伺いをしたいというふ

うに思います。それぞれ御答弁をいただきました

が、やはり雇用の状況が厳しさを増しているとい

うのは全くそのとおりだろうなというふうに思っ

ております。数字でも示していただきましたけれ

ども、ことしの７月では ４７倍でしたか、どん

どん人手不足が加速しているなと。これは、ひょ
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っとすると全国、全道よりももっと厳しい状況に

なっているのかな、どうなのかなというふうにも

心配をせざるを得なくなってきております。そう

いった中で対応策をとったものに対しては、それ

ぞれ効果が出てきているなと。まだまだ不十分で

はありつつも、例えば介護職に対しても手を打て

ばそれなりに市民の皆さんは応えてくれるだとか、

やはりこれは何らかの手は打っていくべきだなと

いうふうに思っております。こういった状況を人

手不足に悩む企業の皆さん、あるいはそういった

事業所の皆さんだけで何とか頑張ってくださいと

いうのは少しもう難しい時期に入っているのかな

というふうに思いますけれども、まずＵターン、

Ｉターン等にももう実際さまざまな取り組みをし

ていただいてあると思いますけれども、そこら辺

の今後の考え方について簡単にちょっと御説明を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の考え方を簡単

にということであります。最初に、全国、全道と

の有効求人倍率の関係でいきますと、全道と比べ

ると名寄市は少し高いと。７月に限って言うと全

国より高いのですけれども、その前後も含めて見

ますと全国よりは若干低いような、そんな感じで

有効求人倍率は推移しているということで御理解

いただければと思います。

今東議員のほうから言われたように、喫緊の課

題についてはこの間も個別の対策を出していただ

いたということであります。先ほども述べさせて

いただきましたけれども、それぞれその制度を活

用して地元というか、名寄市に就職をいただき、

定着いただけているということでありますので、

効果もあらわれているのだというふうに思ってい

ます。今課題となっているのは、それ以外の職場

について、先ほどの中でいくと建設業関係につい

てという話もさせてもらいましたし、それ以外、

運輸関係だとか含めてさまざまな職場で人材の確

保が喫緊の課題となっておりますので、それらに

向けた対応について検討させていただきたいとい

うことでありますが、ただこれは昨日の答弁の中

でも申しましたけれども、名寄市だけということ

ではなくて、公的な立場でいくとハローワークさ

んなんかもありますし、民間の皆さん、あるいは

経済団体もありますので、その中で十分検討させ

ていただきまして、有効な手段を今後検討させて

いただければという、そんな考えでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 関係機関、商工会議

所や当然ハローワーク等々の皆さんともよく相談

をしていただいて、前向きに対応をお願いしたい

なというふうに思います。

冒頭部長からも建設業について雇用の状況が厳

しいのだというふうな答弁もいただきました。や

や６倍に近いような倍率というのは、今後改善さ

れる余地は少ないのではないのかなと、これが平

準化をしていくということは今の状況の中では難

しいのかなというふうに私は思っております。そ

ういった中でこれから国が法整備を考えている外

国人の単純労働者の受け入れということで、当面

は５年、資格をした場合には１０年というふうな

形で国は検討しているようであります。こういっ

た中で市内の地元デパートでは、ベトナムの方を

雇用しているというふうなお話を伺いました。こ

ういった事例がある中で、やはりそこまで考えて

いかなければこの状況は改善していかないのかな

というふうな考えにも私ちょっと至ってしまった

のです。そういった中で外国人労働者、この国の

方針に乗ってやっていくというふうな考え方につ

いて、考え方をお伺いしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の人材確保にお

ける国の新制度というか、外国人の拡大のところ

についての活用と。実は、北海道においても人材

確保対策推進本部というのを立ち上げておりまし

て、この８月に人材確保に向けた連携事業、プロ



－110－

平成３０年９月２０日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

グラム２０というのを示しています。この中の、

大きくテーマを３つに分けていて、１つは若者の

道内の定着だと。もう一点については道外からの

人材誘致、もう一点については外国人材の活躍の

促進ということで、３つの視点を示しております。

示されているプログラムを見ますと、地元の定着

ですとか、道外からの誘致のところについては先

ほど言ったいろんな、名寄市だけということでは

なくて公のところ、あるいは民間も含めて取り組

みの中で合致するものがあります。それが一定の

効果になっているのだと思いますけれども、残念

ながら外国人材の活躍については民間レベルでは

進んでいますけれども、我々もここについてはま

だ内容等についても十分検討されていないものだ

というふうに思っています。ただ、制度としてま

だ明確になっていないところが新たな在留資格の

創設のところで、特定技術の水準と日本語の水準

というのが、ここがまだ明確になっていないので

す。ここが今後国の中でどのように水準が設けら

れているのかというのが１つ制度に対する関心事

ということでありますし、先ほど申し上げた北海

道の外国人のところでいくと、地元の対応として

まず企業とのマッチングというところがあったり、

あるいは仕事や暮らしの環境整備をどうしていく

のかなど、地元としても整備をしなければいけな

い、対応しなければいけない部分もありますので、

これらの課題をどう対応していくのかというのが

今後の検討の中で必要だと思っています。

今私どものほうで考えていますのは、経済部の

ほうで労働実態調査というのを２年に１回させて

いただいています。ことしがその調査年に当たり

ますので、この中で各事業所さんの外国人材の活

用についての意向を確認させていただきたいと思

っています。もう一点は、制度的な課題もあると

いうお話をさせていただきましたが、私たちも実

を言うとまだ不勉強な部分はたくさんありますの

で、職員研修の枠になりますけれども、各部局参

加をいただいて、この制度について学ぶ機会を設

けたいと思っていますし、そこはぜひ行政だけで

はなくて民間の方にも出席をいただいて、制度に

ついて学ぶ機会の提供になればと思っております

ので、まずはそういったところから始めさせてい

ただければと思います。よろしくお願いしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０５分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄地区中心市街地活性化の展望について外３

件を、佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

最初に、名寄地区中心市街地活性化の展望につ

いてであります。名寄地区の中心市街地活性化に

ついては、人口の過疎化が進行以降続く大きな課

題でありますが、特に徳田地区に大型店進出議論

以降喫緊の課題として市や商工関係団体が訴え、

さまざまな施策を展開してきました。

そこで、改めて徳田地区に大型店進出問題以降

における名寄地区中心市街地活性化の取り組み経

過及び施策の成果についてお伺いします。

加えて徳田地区には間もなく大型ホームセンタ

ーの開店が予定されておりますが、同進出に伴う

影響をどう推定されているのか、さらには依然と

してシャッター街化、さらにはその空洞化が懸念

される五丁目商店街を初めとする中心市街地像に

ついてお伺いするとともに、商店街を中心とする

中心市街地活性化の今後の考え方をお示しをいた

だきたいと思います。

次に、市街地区の緑、緑化に対する姿勢をお伺

いします。今回来年姉妹都市提携５０周年を迎え
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るカナダオンタリオ州カワーサレイクス市リンゼ

イ地区を訪問させていただきましたが、町中にお

ける緑、緑化のすばらしさは目をみはるものがあ

りました。一方、名寄市にあってはここ数年町中

に潤いを与えていた木々が伐採され、市民からも

懸念の声が聞かれます。

そこで、ここ１０年間における市街地の伐採状

況をお伺いします。

さらに、名寄市における緑のあり方に対する基

本姿勢、現在策定作業が行われている立地適正化

計画を初め諸計画策定時における緑、緑化への認

識について、今後の考え方を含めお伺いします。

次に、近年の猛暑対策のあり方についてお伺い

します。昨日及び午前中の答弁で一定程度理解は

深まりましたが、さらに現状認識をするため、答

弁にあった施設を除く名寄市立総合病院など市民

が利用する施設への取り組みと今後の考え方をお

伺いします。

最後に、２９年度においても当初の厳しい財政

見通しを示し、厳選した予算編成を求めた結果、

行政報告にあったように形式収支で４億 ２６８

万 ０００円、実質収支は４億 ８１９万 ００

０円の黒字となり、減債基金に２億 ０００万円、

３０年度に２億 ８１９万 ０００円を繰り越し

ました。この結果、当初基金から５億 ３６２万

円を取り崩しましたが、減債基金や公共施設整備

基金などに合計７億 ０６６万 ０００円を積み

戻すなど健全財政を維持するとともに、一般会計

における基金残高は９４億 １６５万 ０００円

と前年度比２億 ７０４万 ０００円増となって

おりますが、改めて多様化する市民ニーズの中に

あって財政調整基金、減債基金、公共施設整備基

金の現状をどう分析されているのか、また財政規

律の中では財政調整基金及び減債基金について国

の財政健全化判断比率の一つである実質赤字比率

における早期健全化基準への対応を想定し、２基

金の合計額を合併以降の標準財政規模の平均１２

０億円の１５％分となる１８億円以上の残高確保

に努めるとしていますが、具体的に各基金の目標

額を設定されるのかをお伺いします。

加えて合併特例基金の活用策についてもお伺い

します。

私は、年金完全支給となる６５歳以上になって

名寄市を転出される市民が年間約１５０人いる状

況下にあることから、将来の不安に対する蓄えも

重要ではありますが、６５歳以上となっても安心

して暮らせる名寄づくりのための予算配分は惜し

むべきではないと考えますが、改めて見解をお伺

いし、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐藤議員から大項目で４

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１を私から、大項目２は建設水道部長から、大項

目３、４を総務部長から答弁させていただきます。

初めに、大項目１、名寄地区中心市街地活性化

の展望について、小項目１、徳田地区大型店進出

以降における名寄地区中心市街地活性化の取り組

みについて申し上げます。本市では、ＪＲ駅を起

点として商業等の活性化を図り、事業活動を促進

をするため、名寄市都市計画用途地域として商業

地域を定めて中心市街地として位置づけておりま

す。平成１１年には、徳田地区へ商業及び娯楽施

設が開設をされ、その後の大型店の進出も重なり、

名寄地区中心街の店舗数は減少してきております。

これまでの中心市街地活性化の取り組みについ

ては、平成１２年に中心市街地活性化基本計画を

市が策定するとともに、商工会議所等民間では中

小小売商業高度化事業構想、いわゆるＴＭＯ構想、

これを策定するなど、行政と経済界が連携を図り

ながら中心市街地の活性化に取り組んでまいりま

した。その後名寄市都市再生整備計画に基づきま

して、コンパクトなまちづくりを進めるに当たり

社会資本整備総合交付金を活用し、駅前交流プラ

ザよろーななどＪＲ名寄駅から浅江島地区までの

施設整備を行ってきたところでございます。

あわせて中心市街地において商業等の活性化を
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図るため、関係機関及び中小企業振興審議会の助

言等に基づき、市独自の支援策を講じて商業地区

の振興を図ってまいりました。具体的には、名寄

市中小企業振興条例に基づく支援制度として、商

業地域内での店舗改修や設備投資などに対しての

中心市街地近代化事業、店舗支援事業、空き地、

空き店舗への助成事業を講じており、近年はこれ

らの制度を活用した飲食店の店舗開設が続きまし

て、市内外からのお客様でにぎわいを見せている

ほか、中心市街地のにぎわいづくりへの支援制度

である街なかにぎわい事業などを活用した商店街

あそびの広場、大道芸フェスティバルなど商店街

振興組合やグループなどがイベント事業を企画、

実施をし、商店街の新たな発見、足を運ぶきっか

けづくりなどに努めていただいております。

また、商工会議所では市内事業者のお勧め商品

などを紹介する冊子、ウエブ情報を発信しており、

町中への誘導も図っております。さらには、商店

街振興組合では名寄市立大学に御協力をいただき、

商店街の空き地に仮設の壁を設置し、名寄市にゆ

かりのある絵本作家の作品を題材に絵を描くなど

商店街を歩く人が楽しめるような取り組みも行わ

れているところです。

小項目２の徳田地区への大型ホームセンターの

進出に伴う影響について申し上げます。平成１１

年に徳田地区へ商業及び娯楽施設が開設をされ、

その後も大型店の進出により商業地区が商店街と

徳田地区に二極化をいたしました。この背景には、

大型店の規模や営業時間を規制していた大規模小

売店舗法が平成１２年に廃止をされ、全国的にも

同様の現象が進んできたところであります。今後

開業が予定をされております大型ホームセンター

の進出に当たっては、中心市街地を含めた小売店

舗において一定程度の影響もあると想定をしてお

ります。

小項目の３、今後の考え方でございます。本市

においては、老朽化した施設等がふえる中、中長

期的な視点から、更新、統廃合、長寿命化などを

計画的に実施をするため、平成２７年度に名寄市

公共施設等総合管理計画を策定をいたしました。

また、現在は名寄市都市計画マスタープランの見

直し及び名寄市立地適正化計画の策定に向けて検

討を行っており、都市全体の観点から居住機能や

福祉、医療、商業等の立地、公共交通の充実に関

する包括的なグランドデザインを描く中で中心市

街地の中長期的なあり方についても検討をしてま

いります。さらに、平成２８年には中小企業振興

条例を一部改正をし、支援メニューを新たに創業

支援に加えて新規開業事業に対して資金的な後押

しを行うとともに、これまで事業所等の相談、サ

ポート体制の充実が求められていたことに鑑み、

市、金融機関、商工団体の関係機関が連携をし、

オール名寄でサポートをする体制を構築するため

に、産官金なよろ経済サポートネットワークを設

置をいたしました。この新たなネットワークの構

築により、それぞれの機関が有する情報を共有す

ることで事業者のニーズを的確に把握をし、今後

の商工施策に反映、さらには相談体制を強化をす

る中で第２創業あるいは事業継承など後継者の課

題解決につなげてまいります。今後は、各計画に

おいて中心市街地の役割やあり方を検討するとと

もに、時代のニーズに合った支援制度の改定など

を行い、行政、商工団体、民間、それぞれが責務

と役割を果たしながら、中心市街地の活性化に向

けた取り組みを進めてまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の２、市内の緑に対する姿勢、小項目１、この

１０年間における市街区の伐採状況について答弁

をさせていただきます。

本市が管理する樹木は、緑による潤いのある生

活環境の向上を目的とし、街路整備とともに植樹

している街路樹を初め公園や各施設の整備時に植

樹したものや、また寄贈されたもの等市内でも多

数ございます。御質問いただきました伐採状況に

つきましては、強風や雪の重みによる倒木を初め、
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枯れた樹木、幹が折れている等倒木の危険性があ

る樹木のみの伐採をしており、街路樹と公園と合

わせて年間１０本から多い年で３０本程度伐採し

ており、統計はとってはおりませんが、１０年間

では３００本程度の伐採をしているものと考えて

おります。また、名寄南小学校や名寄大学図書館

といった施設の整備に伴い支障となる樹木におい

ても、樹齢や用途等の現状を踏まえた上で協議を

行い、伐採もしくは移設等により対応をしてきた

ところでございます。

また、落ち葉の清掃を地先の方に実施をしてい

ただいている状況を踏まえ、伐採した全ての樹木

を補植とはなってはおりませんが、この間約２０

本の補植についても行っており、平成２１年度に

は道路事業の整備とあわせ名寄東小学校に隣接す

る東４条通でモンタナハイマツを６２本整備し、

名寄南小学校改築事業においては記念樹であった

桜の木の移植や隣地住宅地との境にヒバの植生を

し、大学図書館の整備においては既存樹木の撤去

に伴いライラックやヤマモミジ等を植樹し、近隣

の景観に配慮して緑化を推進してきております。

今後も地先の方々や町内会の方々の御理解もいた

だきながら、緑豊かな町並みを実現するため適切

な維持管理をしてまいりますので、御理解いただ

きますようお願いいたします。

続きまして、小項目２、名寄市における緑のあ

り方に対する基本姿勢についてであります。本市

においては、名寄市総合計画第２次において美し

い市街地の形成を実現するための方策として、都

市の環境を魅力あるものにするため、緑の保全と

環境負荷を軽減する自然環境の保全等、心地よく

快適な住みやすさをつくることや緑と花で潤いの

ある都市環境を守るために緑地帯や街路樹、フラ

ワーロードなどの維持管理を継続してまちづくり

を進めています。また、まちづくりの方向性を示

す名寄市都市計画マスタープランの基本理念でも、

緑豊かな景観を持つ優しく安心で住みよい市街地

形成を図ることとしております。これらの考え方

を基本姿勢としながら、施策、事業を計画、実施

してまいりましたので、御理解いただきますよう

お願いいたします。

続いて、小項目の３、立地適正化を初め諸計画

策定時における緑への認識についてでございます

が、御承知のように現在策定から１０年経過いた

しました名寄市都市計画マスタープランの見直し

を行っており、あわせてコンパクトシティー化を

具現化する名寄市立地適正化計画を策定中でござ

います。今後も進展する地球温暖化や少子高齢化

に伴う人口減少に対して持続可能なまちづくりを

進める必要があり、緑は低炭素、資源循環型のま

ちづくりに役立つだけではなく、生活にゆとりや

安らぎを与え、住環境の質の向上や地域コミュニ

ティー機能の維持など豊かな生活を実現する効果

があるものと認識をしており、諸計画策定時には

市街地の植樹帯や街路樹、都市公園などの緑地が

生活環境の向上につながる効果を発揮できるよう

その実現に向けて努めてまいります。

小項目の４の今後の考え方についてでございま

すが、本市が目指すコンパクトシティー化を実現

するためには､土地利用や自然、居住環境と整合性

がとれた都市施設の配置が良好な都市環境を確保

する上で大変重要となります。その中でも緑は、

環境保全、レクリエーション機能、防災、景観構

成の役割を担っており、今後においても市街地の

潤いと安らぎをもたらす緑を維持していくため、

街路樹等の緑化や緑地の保全、都市公園における

憩いの場の提供など緑豊かな魅力ある町並み形成

の推進に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３

及び大項目４についてお答え申し上げます。

初めに、大項目３、名寄市における猛暑対策の

あり方についてお答えいたします。なお、小項目

１、小中学校内での取り組み及び小項目３、福祉

施設での取り組みについては昨日及び午前中の答



－114－

平成３０年９月２０日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

弁において申し上げましたので、私からは小項目

２、名寄市立総合病院内の取り組み及び小項目４、

５について一括で申し上げます。小項目２の市立

総合病院内における猛暑対策の状況についてでご

ざいます。本館の各入院病棟は、平成２４年にエ

アコンを整備し、精神科病棟は平成２６年に改築

したことにより全館対策を終えております。外来

棟につきましては、診療室内の改修工事の際にエ

アコンを整備しておりますが、待合室には設置で

きておりませんでしたので、今年度に暑さ対策と

して内科外来に壁つき扇風機を増設いたしました。

また、エントランスホールにおきましても扇風機

等を設置し、少しでも暑さを軽減できるようにし

たところであります。待ち時間が長くなり、御迷

惑をおかけをしている時間帯もございますが、今

後もできる限りの対応を行っていきたいと考えて

おりますので、御理解をいただきますようお願い

いたします。

次に、主な公共施設における状況としましては、

名寄、風連の両庁舎にはエアコンは設置してござ

いませんが、駅前交流プラザよろーなや市民文化

センター西館においては建設時から設置しており

ますし、名寄市立大学では毎年度計画的に各教室

への整備を進めております。また、近年では名風

聖苑や道の駅などについても新たに設置や修繕に

より整備を図ってきているところでございます。

今後の対応についての考えでございますが、近

年は気象条件の変化から、猛暑による日々が続く

ことも想定され、高齢者や児童生徒、保育児童が

多く集う施設についてはエアコンの整備を推進し

ていく必要があるものと認識はしているものの、

整備に当たってはイニシャルコストのみならず、

ランニングコストも十分に検討し、しっかりと財

源の確保に努めた上で対応していかなければなら

ないものと考えております。いずれにいたしまし

ても、利用者の健康を損なわないように対応して

まいりたいと考えておりますので、御理解いただ

きますようお願いいたします。

次に、大項目４、各種基金のあり方と市民ニー

ズについてお答えいたします。初めに、小項目１、

財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金にお

ける現状と目標額について申し上げます。平成２

９年度の一般会計決算については、実質収支で４

億 ８１９万 ０００円となりました。また、一

般会計の基金残高は平成２８年度決算剰余金１億

０００万円を含む積立金が７億 ０６６万 ０

００円、取り崩し額が５億 ３６２万円で、前年

度より２億 ７０４万 ０００円増額の９４億

１６５万 ０００円となりました。しかしながら、

決算の内容としまして、歳入には平成２１年度か

ら繰り入れしてこなかった財政調整基金を２億

２９８万 ０００円繰り入れしたほか、備荒資金

超過納付金を２億 ０００万円返還しており、こ

うしたことから実質単年度収支は赤字となりまし

た。さらに、基金への積み立て額についても昨年

度より約５億 ０００万円減少しており、少しず

つ基金に依存しながらの財政運営に変わってきて

ございます。減債基金と公共施設整備基金につい

ては、一定程度積み立てすることができましたが、

減債基金においては今後の公債費償還を見据えた

財源として、また公共施設整備基金については公

共施設の老朽化への対応としてそれぞれ必要に応

じ、またその時々の財政状況等を考慮し、適切な

タイミングで活用させていただくものと考えてお

ります。

お尋ねの各基金の目標額でありますが、財政調

整基金と減債基金については、平成２８年１１月

にお示しした名寄市における財政課題で、財政規

律として設定させていただいた財政調整基金と減

債基金の合計として１８億円以上の残高確保に努

めるとともに、公共施設整備基金については目標

額の設定はしていないものの、公共施設の整備、

改修などの対応に向けた貴重な財源として、少し

でも多くの残高確保に努めていきたいと考えてご

ざいます。しかし、今後の本市の財政運営は地方

交付税の減少などから基金の活用も十分に検討し
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ながらの財政運営になることが想定され、現状の

残高確保においても難しいものと考えているとこ

ろでございます。

次に、小項目２、合併特例基金における活用策

についてお答えいたします。合併特例基金につい

ては、平成１８、１９年度に借り入れを実施した

合併特例債を財源に１２億 １６０万円を基金に

積み立てしております。合併特例債による造成し

た基金を取り崩すに当たっては、その条件として

取り崩しを実施する前年度末までに基金造成の財

源として借り入れた合併特例債の償還が終わった

額の範囲内とされており、平成２９年度末までに

約５億 ０００万円償還していることから、この

範囲内においては合併特例基金の取り崩しが可能

となります。また、基金の使途は合併時に策定し

た新市建設計画に位置づけられた事業であること

が条件であり、名寄市基金条例においても合併に

伴う地域の振興に要する経費に充当するとされて

おります。さきに述べたとおり、既に一定額を取

り崩すことは可能となっておりますが、基金残高

が他の基金と比較し大きいこともあり、できるだ

け基金を温存し、今後の財政負担に備える必要が

あるものと判断しているところです。現状合併算

定がえの終了時以降が活用の大きなポイントとな

るものと考えておりますが、引き続き総合計画中

期計画での議論や立地適正化計画などにおける公

共施設のあり方に対する議論を通じ、その活用に

ついては財政運営を見据えながら適切に判断して

まいります。

次に、小項目３、高齢社会下における市民ニー

ズと財政にかかわってについてお答えいたします。

６５歳以上の高齢者数は、年々増加傾向にあると

ともに、年間１００から１２０人が残念ながら名

寄市を転出されている状況にあります。高齢者が

可能な限り住みなれたこの地で自立した生活を営

むことができるよう、医療、介護、介護予防、住

まい及び日常生活の支援が包括的に確保される地

域包括ケアシステムを深化させながら、安心して

健やかに暮らせるまちづくりを推進していく必要

があるものと考えております。つきましては、今

年度から新たに見直しとなりました第７期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画の基本目標

である市民みんなが安心して健やかに暮らせるま

ちづくりの実現に向け、各種施策や取り組みにつ

いて進めていかなければなりません。したがいま

して、今後とも引き続き市民ニーズを的確に把握

しながら、限られた財源のもと市民の幸せをつく

る明るく元気なまちづくりを目指し、予算の編成

に当たりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきますようお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、基本的な認識はさせていただ

きました。それぞれこれからいろいろなお話をさ

せていただく基礎は、やはり財政というか、お金

の話でありますので、ない袖は振れないというこ

とでは困りますので、先にちょっと４番目の基金

のほうの話から再質問させていただきたいと思い

ますけれども、改めて今さら申し上げるまでもな

く、基金は全て目的に基づいてやっているわけで

ありますが、財政調整基金というのは年度によっ

て市税などの収入は増減があるため収支が不足す

る場合があり、このような年度間の財政不足に備

えているのが財政調整基金と。一方、市債の償還

に必要な財源を確保するのが減債基金と。この認

識で間違いないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員のおっしゃる認

識で間違いないというふうに思います。思います

ではない。そうです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、鹿野監査

委員にお伺いしたいと思いますけれども、平成２

９年度名寄市一般会計及び特別会計歳入歳出決算

審査意見書というのが出されまして、一般会計の
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結びの中で基金の取り崩しは計画的に取り組まれ

るよう努力されたいとしていますが、この計画的

という意味合いについてお伺いしたいのと、また

健全な財政運営のため財政調整基金及び減債基金

を安定した状態に保ち、効率的、効果的な予算執

行に取り組まれるよう努められたいのうちの安定

した状態に保ちという意味合いを教えていただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野代表監査委員。

〇監査委員（鹿野裕二君） 初めに、この場をお

かりしまして、平成２９年度の名寄市一般会計及

び特別会計歳入歳出決算審査意見書において、風

連中央小学校の記載が誤っておりましたことをお

わびいたしたいというふうに思います。

御質問の件でございますけれども、財政調整基

金につきましては名寄市基金条例の規定では地方

財政法第４条の４の各号のいずれかに該当する場

合に限って処分することができるというふうにな

っておりまして、いわゆる制限があるというふう

に考えます。この基金条例の取り崩しは、財政状

況に対応されたものというふうに認識しておりま

すが、基金運用の考え方としてある程度の見通し

も必要であろうというふうに考えております。し

たがいまして、このような表現をさせていただい

たということでございます。

また、基金の安定化ということにつきましては、

本意見書の巻末に資料として添付をさせていただ

きました財政指標の推移ということで、参考とし

て資料を添付させていただいておりますけれども、

この中では決してゆとりのある財政状況とは申せ

ません。各種の基金の活用にも限界があろうと思

います。適切な基金の管理に努めていただきます

とともに、無駄を省いてコストと成果のバランス

がとれた効率的で効果的な財政運営に取り組んで

いただきたいという思いから、このような表記と

させていただきました。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたけれども、正直部長の答弁にもござ

いましたように名寄市の財政はこれから厳しさが

予想されるということの編成がここはやっぱり三

位一体改革以来ずっと続いているのです。今部長

の答弁の中にもありましたように、２９年度にお

いても基金からの取り崩しをしたり、備荒資金か

ら取り崩しをしていますけれども、結局総体では

全部基金の全残高では約１２０億 ０００万円ほ

ど、つまり前年度と比較してもわずか １１８万

円減っているだけ。財調から２億円、減債から２

億円といいながらも、結果的には全部の基金残高

から引いたのは ０００万円強ということになる

と思うのですが、それでもやっぱり財政は厳しい

という状況は、今でも認識はそういう認識でよろ

しいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今佐藤議員のほうか

らは、平成２８年、２９年度それぞれ基金の残高

の比較ということでお話があったと思いますけれ

ども、御承知のとおり平成３０年度におきまして

は基金から約７億円取り崩しをしておりますし、

残高としては一部積み立てもしましたけれども、

現状このままで推移しますと前年度よりは一般会

計の総額では約２０億円ほど基金が減少するとい

う、実はそういう状況になってございまして、３

０年度の当初予算を編成するときにも基金の取り

崩しをしながら編成をさせていただいたという、

そういった予算状況にあるということでございま

す。したがいまして、財政的にはやはり厳しいも

のがあるというふうに認識をしているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それをなぜ言うかと

いうと、例えば部長もおっしゃっておりました２

８年１１月に策定をした名寄市における財政課題、

この中の基金の推移という中の状況を見ると、平

成２９年度は財政調整基金で１２億 ３８２万円、
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減債基金で１６億 ４００万円、実際は２９年度

の終わりを迎えると財調２０億円、減債は１８億

円という計画を大きく上回った状況になっている。

これを規律として基本的に策定をして、１８億円

以上というモラルというか、規律を設けたのです

けれども、ここの推移でさえもう既にこれだけ黒

字というか、数字がよくなってきているのです。

それは、財政当局の努力といえばそれまでかもし

れませんけれども、この数字を見て、なおかつ厳

しくて事業が厳選されているということで解釈で

きるかというと、きのうの大石議員の質疑ではあ

りませんけれども、やはりちょっと言われている

言葉と出てくる数字が余りにも違い過ぎないかと

いう感触があるのですけれども、その辺はどうい

うふうに理解すればよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 自治体の財政運営状

況というのは、交付税によっては特にいろんな影

響、名寄市の場合は４０％交付税ということで交

付税の影響もあるでしょうし、合併以降いろんな

施設等も新たに建てた部分も当然ございますし、

今後はやはり老朽化をしていく施設、この改修あ

るいは建てかえ、さらには複合化も含めて、さら

にまちづくりをしていかなければならない。住み

よいまちづくりをしていくという意味においては、

決して基金として、私は今後を見通した中では多

いというふうには認識はしてございません。これ

から十分基金については活用していくという段階

で、２９年度なりの時点での基金残高という認識

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この財政規律の中で

いうと、例えば財調、減債を合わせて１８億円以

上と。既に２０億円と１８億円ですから３８億円、

約３９億円。ここで言っている１８億円以上と言

っているのがもう３９億円ぐらいになる。４０億

円近くになるのですけれども、これでもこの推移

続ける。１８億円以上だから、それは言葉で誤り

はないのですけれども、１８億円以上という１８

億という数字と４０億、倍近い数字というのはち

ょっと理解ができないのです。その点については

どういう解釈をしたらよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。目標額

に対して、１８億円以上ということでございます

ので、議員がおっしゃられたように最低１８億円

以下にならないようにという財政の努力というこ

とで捉まえているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 何回も言うようです

けれども、いずれにしても財政が逼迫して、名寄

市も一時期は赤字、再建団体に転落しようかとい

う状況もあったことでありますので、財政が赤に

なっていったり、財政が悪くなっていくというこ

とは市民生活にもどんどん影響するということで

すから、悪いことではないのですけれども、ただ、

今この名寄市の状況からいうと高齢化がどんどん

進んでいって、経済建設ではないですけれども、

除排雪に対する問題を含めていろいろな課題があ

る中でも、その中でもやっぱり財政の厳しさが前

面に出てきて、結果的には残っているのが全部い

い数字になっていくことに対する理解が本当に大

丈夫か。これから特に中心市街地の活性化や何か

も含めていろんな議論をしていくときに、これは

まだ厳しいからどうしようもないのだと言われた

ら何の議論もできないものですから、改めてその

認識を１８億円以上、あるいは一般的に言われて

いる財調の基金残高も標準財政規模の１０％が適

正という思いもあるわけですから、今ここでは計

画では１２０億円になっています。実は１２３億

円ぐらいですので、１２億 ０００万円というの

が一定程度の適正という評価をする自治体もある

ようですけれども、名寄市はそれを大きく上回っ

ているものですから、改めてその認識は橋本副市

長にお伺いしておきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。
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〇副市長（橋本正道君） 議員言われるとおり、

今現状の財政調整基金、それから減債基金につい

ては１８億円以上ということであります。２９年

度で今振り返るとかなり残高がふえてきていると

いうのがありまして、ちょっと私もこれは予想外

の結果だというのは素直に考えております。従前

も申し上げましたが、合併算定がえの縮減含めて、

恐らく平成３２年度までが一つの山場だろうとい

うふうに思っています。これからのことを考えて、

財政当局としては楽観視できない。言いかえると、

将来に不安がまだ残っている状態だというのがあ

ります。ほかの市町村のほうも見ますと、基金残

高ふえていますし、それが国の財政諮問会議や何

かでも話題になったところでもありますけれども、

議員おっしゃるとおり三位一体改革のときのあの

ことを考えると、やはり将来に不安が残る以上あ

る程度残高をふやさなければならないというベク

トルが働いておりますし、名寄市もそうですし、

さらに名寄市はまだ十分やり切れていない公共施

設の老朽化の対策があります。それから、それぞ

れいろんな面で、子育て、それから高齢者の皆さ

んへの対策、ソフト分の充実もこれからしなけれ

ばならないということでありますので、恐らくこ

の基金をうまく使わなければならないというとこ

ろは、そこのところに非常に大きなかかわりがあ

ると思います。例えばこれも財政規律の中でお示

しさせていただいたのですが、建物を建てるとき

に起債を、お金を借りてそれを償還するというこ

とになると、将来世代に対してその償還をお任せ

するということになるのですが、これから名寄市

の人口が減っていく中でお金をたくさん借りてし

まうと１人当たりの償還がどんどんふえると。と

なると、基金をうまく活用して、そこをうまくソ

フトランディングするという方策を使わなければ

ならない。そういうようないろんな方面からこの

基金は活用させていただきたいと思っているとこ

ろでありますので、財政についてはいいというよ

りも楽観視できない。将来に対してやはり不安が

残るので、この基金を十分に活用させていただき

たいというのが財政に当たっての考え方でありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 基本的には、私もそ

れはもう副市長と同じ見解を持っておりますけれ

ども、ただやっぱりこの数字だけを見るとどうし

てもあの事業もだめ、この事業もだめ、難しいね

という背景は財政が厳しいからと言われたら、終

わってみたら、いやいや、いい数字ではないかと

いう話になってくると、ちょっと市民の皆さんも

どういう思いをするかなという思いをしているの

で、これは当然ながらこれからの総合計画の推進、

あるいは各年度の事業を選択していくときに財政

を横にらみにしながら市民の期待に応えられる施

策が展開されるということに期待を込めて終わり

たいと思いますけれども、ただどうしても、市長

から御答弁いただきましたけれども、中心市街地

活性化はあの徳田に大型店が出るときのいろんな

議論、あるいは商工関係者を含め、あるいは市民

を含めて二分するようないろんな議論があり、何

としてでもやっぱりコンパクトシティーをするの

だ、いやいや、商店街の活性化のためには何とし

てもやっていかなければいけないのだと言った割

には、結局どんどん、どんどんシャッター街が、

シャッターを閉めていく店がふえていくという状

況もあるのです。そこで、所管の経済部としては、

今徳田への大型店進出以降の消費者動向について

どういう分析をされ、どういう認識をお持ちかお

答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 大型店進出以降の消

費動向ということであります。ここは、私どもの

調査ということではありませんけれども、会議所

等がアンケート等で、サンプル調査になりますけ

れども、その結果がございます。かいつまんで申

しますと、今の消費動向でいくと郊外での買い物

が、買い物機会という捉え方がいいかもしれませ
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ん。大体４割の方が郊外に行かれると。中心市街

地ということよりは、もっと広く町中での買い物

がコンビニ等を含めておおむね２割程度の方が町

中で買い物をされると。その他については市外、

あるいは最近少しふえてきているのは通信販売等

のところがありますけれども、そういったところ

も最近少しずつふえてきていると、そういう動向

にあるというふうに認識をしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 中心市街地活性化に

ついては、ここで何回も議論をしてきたのです。

その中で私はよく言っていたのは、ちゃんと商店

街の経営者の皆さんと行政の所管の部長と経済部

長がやっぱり膝詰めでいろんな話をして課題を煮

詰めていき、それを施策に展開する取り組みが必

要ではないかという話をさせていただき、前部長

はそれをすると。それは前向きに検討すると言っ

ていたのですけれども、その成果は現部長には引

き継がれておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 現場の声を聞いてし

っかりと施策に反映するのだという意味での発言

だったというふうに思っています。我々のシステ

ムという言葉に当たるかどうかわかりませんけれ

ども、取り組みとしますと、各個店の皆さんとな

かなか１対１での話についてはまだ少ないのだと

いうふうに思っていますけれども、そこは例えば

中小企業の振興審議会があったり、先ほど申し上

げたようなアンケート結果があったりだとか、あ

るいはそれら事業者の取りまとめてですけれども、

意見を集約しているであろう経済団体などもあり

ますから、そこらの意見も含めて反映をしている

と思いますし、新たには産官金のネットワークな

ども設けておりますので、そういったところも通

じて現場の声をできるだけ吸収できるような形で

取り組みをさせていただいているということで認

識をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 結局前部長もそうや

って言っていたのです。中小企業振興審議会、あ

るいはいろんなところを通じて意見を聴取します。

でも、そうではなくて個々の経営者には後継者が

いない、店舗をどうするのだ、直したい、あるい

はいろんなことを含めていろんな悩みがあるでし

ょうと。それを膝詰めで職員の皆さんが回ってで

も、お話ししてでもきちっと集約をして施策に反

映できるようなことはしていくという。そうしな

いと、中心市街地はどんどん寂れていくのではな

いのですかという話をして、それはやるという話

だったのです。当然ながら、それは引き継がれて、

やられたか、やられていないかも含めて、今のお

話ではやっていないということですので、それは

やっていかないと、今のままでは本当にあと５年、

１０年したら商店街がどうなっていくかというと、

ほとんどシャッターが閉まって、せっかくＪＲの

名寄駅が今改修をしよう、あるいはよろーながで

きて名寄の顔が１つでき、２つできというときに、

おりてみたらシャッターが全部閉まっている商店

街なんて何の魅力もないと私思うので、それをさ

せないためにはやっぱり今で打開できるものはな

いのかと。例えば総合計画の中では、にぎわい創

造の前提として多様なサービス提供など魅力ある

店づくりに向けた取り組みの推進、集客力の高い

商店街づくりに向けた支援を掲げ、これがにぎわ

いがある魅力的な商店街をつくるとして、そのた

めに空き店舗の活用だとか、ファサード整備事業

などにより個性ある商店街づくりの推進、民間と

連携した商店街への再整備などにより町中へ新た

な人の流れを創造するというふうに掲げていたわ

けではないですか。ところが、今回の今年度の執

行方針見ても支援という言葉ばかりで、具体的に

何をするのかというと結局主体は商店街であって、

それに行政はしっかり支援していくという姿勢で

しかない。それでは、この商店街はやっぱり再生

して活性化に導くというのは、私はもう厳しい状

況になっているのではないかと思いますけれども、
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部長の認識はどういう認識なのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 支援という言葉がさ

まざまな形での取り組みにつながるのだろうとい

うふうに思っていますけれども、この間の取り組

みでいうと先ほど佐藤議員が言われたように、中

小企業の振興条例を見直しまして、これはあくま

でも実際に取り組む商店、事業者の方たちの声を

反映して、事業採択のハードルを下げてやはり皆

さんに努力のしやすい形でやらせていただいたと

いうことで、その結果、これらの事業、例えば中

心市街地の近代化事業があったり、店舗の支援事

業など、まさに事業者の皆さんを支援する事業に

なりますけれども、これを本当にハードルを下げ

て皆さんが活用しやすい形にしたというのは、佐

藤議員が言われるように生の皆さんの声を反映し

たということだと思いますので、直接聞いている

ところが足りないという指摘については、そこは

私どもも改善に向けて努力をさせていただきたい

と思いますけれども、この間もいろんな形で生の

声を聞いてできる支援を講じるということで取り

組んできたということをぜひ御理解をいただけれ

ばと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今までも市長の御答

弁にもありましたように、平成１２年以降中心市

街地活性化基本計画、ＴＭＯ、都市再生整備計画

といろいろ進めてきて、具体的に形になってきた

のもありますけれども、なかなかそれが当初の構

想と現実が相当乖離しているという、そこまでは

言わないですね。なかなか１００％そこには行か

ないという。計画をつくったときには、私どもも

相当に期待感を持って、商店街が活性化するなと

いう思いを持って議会でも議論をしてきましたけ

れども、結果的にはやっぱりそれがなかなか実を

結ばないという状況だと。例えば今回もお話にあ

ったように、立地適正化計画もしていても、では

国土交通省が上げている立地適正化の中の財政支

援なりいろんな支援策の中で、具体的に商店街に

対する支援策というのはあるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回どちらかという

と建設水道部のほうになりますけれども、立地適

正化の関係についてはグランドデザインを描くと

いうことでありますので、そのグランドデザイン

の上に具体のものも整備する段階においてどのよ

うな支援策があるのか、そこについては整備する

内容によって使えるメニューがあるのだろうとい

うふうに思っています。

それと、議員が言われて、少し歴史的な話もい

ただきましたけれども、この間行政としてはやっ

ぱり取り組むものについては取り組んできたと。

ただ、なかなかできないものも、それは行政だけ

ということではなくて民間サイドもできなかった

ものもありますので、この立地適正化の計画の検

討にあわせてできなかったところの課題なんかも

改めて検証させていただきたいと思いますし、グ

ランドデザインの上にどんな絵を描いていくのか、

それは次の作業になるかもしれませんけれども、

その中では議員が言われるように実際に取り組む

事業者の皆さんとも意見交換などを進めさせてい

ただきたいと思っておりますので、ぜひ御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 立地適正化に対する

予算、あるいは財政的な支援、これはホームペー

ジに載っているのです、国土交通省の。全部読ん

でいっても該当するようなものはほとんどないの

です。要するに商店街の活性化、例えば物をつく

る、何とか２分の１の補助、３分の１の補助、い

ろいろありますけれども、商店街の活性化につな

がるような、うちの実態に合うようなものという

のは今のホームページの中では見出せないもので

すから、そこに期待をかけて、結局はそこはやっ

ぱり行政がしっかり支える、あるいは商店街を含

めてそれぞれに理解を持ってやっていくという姿
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勢がないとなかなかうまくいかない。特に今６丁

目なんかそうでありますけれども、あそこに人が

通るというのは非常に昔から、名よせ通りができ

たころから自転車が通れないとか、冬期間になる

と議会でもよく言いますけれども、積雪がそのま

まになっている、あるいは歩道が凍結して歩けな

い、歩道と歩道の間の車道のところ山になってと

てもでないけれども、転ぶから歩けないと。それ

だったら、本当にあそこ今のままでいいのかどう

なのかというものも含めて、やっぱりある程度行

政と商工会議所、あるいは商店街を含めてきちっ

と同じテーブルでどういうふうに商店街の活性化、

中心市街地の活性化につなげていくかという議論

をしながら、中心市街地、立地適正化計画でコン

パクトなまちづくりというのをしていかなければ

いけないというふうに私は思うのです。実際に例

えば市内で買い物をされる方、特に高齢者の方は

やっぱり徳田は遠いと。やっぱり町中で買い物を

したいと。町中の大型店で買い物をしたいのだと

いうのは、あのときから議論があって、今でもや

っぱりそういう状況はあるのです。だけれども、

あそこにあれがなくなったら本当に住みづらいま

ちになってしまいますけれども、改めてその決意

は市長か、あるいは副市長からしていただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 答弁の中でもお話しした

とおり、今まさに総合計画の中でもそれに匹敵す

るような、準じるような都市計画マスタープラン

あるいは立地適正化計画の議論をしているところ

でありまして、この中で市民の皆さんと一緒に考

えていく課題だろうというふうに思います。コン

パクトな、あるいは拠点を集積をして利便性を高

めていくこと、それと商店街の活性化というのも

恐らくリンクをしていくことになるのだろうとい

うふうに思いますので、商店街の活性化の施策が

立地適正化計画にないというお話でありましたけ

れども、しかしこれから我々の行政施設の中でも

老朽化をして建てかえをしていく中で、あるいは

町中にそれを複合化していくことで商店街のにぎ

わいの創出につながるかもしれないというような

事案もあると思いますので、そこも含めてしっか

りと議論をしていきたいと。しかし、何といって

も何回も私もお話ししていますけれども、中心市

街地の集約化は商店街の皆さんであり、地権者で

あり、その方たちが主体的にやるのだと言ってい

ただくパワーがないと、それは我々は上から目線

で、あるいは我々が押しつけてやっていくわけに

はいかないというふうにやはり考えますので、そ

こは商店街の皆さん、あるいは市民の皆さんとこ

の機会にしっかりと議論をして、より住みやすい、

あるいはより使いやすい中心市街地のあり方を模

索していきたいというふうに思いますので、御指

導よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 中心市街地にある商

店街の皆さんの御意向というのは、当然ながら私

よりも市長のほうが数段熟知されていると思いま

すので、その市長の今の発言をしっかりと信じて、

必ず成果が出るものと期待を込めておりますので、

よろしくお願いをしたいと思います。

緑については、天野部長から御答弁いただきま

したけれども、この１０年間で３００本の伐採と。

確かに名寄市は、緑が周囲は緑なので、豊富なの

ですけれども、町中を見ると意外にやっぱり緑が

少ないと。これは、リンゼイ地区なんかそうであ

りますけれども、非常にリンゼイ地区は平野とい

うか、これは副市長も市長も行ったことあるでし

ょうけれども、本当に平野ですので、山がないの

で、それだけでやっぱり緑が豊富だと思うのです

けれども、どうも言っていることとやっているこ

とが違うような感覚が、特に公共施設、南小学校

はああやって校歌にまでカシワ木と歌っていた木

を全部切って、工事の邪魔だと切ってしまったけ

れども、今はもう全くそういう意味ではない。例

えば北斗団地、あそこも建てかえはしたけれども、
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緑がほとんどないと。やっぱりそういうふうに公

共施設は全部、浅江島公園はありますけれども、

エンレイのところにはほとんど木が植わっていな

いという状況からいうと、言っていることとやっ

ていることと感じること、例えば市役所前もそう

ですけれども、あのグリーンベルトのところの木

も一斉に切りましたけれども、それも枯れたのだ、

あれなのだと言ったけれども、それで本当にいい

のかという気がしないでもないのです。市民憲章

でも緑と樹氷きらめくまち、名寄の市民ですとい

う１項があったり、名寄市の市章は当然ながら緑

でありますので、もっとやっぱりこだわった施策

の展開が必要と思いますけれども、改めて部長の

ほうはどういうふうにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員のほうから

私ども申し上げていることと実際の対応とでやは

り相当開きというか、違いがあるのでないかとい

うふうにお尋ねいただいているのだろうというふ

うに思っています。私ども緑、これ市民の皆さん

も同じですけれども、やはり我々の生活にとって

当然欠かせないものでございますし、道路や施設

を整備する立場に立ったとしても緑と環境の豊か

さについて十分大事なものだというふうに思って

いるのは、重ね重ね先ほどの答弁のとおりという

ふうに申し上げるしかございません。ただ、特に

街路樹で申し上げますと、どうしても現実的な対

応、例えば通行される方への安全だとか、当然そ

の木の寿命だとか、さまざまな条件をしっかり確

認しながらでの、残念ながら補植を全てをという

ことにはならなくて、植えることによってまた将

来的に落ち葉なども含めて御迷惑かけるケースも

ございまして、同じ数そのとおりということには

ならないというのはある面現実的な対応としてせ

ざるを得ない部分については御理解いただきたい

なというふうに思います。

また、特に公共施設の建築される場合、当然一

定程度こういった植生といいますか、木もしくは

例えば芝を張るだとか、さまざまな面でこれは建

築の担当者もそこにはどのような形になるかは別

にしても必ず盛り込ませていきたい、そのような

つもりで施設の準備に手をかけてきているわけで

す。ただ、管理する側、利用される方でなくても

いいとか、必要ないとかいう御意見もある場合も

ありますので、これはこれでまた私どもとしては

基本的な考えはありますけれども、利用者の御意

見も踏まえての対応だというふうに御理解いただ

ければと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 緑については、例え

ば街路樹、今の本当は教育部長に聞こうかと思っ

たのですけれども、通学でも小学生も２キロぐら

いで歩いてくる方に猛暑のときに本当に木陰で少

し休みながら帰るというのも必要かと思いますし、

そういう意味ではもっともっとやっぱり緑を意識

していただければと思います。

病院については、本当に外来の扇風機は臨機応

変な対応だったと思いますけれども、ただまだま

だ言いたいことあるので、それは決算委員会で院

長がお見えになったときに議論をしたいと思いま

す。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

名寄市の災害対策について外２件を、高野美枝

子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 議長より指名を受け

ましたので、通告順に従い質問いたします。

昨日の冒頭黙祷いたしましたが、今回のたび重

なる災害と亡くなられた方々、今なお避難生活を

余儀なくされている皆様に心よりの哀悼の誠とお

見舞いを申し上げます。

そこで、大項目１、名寄市の災害対策について、

小項目１、平成３０年７月豪雨による災害に学ぶ

について質問いたします。７月に広範囲で大規模
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な土砂崩れや浸水被害などを引き起こした西日本

豪雨は、１府１４県で高齢者を中心に２３０人以

上の死者、行方不明者を出しました。１１府県に

大雨特別警報が発表される記録的大豪雨だったと

はいえ、これほどまでに被害が広がった原因は何

だったのか、今改めて考えています。気象変動に

よる大きな豪雨は北上していまして、北海道や名

寄市もその可能性があると思いますが、最近の傾

向についてお考えをお聞きいたします。

小項目２、市民の避難に対する対応について質

問いたします。気象情報の提供や避難指示の適切

なタイミングについては、一定のタイムライン基

準で取り扱っていると思いますが、市民の中には

災害弱者や避難したがらない住民も存在します。

その方たちに対する対応については、どのように

考えているのかお伺いいたします。

大項目２、高齢者社会に対応するためにについ

て質問いたします。団塊の世代が超高齢化世代に

なる２０２５年が近づいてまいりました。名寄市

においては、これまでも高齢化社会に対応しては

さまざま取り組んでいることと思うところでござ

います。

そこで、小項目１、フレイルを予防する生活に

ついて質問いたします。フレイルとは、健康な状

態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間

を指します。フレイルは、多くの高齢者が通る道

ですが、早い段階から正しく予防、治療を行うこ

とで健康な状態に戻ることができると言われてい

ます。そこで、名寄市におけるフレイル予防につ

いてどのように取り組まれているのかお知らせく

ださい。

また、関係機関との連携にも取り組まれている

ことと思いますが、その現状と課題についてお知

らせください。

小項目２、認知症になっても安心して暮らせる

名寄市を現実のものとするための方策について質

問いたします。９月３日、第３回定例会冒頭認知

症になっても安心して暮らせる地域を目指し、認

知症の方と家族を支える環境づくりに努めますと

大変力強い加藤市長の行政報告がありました。そ

こで、名寄市で取り組んでいる認知症施策事業に

ついてお知らせください。

小項目３、高齢になっても住み続けられるまち

づくりについて質問いたします。ことし３月に厚

生労働省主催の地域包括ケアシステムの講演が名

寄大学で開催されました。厚生労働省の考えるこ

れからの介護予防と病院があり、医療、福祉系の

大学がある名寄市に注目されたとお聞きいたしま

したが、詳しいいきさつについてお伺いいたしま

す。

また、名寄市における今後の方向性についてお

知らせください。

大項目３、国際交流事業について、小項目１、

国際交流事業の意義について質問いたします。今

回リンゼイ親善訪問団に参加し、国際交流の意義

を実感いたしました。１８歳のときに交換留学生

としてリンゼイにホームステイし、４０年ぶりに

訪れた市のホームステイ先の御家族と対面され、

太いきずなとお互いを思う大きな愛に、同行した

私は初めてお会いした方でしたのに大きな感動と

国際交流のすばらしさをまさに実感いたしました。

そして、その場にいた誰もが大きな感動を覚え、

目頭を熱くさせられました。地域を超えて、国を

超えて相互に理解し合えることの重要性や国際化

に貢献できる人材の育成が名寄市にとってもとて

も重要であると改めて考えています。

今回リンゼイでは残念ながらホームステイはで

きなかったものの、リンゼイの皆様との昼食会、

夕食会を初め市役所や開拓の村、博物館などの見

学を通じて意見交換をしました。また、国際社会

に生きているという広い視野を持つとともに、国

を超えて相互に理解し合うことの重要性や地域の

国際化に貢献するような人材の育成がとても重要

であるとリンゼイ市で名寄市内の高校生２人とい

ろいろな話をする中で改めて感じたところでござ

います。そこで、市内の国際理解や人材育成を進
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める上で青少年の海外への派遣などに取り組むこ

とが大切になります。名寄市が現在実施している

青少年の海外派遣事業とその意義について質問し

ます。

小項目２、国際交流事業での人材の育成につい

て質問いたします。人材育成は、成果が見えるま

で時間も費用もかかると思うところですが、これ

までに成果のあった事例がありましたら、教えて

いただきたいと思います。

また、来年姉妹都市５０周年を迎えるに当たり、

交流事業に積極的にかかわる市民をふやす取り組

みがぜひとも必要であると考えます。現在行われ

ている取り組みについてお知らせください。

小項目３、市民レベルでの交流の重要性につい

て質問いたします。今回在トロント日本国総領事

表彰が名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会に授与

されました。これは、これまでの長きにわたる市

民レベルでの交流が評価されたとのことでした。

また、受賞に当たり稲場委員長が１００周年に向

けてさらに歩みを進めるとの決意表明もありまし

た。今後とも市民レベルでの交流事業を進めるに

当たり、次年度に周年事業を予定していると思い

ますが、どのようなことを意識して行う予定なの

か質問いたします。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま高野議員か

らは、大項目で３点にわたって御質問いただきま

した。大項目１は私から、大項目２はこども・高

齢者支援室長から、大項目３は経済部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１の名寄市の災害について、小

項目１、平成３０年７月豪雨災害に学ぶについて

申し上げます。近年の気象や豪雨などの状況につ

きましては、平成３０年７月豪雨や台風第２１号

など近年ではこれまでにないような異常とも言え

る気象状況となっており、全国的にも大きな被害

が発生し、北海道でも多くの地域で災害が発生し

ている状況となっています。名寄市での豪雨の可

能性につきましては、もちろん発生しないことが

一番ではありますが、このような気象状況では名

寄市でも例外なく、いつ災害が起きてもおかしく

ない状況と捉えております。特に岡山県倉敷市真

備町での小田川の決壊による水害におきましては、

市街地が大きな河川とその合流点の近くに挟まれ

た本市と同じような地形で発生しており、本当に

身近な災害だったと感じています。さらに、小田

川決壊では、バックウオーター現象が越水を引き

起こし、決壊の引き金となったとも言われており

ますので、本市でも名寄川のバックウオーター現

象などが起これば堤防の決壊などの事態も想定さ

れるものと非常に危機感を持って防災、減災対策

に取り組むことが重要だと考えております。

次に、小項目２、市民の避難に対する対応につ

いて申し上げます。住民の避難につきましては、

平常時からの取り組みとして防災訓練や出前講座、

さらにはハザードマップの配布など市民の皆さん

が確実に避難していただけるような取り組みを進

めてきているところです。避難に支援を要する方

々につきましても避難準備高齢者等避難開始が発

令された段階もしくは危険を感じた段階で避難行

動を開始していただくよう周知してきているとこ

ろです。避難をしたがらないという方がいるとい

うことですが、そういう方につきましてはこれま

で大きな災害が発生していなく、自分の地域は安

全だと思っているため、避難の必要性を感じてい

ないことも理由の一つとなっているかもしれませ

んので、避難行動の必要性なども含めて広く周知

できるような取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。

先日の７月豪雨や９月６日の地震による停電な

ど、名寄市では大きな被害は発生しておりません

が、北海道内でも多くの災害が発生しております

ので、災害の危険が身近にあるということを理解

してもらうため、今後も啓発活動等に取り組んで

いきたいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目２、高齢化社会に対応するためにに

ついてをお答えいたします。

初めに、小項目１、フレイルを予防する生活に

ついてでございますけれども、当市におけるフレ

イルの予防につきましては地域支援事業開始以前

より運動機能向上の介護予防事業の中で取り組ん

でまいりました。町内会での自主的介護予防であ

る元気会への支援や地域包括支援センターの保健

師等による高齢者の虚弱を予防するための介護予

防として、町内会や老人クラブなどの場で介護予

防教室を開催してまいりました。元気会や介護予

防教室では、上川北部地域リハビリテーション推

進会議の理学療法士や作業療法士等が考案しまし

た嚥呼体操を実施しております。この嚥呼体操が

より多くの高齢者に実施してもらえるよう、昨年

は嚥呼体操のＤＶＤを作成し、各町内会へ配付を

いたしました。先日名寄市出身の北海道医療大学

の鈴木英樹教授による嚥呼体操紹介の記事が北海

道新聞夕刊に掲載されまして、市内外の方から問

い合わせが２０件以上寄せられるなど反響があっ

たところでもあります。

また、当市では今年度フレイル予防の一環とし

て８月２４日に国立長寿医療研究センターよりフ

レイル予防医学研究室室長の佐竹昭介先生を講師

として招聘し、介護予防講演会「フレイルを予防

する生活」を開催しました。講演会には、２００

名もの市民の参加があり、多くの方に関心を持っ

ていただく機会となりました。介護予防講演会事

業に引き続き、次の事業として実践的にフレイル

予防の生活ができるよう市内歯科医や市立大学栄

養学科と共同して開催する楽食講座の実施も予定

しております。さらに、より効果的に運動機能低

下や認知症機能低下の予防を進めるために、地域

の介護予防教室にリハビリテーション専門職を派

遣する地域リハビリテーション活動支援事業を実

施しております。この間のフレイル予防の取り組

みでは、より効果的となるよう市立総合病院のリ

ハビリテーション専門職、市立大学、歯科医や歯

科衛生士と地域包括支援センターによる多職種連

携を図ってきているところでもあります。今後も

介護予防教室を中心として高齢になっても介護が

必要とならず健康を維持できるよう取り組みを進

めてまいります。

次に、小項目２、認知症になっても安心して暮

らせる名寄市を現実のものとするための方策につ

いてお答えいたします。当市では、高齢者保健医

療福祉計画・介護保険事業計画の第６期に引き続

き第７期においても認知症施策の推進を第１の柱

とし、地域包括ケアシステムの推進に取り組むこ

ととしております。第７期計画には、認知症施策

や認知症の人と家族を支える仕組みとして市の事

業、関係機関、医療、地域によるサービス等を掲

載しております。

当市の認知症に関する主な事業として、平成２

０年度に未帰宅の認知症の人を警察からの連絡で

行政、協力事業者のネットワークで捜索を協力す

る名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業を開

始し、平成２４年度から２６年度まで認知症の方

が入居されておりますグループホームがある町内

会の御協力をいただきまして、徘回高齢者の模擬

捜索訓練事業も実施いたしました。この事業の実

施にあわせて認知症を正しく理解するための認知

症講演会や協力町内会を対象とした認知症サポー

ター養成講座等も実施をしております。今年度は、

模擬捜索訓練事業を再開しまして、北新区町内会

の御協力により９月２９日に実施をいたします。

また、事業に先駆けまして市民向け認知症サポー

ター養成講座を市立大学を開催会場に模擬捜索訓

練事業の前日の９月２８日に開講いたします。

また、先日名寄市と同様に模擬捜索訓練事業を

実施しております深川市認知症ケア研究会から依

頼を受けまして、当市の徘徊高齢者ＳＯＳネット
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ワーク事業の実績の報告を行ってまいりました。

これまで当市の認知症施策につきましては、認知

症対策の先進地である砂川市を参考にしてきたこ

とから、認知症カフェ開催に向けた研修や地域の

ネットワークづくりの講演などに砂川市立病院の

認知症疾患医療センターの医療ソーシャルワーカ

ーに講演を依頼したり、砂川市で行う事例検討会

に参加させていただくなど交流を深めてまいりま

した。また、今年度から開始しました認知症初期

集中支援事業も砂川市の実施方法を参考にしてお

ります。今後も市内外の認知症関連の関係者と連

携し、認知症の人やその家族が住みなれた地域で

安心して暮らせる名寄市を目指してまいります。

次に、小項目３、高齢になっても住み続けられ

るまちづくりについてをお答えいたします。本年

３月９日に平成２９年度厚生労働省老人保健健康

増進等事業の一つである地域包括マッチング事業

により、テーマを「まちづくりの新しいアプロー

チ」、サブテーマを「多様な資源で進める地域包

括・地域共生」と題したシンポジウムが名寄市立

大学を会場に開催をされました。この事業は、全

国のうち関東信越厚生局では東京大学、東海北陸

厚生局では名古屋大学、北海道厚生局では名寄市

立大学を会場に全３カ所で開催をされました。名

寄市で開催をされた経緯ですけれども、厚生労働

省北海道厚生局地域包括ケア推進課より名寄市の

人口規模で総合病院、大学を設置していることが

全国的にも希少であり、それぞれが連携し、高齢

者施策を展開していることも評価されたものです。

また、シンポジウムを開催するに当たり市長、

学長、市立総合病院副院長兼地域連携支援室長の

シンポジスト登壇の依頼を受け、会場は新設され

たばかりの名寄市立大学図書館大講義室となりま

した。シンポジウムは１００名の参加があり、行

政と大学、病院、民間事業者、企業などが連携、

協働によるまちづくりについて参加者と学び合う

ことができ、盛会に終了しております。今後につ

きましては、シンポジウム終了後から１年後まで

に名寄市の地域包括ケアにおいて大学、病院、行

政等の連携がどのように変化したのかなどを北海

道厚生局及びシンポジウム実施関係機関等と検証

を行っていく予定となっております。北海道厚生

局地域包括ケア推進課や他自治体、関係機関との

連携を継続し、国の動向や情勢を把握しながら、

名寄市の高齢者が最後まで名寄市で暮らし続けら

れるよう地域包括ケアシステムの構築を目指して

まいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、国際交流事業について、初めに小項目の１、

国際交流事業の意義について申し上げます。

名寄市では、これまで隔年でリンゼイに高校生

２人を派遣しておりますが、２４時間英語に囲ま

れた環境で約２カ月間異国の地で暮らすことは、

語学の上達はもちろんのこと、友好交流の推進や

幅広い視野を持った人材育成に大きく寄与してご

ざいます。また、中学生野球交流事業を見直し、

今年度から対象を限定せずに中学生を台湾に派遣

する予定でありますが、台湾との交流推進はもち

ろんのこと、地理や経費などの面からも青少年の

国際理解を深める事業として位置づけ、実施をし

てまいります。若いうちに海外旅行を経験するこ

とは、語学の勉強に対する目的意識が芽生えたり、

価値観に対して柔軟になるほか、日常の当たり前

に感謝するなどさまざまなメリットがございます。

なお、１１月下旬からは新たに４０歳未満の農

業青年を太保市に派遣する予定でありますが、農

業青年の国際的な視野を広めるとともに、台湾交

流を担う人材の育成に寄与する事業にしたいと考

えてございます。

次に、小項目の２、国際交流事業での人材の育

成について申し上げます。リンゼイとの交流では、

過去に派遣した交換学生のうち２名が名寄・リン

ゼイ姉妹都市友好委員会の役員として事業実施に

当たり中心的な役割を担っているほか、地域の国
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際イベントにも積極的にかかわっていただいてお

ります。また、ドーリンスク市との交流でも同市

を訪れたことをきっかけとしまして、名寄・ドー

リンスク友好委員会の役員として両市の交流推進

に尽力していただいております。今後とも国際交

流事業に参加した方々には、引き続き事業に携わ

っていただけるよう、リンゼイやドーリンスク市

などへの訪問に当たって行います説明会などの機

会を捉えまして、国際交流事業の意義などについ

て説明してまいりたいと考えております。

次に、国際交流事業にかかわる市民をふやす取

り組みについてでありますが、平成２８年度から

国際ボランティアの募集を始めております。現在

の登録者は４名でありますが、リンゼイの交換学

生や台湾からの訪問者の受け入れの際に通訳など

として御協力をいただいております。

また、名寄・ドーリンスク友好委員会におきま

しては、昨年に引き続きロシア料理教室を開催し、

ドーリンスク市との交流に係るＰＲはもちろんの

こと、交流事業に携わるリピーターの確保にも取

り組んでいただいております。

次に、小項目の３、市民レベルでの交流の重要

性について申し上げます。来年７月２９日に名寄、

リンゼイ姉妹都市提携５０周年記念式典が行われ

る予定でございますが、記念式典にあわせまして

リンゼイから訪問団が来名する予定であります。

地方では、都市部と比較しますと外国人と交流す

る機会が少ないことから、市民にリンゼイの方々

と触れ合う機会をより多く提供したいと考えてい

るほか、訪問団の受け入れは友好委員会が主体と

なって行うこととなりますが、より多くの市民の

協力を得た上で受け入れを実施できるよう友好委

員会と受け入れ準備を進めてまいります。

また、友好委員会では市内の子供たちを対象に

１泊２日でイングリッシュキャンプを行う予定で

ありますが、市内の子供たちが英語に親しむとと

もに、外国に目を向ける機会となることを期待し

ております。国際交流事業への参加者にとりまし

ては、楽しみの一つとして交流先の地域の方々と

の交流が挙げられますが、互いに交流する機会を

設けることは交流の本旨でありますので、国際交

流事業に市民が参加、協力しやすい環境や機会を

設けることを意識しながら友好委員会とともに各

種記念事業を実施してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いただ

きましたので、再質問いたします。

まず最初に、３番の国際交流事業について、市

民を主体とした交流団体が今後とも国際交流事業

を主体的に推進していくことになりますが、個々

の交流団体の活動に応じた支援を市がしっかりと

バックアップをしていく必要があると考えます。

北海道内においてカナダ国との連携は、釧路市に

次いで２番目であり、特に道北にあっては国際交

流の先駆けでもあり、高い評価を受けているとこ

ろだと思います。来年実施する予定の５０周年記

念事業を夢のある事業にすることも含めて、国際

交流事業に対する市の支援について市長の考えを

伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど臼田部長からも御

答弁をさせていただきました。来年いよいよ記念

事業ということで、友好委員会が主体的にさまざ

まな事業に取り組んでいただいていることに心か

ら敬意を表します。こうした市民力、民間力が長

い間この姉妹都市を継続してこられたのかなとい

うふうに、その継続していろんな方がつながって

いっていただけることに本当に感謝をしておりま

す。そうしたこれまでかかわってきた方、またい

ろんな方が大きな節目にこの交流を思い起こして

いただいて、また次の交流の発展につなげていけ

る友好委員会の主体的な取り組み、記念事業とな

るべく、我々としてもできる支援をしっかりとし

ていきたいというふうに考えております。よろし

くお願いいたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひとも支援をしっ

かりとしていただきたいと思います。

今回ナヨロパークを訪問いたしましたが、広大

できれいに整備された美しい公園でした。また、

そこには姉妹都市交流に功績のあった方々の名前

を刻んだ記念碑などが設置され、改めてこれまで

の関係者の御努力に敬意を表するとともに、感謝

を申し上げたいと思いました。名寄市にも浅江島

公園の一角では名寄・リンゼイパークと彫刻され

た丸太看板があったり、記念植樹がされています

が、５０周年の節目に当たり、モニュメントの設

置など名寄市でも多くの市民が訪れる浅江島公園

を整備し、市民に対して交流の足跡を残してはど

うかと考えます。６年前にナヨロパークを訪問し

たことがある市長に考えをお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さきの山崎議員のときに

もお答えをさせていただきましたけれども、その

友好委員会の皆さんが来年の大きな節目の一つと

してこうした名寄・リンゼイパーク、浅江島公園

に象徴的な姉妹都市のいろんなメモリアルなもの

がございまして、そこに新たなモニュメント等の

計画もされているというふうにお話をお聞きをし

ているところであります。こうした主体的な取り

組みをぜひ名寄市としてもできる限りしっかりバ

ックアップしていきたいというふうに考えている

ところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） できましたら、モニ

ュメントの設置などお願いしたいというふうに思

います。

また、国際化にふさわしい幅広い視野を持った

人材の育成を目標に、市長の公約でもありますが、

パスポートの助成を総合計画中期で行ってはいか

がでしょうか。助成の対象や目的により、教育委

員会であったり、経済部であったり、所管する部

署はかわりますけれども、また財政面も考慮しな

ければならないところですが、市長に今後パスポ

ートの助成を行う考えがあるのかどうかお伺いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これもまた臼田部長の御

答弁でもさせていただきましたけれども、今回台

湾の新しい交流事業を野球から新たにまた中学生

を選抜をして台湾の歴史等を学んでいくというこ

とで、たくさんの市民の皆さんにできるだけいろ

んな形での国際経験をしてもらいたいと、そんな

思いで新しい事業を組み立てているということで

ございます。こうしたことを契機に、我々も限ら

れた予算の中でありますけれども、できるだけそ

うした市民の子供たちにそういった視野を持った

育成をしていきたいという願いでありまして、そ

の一環として窓口業務として道から市に権限移譲

されておりますパスポートに関して検討できるの

でないかという思いで公約にのせさせていただき

まして、具体的な制度のあり方について今後検討

してまいりたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今回市の代表として

参加された副市長にお伺いいたします。

表彰を受けた伊藤トロント総領事は、名寄市に

小学校２年生まで住んでいたとお聞きいたしまし

た。伊藤トロント総領事の招聘を含めて５０周年

記念事業に対する副市長のお考えをお聞きしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 市長のほうのお考えと

一緒ではありますけれども、基本にあるのはやは

り国際交流、今名寄市で３つの国とやっておりま

す。カナダカワーサレイクス市リンゼイ、それか

らサハリン州のドーリンスク市、そして台湾。台

湾についてはまだ都市ということではございませ

んけれども、全ての国際交流の中でやはり我々が

一番大事に考えなければならないのは、この事業

を通じて特に若い世代に対して国際感覚を身につ
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けた人材をつくっていくということが１つと。そ

して、それを含めながらそれぞれの関係している

方々との交流がなされていく。なかなかこれ行政

としては不得手な部分でありまして、やはり市民

の皆さんが主体的にやっていただけると本当に改

めて感謝と敬意を表するところでございます。

伊藤さんも来られて、大変ありがたい言葉もい

ただいております。来年５０周年ということであ

りますので、節目の年でありますから、いろんな

ことを想定しております。ぜひ友好委員会の皆さ

ん方とどういうことがいいのか改めてじっくりお

話しさせていただきまして、次の５０年に向けて

ということもありますし、本当に５０年という長

い期間やってこられたというのは非常に大きなこ

とでありますから、これは１つ次のステージに向

けてのステップになりますので、十分議論をさせ

ていただきたい。そして、これがうまく回ります

と、ドーリンスク市との交流も協定が平成３年だ

ったと思いますので、もう来年で２８年目になり

ます。非常に長い期間になっておりますので、全

ての交流事業に対して弾みがつくのではないかな

というような考えも持っておりますので、ぜひま

た友好委員会の皆さんと十分話しさせていただい

て、詰めていきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひ友好委員会と話

を進めていっていただきたいというふうに思いま

す。

やはりこういう国際交流については、教育、文

化の面でも大いに名寄市に功績があったというふ

うに考えております。子供たちが海外へ行くこと

によって名寄市にとって本当にすばらしい事業に

なり得るというふうに私は考えておりますが、教

育部長はどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 子供たちの国際交流

のあるべき形といいましょうか、今実際交流して

いただいている台湾のほうで、今まで野球を通し

てということですけれども、ことしからはいろん

な形で、また変わった形で交流をしていただける

ということを聞いておりますし、大変期待をして

いるところです。

先ほど臼田部長のほうからもございましたとお

り、やはり若いころというか、小さいころから国

際感覚を身につけるというのは大変大事なことで

ございます。ことしの８月にまたカナダから新し

くＡＬＴの方が来られましたけれども、今回は余

り日本語がお上手ではないということで、私もど

ぎまぎしながら英語で会話をさせていただいてお

ります。こういうような感覚が若いころから身に

ついてくると、国際的にも国際感覚も人間として

も豊かな感性を築き上げられるのかなと思ってお

りますので、引き続き交流事業については期待を

したいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 私も英語が全くでき

ませんで、まさか海外に行くとも、アメリカに行

くとも思っていませんでしたので、本当に今回行

ってみて英語が必要だなということで改めて思っ

て……

（何事か呼ぶ者あり）

〇７番（高野美枝子議員） カナダ。アメリカと

言いましたか。済みません。カナダに行って、改

めて英語が話せたらどんなに楽しいかなというふ

うに思ったところでございます。

先ほどイングリッシュ、英語で交流するとか、

小学生にとか、いろいろ考えている部分もあるの

かというふうに思いますけれども、子供たちだけ

でなく市民全員が交流できる、触れ合うことので

きる、そういう取り組みが必要であると思います

が、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しの答弁になるか

もしれませんけれども、イングリッシュキャンプ

だとか、５０周年のイベントの取り組みを通じて、
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できるだけたくさんの皆さんにかかわっていただ

くようなイベントを友好委員会が中心にかなり主

体的に考えていただいているというふうに思いま

すので、そうしたことを心強く感じつつ、そうし

た思いにぜひ我々も応えていけるようできるバッ

クアップをしっかりとしていきたいなというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） これからの子供たち

の成長が非常に楽しみだなというふうに感じてお

りますので、来年の５０周年に向けて交流委員会

と十分な話し合いを重ねていただきたいというふ

うに考えております。

次に、１番の災害対策について再質問いたしま

す。バックウオーターということで、河川の整備

やバックウオーター、背水というのでしょうか、

による堤防の決壊ということで、名寄川、天塩川

もあり得るのではないだろうかという答弁だった

かというふうに思いますけれども、名寄市も同じ

ような地形だというふうに私は思っているのです

けれども、その可能性と対策についてどのように

お考えか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど答弁の中で真

備町と同じような地形だということで、天塩川が

本流で名寄川が支流ということで、そこに挟まれ

た名寄、名寄地区はこの地形だということで、可

能性として私どもも危機感を持って今後防災、減

災対策を進めていかなければならないということ

でお話をしましたけれども、天塩川、名寄川にか

かわらず、こういった合流地点というのはほかに

もあるのだというふうに思っております。特に名

寄川ということでいえば、名寄川については市の

管轄ではないものですから、なかなかどういった

対策ということでは答弁できないわけですけれど

も、今国、道の段階においては水防災意識社会再

構築ビジョンというものの中で河川の堤防の天端、

上の部分といいますか、例えば管理道路も含めて

なのですけれども、道路の部分を舗装をかけて何

とか避難の時間を引き延ばすような取り組みが進

められているところでありますし、あわせて合流

地点もそうですけれども、やはり雑木等による影

響もあるのかなということで、これは国、道もそ

れぞれ雑木については厳しい財政の中で苦慮しな

がら、計画的に名寄川についても進められている

のだろうというふうに思っているところです。

名寄市においては、なかなかハードの面という

のは難しいわけですけれども、特にソフト面では

これまで同様防災セミナーですとか、防災訓練あ

るいは各町内会に出向いての出前講座等をしっか

りと地域の防災力向上のために市民全体が防災意

識の向上が図れますように一層取り組みを進めて

まいりたいというふうに思ってございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に人ごとではな

いということを９月６日の朝、未明です。３時８

分におきた地震、そして停電で思い知らされたわ

けです。あり得ないということは、名寄では地震

がないと思われていましたけれども、停電でござ

いましたけれども、初めての経験で、非常に水道

がとまるとか、いろいろなことが言われまして、

今回の停電で名寄市においてはどのような被害が

あったのかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ９月６日に発生をし

た地震によります被害というところについては、

地震について、あるいは停電も含めて特に被害と

いうことの報告は受けておりません。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 停電に伴って水道が

出なくなるという情報が私のほうにも朝早くから

電話、お尋ねがございまして、自分の家がどうい

う状況にあるかわからないということ、電気がど

のように水道にかかわっているかわからないとい
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う家庭が多かったように思いますけれども、この

ことについてどのように対応されたのかお尋ねい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 停電の関係につきま

しては、地震を発端として停電ということで、名

寄地域も４０時間、４１時間近く停電になったと

いうことで、本当にこれまでにない事態でござい

まして、地震が発生後担当の職員が登庁しまして

情報収集をさせていただき、それぞれ関係職員を

招集をして対応を進めております。議員のほうか

らお話あったように、飲料水への影響なども先ほ

ど影響はないというふうにちょっと言いましたけ

れども、飲料水の影響も少しあったようでござい

まして、浄水場ですとか、あるいは市役所におい

て給水の施設を整備をしたり、さらに公共施設等

で携帯電話等の充電器、電子機器の充電対応など

もさせていただきました。御家庭においては、オ

ール電化の住宅とかについては調理も含めて長時

間にわたったものですから、大変だったかなとい

うふうに思ってございますけれども、先ほど言い

ましたようにライフラインについてはしっかりと

確保するということで重点的に進めさせていただ

きました。あわせて広報車で、市内の信号等も稼

働しなかったということもありますので、交通安

全の呼びかけなどもさせていただきましたし、あ

わせて健康福祉部のほうでは福祉サービスを利用

していない独居老人のお宅に訪問しながら、安否

確認等もさせていただいたという状況になってい

ます。

また、９月６日、７日、夜間につきましては、

智恵文、名寄、風連それぞれ地区におきまして先

ほど言いました携帯電話、電源の確保ですとか、

あるいは一時避難できる施設ということで開放さ

せていただきまして、市民の皆さん、一時期文化

センターあたりも１００人を超える皆さんが集ま

ったようでございますけれども、そんなような対

応をさせていただいたところでございます。まだ

しっかりとそれぞれの担当のほうで停電にかかわ

る分についてのお話を十分させていただいていな

いものですから、これからまたこれまでにない停

電ということで、少しそれぞれの職場において、

現場においていろいろと御意見をいただきながら

集約をし、今後の参考にしていきたいというふう

に考えているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 先ほど午前中の東議

員の答弁にもございましたけれども、我々がどれ

だけ電気に、テレビやラジオに頼っているのかと

いうことを今回思い知らされたというふうに思っ

ております。情報が非常にそのとき大切であると

いうことを改めて考えて、私は乾電池式のラジオ

がたまたまありましたので、自分のガスが電池式

の古いガス台だったので、ガスに問題もなかった

と。水道も問題なく、マンションとか高い、この

市の庁舎もそうですよね。電気で上に水を上げて

いるところとか、地下水を電気でくんでいる方と

か、そういう方においては本当に非常に不安な思

いをしたのではないかというふうに思っておりま

すけれども、今回改めて東議員もけさほど午前中

に情報の大切さ、ＦＭがよかったよねというよう

なお話をされていました。今までラジオが各町内

会に配付されているところですけれども、それも

今回は役に立たないということになるのかなとい

うふうに思いますけれども、そこら辺はどういう

ことになっているのかお知らせいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の停電で、本当に

電気というのは議員おっしゃるとおりなくては困

るものということで、私のうちもオール電化でし

たので、大変な目に遭いました。先ほど停電に関

して直接的な、例えば建物が壊れるですとか、設

備が壊れるですとか、そういうような被害はなか

ったのですが、やはり経済的な被害はありました



－132－

平成３０年９月２０日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

ので、後ほど経済部長のほうから御報告させてい

ただきたいと思います。

今回停電ということで、電気がとまっていると

いうことはテレビが見られないと。ということは、

テレビからの情報は出てこないということになり

ます。携帯についても役所のほうで充電コーナー

を設けましたが、充電しないと動かないというこ

とですので、残る情報伝達手段というのはやはり

ＦＭラジオが一番市民の皆さんにとって心強いも

のではないかなという、これが浮き彫りになった

今回のことではないかなと思っています。改めて

情報伝達の重要性含めて、その手段もどういう形

がいいのか、これは本当にもう一回真摯に考えな

ければならない問題だと思っています。ただ、Ｆ

Ｍラジオにつきましてはまだ難視聴区域もござい

ますので、一気にというわけにはいかないかもし

れません。ただ、非常に大きな伝達手段ではあり

ますので、十分研究を進めてまいりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま副市長のほ

うから経済における影響ということでありました

ので、私のほうから少し報告をさせていただけれ

ばと思います。

まだ速報値あるいは概数ということでお受けと

めいただきたいと思いますけれども、まず１つに

ついては畜産業の関係で、どうしても生乳は搾っ

た後にバルククーラーという冷蔵庫で冷やして出

荷をするまで待つのがありますので、搾乳そのも

のについてはできたというふうにお伺いしていま

すけれども、集荷が来なかった、あるいはバルク

クーラー、冷蔵庫が動かなかったということで、

生乳廃棄をした部分があって、概算でいきますと

７００万円ぐらいの被害が発生したのではないか

というふうにお伺いしているところであります。

また、観光あるいは宿泊の関係でも、まだこれ

も途中経過ということでお受けとめいただきたい

と思いますけれども、これも数万円の規模から多

いところでは１００万円ぐらい、その後の予約の

差し控えも含めてそのぐらいの影響額があったの

ではないかというようなお話もいただいていると

ころであります。これについては、改めて商工会

議所あるいは商工会も通じながら数字を取りまと

めているところでありますので、まとまりました

らまた何かの機会に御報告をさせていただければ

と思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に今行政と住民

に何が求められているのか考えさせられる一連の

出来事でございました。犠牲者を一人も出さない

防災のまちづくりがますます大切であるというこ

とを認識いたしましたし、防災が災害に強いまち

をつくるというふうにも考えております。市長の

考え方をお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の停電は、名寄市に

おいては人的な大きな影響はなかったということ

も幸いという言い方がいいのかわかりませんけれ

ども、いい教訓になったというふうに思います。

改めてこれらは取りまとめをさせていただいて、

電源が全体的に落ちたときどういった問題が発生

したのか、どういう取り組みをしていかなければ

ならないのかということをしっかりとまた市民の

皆さんに発信をしていきたいというふうに思いま

す。

また、７月の豪雨だとかで、名寄市はやっぱり

天塩川と名寄川が合流する地点に市街地区があり

まして、新しい ０００年に１度のハザードマッ

プをこのたび市民の皆さんに配布をさせていただ

きましたけれども、ごらんのとおり市街地区は天

塩川が決壊をするとほぼ水没してしまう状況でご

ざいます。これをできるだけ防ぐべく、東議員か

らも質問いただきましたけれども、天塩川に関し

ては毎年天塩川の治水の協議会の中で河道掘削や、

また豊栄川等の要請はしっかりとさせていただい
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ておりますし、また今回避難訓練もさせていただ

いて、 ０００年に１度ということで一時避難か

らもう少し高台へということで２次避難場所に人

材開発センターということで移動していただきま

したけれども、これも本当に果たしてこれがいい

のかどうなのか、改めて新しい新たな河川防災の

ための施設も含めて、今現在こうした要望も開発

局や道のほうにもさせていただいているところで

ございます。いずれにしても、防災に強い基盤と

いざなにかあったときにしっかりと市民の皆さん

の命を守れる情報伝達あるいは避難する手段等の

確保ということに改めてこれからも全力で取り組

んでいきたいというふうに考えております。よろ

しくどうぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に防災について

は、年々厳しい状況というか、考えられない状況

でございますので、今本当に思っていないことが

起き得るということで、非常に課題が大きいとい

うふうには思いますけれども、一人の犠牲者も出

したくないという思いで私もしっかり頑張ってい

きます。よろしくお願いいたします。

あと、２番目の高齢者、名寄市第７期高齢者保

健医療福祉計画・介護保険事業計画について再質

問いたします。フレイルについては、名前は変わ

っていますけれども、今までもそういうこと、取

り組みはずっとなさってきたというふうに私も認

識しているところでございますが、名前が変わっ

たところでまた意識も新たになってフレイルに取

り組もうと、何か語呂がいいものですから、これ

がいいかなというふうに思った次第なのですけれ

ども、それで認知症になっても安心して暮らせる

名寄市を現実のものにするためにということで今

回質問させていただきました。第７期のこの計画

の８２ページのところに、平成３７年、２０２５

年には本市において何らかの認知症状がある方が

７００人になると見込まれていると記載されて

いるとおり、今後ますます増加していくというふ

うには考えているのですけれども、やはりその家

族や本人を支えていくことで随分違うというふう

にも考えますので、具体的な今後の方策について

改めてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 御質

問ございました認知症の方が今後増加していくと

いうことで、議員おっしゃるとおり２０２５年に

は日本全国で７００万人ということで、６５歳以

上の高齢者の５人に１人が認知症になるというこ

とが見込まれておりまして、計画書の８２ページ

にも記載をさせていただいておりますが、この国

の推計を用いた場合に平成２９年が ０００人と

いうことになっておりますので、その ７倍とい

うことになるということが予想されております。

こういった状況を踏まえまして、先ほど答弁をさ

せていただきましたが、認知症施策の推進を第１

の柱ということで、これも計画のほうに記載させ

ていただいておりますが、この第１の柱としなが

ら地域包括ケアシステムの推進を図ってまいりま

すけれども、認知症本人、それからその家族を支

えるための具体的な方策ということでございます

けれども、まず１点目に認知症サポーター養成講

座による受講者と、それから受講された方を認知

症サポーターの会会員ということで加入していた

だきまして、その方の拡大を図るということが１

点目でございます。現在の名寄市における講座の

受講者につきましては、平成２９年度末累計で

５６１名、それからサポーターの会の会員につき

ましては５６名となっております。この会員さん

につきましては、昨年度から開所をしました認知

症カフェ、いわゆるにこにこカフェと呼んでおり

ますけれども、この運営スタッフとして参画もい

ただいておりますし、その中で参加者同士の交流

だとか情報共有についてつなげていただくための

重要な役割を担っていただいております。さらに、

地域でより活動できるサポーターを養成するため
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に、ワンランクアップということで認知症サポー

ターステップアップ講座を実施しておりまして、

人数だけではなくて、量的ではなく、数を養成す

るのではなくて、さまざまな場面において御活躍

いただけるよう取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

それから、２点目としまして、先ほどの答弁で

もお話しさせていただきましたが、認知症初期集

中支援チームの設置、これはことしの４月に設置

をしております。事務局は地域包括支援センター

におきまして、認知症サポート医、それからリハ

ビリテーション職、保健師の３名によって認知症

が疑われる方、また認知症の方、その家族を訪問

させていただいて、観察、評価を行った上でいろ

んな治療ですとか自立生活のサポートにつなげる

ということで、現在も対応を行っているところで

あります。

それから、３つ目として、在宅介護リフレッシ

ュ事業の充実ということで、この事業は季節ごと

に年４回実施しておりまして、在宅で家族を介護

している方、それから広く一般の方も対象としな

がら、介護者のリフレッシュ、それからその中で

は軽運動を実施したり、介護などの情報を得る、

または参加者同士の交流を深めることを目的に開

催をしております。参加しやすくするために１回

当たり１週間の日程を設定しまして、メニューを

今後も充実しながら開催をしていきたいというふ

うに考えております。

それと、４点目ですけれども、高齢者の権利擁

護ということで、高齢者が地域で尊厳ある生活を

行うことができるように必要な支援を行うという

ことで、特に認知症高齢者の方がふえております

ので、判断力の低下による成年後見制度が必要な

ケースが多いということで、ここではことしの１

月から名寄市の成年後見センターも開設されまし

たし、従来から地域包括支援センターの中でも対

応させていただいておりますので、今後も必要な

支援を行っていきたいというふうに考えておりま

す。認知症の方だけではなくて介護者への支援を

行うということは、認知症の方の生活の質の改善

にもつながるということで、今後とも家族だとか

介護者の精神的な負担の軽減を図るような取り組

みをとっていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 大学で、今まで私は

認知症に関しては砂川市が道内のトップを行くの

だなというふうに思っていたのですけれども、名

寄市で開催されたということに本当に大きな驚き

とやはり名寄ってすばらしい取り組みしているの

だなというふうに思いました。

市長に質問いたします。壇上でも申し上げまし

たが、認知症になっても安心して暮らせる地域を

目指し、認知症の方と家族を支える環境づくりに

努めますとの行政報告でございました。具体的に

どのような地域を、どのような環境づくりを思い

描かれているのか教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 具体的な取り組みについ

ては、今廣嶋室長がかなり具体的に思いあふれて、

時間もあふれるぐらいお話をさせていただきまし

たので、その思いでありますが、名寄がそうした

医療資源あるいは介護福祉、そうしたマンパワー

も含めて資源が非常に豊富でありまして、これを

さらに有機的に絡めていくことでさらに認知症に

優しい、あるいは高齢者に優しいまちづくりを進

めていけるものというふうに確信をしておりまし

て、大所高所からまた議員にも御指導いただきな

がら高齢者に優しいまちづくりを進めていきたい

というふうに思いますので、よろしくどうぞお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。
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本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐久間 誠

署名議員 東 川 孝 義
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開議 平成３０年９月２１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第５号 平成２９年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第６号 平成２９年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第５号 平成２９年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第６号 平成２９年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

平成３０年９月２１日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

本市における防災対策について外２件を、野田

三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い順次質問させていただきます。

質問の前に、平成３０年９月６日に発生しまし

た北海道胆振東部地震により被災された方々に心

からお見舞いを申し上げます。それとともに一日

も早い復興をお祈りいたします。

それでは、質問のほうに入らさせていただきま

す。初めに、大項目１点目、本市における防災対

策について２点質問いたします。１点目に、防災

訓練の成果と今後の課題についてです。近年全国

的にも災害が多く発生しており、多くの被害が報

告されております。我々本市においてもいつ災害

が発生するかわからない状況になっております。

本市も毎年防災訓練などを実施しておりますが、

防災訓練を実施することによってどのような成果

が出ているのか、そして今後の課題についてもお

知らせください。

２点目に、シェイクアウト訓練の取り組みにつ

いてです。本市においても北海道シェイクアウト

のときに市内の小中学校が参加しておりますが、

本市においてシェイクアウト訓練についての考え

方についてお知らせください。

次に、大項目２点目、教育行政について２点質

問いたします。１点目に、学校教育情報化推進モ

デル事業についてです。本市においても２０年度

から実施される新学習指導要領の中でＩＣＴ活用

や情報教育の充実が重視されていることに伴い、

本年度から普通学級で中学校１校と支援学級で小

学校１校をモデル校として実施するようになって

おりますが、どのような内容で進めていくのかお

知らせください。

２点目に、小中高いじめ防止サミットについて

です。本市では、毎年開催されているいじめ防止

サミットではありますが、昨年度から高校生も参

加しての開催となっておりますが、高校生が参加

することによる全体の成果と今後の課題について

お知らせください。

次に、大項目３点目の本市における交通安全対

策について１点質問いたします。自転車における

運転マナーについてですが、近年全国的にも自転

車を運転しながら携帯電話を操作し、歩行者と接

触事故を起こし、歩行者の大けがや死亡事故など

が発生しており、重要視されておりますが、本市

においても発生する可能性が高いと考えておりま

すが、本市としての交通安全対策の考え方につい

てお知らせください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま野田議員から大項目で３点にわたって御

質問いただきました。大項目１は私から、大項目

２は教育部長から、大項目３は市民部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１の本市における防災対策につ

いて、小項目１の防災訓練の成果と今後の課題に



－139－

平成３０年９月２１日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

ついてお答えいたします。本市では、年に１回を

目安に防災訓練を実施しており、近年では暴風雪、

ホワイトアウトの対応や通信途絶対応訓練などを

行ってきましたが、平成２８年に想定最大規模の

降雨による浸水想定が示されたこともあり、平成

２９年度からは浸水深の深い地域を対象に避難訓

練を実施しております。この訓練につきましては、

ＦＩＧ―ａなよろ、課題を見つける避難訓練とし

て実際に避難行動を行う上で避難における課題の

発見、想定最大規模の降雨の理解を深めるととも

に、気づきによる地域住民の避難能力の向上を図

ることを目的として実施しております。訓練の中

では、避難に支援を要する方への課題や避難経路

の課題などさまざまな面での課題の発見から自助、

共助に関する自主的、自発的な発言が多く、地域

の防災力の向上につながっているものと考えてお

ります。

今後の課題としましては、議員御指摘のとおり

名寄市でもいつ災害に襲われるかわからない状況

となっておりますので、訓練などを通して避難の

重要性などについて広く周知するなど、防災意識

の向上に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、シェイクアウト訓練の取り組

みについて申し上げます。シェイクアウトにつき

ましては、北海道シェイクアウトの実施にあわせ

て市内小中学生を中心に参加を呼びかけておりま

す。これまで各学校の協力により多くの学校が参

加しており、今年度につきましては全ての小中学

校で実施されております。学校によって取り組み

方はさまざまですが、ドロップ、まず低く、カバ

ー、頭を守る、ホールドオン、動かないの順番で

身の安全を確保する行動の訓練を実施したほか、

訓練後には防災についての啓発や災害学習など事

後指導にも取り組んでいるとの報告もいただいて

おります。小中学校で参加されることにより防災

について考えるきっかけとなり、防災への意識の

向上につながっているものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えします。

まず、小項目１、学校教育情報化推進モデル事

業についてですが、２０２０年度から順次全面実

施される新学習指導要領においては学習の基礎と

なる資質、能力の一つとして、情報を分析、活用

する能力の育成が重要としています。各学校にお

いて行うべきこととして、情報機器や情報通信ネ

ットワークなどの必要な環境を整え、これらを適

切に活用した学習活動の充実を図ること、また視

聴覚教材や教育機器など教材教具の適切な活用を

図ることなどを指摘しております。文部科学省が

示す学校において最低限必要とされ、また最優先

に整備すべきＩＣＴ環境の整備内容の主なものと

して、まず全ての普通教室にコンピューターと無

線等で接続できる大型提示装置を常設する。また、

児童生徒用のコンピューターは各クラスで１日１

こま分程度の使用を目安に３クラスに１クラス分

程度を配置し、教員用にはそれぞれ１台を配備す

る。さらに、その他として無線ＬＡＮ環境の整備、

通信回線の大容量化、学習用ツールの導入を積極

的に行う。また、校務におけるＩＣＴの活用など

が示されています。

このことを受け、本市においては教育の情報化

を総合的かつ段階的に進めるため、モデル校を２

校指定し、タブレット端末を児童生徒４人に１台、

教員用に１人１台を導入します。また、学校にお

けるＩＣＴの効果的な活用を通して児童生徒の確

かな学力を育成するため、普通学級ごとに大型提

示装置を配置し、校内無線ＬＡＮを整備すること

により、日常の授業や特別支援教育の充実に向け

た指導方法の工夫改善を図るための検証を実施し

てまいります。さらに、統合型校務支援システム

をモデル校１校に導入することで、業務の効率化

についてもあわせて検証を行っていきたいと考え

ています。

次に、小項目２、小中高いじめ防止サミットに
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ついてですが、いじめをなくすためにはよりよい

人間関係づくりを基盤とした集団づくりが大切な

ことから、教育委員会では名寄市いじめ防止基本

方針に基づき、市内の全小中学校の児童生徒によ

るいじめの根絶に向けた自主的な取り組みの活性

化を図るため、平成２６年度より名寄市小中学校

いじめ防止サミットを実施しております。平成２

９年度からは、市内２つの高校からの生徒の参加

により、名寄市小中高いじめ防止サミットと発展

し、ことしは２年目となります。これまでもこの

取り組みでは、名寄市小中学校いじめ防止宣言の

定着状況を伺うアンケート調査を行い、その結果

について意見交流等を行うことにより、市内の全

児童生徒が名寄市の小中学校からいじめを根絶す

るという目標を確認できたことや自分たちでいじ

めを生まない学校をつくるという意識を高めるこ

とができたといった成果を上げてきました。さら

に、高校の参加により高校生も含めていじめ防止

標語を選定したり、意見交換を重ねることで、こ

れまで以上にいじめに対する意識を高めるととも

に、各校におけるいじめ根絶の取り組みの充実に

つなげております。また、小中高校の相互交流に

より、小学生は中学生を、中学生は高校生を手本

として自分たちの取り組みの質の向上を図ること

にもつながっております。

現在名寄市小中高いじめ防止宣言も採択から２

年が経過しており、この間に名寄市いじめ防止基

本方針も改定しましたので、その内容を踏まえ、

高校生を含む市内の全児童生徒が友達が嫌がるこ

と、明るい学校とは何かを考え、いじめ防止宣言

の内容の見直し作業を進めていくことが今後の課

題と考えています。今後とも教育委員会といたし

ましては、各学校と連携し、名寄市小中高いじめ

防止サミットを継続するとともに、取り組み内容

などの改善、充実を図りながら児童会、生徒会を

中心とした自発的、自治的な取り組みによるいじ

めを絶対に許さない学校づくりを一層強力に推進

していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

３、本市における交通安全対策について、小項目

１の自転車の運転マナーについて申し上げます。

警察庁の統計による自転車の交通事故は、全国

で９万件を超え、そのほとんどは自転車対自動車

の事故が占めておりますが、およそ ６００件が

自転車対歩行者の事故となってございます。議員

からも御指摘をいただきました自転車と歩行者の

事故についてその内容を見ると、自転車運転者が

２４歳以下の若い年齢層、歩行者のほうは６５歳

以上の高齢者が当事者となる事故が比較的多い状

況との統計が出されております。

本市における自転車利用者に対する交通安全対

策についてでありますが、交通ルール、マナーの

教育あるいは指導として各小中学校での自転車講

習の実施、町内会、老人クラブなどで交通安全教

室を開催するなど、各教育機関、警察署、交通安

全協会を初めとする関係団体等と連携をしながら、

事故防止につながる活動を実施してきております。

しかしながら、自転車交通安全においてはさらな

るマナー向上に向けた取り組みが必要であると考

えておりまして、今後も自転車対策を重点課題の

一つと位置づけ、自転車安全利用五則を初めとす

る交通ルールの遵守やマナー向上につながる普及

啓発活動に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれ答弁いただ

きましてありがとうございました。それでは、再

質問させていただきます。

まず初めに、防災訓練の成果と今後の課題につ

いてですけれども、今まで本市としても防災訓練

を通して市民から数多くの意見が出てきていると

思いますけれども、この意見を生かして防災訓練

を行うことにより、一人一人の防災に対しての意

識の向上につながっていくのではと私自身考えて
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いるところではあるのですけれども、この点につ

いて本市としての考えがありましたら、改めてお

知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今野田議員のほうか

ら防災訓練における意見等についてということで

御質問をいただきまして、実際に訓練につきまし

ては先ほどお話をしましたように、昨年から防災

訓練につきましては実際に避難をして、そのとき

にいろいろな気づきについて町内会のほうで自主

防災組織も含めたいろいろな課題についてのお話

が出されているところでございます。今年度も人

材開発センターのほうで各町内会から最終的にい

ろいろと参加をしての感想ですとか、そういうお

話をいただいたところでございますけれども、防

災訓練における成果、課題等につきましてはそれ

ぞれ参加をされました自主防災組織、町内会の皆

さんにおいて今後に向けた避難に向けての取り組

み等について成果等のお話がされるものというふ

うに思っているところで、市としましては今後の

訓練などにおいて市民の皆さんの防災意識の高揚

ですとか、安全行動などにつながるような避難訓

練を通しまして、さらに安全、安心なまちづくり

に向けて進めてまいりたいというふうに思ってご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。私も今まで防災訓練のほうにも参加させて

いただいて、いろいろと勉強をさせていただいて

いる中に、今回本市においても停電になったとき

の教訓として本当に非常に勉強になって、また意

識の向上につながったなと実感しているところで

はあります。

そのほかにも私自身も今まで市民から多くの話

を聞かせていただいているところでもあるのです

けれども、特に緊急エリアメールというのですか、

Ｊアラートも含めてなのですけれども、メールが

鳴ったときに情報を確認してもその後の行動に戸

惑ってしまい、様子を見てしまうと。もしくは、

人によっては時間差でおくれて緊急エリアメール

が鳴る場合がある。実際現実的に避難することに

なった場合には、不安が残ってしまうとお話を聞

かせていただいているところなのですけれども、

この緊急エリアメール、Ｊアラートも含めて本市

としての考え方についても何かありましたら教え

てください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 緊急速報メールにつ

きましては、昨年はミサイルの発射によりまして

２回ほど発信がされまして、実際に避難までには

至りませんでしたし、緊急地震メールが発信され

てもなかなか直ちに行動できるということは、そ

ういう対応をすることは少し難しいのかなという

ふうには考えておりまして、こういったメールに

対応するためにはＪアラート、あるいはそれを含

む緊急メールが着信後の行動について改めてしっ

かりと周知をする取り組みが必要だというふうに

考えております。

地震につきましては、先ほど言いましたように

北海道シェイクアウトへの参加等広がれば安全行

動にもつながるというふうに思ってございますし、

また大雨等で市から発信をするメールにつきまし

ては避難情報あるいは避難所などの記載について

メールを通じて確認をいただき、速やかに避難行

動に結びつけていただきたいというふうに考えて

いるところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。やはり今回本市においても停電して、ＳＮ

Ｓだとかでもしかしたら本市においても水道がと

まるのではないかと、そういった誤報も流れたみ

たいだったのですけれども、市のほうで緊急の対

応をしていただいて、そんな大きなことにならな

くてよかったのかなと私自身実感しております。

それも踏まえて、ふだんの防災訓練がもしものと
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きに最大限力を発揮することができるように継続

してこれからも取り組んでいただけることをお願

いしたいと思います。

そして次に、シェイクアウト訓練の取り組みに

ついてなのですけれども、本市においても北海道

シェイクアウト訓練を取り入れてからそんなに年

数がたっていないと思うのですが、三、四年ぐら

いでしょうか、取り入れたばかりだとは思うので

すけれども、このシェイクアウト訓練は場所を選

ばず、時間をかけずに誰にでも簡単にできる防災

訓練の一つなのですけれども、人によっては防災

訓練は難しく、時間がかかるのではというイメー

ジを持っている人もいるとお話を聞かせていただ

いております。今のところ本市では、市内の小中

学校が参加している状況になっておりますけれど

も、今後は市内の小中学校だけではなく、民間企

業などにも参加を呼びかけるなどの取り組みなど

だとか、そういったことは考えているのでしょう

か、お知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 野田議員からござい

ましたシェイクアウトの関係につきましては、お

話しのとおり短時間で簡単にできる、場所もとら

ない訓練ということでございます。市で参加集約

をしているのは小中学校だけでありますけれども、

広報等を通じて各事業所、御家庭での参加につい

ても呼びかけをさせていただいているところでご

ざいます。事業所あるいは御家庭においても積極

的に参加をいただき、防災に対する意識の高揚に

つながればというふうに思ってございます。この

ことが地域の防災力の向上にもつながるものと考

えており、今後も市の広報等を通じまして継続的

に参加を呼びかけてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからもこのような誰にでもできる防災

訓練を取り入れて広めていただき、ぜひ防災意識

の向上につなげていただくことをお願いしたいと

思います。

そして次に、学校教育情報化推進モデル事業に

ついてなのですけれども、この取り組みを進めて

いくに当たって教員側の指導方法なども私自身重

要なことになってくると考えているところではあ

るのですけれども、このＩＣＴを活用しての指導

方法について、指導する教員の指導力向上に向け

どのような考えを持っているのかお知らせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今野田議員からＩＣ

Ｔを活用した指導方法について、指導する側の教

員の指導力向上に向けてどのような取り組みをし

ていくのかという御質問だと思います。ＩＣＴを

活用した事業、今まではパソコン教室で行ってい

たというような授業づくりなのですけれども、今

後についてはタブレット端末ですとか、実物投影

機に映し出された、大型提示装置に映されたもの

を見ながらの授業というようなことで、新たな授

業づくりが必要になるのではないかというふうに

考えております。その中で全ての先生がＩＣＴの

活用に関して理解を深めていっていただかなけれ

ば、なかなかうまくは進んでいかないだろうとい

うふうに考えています。そのためにもＩＣＴをさ

まざまな場面で活用するための指導に関して、教

員の研修も当然必要になっていくというふうに考

えています。そこで、教育委員会としましても北

海道教育委員会ですとか、北海道立教育研究所が

ございますけれども、そのところで企画しており

ますＩＣＴの活用に関する各種研修に積極的に先

生方に行っていただくような取り組みをしていき

たいと考えております。

また、本市においても教育改善プロジェクト委

員会がございますので、その中での研修や研究事

業、授業づくりをしながら、もうそれを通しなが

らＩＣＴを活用した指導過程をどのようにしてい
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ったらいいのかということで、皆さんで工夫しな

がら、教職員間で共有をしていっていただきたい

というふうに考えています。また、先ほど申しま

したけれども、北海道立教育研究所からいろんな

ＩＣＴに関する研修資料、校内研修に活用できる

ような研修資料も出されておりますので、それを

活用しながら各学校でＩＣＴ機器の状況に応じた

研修を行っていただきたい。このような取り組み

を行いながら、ＩＣＴ環境の整備と先生方の研修、

また先生、自分自身の自己研修も行っていただき

ながら、教員一人一人の実践的な指導力の向上を

ぜひお願いしていきたいなというふうに思ってお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今このような時代でもありますので、イン

ターネット社会になっており、やはりこういった

事業を取り入れることによって子供たちが将来自

分が何になりたいのかだとか、そういった夢を持

ち、幅広い夢を持って大人になっていただきたい

なと私自身も思っていますし、そのためにも学生

のころからそういった教養を身につけていくこと

は非常に大事なことではないのかなと思っている

ところではあります。ですから、今後も今の学生

の時期が一番大切なので、児童生徒たちに困り感

等が出ないように、そして特に特別支援の子供た

ちに対してそれに合った一人一人のＩＣＴを活用

した指導をできるように、明るく、そして楽しく

勉強に取り組めることが一番大前提だと私は思っ

ておりますので、ぜひそのように進めていくこと

をお願いしたいと思います。

そして、次になのですけれども、小中高いじめ

防止サミットについてなのですけれども、児童生

徒に対していじめ防止についての意識の向上が非

常に図られておりますので、これからも続けて取

り組んでいただきたい取り組みだと私自身考えて

おります。そのほかにも児童生徒だけではなく、

教職員の方々もいじめ防止についていろいろと意

識の向上を図られているところではあると思いま

すけれども、教職員の方々のいじめに対する認識

のずれが生じないためにも、どのようなさらなる

取り組みをされているのか、この点について改め

て何かありましたらお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今野田議員のほうか

らいじめに対して先生同士の中で見方が変わって

きて、いじめの認識と思っている先生もいるし、

そうでないというように思っている先生もいるよ

うな、そういうずれが起きていないかというよう

な御質問かなと思います。いじめかどうかを正確

に認知するということは、いじめ対応への第一歩

だというふうに考えております。いじめ防止への

対策が機能する大前提ではないかなと思っていま

す。また、いじめの認知が適切に行われなかった

ために重大な結果を招いたというような事案が全

国的にもいまだに発生していることを真摯に受け

とめていかなければならないのだろうというふう

に思っています。

このような認識のもとで、教育委員会としまし

てもいじめの認知に関する考え方につきましては、

平成３０年４月に北海道教育委員会から通知され

ております北海道いじめ防止基本方針のポイント

を全ての教職員に配付をしております。それの配

付した中で職員会議や特にいじめに特化した研修

会などで実際の教育相談等も含めましてその内容

の確認を行いながら、いじめの正確な認知に関し

ての先生方の共通理解を図っていますし、これか

らもそのような取り組みをしていきたいなと思っ

ています。また、名寄市いじめ防止基本方針がご

ざいます。そのリーフレットを配付して、学校等

でこれらの資料をもとに保護者や、また地域住民

に対してもいじめの定義や防止の基本理念等を説

明しながら、いじめ問題に対しては地域全体で共

通の認識を持ちながら、学校の教員だけというこ

とではなく、多くの目で子供たちを見守りながら
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育んでいくことができるように今後も取り組みを

進めていきたいなというふうに考えております。

今後教育委員会としましては、学校間や教職員同

士でいじめに対する認識の差がないのか、各種い

じめ調査の結果を分析しながら、それをもとに点

検作業を行いながら、学校に対してもいじめに関

する研修を継続的に行いながら、教職員が共通の

認識のもとで児童生徒に向き合えるようなことが

できるような支援をしていきたいなというふうに

思っておりますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。本当に私自身もいじめについては、どのよ

うなことでいじめになるのかという線引きという

のでしょうか、その判断が非常に難しい問題であ

ると感じているところではあります。ですから、

こういった児童生徒の意識の向上を図り、そして

教職員の先生方、そして今部長がおっしゃいまし

た地域だとか、親、全体でそういった意識の向上

を図っていくことにより、いじめの判断というの

が見えてくるのではないのかなと私実感しており

ますので、これからもいじめ防止については全体

で取り組んでいくことで意識の向上を図られて初

めて発揮されていくと思いますので、ぜひとも引

き続き取り組んでいただくことをお願いしたいと

思います。

次に、最後になるのですけれども、自転車にお

ける運転マナーについてなのですけれども、私も

ふだん新聞やテレビの報道なども見ていて、そし

て今部長からのお話の中にもやっぱりそういった

２４歳以下の若者だとか高齢者が非常に事故に遭

いやすいということを確認しているところである

のですけれども、特に携帯電話の普及率が多い中

学、高校とか、当然我々の本市にもあるわけなの

ですけれども、それと同時に大学もあるわけなの

ですけれども、そういった若者に対して、学生に

対して教育委員会や大学と連携をとりながら何か

取り組んでいることがあるのでしょうか。何かあ

ればお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員からは、自転

車における運転マナーにつきまして中学生、高校

生、さらには大学生を含めた学生さんに対して教

育委員会あるいは大学と連携をした取り組みにつ

いて改めて質問をいただきました。最近新聞、テ

レビでも報道がされておりますけれども、学生な

ど若い年齢層が自転車を運転中にスマホを操作す

るなどしておりまして、この違反が原因で多額の

損害賠償を伴う大きな事故が発生をしてございま

す。気軽な足としまして思われがちな自転車では

ありますが、道路上では軽車両でありまして、当

然道路交通法を守らなければなりません。ことし

４月に実は北海道自転車条例も施行されておりま

すけれども、条例の中では自転車交通安全教育推

進及び学校等における自転車交通安全教育の推進

について、これ自治体はもとより学校や保護者に

対しても努力義務としてうたわれていることから、

今後は教育委員会や各種学校を初め関係団体とも

連携をしながら、この条例の周知と発達段階に合

わせた自転車交通安全教育、さらにはもしものと

きのための個人賠償責任保険の加入促進について、

本日９月２１日から９月３０日までの１０日間が

秋の全国交通安全運動期間ということもあります

けれども、交通安全対策は息の長い継続的な取り

組みを粘り強く取り組んでいく必要があると考え

ておりますし、そのことからも一層の普及啓発に

努めてまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。まさしく今三島部長が言ったとおり、自転

車も乗れば軽車両扱いだということで、当然のご

とく道路交通法が適用になってくるわけなのです

けれども、やはり若者というのでしょうか、学生

だとか、そういった人たちに対して軽車両になっ
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て道路交通法が適用になるという認識がちょっと

低いというのも実際のところではないのかなと私

考えております。実際私自身もそうですし、家族

で当然ふだん自転車を使うわけなのですけれども、

家族全員で、私も携帯を持っているときは電話が

鳴っても絶対に出ないと。どうしても出るのであ

れば、通行人の邪魔にならない場所にとまって、

安全を確認してから電話を使うようにと家族で取

り決めをしているところなのですけれども、本当

にこのように学校ですとか地域、そして家族で全

体で取り組んでいくことが撲滅につながっていく

のではないのかなと私自身考えております。です

から、これからも事故を減らしてなくしていくた

めにも力を入れて引き続き取り組んでいただくこ

とをお願いしまして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

市民との協働による宗谷本線の存続に向けて外

１件を、奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問していきたいというふ

うに思います。

最初に、市民との協働による宗谷本線の存続に

向けてですが、これまでも何度か質問しています

が、改めてＪＲ宗谷本線にかかわるこの間の議論

の経過についてお知らせいただきたいというふう

に思います。

あわせて国土交通省がＪＲ北海道に対し求めた

経営改善に向けた監督命令における国の支援方針

と地元負担に関する考え方についてもお伺いした

いというふうに思います。

さらに、現在取り組まれている利用促進にかか

わる議論と将来展望についてもお伺いします。

こうしたＪＲ宗谷本線の維持、存続に向けた取

り組みは、市民との協働、共通理解が不可欠だと

いうふうに考えていますが、この点についての考

えもお伺いしたいというふうに思います。

次に、名寄市の定住対策について。行政報告に

も記載がありますけれども、また一昨日の東川議

員との質問とちょっと重複しますけれども、まち

なかお試し移住住宅の利用状況の推移、実績とこ

の取り組みでどれだけ移住に結びついたかをお伺

いいたします。

あわせて移住、定住にかかわるそのほかの名寄

市の施策についてもお知らせいただきたいという

ふうに思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） ただいま奥村議

員から大項目で２点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１につきましては私から、大項目２に

つきましては経済部長からの答弁となります。よ

ろしくお願いいたします。

大項目１、市民との協働による宗谷本線の存続

に向けて、小項目１、ＪＲ宗谷本線の維持、存続

に向けての取り組みについてお答えをいたします。

ＪＲ本線に関するこの間の議論の経過につきまし

ては、平成２８年１１月にＪＲ北海道が単独では

維持困難な線区として１０路線、１３線区を発表

し、宗谷本線では名寄から稚内間が該当しました

が、発表される以前から保線区の統合や旅行セン

ター、キヨスクの撤退などが進み、宗谷本線の存

続に不安が広がっていたことから、宗谷本線活性

化推進協議会では平成２８年５月に宗谷本線沿線

自治体市町村長意見交換会を開催し、１０月には

当時民進党北海道ＪＲ北海道路線維持対策本部と

の意見交換会が行われました。平成２９年３月に

北海道議会新幹線・総合交通体系対策特別委員会

の地域課題に関する意見交換会、８月には宗谷本

線活性化推進フォーラムを開催し、意見交換会を

開催してきております。本年６月には、国土交通

省、北海道、市長会、町村会、ＪＲ北海道、ＪＲ

貨物が集まり６者会議が開催され、ＪＲ北海道グ

ループの経営再生への見通しやＪＲ北海道の経営

自立、維持困難線区の扱い、国のＪＲ北海道に対

する指導監督と支援について協議されたところで
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す。７月２７日には、国土交通省がＪＲ北海道に

対し経営改善に向けた取り組みを進めるとともに、

２年間で４００億円台の支援について示した事業

の適切かつ健全な運営に関する監督命令を発出し

ました。この４００億円台の国の支援の概要のほ

か、同水準の自治体負担や国の考え方を踏まえた

ＪＲ北海道の今後の取り組みについて報告を受け

るため、９月４日に宗谷線、石北線、富良野線、

根室線の協議会が４路線合同説明会を開催し、国

や道、ＪＲ北海道から報告を受け意見交換を行っ

てきたところです。

国が示しました４００億円台の支援方針と同水

準の自治体負担については、統一的なルールに合

わせるのではなく、北海道の厳しい自然環境や長

大な路線状況などを考慮するとともに、地方財政

措置について強く要望してきております。

宗谷本線の利用促進と将来展望については、本

年度はフォトコンテストを初開催しており、現在

全国各地から思いの詰まった写真を多数応募いた

だいております。また、将来展望については、宗

谷本線の特急が稚内から札幌まで乗りかえなく移

動することができる直通便の復活や宗谷本線の完

全高速化の実現と車両更新により、宗谷本線はよ

り一層活性化するものと考えております。

また、宗谷本線活性化推進協議会では、平成３

０年度からさらに利用しやすいダイヤの構築研究

や極端に利用の少ない駅及び踏切を含めた鉄道設

備について情報交換を始めております。これらに

つきましては、利便性向上や協力できる経費節減

など検討を進め、ＪＲ北海道、沿線自治体、地域

住民の理解と協力のもと一体となって取り組んで

いくことが重要と考えております。宗谷本線は、

旭川から稚内までつながり、全国へとつながるか

らこそ鉄道として大きな役割を果たすものと考え

ておりますので、引き続き存続を前提とした取り

組みを協議会全体で進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、名寄市への定住対策について、小項目の１、

移住、定住の促進と人材確保について申し上げま

す。

本市におきましては、移住の推進を目的としま

して平成２５年度及び２６年度に旧名寄高校の教

員住宅を改修しまして、風連地区に２棟のお試し

移住住宅を整備させていただきました。その後商

業施設や医療機関が近いこと、除雪作業の手間が

ないことなど、名寄市の住みよさをより一層体験

いただくために、新たに名寄市街地にまちなかお

試し移住住宅を平成２８年度に１棟、さらに本年

５月に１棟それぞれ設置をし、運用させていただ

いているところでございます。

この間のお試し移住住宅の利用実績についてで

ありますが、平成２５年度は３件７名、２６年度

は１０件１７名、２７年度は９件１８名、２８年

度は１１件２０名、２９年度は１５件３１名、今

年度は９月１０日現在で１１件２２名となってお

りまして、このうち３組の方々が本市に移住をい

ただいているところでございます。

また、本市におきましては移住、定住を促進す

るための施策といたしまして、新規就農者への支

援のほか、店舗や事務所の新設、増築への支援で

すとか創業支援、さらには本年度まで取り組みを

継続する方向で今新たな制度を検討を進めており

ます住宅改修への支援の関係、さらには誕生餅助

成といった子育て支援など本市での就業を考える

方や子育て世代に配慮した取り組みなども行って

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問していきたいというふうに

思います。

最初に、宗谷本線の存続に向けてでありますけ

れども、この間何度か質問させていただいていま

す。ほかの議員の方も取り上げてきているところ
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でありますけれども、市民の皆さんにとってはな

かなか新聞や何かで情報が伝わるくらいかなとい

うことで、十分な内容について伝わっていないと

ころもあるかなというふうに思いますので、そう

いう意味でもこういった議会の中でも議論させて

もらうということが必要かなというふうに思って

います。そういう意味で質問も続けていきたいと

いうふうに思います。

先ほどの答弁の中で、９月４日に４路線の合同

説明会というのがありましたというところがあり

ました。これは、昨日の東議員のやりとりの中で

も市長から答弁があったところだというふうに思

います。とりわけ国の財政措置がまだ明らかでな

い中で同水準の自治体負担を求める、そういった

ことに対しての懸念が各自治体の首長からも出さ

れていたというふうにもお聞きをしています。そ

の会議には、国土交通省、それから道、ＪＲの担

当者も出席をされていたということであります。

きのうの市長の発言にもありましたけれども、市

長自身も発言をいただいているというふうに思い

ます。そういったことも含めて、加藤市長あるい

は沿線自治体の首長のそれぞれの発言を受けて、

そういった意図は国や道、それからＪＲの皆さん

に伝わったかどうか、その点について実際に市長

出席されていたというふうに思いますので、市長

の感触と言ったら変ですけれども、どういうふう

に捉えたかお聞かせいただければというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨日の答弁でも若干触れ

させていただきまして、４００億円の支援をする

と。そこには、基本的には自治体にも同負担を求

めていくということが前提だというお話がありま

したので、私からはこの間分割された民営化の中

で、若干北海道は少しげたを履かせてもらって経

営安定基金というものを積んで、それによって運

営をしなさいということでこれまで進めてきたの

だけれども、その間の対応は一律的なものであっ

て、そんなこともあって今こうした経営が厳しい

状況になっているのだと。なので、全国一律のル

ールなので、理解してくださいというお話は到底

理解できないと。北海道のいわゆる広域分散型な

こういった地理的条件や、あるいは自然環境、特

に冬、雪が非常に厳しいという中で除排雪経費が

大変大きくかかっていく。そんなようなことをぜ

ひ鑑みて、抜本的な、あるいは大きなさまざまな

支援をしていただきたいというお話をさせていた

だきました。鉄道局の皆さんもそうした地域の意

見を重く受けとめさせてはいただくというお話は

していただきましたし、北海道も引き続き国とも

協議をしていくというような姿勢でありましたの

で、そうした今後の協議が前向きに進むように我

々も見守っていきたいというふうに思いますし、

これからもＪＲ北海道あるいは北海道庁さんとも

しっかりと連携を密にして、よりこの問題が前に

進んでいけるように我々としても力を尽くしてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今回の２年間で４００

億円の国からの支援、その辺のところは自治体の

負担という話ですけれども、やはり自治体負担、

どれが単費で何らかができるかというと、そうい

った余裕のない状況だというふうに思いますし、

先ほどありました国からの支援、自治体に対する

支援が一方で裏づけがなければなかなか身動きが

とれないというふうな状況かというふうに思いま

す。２年間ということで示されましたけれども、

２年間で終わりということでは当然ないのだとい

うふうに思います。２年間の結果が必ずプラスに

なっていなければ、簡単にならないと思いますし、

それが条件でさあ、終わりですよということでは

到底ないのだというふうに思いますし、それは誰

もが納得できない状況だというふうに思います。

そういう意味で２年間で国の引き続く支援を含め

て終わらせないような取り組みが必要なのだとい
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うふうに思いますけれども、そういった点につい

て、この先の展望ということになってしまいます

けれども、お考えがあればというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今後のこの先２

年間という、いわゆる時限的なくくりをつけられ

たわけですけれども、これはこの２年というのは

根本的に国が鉄道事業に対して支援ができる法律

の期限ということでの２年という位置づけである

と認識しております。この中でしっかりと今現状

突きつけられているのは、必要なのだという部分

をいかに出していくかという部分、それから先ほ

どの答弁でも私触れましたけれども、実際に昭和

６３年当時ですか、民間、分割民営化されたころ

から、実は鉄道ダイヤというのはそう大きく当時

から何も変わっていないというのが現状でござい

ます。その間利用の少ない部分、車両の部分、問

題の部分でダイヤがどんどん削られていっている

という状況で、実際に利用者目線で本当に利用し

やすいダイヤになっているのかという部分も含め

て、幹事会の中で利用されるダイヤということで

今研究をさせていただいております。その部分で

昨年のダイヤ改正で札幌直通が往復で６便から２

便になってしまったと。あとは、旭川の乗りかえ

が往復で４便になってしまったという部分も大き

な集客を下げた部分かなというふうな分析もして

おりますので、これからも直通便の要望と、それ

から若干便数をふやして効果的な特急ダイヤが編

成できるような提案も案としてつくっていきなが

ら、利用される、利用しやすい鉄道という環境も

協議会として提案をしていきたい。その動きがで

きることの一つではないかなというふうに考えて

取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） すぐ目先ではなくて、

この先も含めての取り組みということになるかと

いうふうに思います。先ほどの答弁にもあったの

ですけれども、当然存続を前提にして取り組みを

していくのだと、そういったことだというふうに

思います。この間もそういうことでずっと答弁い

ただいていたのだというふうに思います。改めて

このことについて活性化協議会なり名寄市の姿勢

としてそういうことが前提にあるということを確

認させていただく。と思いますけれども、そうい

うことで、これは市長かな。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨年でしたか、２９年２

月、北海道の中でワーキングチームの議論があっ

て、そこで宗谷本線という明言はなかったけれど

も、国境に面する地域の重要性ということもあっ

て、そこに対しての一定のプライオリティーが見

られて、我々としては宗谷本線が存続を前提にし

て議論できる土台ができたと、そういうふうに判

断をして、沿線の中で一番最初にＪＲさんを含む

関係者との協議をスタートしたというふうに考え

ておりますので、お話のとおりだというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ確約というこ

とではないにしても、やっぱり市民の皆さんが不

安に思っていること、そのことを払拭するために

も今市長からあったことについては大きな前提で

それぞれの取り組みもされると。そのことについ

て市民の皆さんと一緒に取り組むことが必要だと

いうふうに思いますので、今後そういう視点で取

り組みをしていただきたいというふうに思います。

さらに、先ほど言いましたが、２年が、ここの

３１年、３２年が終わりなわけではなくて、その

次につながる取り組み、展望して取り組みをして

いくということだというふうに思います。１つに

は、ＪＲ自体も２０３０年に札幌に新幹線が延伸

されたそれ以降は自立していかなければならない

のだみたいな、そういった発言もされているとい

うふうに思います。そういう意味では、そこまで

の、その先も当然そうですけれども、そういった

ことも見据えながらいろいろな取り組みをしてい
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く。長続きできる取り組みをする必要があるとい

うふうに思います。

そういった中で少し先ほど石橋室長からもあっ

たダイヤの見直しとか、そういった具体の利用促

進やこれからの展望についてお話ししたいという

ふうに思います。先ほどもダイヤの関係、これま

でなかなか手がついていなくて今の状況だという

ふうな総括をしていると。そういう中でいくと、

通勤、通学、もしくは病院に通ったり、名寄市に

来るような、名寄を中心に言えばそういうこと。

利用する方が多い。そういう中でいくと、例えば

朝の時間帯、あるいは帰る夕方の時間帯にそうい

ったダイヤが集中されて、余り日中にたくさんの

便を配置する必要はない。あるいは、直通便はや

っぱり必要だとか、そういった検討をされている

のではないかなというふうに思います。そういっ

たことについてもし具体的に何か少しここまであ

るということであれば、これからの議論というこ

とになっているのかもしれませんけれども、お話

をいただければというふうに思います。

先ほど言いました日中の例えば少なくした便、

通常皆さんが使うこともできますけれども、とり

わけ北海道に来る旅行者の方、あるいは観光に来

られた方に特化して利用していただくような、そ

ういった考え方を持って各駅停車にする、あるい

は停車時間を長くする、そういったことも提案と

してはあるのではないかと思いますけれども、そ

の辺の考えもあればお聞かせいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） ダイヤの関係等

で御質問いただきましたけれども、現在協議会の

組織の各駅のある自治体に対してどのようなダイ

ヤを構築すれば利用者、利便性が上がるでしょう

かということで、今集約をさせていただいており

ます。その中で全体的に協議会として提案をして

いけるよう今後調整していかなければならないと

いうふうに考えておりますが、今現在は先ほどち

ょっと触れましたけれども、やはり特急の部分が

今往復ではないですけれども、札幌までは一応特

急、乗り継ぎもありますけれども、１日３往復分

のダイヤがあると。この部分が本当にニーズにか

み合った時間帯で走っているのかという部分の議

論の中で、さらにもう一本ふやしてみたらどうな

のかという提案も考えながら、ちょっと今後は進

めていきたいというふうに考えているところです。

停車時間のお話もございますけれども、いろい

ろな考え方があると思いますけれども、事務局の

レベルでは、その各駅停車なり停車時間を延長を

かけるようなダイヤというのは、例えば土日、週

末にかけてのそういったダイヤを組んでみたりと

か、そういったことも考えながら、観光的な要素

と、あとそれから高速大量輸送ということを強み

を生かしたダイヤと区分をしながら考えていくと

いうのも一つの手であるというふうに考えており

ますので、今後しっかりと研究、検討していきた

いというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今特急の話が出ました。

これは、きのう加藤市長のお話の中にも出ていた

と思います。とりわけ特急を直通化するに当たっ

ては、車両の購入がやっぱり前提になっていく。

ネックなのかもしれませんけれども、当然そうし

ていかなければ対応ができないということになる

と思います。直通便の復活というのは当然必要だ

し、有効だというふうに思います。そういったメ

リットと車両１台やっぱり高額だということと、

きのう市長が言われていたのは発注して少し時間

がかかるという話もされていたというふうに思い

ます。そういう意味では課題もあるのだというふ

うに思いますけれども、この点について改めて市

長の考えをお聞かせいただければというふうに思

いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 石橋室長からもお話あり

ましたけれども、観光利用というのも重要な視点
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だというふうに思いますし、その前提としてしっ

かりとした基盤を、しっかりしたものを残してい

かないと今のままで残っていってはじり貧になっ

ていくというふうに思っているので、そこは高速

大量輸送というのをしっかりと担保していただく

ための客車、あるいは基盤そのものが何かあった

らすぐ運休してしまうような基盤ではここはやっ

ぱり信頼性を失ってしまうというふうに思ってい

て、そこに対する投資もしていただきたい。その

ためには、かなりやっぱり大きな投資が必要にな

ってくるのだろうと。そうしたことを早目に大き

くしていくことで利便性の早期の改善というか、

そうしたものにつながっていくのではないかとい

う、これまでも提案、主張をさせていただいてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 具体的にその車両の購

入に当たっての話にこの先なるかどうかもありま

すけれども、要望されているということで、お願

いします、はい、そうですか、買いますという話

では当然なくて、先ほど来出ているような地元負

担も含めてというふうなことにもつながるのかと

いうふうに思います。そういう意味では、一定の

負担してでもやっぱり購入するというか、そうい

った考えも今の段階で判断できるかはありますけ

れども、あってもいいのかなというふうな、そう

いう意味では自治体がそれぞれ負担するもの、あ

るいは関係する団体が負担する、あるいは個人に

負担をお願いしてもいいのではないかというふう

に思います。そういったことも含めて今後の話で

すけれども、検討することなのかなと思いますけ

れども、その辺についてはどうお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平成１４年、１５年でし

たか、宗谷本線が名寄まで高速化された際に、北

海道高速鉄道開発株式会社が以前から設立もされ

ていて、そこで名寄市としても出資をさせていた

だいて、一部車両の購入と高速化に対する基盤整

備に充てたという経緯がございますので、そうし

た事例ももう既にありますので、そうしたことも

参考になるのかなというふうに思います。ただ、

北海道全体にわたっての問題でもあるので、ここ

は北海道の判断というか、北海道がどう考えてい

くのかということもすごく重要なところでありま

して、我々が主張したことは北海道もしっかりと

そこを酌み取っていただいて、北海道が全体とし

てどういうような北海道全体の交通網、鉄道網を

描いていくのかということにこれからなっていく

のかなと。かなり中身のところにはなっていくと、

これはＪＲ北海道の経営そのものの問題にもなっ

ていくので、我々の一線区だけではない判断が求

められるのかなと思いますけれども、我々として

は何回も言いますけれども、残していただくとい

う前提でできる支援はしっかりとしていくという

態度をずっと貫いているというか、お話をさせて

いただいていますので、こうしたスキームの問題

も含めて今後もこうした客車だとか、基盤の高い

ものだとかということをしっかりとやってほしい

ということは提案をさせていただきたいというふ

うに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今後の状況によってそ

ういった議論になっていくということだというふ

うに思いますので、その時点でまた議論していき

たいというふうに思います。

利用促進なり、そういったことについては、こ

の間もちょっといろいろ提案をさせてもらいまし

た。できること、できないこと当然あるというふ

うに思いますけれども、少し将来が展望できるよ

うな、夢みたいなこともあるかもしれませんけれ

ども、考えていっていいのではないかというふう

に思います。とりわけサハリン、それからロシア

とそういう意味では海峡２つでつながるというふ

うになります。大昔ではないですけれども、古く

からトンネルでつなげるという、そういった考え

もあったようで、実際に進んだときもあるようで
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す、今は全然取り組まれていませんけれども。そ

ういったことが仮にできたとすると、北海道を縦

貫する最終の宗谷本線からロシアにつながってい

く、極東とつながる、ひいてはシベリア鉄道とつ

ながると、そういったようなことも含めてできる

のではないかというふうに思っています。間宮海

峡の一番短いところは ３キロぐらいしかないそ

うですので、今のトンネル技術、あるいは橋をか

けるということもできるのかなというふうに思い

ます。少しそういったことの展望というか、案と

してやっぱり上げてもいいのではないかというふ

うに思いますけれども、そういったことについて

市長はどういうふうにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ある全国紙の方から取材

があって、同様の話をされたことがあって、宗谷

本線の会長としてシベリアとつなぐことはどうな

のだと。非常に夢のある話で、実現すればすばら

しいですねというお答えをさせていただきました。

当然今まで船便で届いていたものが例えば鉄路で

つながると、大幅に時間が短縮されてというよう

な、そういった物流の効果もあるのかもしれませ

ん。ただ、これは他国との問題にもなるので、そ

うしたことは国の担任事務でございますが、言っ

ているように国境を守っていくために我々必要な

のだと。これは、北海道も同じ認識をしておりま

して、北海道としてもそうしたことも１つ念頭に

置いてのそうした計画、位置づけをしていただい

たのかなというふうに思っておりまして、そうい

ったことになればすばらしいことだなというふう

には思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 先般ドーリンスクに交

流された方たちの中でもちょっとそういう橋がか

かればというような話題もあったようで、という

ふうにお聞きしましたので、双方がそういう気持

ちがあれば将来的にはそういったことが可能にな

ってくるのだなというふうに思いますので、当然

存続。車両は車両幅が違う。それは両方使える列

車をちょっと開発すると。双方でそういうことが

できると、経済的な交流も含めて進んでいくとい

うふうに思いますので、ぜひ引き続き存続させる

中で考えていければというふうに思います。

それから、今名寄駅舎が改修されています。何

年か前に駅舎改修に向けて名寄市さん、少し要望

みたいな話があったかというふうにお聞きをして

いました。まだただ実際に今必要最低限の修繕と

いうか、そういうことになったのではないかとい

うふうに思います。できれば名寄市として少しか

かわりが持てて、例えばあそこをどういうふうな

利用ができるかというようなことも検討できれば

よかったかな。既にＪＲサイドのあれで結構進ん

でいますけれども、そういったことも含めて利用

促進に当たっては検討していたのだというふうに

思いますけれども、今回できなかった点だと思い

ます。その辺についてもしお考えがあればと思い

ますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋総合政策室長。

〇総合政策室長（石橋 毅君） 今駅舎改修真っ

ただ中ということで、改修というよりは老朽化に

よる構造補強工事ということでございます。その

中で市としてかかわるチャンスがあったのかなと

いう御提案というか、御意見だと思いますけれど

も、駅前の、駅前というのはまちの顔という位置

づけでありまして、その部分、あのエリアの部分

についても今策定中である立地適正化計画等の中

で、例えばその中で駅前の部分の役割という部分

が出てきた時点でしっかりと駅を包含したような、

人が集うような環境づくりというのも今後は当然

行政の役割として出てくるのかなという認識では

おりますけれども、奥村議員御指摘いただきまし

たとおり、実は駅の改修について行政として若干

かかわる部分については今回はちょっとできなか

ったということで、この後立地適正化計画等のし

っかりとした根拠をもとに駅の役割であるとか、

駅前のにぎわいづくりであるとかという部分につ
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いては対応をしっかりしていきたいというふうに

は考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市民の皆さんの中には、

駅舎の改修の話を伝え聞いていた方もいますし、

そういう意味では少しかかわったり、中身はこう

いうふうにという思いがある部分ありましたので、

そういうのもこれから今後の中でどういうふうに

生かせるかはあると思いますけれども、ぜひいろ

んな意見を取り入れながら、名寄市の顔の部分で

ありますから、活用というか、一緒になって利用

できる、そういったものに結実していただければ

というふうに思います。

市長が以前から言っています旭川空港への乗り

入れ、これについてはやっぱり一番大事というか、

本当に必要なことだというふうに思います。改め

ていろんな課題あるのだというふうに思いますけ

れども、市長の考えと、それから市長の提案とい

うか、この間の発言の中で、東風連の駅を名高前

に移すというか、そういう話もされていたと思い

ます。これについても通学で利用している皆さん

にとっては当然利便が上がるということだという

ふうに思いますけれども、地域の皆さんの中では

十分に伝わっていない部分もあってということも

ちょっとお聞きをしています。しっかり理解をし

てもらうようなことも必要だというふうに思いま

すけれども、その辺についてお考えをお聞かせい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まず、旭川空港への列車

の接続ですけれども、これは宗谷本線の協議会の

中でも明記をさせていただいて、提案をさせてい

ただきました。空港から直通で宗谷本線にもし乗

り入れができるとなると、宗谷本線の意味づけも

全く変わってくるのではないかというふうに思っ

ていますし、やはり千歳空港が一極化する。その

一極化することによってのメリットも当然あるの

だろうと思いますけれども、北海道全体のスケー

ルメリットを鑑みた空港体系、あるいは交通体系

でなければならない。その中で旭川空港の位置づ

けというのは、非常に私は大きいというふうに思

っていますので、このことに関しては引き続き訴

えていきたいと、提言をしていきたいというふう

に考えています。

加えて東風連の駅舎の移転についても、これは

地域の住民の皆さんの生活、これが例えばなくな

ってしまうということで利便性が損なわれるなん

ていう話になってはいけないので、当然協議の上

検討していく課題だというふうに思っています。

まだこれ具体的に決まっていないので、地域の皆

さんの考えもしっかりと伺って進めていきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長３期目の市民の皆

さんとの対話を重視するという、そういったこと

も含めて必要なことだというふうに思いますので、

十分に説明をして理解をしていただきながら進め

ていくべきかなというふうに思いますので、そう

いうことでよろしくお願いをしたいと思います。

いずれにしましても、来年、再来年の国からの

支援ということで、一定のその通過点が見えたの

だというふうに思います。その先どういうふうに

なっていくか、２年後でないとわからないという

ことではなくて、名寄市としても改めて存続を前

提に取り組むのだという、そういった姿勢、決意

をお聞かせをいただいた中での今までの話だった

というふうに思います。そういう意味では、こう

いったことはより多くの市民の皆さんと一緒に進

めるということだというふうに思いますので、改

めて皆さんにその都度の状況が伝わるように少し

工夫をしていただければと思います。冒頭言いま

したように、どうしても新聞や報道でしか伝わっ

てこない部分があるので、できる限りそういった

情報もお伝えをいただきながら、一緒に取り組み、

展望していけるようにしていただければというふ

うに思います。私自身も一緒に取り組んでいくつ
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もりでありますので、引き続き努力いただくこと

をお願いをしたいというふうに思います。

次に続きます。移住、定住の関係です。お試し

住宅をやっている中で、最終的に今現時点で３件

の方が移住に結びついたというふうにあったのだ

というふうに思います。今回の行政報告の中でも

この点については、お試し住宅の関係に触れられ

ています。ただ、その中で住みよさを実感しても

らうことで移住に結びつけると、そういうふうな

記載になっているのですけれども、何をもって住

みよさを実感してもらうのかというのがちょっと

伝わらないので、その点を説明していただきたい

というふうに思います。お試し住宅を利用したか

ら移住できるかといったら、そういうことではな

いのだというふうに思います。やはり住んでいた

だいて、実際に環境がこういう環境であったり、

長く住むに当たってどういうふうなことなのかと

いうのを体験しもらうということについては理解

できますけれども、一方で住んでどうだというこ

とですから、名寄市としていろんな施策、生活す

るに当たってかかわる市の施策なりがどういうこ

とかということについても実感をしてもらう必要

がありますし、選んで来てもらうとすれば、ほか

よりすぐれていたり、名寄市としてやっぱり売り

にするものがないとだめなのだというふうに、そ

ういう施策、それをもって決意をしてもらうとい

うことにつながっていくのではないかと思います

けれども、そういったことについてお考えという

か、お試し住宅だけで移住すると考えているのか、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今御質問の中に２点

ほどポイントがあったかと思います。１つは、名

寄の住みよさというところがどのようなところか

らというところだったというふうに思います。こ

れは、１つは客観的な指標としますと東洋経済新

報社のほうで出ている住みよさランキングという

のがありますので、ここで一定程度客観的な指標

として見ることができるのかなと思っています。

幸いに名寄市は、道内においては恒常的に上位の

ランクにあるということでありますので、それら

を見ますと、１つはやはり医療や福祉の関係の施

設が充実しているという意味での安心度というの

がございますし、もう一方でいきますと商業施設

であったり、あるいは市立大学を初めとする教育

機関なども整っておりますので、そういった意味

での便利さなどもあるのかなと思っております。

また、一方では、日本一のモチ米などがある。農

作物を基幹とする地域であるというのもございま

すし、天塩川、あるいは緑を含めて豊かな自然、

これらが調和する住みやすい環境というのがまさ

に名寄のよさだというふうに思っておりますので、

こういったよさがあるということです。

このよさをどうＰＲしていくかということです

けれども、１つとしますと関係機関で、あるいは

団体で構成しています名寄市移住促進協議会がご

ざいまして、この中の構成員を通じて、あるいは

この協議会でホームページを設けておりますので、

そういったものを通じながら、道内はもとよりで

すけれども、全国に向けても発信をさせていただ

いているということであります。さらに、直接担

当者が道内、道外でいろんなさまざまなフェアが

行われておりますので、あるいはＪＯＩＮに派遣

する職員なども加わりながら、そういったフェア

でも情報提供させていただいていると。その情報

を受けた、見て、名寄市でぜひ住んでみたい、体

験してみたいという方たちについては、先ほど報

告をさせていただきましたお試し移住住宅での実

際の体験を通じて名寄のよさを感じていただくと

いう、そんなシステムというか、流れの中で移住

を推進させていただいているということでありま

す。

それと、もう一点については、施策としてどう

なのかということであります。ここについては、

先ほど申し上げた部分もございましたけれども、

現状でいくと移住者に特化したというところの施
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策についてはなかなかこの間情報提供というとこ

ろにとどまっているのかなと思います。ただ、移

住についてはさまざまな階層の方がいたり、さま

ざまな目的を持ってこられるというのがあります

ので、ある意味では名寄市の総合力という言い方

が適切かどうかわかりませんけれども、市民の満

足度の向上も含めた生活のレベルを高めるという

ことが１つ必要なのかなというふうに思っている

のもありますけれども、ただもう一方ではターゲ

ットをある程度決めてめり張りをつけてやるのも

一つの方法ではないかというふうに今内部の中で

も検討しておりますので、総合的な受け入れとい

うところは維持しつつも、そのめり張りをつける

ところを今後少し検討させていただければという

ふうに考えておりますので、御理解をいただけれ

ばというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） お試し住宅も５年経過

してというふうになっています。やっている以上、

一定の成果求められるものだと思います。３件あ

りましたということですけれども、多いか少ない

かはあるのですけれども、やはりもっと具体的な

施策、今部長が言いましたようにターゲットを絞

ったりとか、そういう中で打つ施策、そういった

こともあるのだと思いますけれども、そういった

移住者、移住される方に対する具体的なこういっ

た施策というか、そういうものをもうちょっとは

っきりしないと、これは名寄だけではなくてどこ

の自治体でも今取り組んでいることですから、な

かなか名寄を選んでもらうということにつながら

ないのではないかというふうに思います。

ＰＲの仕方もあるというふうに思いますけれど

も、具体的に移住に結びつく施策をどういうふう

な形で打つか。以前経済建設常任委員会で視察に

行ったときに、北陸に行ったときですけれども、

石川県なんかでかほく市というところの視察に行

かせていただいたときに、定住人口の増加プロジ

ェクトという形で移住される方に対する特化をし

た施策をいろいろ打っています。これは、あわせ

て実際に既に住んでいる皆さんにも該当するよう

な、そういったものにもなっています。部長から

もちょっとあった今回のリフォームの見直しの中

で、新築にもという話もあったようですけれども、

そういったのにもつながるものだと思います。

少し紹介しますけれども、石川県かほく市で取

り組んでいるのは４５歳未満の方が市内で一戸建

て住宅を新築した場合に最大１００万円の建築に

対する奨励金を出しますと。かほく市以外からの

転入者には８０万円、それからかほく市内に在住

の方は３０万円で、市内の業者による建築の場合

は２０万円加算するとか、さらにいろんなかかわ

りの中で制度を拡充して、県外に３年以上居住し

ていた方がＩターン、Ｕターンで戻ってきたとき

には、住まわれた方には５０万円の加算があると

か、それから新婚さん住まい応援事業補助金とい

うふうなものがあって、それの世帯にかかわる分

について２０万円の加算があるとか、あるいは３

世代の同居されたところには３０万円の加算があ

ると。すごくというか、いろんな意味で施策を拡

大をして移住の方を呼び込んでいる。特に若い、

若年の方にも移り住んでいただきたいということ

では、医療、福祉の関係、子育て支援にかかわる

部分についてもそこではいろいろ取り組みをして

いました。不妊治療費の助成であったり、不育治

療費の助成、あるいは子供医療費の助成というこ

とで、ここでは１８歳までに達するところまでの

部分で無料というふうな施策も打っていると。こ

うした一つの分野だけではなくて生活全般にかか

わる、先ほど部長が言った総合的なものですか、

というところでの施策の打ち方をもって定住に対

するアプローチをしているというふうなことだと

いうふうに思います。こういったトータルした施

策を考えていく必要があるというふうに思います

けれども、その辺の考えについてあればというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。
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〇経済部長（臼田 進君） 移住を進める上では、

いろんな考え方があるのだろうなというふうに思

っています。先ほど申し上げた総合的な部分も当

然ありますし、めり張りをつけたところもあると

思います。例えば名寄市でいくと、新規就農のと

ころについてはまさにめり張りをつけたところと

いうことで、この間も進めさせていただいており

ますし、あるいは総合的なところでいきますと中

小企業の振興条例、店舗や何かの改修に資する助

成があるのです。これは、広くやっているのです

けれども、実を言うとＵターンや何かを含めて御

利用いただいて、名寄市に戻ってきていただいた、

あるいはＩターンで来ていただいた方もいて、そ

ういった使い方というか、活用されて実際に移住

されている方もおられるということです。今奥村

議員が言われるように、総合的な施策なのだけれ

ども、それにさらに移住者についてはそこにオン

をしてやっていくのだという方法もこれはあるの

だというふうに思っています。道内のほかの取り

組みを見ても、住宅改修や何かを見ても一定の条

件を満たしたことによってさらに加算をするのだ

という考え方があるようでありますので、これは

制度の目的に沿ってそういう加算をするという方

法がありますので、今私どものほうでいきますと

住宅改修の関係の検討を次年度に向けてさせてい

ただいておりますので、いただいた提言なども含

めて検討のテーブルにのせさせていただければと

いうふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 移住、定住の促進とい

う意味では、具体の施策がやはりどういうふうに

伝わるか、利用していただけるか、メリットがあ

るかということだというふうに思いますので、ぜ

ひ検討していただきたいと思います。

そういう中で、これは人材確保にもつながると

いうふうにちょっと思いながらの提案ですけれど

も、名寄に就職していただいた方、市外から名寄

に来られて、新たに進んで就職に当たって住むと

いうふうな場合について家賃補助をしてはどうか

というふうに思います。これは、この間もお話を

していて実現にはなっていないというふうに思い

ますけれども、一定の金額、一定の期間について、

月額１万円とか、そういうことかというふうに思

っていますけれども、そういったことで名寄に就

職するに当たって、来たときにそういうものが当

たるというふうなことでいえば、１つ名寄を選ぶ

きっかけにもなるかなというふうに思いますので、

そういったこともぜひ御検討いただきたいと思い

ますし、もしこの間の検討した状況があればお話

をいただきたいと思います。

もう一点、先ほどのかほくの取り組みの中でも

ちょっと話ししましたけれども、子供の医療費助

成の関係です。名寄は小学校までの拡大をしてい

ますけれども、ここ近年は道内でも中学あるいは

高校までの拡大がどんどんされていっているのだ

というふうに思います。平成２６年に拡大したの

かな。年数的にも少したってきていますので、そ

ういった意味でも見直しの時期にも来ているので

はないかなというふうに思います。これは、先ほ

ど言いましたように、名寄に住んでいる方にとっ

ても重要な施策だというふうに思いますし、例え

ば名寄を新たに住む場所に選ぶに当たって若い世

代にとっても重要な施策、効果がある施策だとい

うふうに思います。これについて道内の状況なん

かも含めて検討した経過やお考えをお聞かせいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私のほうから前段の

ほうの家賃助成のところについてということでお

話をさせていただければと思います。

今定例会では、ほかの議員からも人材確保につ

いての視点からの御質問を多くいただいたという

ふうに考えております。ここについては、まさに

人材確保は喫緊の課題だということで、個別の職

種に限って進めてきているものはありますけれど

も、その他のところについても建設業などが例に
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挙がっておりましたけれども、不足する人材があ

るのだということについて私ども認識しておりま

すので、この間も答弁したようにどこにターゲッ

トを当てて、どのような方法で施策を打つのが有

効なのかについて、ここは関係団体とも関係機関

とも相談をさせていただきたいということでお話

しさせていただきましたけれども、今奥村議員か

ら提案いただいたところも含めて検討させていた

だければというふうに思っておりますので、御理

解をいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今医療費助成の

関係について、道内の状況、また名寄市のこの間

の検討の状況ということで御質問がありました。

私が持っている資料でありますけれども、道内の

都市の状況でいいますと、小学生全学年を対象に

している部分では、入院は３５市、通院が１９市、

中学生の入院が２２市、通院が１４市、高校生の

入院が４市、通院が３市という状況で、助成内容

については全て無料化していたり、所得制限を設

けていたり、１割負担だと、一部助成という形を

とっている、さまざまな状況というふうになって

おります。また、上川管内の町村については、全

ての自治体が中学生の入院、通院まで無料化を図

っているという状況で、５市町村において高校生

の入院、通院まで無料化まで拡大をしているとい

うことで、議員からありましたように年々全国的

にも拡大はされているという状況にあります。そ

ういった状況も踏まえつつも、本市においては議

員からありましたように平成２６年度に一部拡充

をしてきていますけれども、これは子ども・子育

て支援の施策にもかかわるところでありますので、

ただいま現在第２次総合計画の中期計画の個別計

画の協議も行っていますし、さらに子ども・子育

て支援計画が３１年度で終了するということで、

来年度本格的に新たな計画の策定時期にも入りま

す。そういった面では、これまで寄せられている

要望等も踏まえながら、さまざまな施策等の検討

に入っていかなければならないということで、こ

れは医療費の助成についてもその中の一つの課題

というふうに捉えて今後も検討をしていきたいと

いうふうにも考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 小川部長から今医療費

の無料化の関係も検討というふうな話もありまし

たけれども、隣の士別も中学まで拡大ということ

になったというふうに思います。そういったこと

を聞いた中で、どうですか。これは、具体的な施

策として、原課としてやっぱり上げていく状況に

あるのか、それについてお答えいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 子育て支援策、

今移住、定住の質問でありますけれども、今現在

住まわれている方に対しても政策的な制度の拡充

ということは必要だというふうに思っていますが、

本市においては現在は例えば子育て支援でいけば

就労の支援ということで、保育士の確保では幼稚

園、認定こども園とも連携しながら、やっぱりし

っかりした子供を預かる、そういった体制を整え

ていくということでこの間重視をしながら取り組

んできています。その中で今後さらに拡充してい

くには、医療費の助成制度の拡充もありますし、

そのほかにもさまざまな要望も出ていますので、

そういったものを勘案しながら、限られた財源を

有効に活用しながら、議員の皆さんとも御意見を

いただきながら有効かつ効果的な政策を実現して

いきたいというふうに思っていますし、こういっ

た制度については持続可能でなければならないと

いうことでありますので、将来的な財源確保も必

要になってきますので、慎重かつまた効果的な部

分でいけばスピーディーということも問われるか

と思いますけれども、今後協議をしていきたいと

いうふうに考えております。

また、医療費にかかわってですけれども、全国
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的にもこれはかなり拡大をしてきております。そ

ういった面では、先ほど言いましたけれども、こ

の制度自体が対象年齢であったり、全部無償化し

ていたり、一部助成であったり、所得制限入れた

と。各自治体でかなり格差が生じている状況があ

りますし、そういった面では国にも要望しながら、

制度化に向けて頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 原課からやっぱり予算

要求なり具体的な内容を検討していただいて、上

げていただくということがまず必要なことだとい

うふうに思いますので、ぜひそういった御検討を

お願いをしたいと思います。

個別のいろんな内容についてお話、提案という

か、させていただきました。ちょうど今次期の総

合計画の中期の計画、具体の中身にも入っている

のだというふうに思います。そういう意味で移住

として特化するかどうかは別にしても、トータル

で名寄市として打つべき施策の議論もする、ちょ

うど今チャンスなのだというふうに思います。ぜ

ひとも市長も含めて見直しの時期、見直しのでき

る部分も含めてのちょうどいい時期だというふう

に思いますので、あわせて移住、定住にこの先も

つながるような、そういった形での議論を協議を

していただきたいというふうに思いますけれども、

市長のお考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな事例も踏まえ

て、移住、定住、あるいは市民生活の満足度の向

上のためのさまざまな施策についての御提案がご

ざいました。限られた財源、資源をできるだけ効

果的に活用して効果を発揮していくという視点が

これからますます求められていくのだろうという

ふうに思っています。そうした中で、人口減少、

人材確保というのは本当に最重要課題だというふ

うに思っていますので、そこにいかに効果的な施

策を打っていくのかということは、これは全部署

挙げての課題だというふうに思いますので、横断

的に協議をしていく覚悟でいたいというふうに思

います。

病院の問題等も出ていましたけれども、小児科

医がほぼ２４時間診ていただいて、それで北海道

内の病院の中でも小児科の救急搬送がもう圧倒的

に名寄の病院が全道一の受け入れをされていると

いう記事が何年か前に出ておりましたけれども、

名寄の病院って本当すばらしい。このことが住み

よさランキングを押し上げている一つの要因だと

いうふうに思うのですけれども、我々まだまだこ

ういう環境をＰＲしていくのも足りていないのか

なというふうにも思っています。非常に安心した

子育ての環境の一つに病院があって、そのことが

いかに安心感を生んでいくのか。この間士別の市

長さんとある新聞社の対談をさせていただいたと

きに、名寄は病院があるけれども、士別は小児科

がいざというときに診れないので、あなたのとこ

ろで医療費の無償化する必要はないみたいな話を

されておりましたが、しかしそれはだから周りの

自治体はそういった角度から医療費の無償化もさ

れているというようなことで事例としてはお話を

されておったということでありますけれども、何

が強くて、そこをいかに伸ばしていくために何が

必要で、そしてまたそうしたすばらしい支援があ

るということもしっかりと我々はＰＲをして、市

民の皆さんも名寄は本当にそういうすばらしいと

ころなのだから移住者もどんどん来てほしいとい

う、みんながそういうマインドになっていくとい

うことも非常に重要なのかなというふうに思いま

す。改めてそうした名寄のよさをしっかりとＰＲ

をしていくということも必要だふうふうに思いま

す。

改めて医療費無償化の提言もいただきました。

これは、今まさに子ども・子育ての計画を見直す

段階において、今小学生以下の親御さんたち全世

帯にアンケートをやっているということでありま

すので、こうした皆さんの声も参考にさせていた
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だきながら今後の施策を組み立てていきたいと思

います。御提言ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時４８分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

男女共同参画推進計画の推進にかかわって外２

件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目に、男女共同参画推進計画の推進にかか

わってお尋ねします。さきの定例会でも世界中で、

国内でも変わりつつあると推進計画の推進がより

スピード感が求められていると指摘をさせていた

だいたところでしたが、その後東京医科大学の女

子受験生への差別、国会議員による差別発言など

見過ごせない事態が続いています。東京医科大学

の不正入試を受け、文科省は医学部、医学科を置

く全国の国公立、市立大８１校を対象に公平な入

試が行われているかを確認する緊急調査を始め、

９月４日速報を公表したところであります。ほか

の大学でも女性に不合理な差別が行われているの

ではないかと疑問が持たれているところでありま

す。

そこで、名寄市立大学の性別による差別に対す

る考え方について伺います。女子学生、女性教員

が多い中、名寄市立大学では多いですけれども、

男女共同参画推進に対する周知や配慮についてお

知らせをいただきたいと思います。

２点目に、性暴力被害者ワンストップ支援セン

ターについて伺います。性暴力被害に遭ったとき

に被害者に寄り添った適切な相談、医療的、心理

的支援などをワンストップで受けられる身近な場

所が必要であります。岐阜県のぎふ性暴力被害者

支援センターでは、２４時間３６５日体制で電話

とメールによる相談を受け付けています。県内全

ての中学、高校の全生徒にパンフレットを届ける

など、若年層への周知に努力してきた結果、相談

数が１７年度では前年度より６ ６％増となって

いるといいます。当市においても全中高生への周

知が必要と考えますが、お考えをお聞かせくださ

い。

また、デートＤＶについての情報提供の徹底も

必要と考えます。お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

大項目２点目、障害者雇用促進法に基づく障害

者雇用制度にかかわって。国や地方自治体は、毎

年９月を障害者雇用支援月間として障がい者雇用

への国民の理解を広げるためにさまざまな啓発活

動を展開しています。ところが、ことしは月間を

目前に厚労省が発表した中央省庁での障がい者雇

用率の水増し問題に関する調査結果は、まず啓発

すべきは中央省庁であることを浮き彫りにしまし

た。障がい者雇用数を約 ９００人としていたの

に、実際は ４００人余りと半数にも届かない数

に、市民の間からも余りにもひどい、でたらめ過

ぎるとの声が上がっているところであります。こ

の水増し問題、障がい者を含む国民の働く権利を

保障するための法制度をめぐって国の大半の機関

が法に反して障がい者の働く権利を侵害していた

重大問題と言わなければなりません。

そこで、名寄市の現状と今後の考え方について

お知らせをいただきたいと思います。

大項目３点目、観光推進にマンホールカードを

活用することについて伺います。本年８月１１日、

マンホールカード第８弾が配布開始されました。

今回は、北海道５自治体を含め７６自治体、７６

種が加わりました。中には、北九州市の「銀河鉄

道９９９」がデザインされたマンホールも含まれ、

累計で４１８種類、３６４自治体分となっていま

す。道内では、２５種類、２５自治体が含まれて

います。また、９月１８日からきょうの２１日に
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は第９弾の募集が行われているところであります。

そこで、伺います。マンホールカード発行の考

えはないのかどうかお聞かせをいただきたいと思

います。ダムカード、天文台カード、武四郎カー

ドなど観光推進に活用されています。マンホール

カードの活用も考えてみてはいかがでしょうか。

小項目２、風夢くんをデザイン化したマンホー

ルのふたをカードにすることを求めるものです。

旧風連町がデザインし、今も使われている風夢く

んをデザインしたマンホールのふたをマンホール

カードにすることを強く求めるものですけれども、

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 川村議員

からは、大項目で３点の御質問をいただきました。

大項目１の小項目１は私から、大項目１の小項目

２は市民部長から、大項目２は総務部長から、大

項目３は上下水道室長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、名寄市立大学の性別による差別に対

する考え方について申し上げます。初めに、大学

の学生数や教員数の男女比の現状について申し上

げます。平成３０年度の学生数の男女比は、総数

７３６人のうち女子が６２１人の８ ４％、男子

が１１５人の１ ６％、また教員数の男女比は総

数８４人のうち女性が４５人の５ ６％、男性が

３９人の４ ４％となっております。また、管理

職である部局長の構成は総数７人で、学長、事務

局長を除く５人のうち女性教員が３人、男性教員

が２人となっております。

また、出産、育児等にかかわる休暇の取得状況

は、現在女性教員１人が産前産後休暇、男性教員

１人が育児休業を取得しております。市立大学と

いたしましては、入試や教員採用、さらには政策

等の企画立案及び決定の機会などあらゆる場面に

おいて男女の差別なく、個人の能力や適材適所な

どにより選考しており、出産、育児等にかかわる

休暇等についても男女分け隔てなく取得できるよ

う全教職員が共通認識を持っているところであり

ます。

次に、学生や教職員対象の研修については、毎

年男女共同参画を含む人権擁護、ハラスメント全

般にかかわる研修会を大学の人権擁護委員会主催

で開催をしております。今後も市立大学では、看

護師や管理栄養士、社会福祉士などのケアの専門

職を養成する機関の使命として男女の性別にとら

われず、教育研究などさまざまな分野において男

女が共同して参画する機会を確保し、推進してま

いりますので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目１

の小項目２、性暴力被害者ワンストップ支援セン

ターについて申し上げます。

女性に対する暴力には、配偶者からの暴力、職

場におけるセクハラ、つきまとい、ストーカー行

為、性犯罪などがあり、それらは女性の人権を侵

害する決して許される行為ではありません。しか

しながら、そうした被害者は相談窓口も内容によ

って違っていたり、自分さえ我慢すればといった

思いの中、誰にも相談できず、一人で悩み続けて

いるケースが多い状況が考えられます。また、性

暴力は相談内容についても多岐にわたりまして、

恐怖や不安、恥や罪の意識から一人で悩み続ける

傾向が強くなることが考えられます。そうした被

害者が少しでも相談をしやすい体制づくりとして、

北海道では道と札幌市がＮＰＯ法人に運営を委託

をし、開設している性暴力被害者の専門相談窓口、

性暴力被害者支援センター北海道がございます。

同センターは、専門の訓練を受けた相談員を中心

に医療機関、弁護士、行政、警察が連携をして支

援をしており、面談、電話相談を利用した方には、

札幌市に限りますが、関係機関への付き添い支援

などを行ってございます。２次被害を抑制する意

味でも若い世代に対する相談機関の存在の周知は
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とても重要であり、性犯罪の被害者にならないた

めの教育とあわせ、教育機関を通じ実施をしてい

く必要性については十分認識をしております。

次に、デートＤＶについて申し上げます。１０

代、２０代においては、交際相手からのラインや

メールにすぐ返信しなければならない、また軽微

な暴力や性行為の強要など恋人とつき合っていれ

ば当たり前のことと思い込んでいるケースが少な

くありません。そのことが拘束となり、ほかのこ

とを差しおいてでも優先しなくてはならない状況

をつくり、交際相手を自分の思いどおり、自分の

ものとしてコントロールをしたり、扱ったりする

ことは既に暴力であり、いわゆるデートＤＶに当

たります。若年層においてもそうした行為を暴力

として捉えられず、一人で悩んでいる方も多いと

考えられます。こうしたＤＶ被害を受け、悩んで

いる人の相談窓口として、北海道立女性相談援助

センターがあり、また身近な相談窓口として本市

にも健康福祉部に相談窓口を設置をしているとこ

ろです。若い世代がＤＶに対する知識を深めてい

ただくことは極めて重要であり、相談機関の周知

の必要性についても認識をしてございます。引き

続き男女共同参画推進計画に基づき、庁内関係部

署及び教育機関や女性団体等と連携を図り、性暴

力や女性に対する人権侵害についての理解を深め、

女性の地位の向上に向けた各種セミナーの開催な

ど普及啓発活動に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用制度にかか

わって、小項目１、名寄市の現状と今後の考え方

についてお答えいたします。

名寄市における障がい者雇用率ですが、最新の

公表値であります平成２９年度において実雇用率

３９％と法定雇用率の ３％を超えています。

本雇用率の算出根拠となります障がいがある職員

の掌握方法ですが、毎年度職員給与の年末調整を

行う際に障害者控除を申告しました職員に対して

障害者手帳の写しの提出を求め、手帳の内容に基

づき障がいの内容及び等級を確認しており、客観

的な資料により障がいの把握を行っております。

なお、議員御指摘の事例が大きく報道されたこ

とから、対象となる職員の障害者手帳の再確認を

行いましたが、問題は確認されませんでした。

今後の考え方につきましては、大都市のように

職員採用において障がい者任用枠を常設するなど

の対応は、それぞれの障がいの性質に応じた職種

を設定し、毎年募集することが小規模都市である

本市の場合、職員採用計画上困難であることから、

通常の職員採用の枠組みの中で可能な限り障がい

者の採用機会の拡大が図られるよう努めてまいり

ます。

また、市内の事業所における障がい者雇用の促

進でございますが、市は障がい者雇用に関する監

督権限を持たず、一義的には労働基準監督署が事

業所の障がい者雇用に関する監督及び相談を行っ

ております。市といたしましては、労働基準監督

署などと連携しながら、市の関係部局に対し事業

所から相談などがありましたら、適切な機関に取

り次ぐことや国の情報提供に積極的に協力してい

くなどの対応をとってまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 私からは、大項

目３、観光推進にマンホールカードを活用するこ

とについてお答えいたします。

小項目１、マンホールカードの発行の考えは及

び小項目２、風夢くんをデザインしたマンホール

のふたをカードにについては関連がありますので、

一括して申し上げます。マンホールカードとは、

下水道の普及活動を目的としたカード型の下水道

広報用パンフレットであり、全国に実在するデザ

インマンホールふたをカード化したもので、ダム

カードなどとたびたびマスコミでも紹介されてい

るところでございます。現在名寄市の下水道事業
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特別会計は、平成３２年度から公営企業会計に移

行するため、その作業を行っているところでござ

います。平成３２年度以降については、水道事業

と同様に経営状況の明確化を図るとともに、経営

戦略を見直しし、改めて下水道事業への市民への

理解を広く深めることの必要性から、広報活動の

一環としてマンホールカードの発行についても平

成３２年度に向け検討する必要があると認識して

いるところでございます。

マンホールカードを発行するに当たりましては、

より身近に感じていただけるよう風連処理区と名

寄処理区について１基ずつカード化を図り、複数

年度にて発行したいと考えております。規則上登

録時点で設置されているデザインマンホールをカ

ード化することになります。名寄処理区は１種類

ですが、風連処理区は風夢くんを含む３種類の中

から１種類を選び、カード化を検討していきたい

と考えております。

なお、コレクターも全国各地に存在しているこ

とから、観光部局と連携し、配布場所についても

よろーなや道の駅などの活用を検討したいと思っ

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、それぞれ御

答弁いただきましたので、随時再質問等をさせて

いただきたいと思います。

まず最初に、男女共同参画推進計画の推進にか

かわってでありますが、名寄市立大学、女子学生

が多く、女性教員も多いように感じていたのです

けれども、今お話を聞きましたらそうでもないと。

半々ぐらいだということがわかりまして、男性学

生もふえていることもあるので、こういった状況

かなというふうに思いながらお聞きをしていたと

ころであります。そうした男女が比率が拮抗して

くればくるほどやはり男女共同参画が強く求めら

れていくのかなというふうに思っていますが、先

ほどお話がありましたようにそれぞれ個人の能力

に応じて、また人権含めて、ハラスメントを含め

て研修も行われているということでしたので、ち

ょっとというか、かなり安心をしながら、胸を張

って疑問を持っている皆さん方にお答えをしてい

くことができるなというふうに思ってお聞きをし

てきたところであります。

ちょっと御紹介をさせていただければ、今回の

東京医科大学の女性医師が結婚、出産で辞職する

存在だと決めつけていたということでは、結婚や

出産で離職する女性が多いのは女性ではなくて病

院の労働環境にこそ問題があるのではないかとい

う女性弁護士の発言もあります。働き方こそ見直

すべきだと。今働き方改革も進んでいますけれど

も、男女共同参画の報告からも見ていく必要があ

るのかなというふうに思いながら考えているとこ

ろであります。

そして、もう一つ御紹介をさせていただければ、

女性の医師の割合です。ＯＥＣＤ、経済協力開発

機構加盟国の中で実は日本は最下位になっていま

す。女性医師率の割合、平均では４ ５％なので

すが、日本は２ ３％と最下位になっている、そ

ういう状況にあることをぜひとも皆さん押さえて

いただきながら、今後いろんなところで検討を進

めていただければというふうに思っているところ

であります。

それで、あともう一つ気になるところがありま

す。先ほど研修の中に人権の問題も話されました。

名寄市の男女共同参画推進計画の中の基本理念に

ある、１番に男女の人権の尊重というふうに書か

れていて、性別にとらわれず、お互いの人権を尊

重し、個人として能力を発揮する機会が確保され

ることを目指す、このように６つの基本理念の冒

頭に掲げられています。今ＬＧＢＴに対するいろ

いろな情報をメディアを通じて得ることがありま

すが、まだまだ多くの方々に理解できる状況には

ない。私自身もまだまだ勉強不足で、よくわかっ

ていない部分もあります。最近の報道で、名寄大

学の中でサークル等で取り上げられているという
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ふうなお話がありましたけれども、このＬＧＢＴ

に対する考え方についてお聞かせをいただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今川村議

員から御指摘がありましたように、先般新聞報道

で本学の学生が担当教員の支援などもありまして、

ＬＧＢＴに関係するサークルを設立をいたしたと

ころでございます。性の多様性などへの理解が十

分ではない現代社会において、日常生活の中でＬ

ＧＢＴが生きづらさを感じる場面などが数多くあ

るものと考えておりまして、大学としてもその活

動を見守りながら支援してまいりたいと考えてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 最近になって私たちの

周りの中では、ようやくこういう性の多様性とい

うことが話題に上がってきているのかなというふ

うに思います。なかなか今まで日本の社会的な問

題やら風土的な問題もありながら、広く知られる

ことがなかったのかなというふうに思っています

けれども、メディアで取り上げられるようになり、

また自治体でもさまざまな支援が始まっているか

なというふうに思います。パートナーシップ制度

だとか、証明制度というようなことで取り上げら

れていて、こういったところのそれぞれの皆さん

が性別にとらわれない、お互いの人権を尊重する

というところ、ここのところをやはりきっちり捉

えていく必要があるなというふうに思っています

し、今の御答弁にもありましたけれども、尊重し

ながらというふうに、見守りたいというふうにお

答えをいただきましたので、引き続き見守ってい

っていただき、私たち市民も見守っていきたいな

というふうに思っているところであります。男女

共同参画については、以上で終わらせていただき

たいと思います。

次に、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用制

度にかかわってであります。今報告にありました

ように、名寄市では２９年度で ３９％というふ

うな雇用率になっているということでありました。

国の機関、民間を指導する立場でありながら、そ

の指導する立場のところが水増しということをや

ってしまっていたら、本当に指導ができるのかと

いうような、そんな不安の声があったところであ

りますし、怒りの声が上がっているところであり

ます。

これは、日本障害者協議会代表の藤井さんとい

う方がおっしゃっているのですが、今回の問題は

障がいを持った人に対する政府の姿勢の本質を感

じさせますと。障がい者を雇いたくないという差

別のような雰囲気を多くの障がい者は感じている

と思いますと。そこが一番問題なのだというふう

なおっしゃり方をしています。この点について障

がいを持った方々の働くことに対してのお考えを

いただければというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 国においては、障が

い者の雇用に関して障害者雇用促進法を制定をし、

これは国あるいは自治体、企業においても一定の

目標値を定めながら、障がいを持った方の雇用に

ついても拡大をしていこうという、そういう方針

があるということでございまして、これにつきま

しては先ほどありました男女共同参画、そういっ

た社会の実現にも少し踏み込んでいるのかなとい

うふうに考えておりまして、私ども自治体として

も推進をしていく方向については同じだというふ

うに考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今回男女共同参画の部

分でもお話ししましたように、人権の問題という

ことをやはりこの間のいろんな、先ほどもお話し

しましたように東京医科大の女子受験生への差別、

また国会議員による差別発言、そして今回この障

がい者に対する雇用の水増し、本当に人権の大き

な根幹にかかわるところに関する大きな問題だっ
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たなというふうに思っているところです。それで、

今回取り上げさせていただきました。先ほども紹

介したように、部長も今おっしゃったように、共

同参画推進計画の基本理念の中にある人権、あら

ゆる性にこだわらず、そしてあらゆる人たちが本

当に安心して暮らせる、そして仕事につける、こ

のことが非常に求められているのだというふうに

思っています。この障害者雇用制度、障がいのあ

る労働者が経済社会を構成する労働者の一員とし

て職業生活においてその能力を発揮する機会を与

えられるようにするためにつくられたと、義務づ

けられているということであります。ですから、

国や地方自治体は民間企業を上回る割合の雇用を

義務づけられているわけですけれども、そういっ

たところに反していたということで、多くの国民

の皆さんがひどいということで怒っているという

ところであります。先ほど御答弁にありましたよ

うに、今後も通常採用をしていきたいというふう

におっしゃっていただきましたので、引き続き障

がいを持ったことで働く場がなくなるということ

のないようにしていってほしいなというふうに思

っています。

それとあと、今回の問題、地方自治体の中でも

若干あったようですけれども、国が大きくこの水

増し問題が出たわけですけれども、４年前にも同

様のことがあって、積極的に調査等していただい

て、再発防止をしていただいていたら、今回のよ

うなことはなかったのにというふうに強く思って

いるのですが、積極的に調査、審議を行い、再発

防止と障がい者雇用対策の抜本的な改善、これを

目指してもらうように地方自治体からも声を上げ

ていく必要があるのではないかというふうに思う

のですが、その点についてお考えはどうでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども申し上げま

したけれども、国において、あるいは地方自治体

において、民間においてそれぞれ性の差別もなく、

障がいを持った、そういった身体的な差別もなく、

やはり社会の一員として働くことができる、そう

いった社会をつくるということは非常に重要なこ

とでございますので、私どもも議員が今言われた

趣旨については同じ考え方でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 同じようにお考えをい

ただいているというのはわかったのですが、国の

ほうにきちっと今回の問題を調査をし、やはり再

発防止、そういうことがないようにしていくよう

に地方からも声を上げていく必要があるのではな

いかというふうに思っているのですが、いかがで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） この場で私の立場、

なかなか言いにくいわけでございますけれども、

全道的な都市での集まりですとか、あるいはそれ

ぞれ管内の会議ですとか、そういった場で今議員

がお話しになったことについてぜひ進めていく方

向で内部でも話をしていきたいというふうに考え

てございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今回の水増し、私は水

増し問題というふうに思って言っているのですが、

この問題は障がい者を含めた雇用の場が大きく減

らされたというふうに思っています。この背景に

は、この間公務員の定数の削減があるのではない

かというふうな指摘もあるところであります。国

家公務員の定数削減が随分進んでいます。公務員

削減は、地方自治体にも押しつけられてきている

のではないかなというふうに思っています。地方

交付税などの算定基準に加えられるなど、政府主

導で地方公務員の削減が進められてきているとい

うのは事実だというふうに思っています。そうい

った中で今後先ほど部長からも通常で採用を目指

していきたいという御答弁いただきましたけれど

も、改めて市長から障がい者雇用に対するお考え
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等あわせてお聞かせをいただければというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来障がいのある方

の雇用に関しまして重要な御提言もいただきまし

た。ありがとうございます。いろんな種類の障が

いがございまして、一部やっぱり社会が文明が進

んでいくことによってもたらされた障がいもある

のかなというふうに思っていまして、我々そうし

たこともひっくるめて、みんなで社会の責任とし

て前に進んでいく必要があろうというふうに思っ

ていまして、そうしたことができる地域が、ある

いは自治体がしなやかで強い自治体運営につなが

っていくというふうに私も承知をしておりますの

で、引き続きこうしたことを積極的に進めていき

たいというふうに思いますし、名寄は大学等もあ

りまして、そうしたことに非常に理解が進んでい

る。ハローワークの名寄の状況を見ていても非常

に障がい者雇用率も全道でも上位にランキングを

されておりますので、そういう理解が進んでいる

地域だというふうに比較的認識をしておりますの

で、そうしたことをさらに推し進めていくように

しっかりと努めていきたいというふうに思います。

職員採用の観点の中でお話がございましたけれ

ども、採用時の特別枠の創設などというところは

なかなか困難なことかもしれませんけれども、職

員採用の手続におきましてより多くの障がいがあ

る方が本市の募集内容を確認できるように、障が

いのある方向けの求人などの活用方法、可能かど

うかなど、募集の方法については今後また深く研

究を進めていき、より多くの障がいのある方の採

用の機会をふやしていく努力を今後とも続けてい

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも雇用拡大に向

けて取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。さきの定例会では、非正規職員を正規職員に

という提案もさせていただいたのですけれども、

この点についてはまた違う機会にさせていただき

たいというふうに思いますけれども、雇用拡大と

いうところではぜひ積極的に取り組んでいただき、

そして差別解消になるといったところで、人権問

題も含めて、やはり働く中で差別をつくってはい

けないということをぜひともお願いをしておきた

いというふうに思います。

では、次、マンホールカードのお話をさせてい

ただきたいと思います。先ほどの御答弁では、経

営状況も含めて３２年度に向けて検討をしていき

たいという御答弁だったかというふうに思います

けれども、前向きなお答えをいただいたというふ

うに受け取ってよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 議員のほうから

御指摘がありましたが、下水道事業につきまして

は先ほども言ったように平成３２年度に公営企業

会計に移行するということで、今後につきまして

は経営状況とか、そういうのを透明化という部分

について市民に多く理解をいただく、そういう部

分を踏まえて３２年へ向けて、マンホールカード

の実施については基本的には実施をしたいという

考えは持っておりますが、主催団体との今後のや

りとりとか、そういう部分がありますので、詳細

な内容についてはこれから検討をしていくものと

いうことで、そういう回答とさせていただいたと

ころです。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） よしという声が上がり

ましたけれども、このマンホールカードは目的の

ところでさっきお話があった下水道の役割などの

周知、そしてそれとともに各地を訪れることで地

域の観光振興につなげていくことを目的としてい

ると。ここのところが今までなかなか押さえてお

られたのだとは思うのですけれども、前面に出し

ていただけなかったといったところがちょっと残

念だったなというふうに思っています。

それで、やはり先ほど御紹介しましたように、
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全国的には第８弾で、もう４１８種類、３６４の

自治体でつくられ、道内でも大変多いのです。２

５種類、２５自治体でもう進んでいるということ

ですので、今回先ほど御紹介した１８日から２１

日に第９弾の募集がされていますけれども、この

募集の要項がやはり変更になってきているという

ことなのです。私は応募数が多いのだと思うので

す。多くて、注目度も高くなってということで、

応募数が多くなっているので、何件までというよ

うな縛りになってきているということですので、

やはり早い取り組みが必要なのだというふうに思

うのです。今これもらってきていただいた部分の

カード、いただいたのちょっとお見せしますけれ

ども、このようにここに風夢くんのマンホールの

ふたのあれができたらすごくいいのにというふう

に思いながら見ているのですが、早くといったと

ころで、今９弾目です。この次募集がいつになる

かわかりませんけれども、早い取り組みをという

ふうに思うのですけれども、その点についていか

がお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 先ほど観光の部

分がということですが、最後のほうにお話しさせ

ていただいたように、議員が御指摘のとおり全道、

全国からコレクターと言われる方が来られると。

ある意味においては入り込みという部分も期待が

されるということで、その部分については今後観

光部局と設置場所等について検討していきたいと

いう答弁をさせていただいたところですので、御

理解していただきたいと思います。

もう一つは、当初からこれは広報型のカードと

いうことで発行されておりましたが、この８月、

第８弾で実施する団体のほうで考え方を改めまし

て、今までは一定程度コレクターの方が一気に出

すと参集というか、集めに行くのが大変と。それ

らのこともありまして、おおむね５０ということ

を基準に進めてきたというところですので、そう

いう部分で御理解していただきたいと思いますが、

この８弾までについてはブランド化の確立という

ことを第一の目的で進めてきたということで、実

は企画書を出して、企画の内容によって選定され

て５０だったり、６０になってきたというところ

です。一定程度ブランドの確立、要するに全国に

認知されたということで、この９弾からは登録制

というふうになっております。登録の条件は前と

大きく変わりませんが、今後登録されたものの中

で発行枚数については抽せんで、予定は大体６０

から７０ということですので、その中でそれを超

えると抽せんになるかと思っております。

早くというお話ですが、先ほどのお話しさせて

いただいたように、公営企業の関係で改めて企業

化になったときに市民への周知というのが下水道

事業のまず１番目の考えと思っておりますので、

そういう部分では御理解していただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ちょっと調べてみまし

たら、今まで総発行枚数が約２３０万枚となって

いるというふうに言われています。地元の人が受

け取りに行くところもあるとは思うのですけれど

も、これだけの人たちが移動しているということ

ですよね、たくさんの人が。ということでいえば、

やはり観光、今まで名寄市のことを知らなかった

方々に名寄市を知ってもらうというツールとして

は非常に大きな影響というか、活用の価値はある

というふうに私は考えているのです。そういう意

味では、やはり観光の問題も含めてという、今お

話もありました。そうであれば、平成３２年度ま

で待たないで早くということも視野に入ってくる

のではないかなというふうに思うのですけれども、

いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 内部的なものも

ありますし、先ほどお答えさせていただきました

が、実存するマンホールのふたということで、そ

ういう部分については名寄地区はアカゲラが１種
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類、風連地区には３種類ということがあります。

３種類の中から１種類、これについては風夢くん

のキャラクター、それから望湖台自然公園、それ

と風舞あんどん、この３種類がマンホールのふた

となっておりますが、この中からどれを選定する

のか、またアカゲラという名寄地区を先にするの

か、そういう部分はあります。今後については、

もう少し内容のほうを検討する時間をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今マンホールのふたの

デザインの話が出されていました。私は、いろい

ろな全国のマンホールカードを見せていただきな

がらしているのですが、つくられた目的の中にも

書いてあります。全国各地でデザインが異なる御

当地物で、その土地にゆかりのある各所、名物品、

スポーツ、キャラクターなどが描かれていると、

そのように書かれているのですが、そういう意味

で私は旧風連町がデザインしてきた風夢くんが残

っている、そして在庫もなくなってきて、今残っ

ている部分で使って終わりだというのもお聞きす

ると、やはり心情的に残っているもの、今あるも

のを、なくなっていくものを形として残していき

たいというふうな思いがあります。風連の方にそ

んなお話をすると、本当にそうだというお話もい

ただいている中で、やっぱりカード化して残すと

いうことも、そして観光推進にも活用できるとい

うふうなことでは非常に有効かなというふうに思

っているのです。確かにいろいろ名寄地域のアカ

ゲラのふたもかわいらしいですけれども、そうい

うことも含めて検討していただければというふう

に思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 原課のほうは平成３２年

度に向けて、上下水道の見解としてはそういうコ

ンセプトだということでありますけれども、もろ

もろいろいろ準備もあるということでありますの

で、また審査があって落ちる可能性もあるという

お話もありますが、３１年度待たずしても準備が

整えばでき次第申請をして、早くカードをつくる

という準備をしていきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） よろしくお願いをした

いというふうに思っています。私の趣味で言って

いるのではなく、ちょっとやはり観光のところに

活用できるツールだというのをぜひ理解をしてい

ただきたいなと思っています。

それと、配布場所についても多くが下水処理場

に置いているところも多いのですが、私も駅前で

もよいかなと思ったり、道の駅でもというふうに

思ったりしたのですが、やっぱり下水処理場まで

巡回バスを使っていただいて来てもらうと。名寄

市内を回っていただくということもいいかなとい

うふうに思っていますので、そういったことも含

めて検討していただいて、早目の発行をお願いし

て、終わりたいと思います。ありがとうございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 報告第５号

平成２９年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第６号 平成２９年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 平成２９年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第６号 平成２９年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第５号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報
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告第６号は同法第２２条第１項の規定に基づき平

成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率を御報告申し上げるもので、細部につき

ましては総務部長から説明をさせますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、私のほう

から報告第５号 平成２９年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第６号 平成

２９年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して追加説明させていただきます。

配付いたしました資料の１ページをお開きくだ

さい。初めに、総括表①、健全化判断比率の状況、

平成２９年度決算についてでありますが、実質赤

字比率及び連結実質赤字比率については赤字が発

生していないことから、なし、バー表示でござい

ます。実質公債費比率については前年度より ２

ポイント増の ４％、将来負担比率については

２ポイント増の３ ８％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況、平成２９年度決算につ

いてであります。初めに、表の左上の欄は一般会

計の赤字の割合を示す実質赤字比率積算の内訳を

記載しています。一般会計の実質収支は４億 ８

１９万 ０００円の黒字となっていることから、

分母である標準財政規模に対する割合はマイナス

８８％で、実質的な赤字が発生していないこと

から、なし、バー表示となります。次に、一般会

計に特別会計、企業会計など全ての会計を対象と

した連結実質赤字比率については、全ての会計の

実質収支を合計すると表の右下のとおり１６億

１９３万 ０００円の黒字となりました。この額

が標準財政規模に占める割合はマイナス１ ０９

％になり、実質的な赤字が発生していないことか

ら、同じくなし、バー表示となります。

３ページをお開きください。次に、総括表③、

実質公債費比率の状況、平成２９年度決算につい

てであります。実質公債費比率とは、一般会計の

公債費に加え特別会計や企業会計、一部事務組合

などへの公債費に準じた繰出金や負担金などの合

計額が標準財政規模に占める割合をいい、直近の

決算、平成２７年から２９年の３カ年平均を用い

ます。平成２９年度決算では、前年度より ２ポ

イント増の ４％になりました。実質公債費比率

が増加した主な要因は、普通交付税額の減少が挙

げられます。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況、平成２９年度決算についてであり

ます。将来負担比率とは、地方債残高など一般会

計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政規

模に占める割合をいいます。平成２９年度決算で

は、前年度より ２ポイント増の３ ８％となり

ました。上段の将来負担額は、地方債の現在高、

債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等

繰り入れ見込み額、職員の退職手当負担見込み額

など将来にわたって負担すべき金額を記載してい

ます。また、中段の充当可能財源等は、充当可能

な基金や特定歳入、将来にわたって地方交付税で

措置される基準財政需要額算入見込み額などを記

載しています。将来負担比率が増加した主な要因

は、地方債の現在高の増加、普通交付税額の減少

による標準財政規模の減少が挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

企業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当の額は貸借対照表における流動負債から

翌年度償還の企業債等の額を控除した金額を、ま

た歳入相当の額については流動資産の額をそれぞ

れ記載しており、その差額が資金不足額となりま

す。両会計とも歳入相当額が歳出相当額を上回っ

ているため資金不足額はマイナスとなっており、

資金不足比率はありません。

また、食肉センター事業特別会計ほか２特別会
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計については、それぞれ歳出歳入の決算額を記載

しており、いずれの会計も一般会計繰入金で調整

しておりますので、収支均衡となっており、資金

不足は生じておりません。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第５号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 健全化比率の結果と

それに関連して説明を受けましたが、私の理解も

深める意味で３点ほどお尋ねをしたいというふう

に思います。

今お話ありましたように、実質赤字比率、連結

実質赤字比率の関係はバー表示で黒字ということ

でございますが、基準が赤字比率が１ ９９、そ

して連結実質赤字比率が１ ９９ということで、

説明のあった数字等加えるとそれぞれ１ ９ポイ

ント黒字、あるいは３ １ポイント黒字というこ

とであります。こういう理解でよろしいか、黒字

の中身の話になりますけれども、再確認でお答え

をいただきたいと思います。

それから、実質赤字比率はかつての実質収支比

率とほぼ同じ理解でよろしいかと思いますが、経

験的には今までどの黒字の水準が望ましいのかと

いう議論も過去にはあったような気がしますけれ

ども、今回の実質赤字比率と直接かかわりません

けれども、望ましい黒字の水準についてどのよう

に受けとめたらよろしいのかをお答えをいただき

たいと思います。

それから３つ目に、将来負担比率はもちろん発

生しないということは負担がないということでは

なくて、ありますけれども、各基金だとか、地方

債の交付税措置だとか、いろいろとの比較でマイ

ナスになるわけでありますけれども、特にここ何

年かで職員の減少だとか退職金の引き下げなんか

についても当然この中に含まれてありますけれど

も、それとの因果関係について少しお答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、最初の質問の実

質赤字比率、それから連結実質赤字比率と、それ

から基準との関係ですけれども、こちらの１ペー

ジに出ているそれぞれの基準についてはこれマイ

ナスの部分でありますので、うちの場合は逆に黒

ですから、当然その差が出ていますので、それは

議員御指摘のとおりの数字ということの整理でよ

ろしいかと思います。

２点目のこれも昔の実質単年度赤字との関係で

すけれども、ほぼ同じ意味であります。ですので、

これをもとに財政健全化の法律ができて、こうい

うふうに振りかわっているということですので、

中身としては同じ考えに立っておりますので、そ

れも構わないと思います。

それから、どれくらいが適正な黒字になるのか

ということで、さきの一般質問でも大石議員のほ

うからもいろいろやりとりさせていただきました

が、なかなかこの金額が適切というガイドライン

というものはありません。ただ、今までの経験則

からいいますと、今私どもの一般会計、普通会計、

大学も合わせますと大体予算規模で２００億円超

えて２１０億円から２２０億円ぐらいですので、

大体経験則からいいますと多くても５億円から６

億円ぐらいの黒字ということで推移しております。

ほかの市の状況を見ますと、出てくる不用額ある

いは黒字額それぞればらばらという状況がありま

すので、どれが適切かということは一概には言え

ませんけれども、今までの予算執行の流れから含

めますと大体２２０億円ぐらいの予算規模に対し

て５億円、６億円ぐらいがおさまりがいいところ

なのかなという一つの判断は持っておりますが、

これが適切という黒字についてはまだもうちょっ

と研究しなければならないなと思っております。

それから、職員構成あるいは年齢構成によりま

す健全化判断比率の影響でありますけれども、こ
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ちらにつきましては明確に反映されるのが４ペー

ジでありますが、４ページが将来負担比率になっ

ております。ここの中の一番上の表の左から５つ

目に退職手当負担の見込みがあります。こちらの

部分に大きな影響を与えるところであります。名

寄市の職員構成は、年齢構成を含めて若くなって

おりますので、職員退職手当の負担見込みについ

ては少しずつ下がってきているという傾向があり

ますので、これは将来負担比率においては下げる

ような流れになっているという、そういうような

状況になります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 前段の赤字比率ある

いは連結赤字比率の関係、議会で佐藤議員からも

いろいろ現状の基金残高の問題だとか、黒字なの

だということだとかというやりとりもありました

けれども、市民がそれをどのように受けとめるか

というところのお伝え方については決して十分で

はないのかなという感じがしていまして、たまた

ま私去年の広報の１１月号のを今コピーして持っ

てきたのですけれども、いろいろ書いてあります

けれども、「青信号だったんだね」、「市債残高

が増えても青信号？」ということで、あと文章つ

けて丁寧に説明しているようには見えましたけれ

ども、実際に赤字比率を、あるいは連結赤字比率

も含めてバー表示で、これで青信号という理解を

すればいいのですけれども、先ほど前段私いわゆ

る基準と今回の数字と足した数字をあえてお伝え

をしましたけれども、もう少しどのような黒字な

のかということなどについて、お伝えをするにし

ても広報かネット上のお伝え方しかないわけです

けれども、少し工夫を凝らしてお伝えしたほうが

よろしいのかなという感じがしますが、改善もお

願いできればというふうに思っていますが、その

考え方についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

それと、これは名寄市のことではないのですけ

れども、同様にバー表示は総務省が発行している

決算カードも大体そのようになっていて、これは

なぜ総務省でこのような、法的な義務か、そうい

うことで必要ないということなのかもしれません

が、もしおわかりでありましたらバーの意味につ

いて、先ほど広報の改善なんかについてのお話し

したとおりちょっと説明をいただければと思って

います。

それと、２つ目のいわゆるどのくらいの黒字水

準かというところは、かつては実質収支比率の段

階ではいろいろ全国的にも３から５％程度の水準

があるということでありますけれども、一律にこ

れが妥当なのだということは言いにくいことかも

しれませんが、そういう理解で経験的には３から

５％ぐらいという数字も出ていたような気がしま

すけれども、そういう考え方については妥当なの

かどうかお聞かせをいただければというふうに思

っています。

あと、将来負担比率の関係は、基金だとか起債

の償還の交付税措置だとか、いろいろ退職金の関

係とか年齢構成だとか、さまざまな要因で数字は

決まっているのですけれども、数字を意識をする

ために住民生活だとか、福祉の向上だというとこ

ろを置き去りにするということはあり得ないとい

うふうには思いますけれども、ややもすると数字

を気にして抑制をするという危惧も多少あるもの

ですから、基本的には財政運営の基本については

数字だけではなくて住民生活や福祉向上との因果

関係は当然もう理解されているような話だと思い

ます。基本的な考え方についてもう少しお聞かせ

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 順番は前後しますけれ

ども、バー表示につきましては今ちょっと確認で

きませんけれども、恐らく赤字が出ていないとい

う意味でもってのバー表示ということではないか

と思っております。ちょっと確認させていただき

まして、また何らかの機会に報告をさせていただ
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ければと思います。

それから、一番最初の広報における財政含めた

指標の周知方法につきましては、これ３番目の黒

字の水準等にもかかわってくる問題だと思ってお

りますが、黒字が出たら黒字出たその背景も含め

てできるだけわかりやすく、その黒字は何を意味

しているのだというのをわかりやすく周知するこ

とは、非常にこれから将来に向けて大事なことだ

と思っております。今までの決算の経緯見ますと、

黒字毎年度出ているということで、危機的な状況

は脱しながら進めておりますけれども、そのかわ

りこれから何があるのだということも含めてこれ

は必ず市民の皆様にお知らせしなければならない

ことでありますので、改めて財政当局のほうと話

をさせていただきまして、もうちょっとわかりや

すく、表現方法も含めて詰めてまいりたいと思い

ます。

それから、一番最後の今回の健全化判断比率、

資金不足比率につきまして、もともとは道内の自

治体の財政破綻に端を発しましてこういうような

法律ができて、実際にほかの会計も連結したとき

にどうなるのだろうというのを見える形にしよう

としたものであります。この一応の早期健全化基

準、財政再生基準、示されておりますけれども、

これを超えると今まで例えば起債、お金を借りる

ときに届け出だったものがこれ審査を受けなけれ

ばならなくなる、あるいは起債を制限される、そ

ういうような状況もございますので、非常に重要

な指標であります。ですので、これを一応念頭に

置きながら、財源配分で市民の皆さんの福祉をど

のように向上させるかということが非常に大きな

仕事の一つになってきております。この指標を守

りながらいろんな市民のニーズに応えるという、

この姿勢だけは絶対に忘れてはいけないというふ

うに思っております。特にこれから繰り返しにな

りますけれども、基金の活用がその中でどういう

ふうに出てくるのか、一番大きな課題になります。

前に申し上げましたけれども、お金を借りないた

めに基金を使うと。そうなると手持ちのお金がな

くなるので、将来に負担が残るよということで、

資金不足比率のほうが悪くなるという傾向があり

ますので、これらも含めて非常に難しい作業にな

りますが、基本は市民ニーズをいかに組み込んで、

この指標を守りつつ、時には大胆に財政出動もし

ければならない、そういう時代も来るということ

で、今後財政進めてまいりたいと思います。よろ

しく御理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 最後になりますけれ

ども、結果は２９年度の数字、そしてあらわし方

は３年平均でそれぞれ数字が報告をされるわけで

ありますけれども、わずかな期間の間でこの数字

を判断をするというのは非常に難しいのかなと。

赤字より黒字のほうがいいというのは一般論では

当然ありますけれども、この数字が総合計画の継

続の中で今の財政の状況がどうなのかという中長

期的な視野で市政運営もされているかと思います

けれども、赤字より黒字がいいに決まっているけ

れども、いっとき赤字もあり得るということだと

思うのです。前後の行政施策、あるいはこれから

ライフラインや、あるいは公共施設の老朽化や耐

震化の問題も含めて考えるときに、市民がそれは

もうやむを得ないことだというときにはたくさん

これから水道の話も出てくるわけでありますけれ

ども、つらいこともやっぱり説明をした上で、本

当の財政実態を理解をいただく。あるいは、やっ

ぱりニーズを優先するかという判断はこれからの

議論の中で、市民抜きにそういう面では数字の上

がり下がりだけにこだわる必要はないのかなとい

う感じはしていますけれども、基準を超えると起

債の発行制限が出てくるので、そうはいきません

けれども、十分数字だけに目を向けることではな

くて住民福祉の向上やら市民ニーズをどう見きわ

めるかということについての財政運営についてし

っかりやっていただきたいと思いますけれども、

総括的に加藤市長からのお答えをいただいて、終
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わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 持続可能な自治体経営の

ためにこうした指標をしっかりと注視をしながら、

市民のニーズにいかに応えていくかというそのバ

ランスをとりながらの運営だというふうに思いま

す。今回特に２つの指標において、若干今までの

トレンドとは変わってきているということはやっ

ぱり注視しなければならないと思います。このト

レンドが変わってきたことが少し今後も償還がま

たこれからもふえていく見込みでありますので、

どちらかというと悪化の傾向が続いていくのかな

というふうに思います。そんなことも我々は予期

していたこともあり、財政的なキャップもはめな

がら、ここしばらくは基金も上手に活用しながら

やりましょうということでございます。当然こう

したことをこれからも財政の健全化に注視をしつ

つ、市民の皆さんのより多様となってきているニ

ーズをしっかりと酌み取りながら、やるべきこと

をしっかりとやっていくと。このバランスをしっ

かりととっていきながら、これからも市政の運営

を進めていきたいというふうに思います。御指導

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

報告第５号外１件を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月２２日から９月２

７日までの６日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月２２日から９月２７日までの

６日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で散会といたしま

す。

散会 午後 ２時１４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 東 千 春
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開議 平成３０年９月２８日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１２号 平成２９年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第１３号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１４号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１６号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第１７号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第２０号 平成２９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２１号 名寄市水道事業給水条

例の一部改正について

日程第４ 議案第２２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第５ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 学校施設や通学路に

おけるブロック塀等の安全性確保を求

める意見書

意見書案第３号 児童虐待防止対策の

さらなる強化と児童相談所の強化を求

める意見書

意見書案第４号 道教委「これからの

高校づくりに関する指針」を抜本的に

見直しすべての子どもにゆたかな学び

を保障する高校教育を求める意見書

意見書案第５号 主要農産物種子法の

新たな立法を求める意見書

日程第６ 報告第７号 例月現金出納検査報告に

について

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣変更について

日程第９ 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１２号 平成２９年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第１３号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１４号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

平成３０年９月２８日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１６号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第１７号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第２０号 平成２９年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２１号 名寄市水道事業給水条

例の一部改正について

日程第４ 議案第２２号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第５ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 学校施設や通学路に

おけるブロック塀等の安全性確保を求

める意見書

意見書案第３号 児童虐待防止対策の

さらなる強化と児童相談所の強化を求

める意見書

意見書案第４号 道教委「これからの

高校づくりに関する指針」を抜本的に

見直しすべての子どもにゆたかな学び

を保障する高校教育を求める意見書

意見書案第５号 主要農産物種子法の

新たな立法を求める意見書

日程第６ 報告第７号 例月現金出納検査報告に

について

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣変更について

日程第９ 委員の派遣報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君
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副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

総合政策室長 石 橋 毅 君

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第１２

号 平成２９年度名寄市一般会計決算の認定につ

いて、議案第１３号 平成２９年度名寄市国民健

康保険特別会計決算の認定について、議案第１４

号 平成２９年度名寄市介護保険特別会計決算の

認定について、議案第１５号 平成２９年度名寄

市下水道事業特別会計決算の認定について、議案

第１６号 平成２９年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計決算の認定について、議案第１

７号 平成２９年度名寄市食肉センター事業特別

会計決算の認定について、議案第１８号 平成２

９年度名寄市後期高齢者医療特別会計決算の認定

について、議案第１９号 平成２９年度名寄市病

院事業会計決算の認定について、議案第２０号

平成２９年度名寄市水道事業会計決算の認定につ

いて、以上９件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、東川孝義委員長。

〇決算審査特別委員長（東川孝義議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会で決算

審査特別委員会に付託されました議案第１２号

平成２９年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第１３号から議案第１８号までの各特別会計

決算の認定について、議案第１９号 平成２９年

度名寄市病院事業会計決算の認定について及び議

案第２０号 平成２９年度名寄市水道事業会計決

算の認定について、委員会の審査経過と結果の御

報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月３日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私東川孝義

が、副委員長には山崎真由美委員が選任されまし

た。

第２回の委員会は、９月２５日に開会し、審査

日程を９月２５日から２８日までの４日間と決め、

実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑並びに委員による質疑を行い、慎重

に審査を行いました。

審査経過につきましては、当委員会は全議員を

もって構成された特別委員会ですので、詳細な報

告は省略させていただき、審査の結果のみを御報

告申し上げますので、御了解をお願い申し上げま

す。

当委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計については起立多

数により、その他の５特別会計、病院事業会計、

水道事業会計はいずれも全会一致で原案のとおり

認定すべきものと決定しました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

につきましてはいずれも正確な収支が行われ、予

算の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

なお、委員会開催中は、委員並びに理事者各位

におかれましては終始慎重かつ熱心に審査を尽く

していただきましたことにお礼を申し上げます。

また、日程どおり決算審査特別委員会を終えるこ

とができましたことに重ねてお礼を申し上げまし

て、本委員会の報告とします。ありがとうござい

ました。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま決算審査特別
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委員会委員長より報告のありました議案第１２号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第１２号 平成２９年度名寄市一般会計決

算の認定について委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１２号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

お諮りいたします。議案第１３号 平成２９年

度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定につい

て委員長報告のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１３号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

次に、議案第１４号 平成２９年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定についてから議案第２０

号 平成２９年度名寄市水道事業会計決算の認定

についてまでの７件について委員長報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号から議案第２０号までの

７件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第２１

号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 名寄市水

道事業給水条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

水道事業の経営につきまして、名寄市上下水道

事業経営審議会に諮問をし、料金改定が必要との

答申を受けておりました。本年８月には、同審議

会に水道料金の改定率及び時期について提案をし、

料金改定に関する御意見をいただき、了承をされ

たところでございます。

水道事業といたしましては、平成２９年度に策

定をした名寄市水道事業経営戦略の投資、財政計

画でも検討しておりますが、現行の料金水準では

資金不足が生じ、安定的な水供給に向けた投資や

老朽化する施設、管路の維持管理費用を賄うこと

は難しく、災害にも対応できる安定的な事業運営

には水道料金の改定が必要であることから、本条

例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２１

号について質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第２１号は、経済建設常任委員会へ付託を

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第２２

号 平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第４

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 平成３０

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、北海道から介護サービス提供基

盤等整備事業費交付金の内示に伴い必要な経費を

補正しようとするものでありまして、歳入歳出に

それぞれ ４２７万 ０００円を追加をし、予算

総額を２２０億 ００５万 ０００円にしようと

するものであります。
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歳出について申し上げます。３款民生費におき

まして介護サービス提供基盤等整備事業費交付金

４２７万 ０００円の追加は、地域密着型サー

ビス施設等の整備及び介護施設の開設準備に対し

補助しようとするものであります。

次に、歳入につきましては、１６款道支出金に

おいて介護サービス提供基盤等整備事業費交付金

で ４２７万 ０００円を追加しようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 意見書案第

１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書、意見書案第２号

学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性

確保を求める意見書、意見書案第３号 児童虐待

防止対策のさらなる強化と児童相談所の強化を求

める意見書、意見書案第４号 道教委「これから

の高校づくりに関する指針」を抜本的に見直しす

べての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育

を求める意見書、意見書案第５号 主要農産物種

子法の新たな立法を求める意見書、以上５件を一

括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外４件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 報告第７号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 委員の派遣

変更についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員の派遣を変更することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣変更が決定いたしました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 委員の派遣

報告を行います。

派遣された委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、東千春委員長。

〇総務文教常任委員長（東 千春議員） 総務文

教常任委員会の視察報告を申し上げます。

日程は７月２日から４日までの３日間で、４自

治体、５カ所視察をいたしました。初日は、網走

市にある日本体育大学附属高等支援学校を訪問い

たしました。網走市と連携し、閉校となった２つ

の教育施設を活用して国内初のスポーツ教育を主

軸とした知的障がい者の特別支援学校として、平

成２９年に開校しました。学校の理念と経営方針

では、学校教育目標を「自らの無限の可能性を信

じ、たくましく（学び）生きる」とし、生徒が地

域社会で生きる力を養うことを目指し、学校の中

だけでは教育は完結しないという理念のもと、網

走のまちの人々との触れ合いに重きを置いた体験

的な活動を通し、好きなことを見つけ、得意なこ

とをふやし、将来の自立につながる学習活動を行

っております。

パラスポーツが一層注目を集めている中で、当

市においても福祉サイドとの連携によりパラスポ

ーツの取り組みを充実させることで、冬季スポー

ツ拠点化プロジェクトが一層広がりを見せるとと

もに、さらに深みを増すことが期待できると感じ

ました。

２日目の午前は、釧路市中央図書館を視察いた

しました。旧市立釧路図書館の老朽化と資料保存

の限界、さらには耐震診断の結果、課題解決をす

ることは難しいとの判断から、平成３０年に建設

されております。建設位置の決定の経緯と選考理

由については、平成２５年に新図書館整備庁内検

討会議を設置し、適正な規模、立地場所、整備手

法等について検討を開始しました。適正規模につ

いては、文科省が示す図書館の設置及び運営上の

望ましい基準と他都市図書館面積を参考に ５０

０平米程度を想定、立地場所については各地区コ

ミュニティセンター図書室から２キロ以上離れ、

交通の利便性がよく、中心市街地活性化に貢献で

きる場所等の観点で検討し、北大通における民間

ビル新築計画が明らかになったことから、同ビル

への賃貸入居による新図書館整備の可能性につい

て検討したところ、想定規模での整備が可能であ

ることや公共交通機関の利便性が高く、補助制度

の活用により財政問題も解決できることなどから、

民間ビル内に図書館を設置することが最善と判断

し、決定に至っております。

図書館の管理運営手法については、１、民間ノ

ウハウを生かした利用サービスの向上が期待でき

る、２、人的資源の整備が図られる、３、経費の

合理的、効率的な運用によるコストダウンが期待

できるなどのメリットがあることから、指定管理

制度を採択しております。導入前後の変化として

は、開館時間の延長と開館日の拡大、利用者の増

加、接遇の向上、レファレンス件数の増加などの

効果が見られるとともに、図書館運営に係る経費

についても約 ３００万円程度節減されたなどの

説明を受けました。

今後の当市における図書館のあり方について、

民間活力の有効利用手法や施設整備のコンセプト、

中心市街地活性化への貢献など検討要素の参考と

なる事例でありました。

２日目午後は、釧路市公共施設等見直し指針に

ついて視察をいたしました。公共施設の老朽化に

より、改修や更新をしたとしても費用の増大と集

中が発生することから、建物状況、利用状況、運

営状況等を把握し、総合的、戦略的、経営的な公

共施設の見直し、公有資産マネジメントにより最

少の経費で最大の効果を生み出す取り組みが必要

となることから、平成２２年に釧路公立大学地域

経済研究センターとの共同で釧路市都市経営戦略

会議を設置いたしました。当会議は、翌平成２３

年１月に釧路市の都市経営のあり方に関する提言

をまとめており、その中で都市経営戦略のプラン



－180－

平成３０年９月２８日（金曜日）第３回９月定例会・第５号

として、１、政策プラン、２、市役所改革プラン、

３、財政健全化推進プランを求めております。特

に公共施設に関しては、市長を本部長とする都市

経営推進本部に公共施設等見直し作業部会を設置

し、精力的に協議を行い、平成２４年３月に釧路

市公共施設等見直し指針、平成２６年１０月に釧

路市公共施設等適正化計画、平成２７年９月に釧

路市公共施設等保全計画、釧路市公共施設等総合

管理計画を策定しております。

今回の視察では、計画の策定及び完遂を目指す

には、庁内での検討協議を十分に行い、市民理解

を得られるデータ作成、指針、計画であることの

重要性を再確認いたしました。公共施設は、市民

の財産であるがゆえに既得権も存在いたします。

それだけにアバウトな目標ではなく、目標を明確

化するとともに、市民に理解と協力が得られる手

法を検討しなければならないことを強く感じまし

た。

３日目午前は、帯広市のこども学校応援地域基

金プロジェクトを視察いたしました。地域ぐるみ

で子供を育むことが求められる中で、これまで学

校支援地域本部事業、放課後子ども広場、子供の

見守り活動を初めとするさまざまな取り組みを通

じて子供たちの健全育成を支援をしてきました。

このプロジェクトは、学校を核として地域ぐるみ

で進めている子育てなどに関する既存の取り組み

を緩やかにくくり、学校、家庭、地域総ぐるみで

ふるさとの風土に学び、人がきらめき、人がつな

がる帯広の教育の実現を目指しております。

寄附金は、平成２８年度１１件、１１４万円、

平成２９年度１７１件、３７０万円、平成３０年

度６月末で１４件、２０万円の寄附が寄せられ、

地域ぐるみで子供を応援する活動資金に充てられ

ております。

学校を中心に地域が連携、協力し行われている

地域で子供の顔が見える学校支援、放課後の居場

所づくり、子供の見守りなどの活動を参考に、本

市の取り組みを再度検証して、よりよい環境をつ

くりたいと感じました。

３日午後は、幕別町図書館を視察いたしました。

幕別町図書館は、図書館が持つ３つの力として、

１、ネットの力としてバーチャル本棚、ブログ型

の情報発信と共有、２、人材の力として本棚編集

の自在性、地域情報の編集、３、本棚の力として

魅力ある独自の本棚構成、カメレオンコードに注

目し、それらを有機的につなげて図書館を利用者

や地域の多様なニーズに応える情報サービス拠点

として、情報編集センターに変革することを目指

しております。

平成３０年度の代表的な取り組みとして、１、

ＡＲのプラットホーム構築事業、２、図書館オリ

ジナルグッズの企画販売、３、町友である平田オ

リザさんを講師に招いた講演会及びワークショッ

プの開催、４、東部４町図書館交流事業、５、ポ

ップコンテスト、６、ハロウィンパーティー、７、

古本交換市、雑誌無料配布を計画していると伺い

ました。特徴的な取り組みとして、北の本箱事業

では著名人から寄贈を受けた蔵書類を展示し、広

く町民が手にとることで文化意識の高揚が図られ

るなど、職員のアイデアによりさまざまな企画を

展開しており、先進的な取り組みを学びました。

当市の図書館は老朽化が著しく、今後の方向性

を検討する中で、これらを参考とし、市民全体を

巻き込んだ議論を進めることで市民理解を得られ

る図書館設計ができるのではないかと感じました。

以上、総務文教常任委員会の視察報告といたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 続いて、市民福祉常任

委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） 市民福

祉常任委員会行政視察について報告をいたします。

７月２日に留萌市の農業と福祉の連携による６

次産業化について、７月３日には札幌市の社会医

療法人社団愛心メモリアル病院の病院食に対する

取り組みについて、砂川市における認知症に関す

る取り組みについて視察研修を行いましたので、
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主な内容について報告をいたします。

留萌市の農業と福祉の連携による６次産業化に

ついてでは、平成２４年より農水産物の未利用部

分の利用拡大に向けた乾燥加工研究事業に取り組

んできた経過があり、平成２５年に乾燥野菜によ

る高齢農家と障がい者のスモールビジネス支援と

して、大根を使った留萌産てぎり干し大根を試作

製造し、就労支援の取り組みが開始されました。

平成２６年からは、農業、福祉連携６次産業化支

援事業（事業費約 ７００万円）により取り組み

を拡大し、野菜生産の振興、障がい者就労支援等

の支援、幌糠地区の活性化などに向け、廃校施設

を改修し、農産物加工による農福連携の拠点が整

備をされています。現状は、協力農家の圃場で大

根の収穫作業を行い、廃校跡地の加工施設で障が

いの程度に応じた作業分担により製品化され、６

次産業化の取り組みとして関東圏のスーパー、道

内の生協での販売、学校給食での提供や干し大根

入りパンも商品化されています。

今後の新たな取り組みとして、農林水産省の農

山漁村振興交付金を活用し、障がい者の就労支援

を進めるための受け入れ態勢の構築、就労サポー

ト、人材育成などＮＰＯるもい農業応援隊コーデ

ィネーターを配置し、地域における農福連携に向

けた取り組み全体を調整、コーディネートする仕

組みづくりを目指すとのことでした。他に近畿大

学と連携し、もみ殻を利用した固形燃料の開発な

どにより、資源循環型農業への挑戦が始まるなど、

新たな分野における農福連携につながる要素もあ

り、行政職員の情報収集による国の補助制度の連

続した有効活用、地域住民との連携や支援体制の

構築等の努力が実を結んだ結果と思われます。

名寄市における農福連携の取り組みは、障がい

者と受け入れ農業者との連携により進みつつあり

ますが、障がい者の雇用、農業分野の労働力確保

として捉えるのではなく、障がい者の特性を生か

し、就労環境の確保に対する理解と相互の連携を

高めていくことが課題であり、具体的課題をクリ

アしながら今後の事業化に期待が膨らみます。

次に、札幌市社会医療法人社団愛心メモリアル

病院の病院食に対する取り組みについて。同院が

病室でおいしい病院食の提供に着目したのは、病

院食業務を委託していた配食業者との契約満了が

契機になりました。業者との契約更新か、自前で

の調理、配食かを院内で協議を重ねる中で、入院

患者を対象に行ったアンケートから、病院食は味

が薄い、まずい、食欲が湧かないという病院食に

対する率直な意見が院内調理と配食の決め手とな

りました。

病院食改善の阻害要因となっているのが病院食

ならではの制約です。塩分の制限とおいしさを両

立させるのは一筋縄ではいきません。ほかにもた

んぱく質の制限やかたいものが食べられないなど

患者の症状によって食材のさまざまな制限に対応

しなければなりません。さらに、費用の壁もあり

ます。病院食は治療の一環とされ、その費用は健

康保険と自己負担によって支払われています。病

院食は、入院時食事療養費で１日３食 ９２０円

と決められています。診療報酬上１食当たり６４

０円、そのうち自己負担は１００円から３６０円

で供されます。健康保険から費用が出る以上、病

院食に療養に必要で良質な食事提供が求められて

います。

鮮度やおいしさの追求について同院の管理栄養

士からは、困難な交渉の末に仲買人さんとともに

札幌中央卸売市場からの直接買い付けを行い、コ

スト削減を図ることに成功しましたとの話があり、

扱いやすい冷凍物ではなく、安価で鮮度の高い生

魚や生野菜の提供で費用の壁のみならず、食材の

制限についても新たな取り組みを試みています。

さらに、通常の病院食は高血圧、心臓病などの塩

分制限は５から６グラム未満で調理され、ふだん

の食事より相当味が薄いと感じられるのもやむを

得ません。予算や手間や労力、健康を考えた場合、

病院食は実はおいしいのかもしれません。ただ、

考えさせられる事例もあります。入院中に食事が
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進まず、栄養が低下した患者に制限のない普通食

を出していたら元気になったという事例報告がさ

れています。逆に病気の進行で食事ができないと

判断され、点滴や胃に入った胃瘻で強制的な栄養

補給が始まるとますます食事ができなくなること

も起こり得ることも学びました。

今回の視察では、おいしい病院食であるために

は病院食を正しく評価する第三者機関の設置とそ

れを支える行政の仕組みづくりとともに、私たち

一人一人が病院食に強い関心を持つことで、病院

食はまずい、おいしくないという諦めや固定観念

からの脱却につながるということを再認識するこ

とができました。

次に、砂川市における認知症に関する取り組み

について。砂川市立病院では、平成１６年に物忘

れ外来の診療が開設され、同年管内開業医、地域

包括支援センターや社協等と任意団体、中空知地

域で認知症を支える会を立ち上げ、認知症に関す

る啓発事業を開始しました。その後、平成２４年

に北海道から認知症疾患医療センターの指定を受

け、地域医療機関、介護関連事業者との連携によ

り診療治療、啓発活動が高く評価されてきました。

その後、平成２６年に開始した認知症初期集中支

援推進事業にもつながり、物忘れ外来から１３年

にもわたりさまざまな資源やネットワークを構築

し、認知症の方が地域でより安心して暮らし続け

られる組織づくりが進められてきています。

認知症疾患医療センターの主な役割は、医療、

連携、啓発です。医療では、診断を行うことと同

様に重要なのが認知症の周辺行動である徘回や暴

言などによりＳＯＳが出されたときの入院対応や

そのためのベッドの確保です。また、人工透析な

どの身体合併症やさまざまな内科的な疾病への診

療も必要です。連携、啓発についてもさまざまな

機関や市民、住民とも協調しながら、認知症との

かかわり方やビジョンがどこまで進んでいるか、

ケアスタッフや地域住民とともに啓発活動を継続

しているとの話がありました。

診療体制の特徴としては、精神神経科、脳神経

外科、精神内科の３人の医師が共同診療を行い、

さまざまな視点での診断により精度の高い結果を

出していることです。単に鬱病や精神的症状を診

るだけでは診療単価が上がらないため、専門医師

の配置や高度な医療機器の活用により診療単価に

も反映しています。

砂川市の認知症初期集中支援チームについては、

平成２６年９月から道内２番目に地域包括支援セ

ンターが設置され、医療系訪問担当者と介護職員

及び認知症サポート医の３人で動き、究極のおせ

っかいチームで訪問し、早期発見、早期治療、早

期介護につなぐことにしています。現在は、砂川

市だけではなく、空知中部広域連合からも要望が

あり、１市４町に広がり、支援体制が確立されま

した。認知症家族教室は年３回開催し、介護の不

安を家族同士で話し合っています。さらには、専

門医の努力によりアルツハイマー型認知症とは違

うレビー小体型認知症についても相談できる体制

も整備されています。認知症の支え合いは、専門

病院、地域のかかりつけ医や介護、保健、福祉関

係者の連携に加え、認知症の方がより長く在宅で

生活するためには地域住民やボランティア、町内

会などの支え合いが重要とのことで、砂川市だか

らできるのではなく、どの地域でも一般化するた

めの課題を明確にした上で実践することが必要で

あると痛感しました。

以上で限られた時間内での報告になりますが、

市民福祉常任委員会として今任期中視察テーマの

多くは第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画の大きな課題でもある地域包括ケアシス

テムと重なるため、今後の実効性をより高めてい

くために、市民や行政とも連携しながら、継続的

に取り組んでいきたいと思います。

以上で報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。
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〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成３０年第３回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時３７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

署名議員 佐々木 寿
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成３０年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 地域包括ケアシステムの構築について

（Ｐ ４３） (1) 将来人口の推計と高齢化率の推移について

(2) 健康寿命延伸に向けた取り組みについて

(3) 医療と介護の連携推進について

２ 公共施設建築物老朽化への対応について

(1) 施設縮減目標値の考え方について

(2) 現状の課題と対応について

(3) 持続可能なまちづくりに向けて

３ まち・ひと・しごと創生総合戦略について

(1) 地方創生推進交付金事業の評価について

(2) 人の流れを呼び込むまちづくりについて

(3) 現状の課題と今後の展望について

２ 山 崎 真由美 １ スポーツを核としたまちづくりについて

（Ｐ ５５） (1) スポーツ・健康都市宣言の制定について

(2) 施設利用状況及び施設の有効活用について

(3) スポーツ環境の整備について

２ 安全安心な暮らしを守る取り組みについて

(1) 有害鳥獣の現状と対策について

(2) 河川の雑木処理について

３ 国際交流推進について

(1) 市民に身近な国際交流について

① 国際交流展示スペースの活用について

(2) 名寄・リンゼイ姉妹都市提携５０周年記念の取り組みについて

３ 大 石 健 二 １ 第３回定例会行政報告から

（Ｐ ６６） (1) 平成２９年度の各会計決算について

① 現況と改善すべき今後の課題

(2) 商工業振興と公共工事等について

平 成 ３ ０ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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① 現況と改善すべき今後の課題

２ 高齢者等福祉行政から

(1) 孤立する高齢の親と中高年で未婚の子の８０・５０問題について

① 現況と改善すべき今後の課題

３ 市の保育・教育行政から

(1) 保育所での使用済みおむつの処分について

① 現況と改善すべき今後の課題

(2) 小中学校の教育環境の空調整備について

① 現況と改善すべき今後の課題

４ 高 橋 伸 典 １ 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保について

（Ｐ ７７） (1) 「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査」の結果

について

(2) 調査対象外施設の安全点検について

(3) 危険個所確認後の安全確保の方法について

(4) 「学校防災マニュアル」に基づく通学路の安全対策について

(5) 通学路に面する民間ブロック塀等の安全対策について

２ ＩＣＴを活用した学習機会の充実について

(1) ｅラーニングシステムの活用について

３ 乳幼児健診における小児がんの早期発見について

(1) 小児がん早期発見のための本市の取り組みについて

(2) 乳幼児健診の医師の診察における「白色瞳孔」の項目追加を

４ 市道徳田１８線緑丘連絡線の安全対策について

５ 塩 田 昌 彦 １ 新築戸建住宅建設における地元受注の現状と対策について

（Ｐ ８８） (1) 平成２９年度及び平成３０年度現在の新築戸建住宅の地元受注の

現状について

(2) 新築戸建住宅の地元受注減少が地域経済に及ぼす影響への受け止

めについて

(3) 影響回避のための具体的な対策について

２ 機能訓練事業（リハビリ教室）廃止の影響について

(1) 介護保険制度の浸透に伴う名寄市保健センターが実施するリハビ

リ教室利用者への影響について

(2) 名寄市立総合病院が実施する理学療法士派遣の現状について

(3) 介護サービス（デイサービス、デイ・ケア、訪問リハビリ）の現

状と対応施設について

平 成 ３ ０ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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３ 教育環境の現状について

(1) 学校の教室における暑さ対策の現状について

(2) スクールバスの運行及び配車の現状について

(3) 学校駐車場の現状と安全確保について

４ 福祉施設等における暑さ対策の現状について

(1) 特別養護老人ホームにおける熱中症対策について

(2) 公立保育所における暑さ対策と保健衛生の管理について

６ 東 千 春 １ 国や道を含む水害対策について

（Ｐ ９９） (1) 天塩川及び名寄川の管理について

(2) サンルダム供用開始時の水害への効果について

(3) 豊栄川遊水地の工事進捗状況について

(4) 自主防災組織の状況と市民への情報伝達について

(5) 名寄市として今後考えられる取り組みについて

２ ＪＲ宗谷本線と公共交通について

(1) 国からの支援策とＪＲの自立経営を目指す考えについて

(2) 今後の宗谷本線活性化推進協議会の対応について

(3) ＪＲを含む公共交通網の考え方について

３ 名寄市の雇用について

(1) 名寄市の有効求人倍率が上昇した要因について

(2) 特に人材が不足する業種について

(3) 名寄市としての対策と今後について

７ 佐 藤 靖 １ 名寄地区中心市街地活性化の展望について

（Ｐ１１０） (1) 徳田地区大型店進出以降における名寄地区中心市街地活性化の取

り組み

(2) 徳田地区への大型ホームセンター進出に伴う影響

(3) 今後の考え方

２ 市内の緑（緑化）に対する姿勢

(1) この１０年間における市街区の伐採状況

(2) 名寄市における緑のあり方に対する基本姿勢

(3) 立地適正化計画をはじめ、諸計画策定時における緑への認識

(4) 今後の考え方

３ 名寄市における猛暑対策のあり方

(1) 小中学校内での取り組み

(2) 名寄市立総合病院内での取り組み
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(3) 福祉施設での取り組み

(4) 公共施設での取り組み

(5) 今後の考え方

４ 各種基金のあり方と市民ニーズについて

(1) 財政調整基金・減債基金・公共施設整備基金における現状と目標

額

(2) 合併特例基金における活用策

(3) 高齢社会下における市民ニーズと財政にかかわって

８ 高 野 美枝子 １ 名寄市の災害対策について

（Ｐ１２２） (1) 平成３０年７月豪雨による災害に学ぶ

(2) 市民の避難に対する対応について

２ 高齢化社会に対応するために

(1) フレイルを予防する生活について

(2) 認知症になっても安心して暮らせる名寄市を現実のものとするた

めの方策について

(3) 高齢になっても住み続けられるまちづくりについて

３ 国際交流事業について

(1) 国際交流事業の意義について

(2) 国際交流事業での人材の育成について

(3) 市民レベルでの交流の重要性について

９ 野 田 三樹也 １ 本市における防災対策について

（Ｐ１３８） (1) 防災訓練の成果と今後の課題について

(2) シェイクアウト訓練の取り組みについて

２ 教育行政について

(1) 学校教育情報化推進モデル事業について

(2) 小中高いじめ防止サミットについて

３ 本市における交通安全対策について

(1) 自転車の運転マナーについて

１０ 奥 村 英 俊 １ 市民との協働による宗谷本線の存続に向けて

（Ｐ１４５） (1) ＪＲ宗谷本線の維持・存続に向けての取り組みについて

２ 名寄市への定住対策について

(1) 移住・定住の促進と人材確保に向けて
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１１ 川 村 幸 栄 １ 男女共同参画推進計画の推進にかかわって

（Ｐ１５８） (1) 名寄市立大学の性別による差別に対する考え方について

(2) 性暴力被害者ワンストップ支援センターについて

２ 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用制度にかかわって

(1) 名寄市の現状と今後の考え方について

３ 観光推進にマンホールカードを活用することについて

(1) マンホールカード発行の考えは

(2) 「風夢くん」をデザインしたマンホールの蓋をカードに



－190－

平 成 ３ ０ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会

平成３０年第３回名寄市議会定例会議決結果表

平成３０年９月３日～平成３０年９月２８日 ２６日間

本会議時間数 １４時間２７分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 30. 9. 3
第 １ 号 名寄市図書館条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運 ― ― 30. 9. 3

第 ２ 号 営に関する基準を定める条例の一部改正につ ― ― 原 案 可 決

いて

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 ― ― 30. 9. 3
第 ３ 号

する基準を定める条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市土地改良事業分担金等徴収条例の一部 ― ― 30. 9. 3
第 ４ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 9. 3
第 ５ 号 名寄市企業立地促進条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 30. 9. 3
第 ６ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 30. 9. 3
第 ７ 号

号 ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 30. 9. 3
第 ８ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 30. 9. 3
第 ９ 号

算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 30. 9. 3
第 １ ０ 号

業特別会計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 30. 9. 3
第 １ １ 号

計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市一般会計決算の認定につ 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 １ ２ 号

いて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２９年度名寄市国民健康保険特別会計決 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 １ ３ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２９年度名寄市介護保険特別会計決算の 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 １ ４ 号

認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２９年度名寄市下水道事業特別会計決算 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 １ ５ 号

の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２９年度名寄市個別排水処理施設整備事 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 １ ６ 号

業特別会計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２９年度名寄市食肉センター事業特別会 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 １ ７ 号

計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 １ ８ 号

決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２９年度名寄市病院事業会計決算の認定 30. 9. 3 30. 9.28 30. 9.28
第 １ ９ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２９年度名寄市水道事業会計決算の認定 30. 9. 3 30. 9.27 30. 9.28
第 ２ ０ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

30. 9.28 ― 30. 9.28
第 ２ １ 号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

経 済 建 設 常 任 委 ― 閉 会 中 審 査 決 定

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第４ ― ― 30. 9.28
第 ２ ２ 号

号 ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 30. 9. 3
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 9. 3
専決処分した事件の報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 9. 3
専決処分した事件の報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

報 告 平成２９年度名寄市一般会計継続費精算報告 ― ― 30. 9. 3

第 ４ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率の ― ― 30. 9.21

第 ５ 号 報告について ― ― 報 告 済

報 告 平成２９年度決算に基づく資金不足比率の報 ― ― 30. 9.21

第 ６ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 9.28
例月現金出納検査報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の ― ― 30. 9.28

第 １ 号 充実・強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安 ― ― 30. 9.28

第 ２ 号 全性確保を求める意見書 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

意 見 書 案 児童虐待防止対策のさらなる強化と児童相談 ― ― 30. 9.28

第 ３ 号 所の強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

道教委「これからの高校づくりに関する指 ― ― 30. 9.28
意 見 書 案

針」を抜本的に見直し全ての子どもにゆたか ― ― 原 案 可 決
第 ４ 号

な学びを保障する高校教育を求める意見書

意 見 書 案 主要農作物種子法の新たな立法を求める意見 ― ― 30. 9.28

第 ５ 号 書 ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 9.28
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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